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鋼船規則 C 編全面改正に伴う参照番号の修正に関する事項 

改正規則等 
鋼船規則 A 編，B 編，U 編，CSR-B&T 編，CS 編，D 編，GF 編，H 編，K 編， 
L 編，M 編，N 編，S 編，I 編，O 編，P 編，PS 編，Q 編及び R 編 
海洋汚染防止のための構造及び設備規則 
揚貨設備規則 
高速船規則 
強化プラスチック船規則 
フローティングドック規則 
鋼船規則検査要領 B 編，U 編，V 編，CS 編，D 編，GF 編，L 編，M 編，N 編， 
S 編，O 編，P 編，PS 編，Q 編，R 編 
海洋汚染防止のための構造及び設備規則検査要領 
安全設備規則検査要領 
揚貨設備規則検査要領 
高速船規則検査要領 
船用材料・機器等の承認及び認定要領 
（日本籍船舶用及び外国籍船舶用） 
旅客船規則 
内陸水路航行船規則 
旅客船規則検査要領 
内陸水路航行船規則検査要領 
（外国籍船舶用） 

改正理由 
鋼船規則をはじめとする本会の技術規則において，船体構造及び船体艤装に関する

事項については，基本的に鋼船規則 C 編の要件を参照している。 
 
2022 年 7 月 1 日付で公表した鋼船規則 C 編全面改正により，章構成を含め鋼船規

則 C 編の要件が全面的に改められたことから，他規則から鋼船規則 C 編を参照し

ている参照番号等を修正する必要がある。 
 
このため，関連規則における鋼船規則 C 編への参照を改める。 

改正内容 
他規則から鋼船規則 C 編を参照している箇所について，従来通り，鋼船規則 C 編

の構造強度要件を適用している 90 m 以上の船舶については全面改正後の C 編を，

90 m 未満の船舶については CS 編を適用するとの方針に基づき，次の(1)から(4)に
従い，関連規定を改める。 
(1) 全面改正後の C 編の該当規定を参照するよう改めるとともに，必要に応じて当

該要件の文言を改める。 
(2) 全面改正前の C 編の該当規定を移設する。 
(3) C 編全面改正に伴い C 編への参照が不要となった場合，C 編への参照を削る。 



2/301 

(4) その他関連規定の見直しを行う。 
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「鋼船規則」の一部を次のように改正する。 
 

A 編 総則 

1 章 通則 

1.2 船級符号への付記 

1.2.1 一般 
 
-2.を次のように改める。 
 

-2. 1.1.2 の規定により CSR-B 編又は CSR-B&T 編の適用を受けるばら積貨物船におい

て，船体構造・艤装に関する付記については，1.2.4-6.及び-22.の規定に代えてそれぞれ CSR-
B 編又は CSR-B&T 編の規定を適用する。この場合，関連する付記の冒頭に“CSR”を付

記する。（例：CSR, BC-A） 
-3. 1.1.2 の規定により CSR-T 編又は CSR-B&T 編の適用を受ける二重船殻油タンカー

において，船体構造・艤装に関する付記については，1.2.4 の規定に加え，それぞれ CSR-
T 編又は CSR-B&T 編の規定に基づき関連付記の冒頭に“CSR”を付記する。（例：CSR, 
TOB） 

1.2.4 船体構造・艤装等* 
 
-1.を次のように改める。 
 

-1. C 編 2-7 編，CSR-B&T 編又は CS 編 24 章を適用して船体構造の一部をタンクとし

て液体貨物をばら積運送する船舶については，船級符号に“Tanker”を付記する。また，

積載貨物に応じて D 編，H 編及び R 編の関連規定を適用して引火性液体貨物をばら積運

送する船舶であって，-2.又は-3.に該当する船舶以外のものについては，当該貨物の引火点

に応じて次の要領で付記を追加する。 
(1) 油以外の貨物であって，引火点が 60℃以下のものの場合： 

Tanker, flammable liquid-flash point on and below 60℃ （略号 TFLB） 
(2) 油以外の貨物であって，引火点が 60℃を超えるものの場合： 

Tanker, flammable liquid-flash point above 60℃ （略号 TFLA） 
(3) 引火点が 60℃以下の油の場合： 

Tanker, Oils-flash point on and below 60℃ （略号 TOB） 
(4) 引火点が 60℃を超える油の場合： 

Tanker, Oils-flash point above 60℃ （略号 TOA） 
 
-4.を次のように改める。 
 

-4. 前-3.に加え，N 編の適用を受けた液化ガスをばら積で運送する船舶のタンクタイプ

に応じて，次の(1)から(6)の要領で付記を追加する。 
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(1) 独立方形タンクタイプ A 方式： 
Independent Prismatic Tanks of Type A（略号 IPT Type A）（例：LGC 2G, (IPT Type A)） 

(2) 独立方形タンクタイプ B 方式： 
Independent Prismatic Tanks of Type B（略号 IPT Type B）（例：LGC 2G, (IPT Type B)） 

(3) 独立球形タンクタイプ B 方式： 
Independent Spherical Tanks of Type B（略号 IST Type B）（例：LGC 2G, (IST Type B)） 

(4) 独立型タンクタイプ C 方式： 
Independent Tanks of Type C（略号 IT Type C）（例：LGC 2PG, (IT Type C)） 

(5) メンブレン方式： 
Membrane Tanks（略号 MT）（例：LGC 2G, (MT)） 

(6) その他の方式： 
Other Tanks（略号 OT）（例：LGC 2G, (OT)） 

  



5/301 

B 編 船級検査 

1 章 通則 

1.1 検査 

1.1.9 を次のように改める。 

1.1.9 ばら積貨物船* 
-1. C 編 31B 章が適用されるばら積貨物船にあっては，本章によるほか，C 編 31B.2，

31B.3 及び 31B.4 の規定に適合することを確認するための検査を表 C31B.1.3 に掲げる時期

までに，また，C 編 31B.5 及び 31B.6 の規定に適合することを確認するための検査を表

C31B.5.1 に掲げる時期までに行わなければならない。更に，C 編 31B.7 の規定について確

認を受けるための検査を，行わなければならない。なお，当該検査のうち C 編 31B.3 及び

31B.5 の適用に当たっては，本会の適当と認める板厚計測を行なわなければならない。こ

の場合，板厚計測の方法及び記録の提出については，別途定める方法によるほか，5.2.6-1.
によらなければならない。 

-21. C 編 31B 章（本章に規定する C 編 31B 章に関する要件は，2023 年 7 月 1 日より前

に建造契約が行われた船舶に適用される C 編の 31B 章に関する要件のことをいう。）が適

用されるばら積貨物船にあっては，本章によるほか，前-1.の検査以後の定期検査及び建造

後 10 年を超える船舶の中間検査において，C 編 31B.3 及び 31B.5 の規定を継続的に満足

していることを確認しなければならない。このため，表 B5.15 に加え，最前端貨物倉後端

波形横隔壁について本会の適当と認める追加の板厚計測を行わなければならない。 
-32. 前-1.及び-2.の検査の結果，最前端貨物倉後端波形横隔壁について毎年の板厚計測が

要求される船舶は，本章によるほか，年次検査において，表 B3.6 に加え，これを行わなけ

ればならない。 
-43. 前-1.の検査の結果，C 編 31B.2.1-2.が適用される船舶は，本章によるほか，定期的

検査において次に掲げる検査を行う。 
(1) 年次検査において，最前端貨物倉については，3 章に規定するものに加え，次の事

項 
(a) 建造後 5 年を超え 15 年以下の船舶については，以下の検査 

i) 貨物倉全体の内部検査 
ii) 貨物倉内の水密隔壁及び総数の 1/4 に相当する倉内肋骨（上部及び下部肘

板並びに当該部の船側外板を含む。）の精密検査。検査の結果，検査員が必

要と認める場合は，すべての倉内肋骨（上部及び下部肘板並びに当該部の

船側外板を含む。）について精密検査を行う。 
iii) 以前の検査において疑わしい箇所に指定されている部材の検査 

(b) 建造後 15 年を超える船舶については，以下の検査 
i) 貨物倉全体の内部検査 
ii) 貨物倉内の水密隔壁及びすべての倉内肋骨（上部及び下部肘板並びに当該

部の船側外板を含む。）の精密検査 
iii) 以前の検査において疑わしい箇所に指定されている部材の検査 

(c) 少なくとも前(a)ii)及び iii)並びに(b)ii)及び iii)の部材について，板厚計測を行う。



6/301 

板厚計測の結果，著しい腐食が認められた場合は，表 B5.16 から表 B5.20 のう

ち，当該部材が含まれる表に掲げる箇所すべてについて追加の板厚計測を行う。

精密検査の結果，衰耗の証跡が認められず，かつ，塗装が有効である場合につ

いては，板厚計測の範囲を斟酌することがある。 
(2) 年次検査，中間検査及び定期検査においてそれぞれ要求される 3.2.3，4.2.3 及び 5.2.3

の効力試験に加え，鋼船規則検査要領 C31B.2.1-2.(2)及び(4)に要求されるビルジウ

ェル高水位液面警報装置及び貨物倉浸水警報装置の作動確認 
 

1.3 定義 

1.3.1 を次のように改める。 

1.3.1 用語* 
本編で使用する用語は，次のように定める。なお，本編で特に定められていない用語に

ついては，他の各編に定めるところによる。 
（(1)から(5)は省略） 
(6) 「著しい腐食」とは，腐食による構造部材の衰耗量が本会が指示する許容衰耗限度

の 75%を超え 100%未満であるような状態をいう。ただし，以下の(a)から(c)につい

ては，計測板厚が，各適用規則に規定する切替え板厚を超え，切替え板厚に 0.5（mm）

を加えた板厚未満の範囲となるような状態をいう。ここで，切替え板厚とは最小許

容板厚（mm）であり，この板厚未満となった場合，構造部材の切替えを行う必要

のある板厚をいう。 
(a) CSR-B 編，CSR-T 編又は CSR-B&T 編が適用される船舶 
(b) 本会が別に定める船舶における貨物倉の鋼製倉口蓋及び倉口縁材 
(c) C 編 31A 章 2-2 編附属書 1.1 又は C 編 31B 章の適用を受けた貨物倉内横置隔

壁 
（(7)から(28)は省略） 

 
1.4 検査の準備その他 

1.4.5 試験，衰耗に対する処置等 
 
-3.を次のように改める。 
 

-3. 衰耗に対する処置 
船体各部材の厚さや艤装品の寸法等が衰耗限度未満となった場合には，当該部材又は艤

装品の建造時における厚さ又は寸法等が同等のものあるいは本会が適当と認めるものと

新換しなければならない。また，C 編 1.1.21 の防食措置によりその寸法を軽減した構造部

材に対しては，建造時からその軽減量だけ衰耗したものとして検査する。ただし，建造時

に規定を上廻った寸法を使用した場合，又は検査員が差し支えないと認めた場合は，衰耗

の位置，範囲，種類等に応じて，適当に参酌することがある。 
 
  



7/301 

2 章 登録検査 

2.1 製造中登録検査 

2.1.2 を次のように改める。 

2.1.2 提出図面その他の書類* 
-1. 製造中登録検査を受けようとする船舶については，工事の着手に先立ち，次の(1)か

ら(7)に掲げる図面及びその他の書類を提出して，本会の承認を得なければならない。製造

中登録検査の申込者は，本会が別に定めるところにより，登録検査の申込みを行う前に図

面及び書類の審査を受けることができる。 
(1) 船体関係 

(a) 一般配置図 
(b) 中央横断面図（船倉及び機関室の箇所の横断面並びに側タンクを設けるときは

その付近の横断面を示し，予定する船級符号及び付記，満載喫水並びに C 編

1.1.12-1.或いは-2.1 編 3.2.2.2 及び 3.2.2.3 の規定を適用する船舶にあっては設計

温度を記載したもの。） 
（(c)から(j)は省略） 
(k) 外板展開図（放水口の寸法及び配置並びに C 編 1.1.12-1.1 編 3.2.2.2 の規定を適

用する船舶にあっては，バラスト状態における喫水線を記載したもの。） 
（(l)から(v)は省略） 
(w) C 編 35 章 1 編 14.16 及び CS 編 26 章に規定する点検設備図又は点検設備に関

する手引書 
(x) C 編 23.81 編 14.15 に規定する船員の業務のためのはしご及びステップ等の設

備図 
（(y)及び(z)は省略） 
(aa) C 編 1.1.241 編 14.2 の規定による船舶識別番号の配置図 
(ab) C 編 27.21 編 14.4 又は CS 編 23.2 に規定する曳航及び係留設備配置図 
(ac) C 編 23.91 編 14.14 又は CS 編 21.9 に規定する乗降設備の乗降設備図 
(ad) （省略） 

（(2)から(7)は省略） 
-2. （省略） 
-3. （省略） 
-4. 前-1.に掲げる図面及び書類のほか，C 編 34.1.11 編 3.8.1.1 又は CS 編 25.1.1 により

ローディングマニュアルの備え付けが要求される船舶にあっては，その船舶の積付け条件

等を記載したローディングマニュアルを本会に提出して，承認を得なければならない。 
-5. 前-1.に掲げる図面及び書類のほか，C 編 34.1.11 編 3.8.1.1 により積付計算機の備付

けが要求される船舶にあっては，船体線図（オフセット表がついているもの），軽荷重量曲

線図，タンク容量図（完成図）及び傾斜試験結果を本会に提出しなければならない。ただ

し，本会が別に定めるところによる場合，これらの図面及び書類の一部または全部を省略

して差し支えない。 
（-6.から-8.は省略） 
-9. 前-1.に掲げる図面及び書類のほか，C 編 33 章 1 編 2.3.4 により損傷制御図の備え付
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けが要求される船舶にあっては，損傷制御図を本会に提出して，承認を得なければならな

い。 
-10. C 編 27.31 編 14.5.2 の規定により非常曳航設備の備え付けが要求される船舶にあっ

ては，非常曳航設備の配置図及び当該設備が設置される箇所の船体構造図を本会に提出し

て承認を得なければならない。 
-11. C 編 23.3.10-1.1 編 14.10.1.10-1.及び 23.4.9-1.14.10.2.9-1.並びに CS 編 21.3.10-1.及び

21.4.9-1.により，ドア及び内扉に関する操作及び保守マニュアルの備え付けが要求される

船舶にあっては，同マニュアルを本会に提出して，承認を得なければならない。 
-12. 1.2.2 の規定により貨物固縛マニュアルの備え付けが要求される船舶にあっては，同

マニュアルを本会に提出して承認を得なければならない。 
-13. C 編 25.2.21 編 3.3.5.3，CS 編 22.4.2，CSR-B 編 3 章 5 節 1.2.2 又は CSR-T 編 6 節

2.1.1.2の規定により海水バラストタンク等に対する塗装テクニカルファイルが要求される

船舶にあっては，当該ファイルを本会に提出して，審査を受けなければならない。 
-14. C 編 25.2.31 編 3.3.5.4 又は CS 編 22.4.3 の規定により貨物油タンクに対する塗装テ

クニカルファイル及び／又は耐食鋼テクニカルファイルが要求される船舶にあっては，当

該ファイルを本会に提出して，審査を受けなければならない。 
（-15.及び-16.は省略） 

2.1.3 参考用提出図面その他の書類 
 
-1.(13)から(15)を次のように改める。 
 

-1. 製造中の登録検査を受けようとする船舶については 2.1.2 の規定による承認用図面 
（(1)から(12)は省略） 
(13) C 編 27.21 編 14.4 又は CS 編 23.2 に規定する個々の曳航及び係留設備の支持構造

に関する強度計算書（本会が適当と認める規格によらない曳航及び係留設備にあっ

ては，当該設備に関する強度計算書）（設計荷重を記載したもの） 
(14) C 編 27.31 編 14.5.2 の規定により非常曳航設備の備え付けが要求される船舶にあっ

ては，非常曳航設備のオペレーションマニュアル 
(15) C 編 23.3.10-2.1 編 14.10.1.10-2.及び 23.4.9-2.14.10.2.9-2.並びに CS 編 21.3.10-2.及び

21.4.9-2.により，ドア及び内扉の閉鎖及び締付けに関する操作手順を示した銘板の

備え付けが要求される船舶にあっては，操作手順の記載内容を本会に提出しなけれ

ばならない。 
（(16)から(18)は省略） 

2.1.4 工事の検査* 
 
-1.を次のように改める。 
 

-1. 船体及び艤装関係工事の立会の時期は，次のとおりとする。本会が別に定める項目

の検査の実施にあっては，通常の検査方法と異なる本会が適当と認める検査方法で行うこ

とを認める場合がある。 
（(1)から(7)は省略） 
(8) 各種開口の閉鎖装置，各種遠隔操縦装置，操舵装置，揚錨装置，係船装置，非常曳
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航設備，乗降設備（C 編 23.91 編 14.14 又は CS 編 21.9 に規定されるもの），脱出設

備，消火設備，通風装置，諸管装置，水位検知警報装置（D 編 13.8.5 及び 13.8.6 に

規定されるもの），排水設備（D 編 13.5.10 に規定されるもの）等の効力試験を行う

とき。なお，規則 R 編 7.4.1-1.に掲げる機関区域に設置される固定式火災探知警報

装置の取付け後の効力試験については，附属書 2.1.4「機関区域に設置される固定

式火災探知警報装置の効力試験の実施要領」を標準とする。 
(9) （省略） 
(10) C 編 34.1.11 編 3.8.1.1 の規定により積付計算機の備え付けが要求される船舶にあっ

ては，積付計算機が当該船舶に備え付けられるとき。 
（(11)から(13)は省略） 
(14) C 編 27.31 編 14.5.2 の規定により非常曳航設備の備え付けが要求される船舶にあっ

ては，非常曳航設備を設置するとき。 
（(15)及び(16)は省略） 

 
2.1.6 を次のように改める。 

2.1.6 船上に保持すべき図面等* 
-1. 製造中登録検査の完了に際しては，次に掲げる図面等のうち該当するものについて，

完成図が船舶に備えられていることを確認する。 
(1) 次に掲げる手引書等については，本会が承認したもの（又はその写し） 

(a) ドア及び内扉に関する操作及び保守マニュアル（C 編 23.3.101 編 14.10.1.10 及

び 23.4.914.10.2.9 又は CS 編 21.3.10 及び 21.4.9） 
(b) 損傷制御図（C 編 33.3.11 編 2.3.4.3） 
(c) ローディングマニュアル（C 編 34 章 1 編 3.8 又は CS 編 25 章） 
(d) 点検設備に関する手引書（C 編 35.2.61 編 14.16.3.6 又は CS 編 26.2.6） 
（(e)から(r)は省略）  
(s) 海水バラストタンク等に対する塗装テクニカルファイル（C 編 25.2.21 編 3.3.5.3，

CS 編 22.4.2，CSR-B 編 3 章 5 節 1.2.2 及び CSR-T 編 6 節 2.1.1.2） 
(t) 貨物油タンクに対する塗装テクニカルファイル及び／又は耐食鋼テクニカル

ファイル（C 編 25.2.31 編 3.3.5.4 及び CS 編 22.4.3） 
(u) 水中検査計画書（6.1.2-2.） 
(v) 極海域運航手順書（I 編 2.3.1） 

(2) その他の手引書等 
(a) 曳航及び係留設備配置図（C 編 27.2.91 編 14.4.1.4 又は CS 編 23.2.9） 
(b) 非常曳航設備に関するオペレーションマニュアル（C 編 27.31 編 14.5.2 関連） 
(c) 損傷制御のための小冊子及び損傷時復原性に関する資料（C 編 33.3.21 編 2.3.4.4

及び C 編 33.3.32.3.4.5） 
(d) 積付計算機の取扱説明書（C 編 34 章 1 編 3.8） 
(e) 点検設備図（C 編 35.1.51 編 14.16.2.5 又は CS 編 26.1.5） 
（(f)から(p)は省略） 
(q) 非常用曳航手順書（C 編 27.41 編 14.5.3 又は CS 編 23.3） 
（(r)から(w)は省略） 

(3) 2.1.7 に規定する完成図 
-2. 前-1.に加え，国際航海に従事する船舶にあっては，次に掲げる図面等のうち該当す
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るものを含む船体コンストラクションファイルが船舶に備えられていることを確認する。

この場合，前-1.に規定する図面等を二重に保持することを要しない。 
(1) 2.1.7 に規定する船体構造に関する完成図 
(2) 次に掲げる手引書等 

(a) ドア及び内扉に関する操作及び保守マニュアル（C 編 23.3.101 編 14.10.1.10 及

び 23.4.914.10.2.9 又は CS 編 21.3.10 及び 21.4.9） 
(b) 損傷制御図（C 編 33.3.11 編 2.3.4.3） 
(c) ローディングマニュアル（C 編 34 章 1 編 3.8 又は CS 編 25 章） 
(d) 復原性資料（U 編 1.2.1，N 編 2.2.3，S 編 2.2.2） 

(3) 点検設備に関する手引書（C 編 35.2.61 編 14.16.3.6 又は CS 編 26.2.6） 
(4) 船体構造に溶接される鍛造品及び鋳造品について，証明書の写し 
(5) 船舶の水密性又は風雨密性を保持するための装置（管装置を含む。）に関する図面

（2.1.2-1.(1)(q)） 
(6) 防食要領書（2.1.3-1.(3)） 
(7) 水中検査計画書（6.1.2-2.） 
(8) 入渠又は上架計画書（表 B6.1 の 3 項に規定する開口等の位置を含むもの） 
(9) 海水バラストタンク等に対する塗装テクニカルファイル（C 編 25.2.21 編 3.3.5.3，

CS 編 22.4.2，CSR-B 編 3 章 5 節 1.2.2 及び CSR-T 編 6 節 2.1.1.2） 
(10) 貨物油タンクに対する塗装テクニカルファイル及び／又は耐食鋼テクニカルファ

イル（C 編 25.2.31 編 3.3.5.4 及び CS 編 22.4.3） 
(11) 船体防汚システムに係る書類（船体防汚システム規則 2.2.2） 
(12) 水密性電線貫通部記録書 
(13) 各種試験方案，試験結果，計測記録等 
（-3.から-8.は省略） 

 
2.1.8 を次のように改める。 

2.1.8 ペイント工事の検証* 
-1. C 編 25.2.21 編 3.3.5.3，CS 編 22.4.2，CSR-B 編 3 章 5 節 1.2.2 又は CSR-T 編 6 節

2.1.1.2 の規定が適用される内部区画のペイント工事にあっては，海水バラストタンク等に

対する塗装テクニカルファイルの審査に先立ち，次の(1)から(5)に掲げる項目を実施する。 
（(1)から(5)は省略） 
-2. C 編 25.2.31 編 3.3.5.4 又は CS 編 22.4.3 の規定が適用される内部区画のペイント工

事にあっては，貨物油タンクに対する塗装テクニカルファイルの審査に先立ち，次の(1)か
ら(5)に掲げる項目を実施する。 
（(1)から(5)は省略） 

 
2.2 製造後の登録検査 

2.2.1 を次のように改める。 

2.2.1 一般* 
-1. （省略） 
-2. （省略） 
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-3. 前-2.により提出する図面及び書類のほか，C 編 34.1.1 及び 34.3.11 編 3.8.1.1 又は CS
編 25.1.1 によりローディングマニュアルの備え付けが要求される船舶にあっては，その船

舶の積付け条件等を記載したローディングマニュアルを本会に提出して，承認を得なけれ

ばならない。 
-4. （省略） 
-5. （省略） 
-6. C 編 33 章 1 編 2.3.4 により損傷制御図の備え付けが要求される船舶にあっては，損

傷制御図を本会に提出して，承認を得なければならない。 
-7. C 編 27.31 編 14.5.2 の規定により非常曳航設備の備え付けが要求される船舶にあっ

ては，非常曳航設備の配置図及び当該設備が設置される箇所の船体構造図を本会に提出し

て，承認を得なければならない。 
-8. C 編 23.3.10-1.1 編 14.10.1.10-1.及び 23.4.9-1.14.10.2.9-1.並びに CS 編 21.3.10-1.及び

21.4.9-1.により，ドア及び内扉に関する操作及び保守マニュアルの備え付けが要求される

船舶にあっては，同マニュアルを本会に提出して，承認を得なければならない。 
-9. （省略） 

 
  



12/301 

3 章 年次検査 

表 B3.1 を次のように改める。 
 

表 B3.1 確認する書類及び図書 
書類又は図書 確認事項 

1 ローディングマニュアル (1) C 編 34.1.1 及び 34.3.11 編 3.8.1.1 又は CS 編 25.1.1 により備え付

けが要求される船舶について，それが本船上に保管されている

ことを確認する。 

2 復原性資料 (1) 本船上に保管されていることを確認する。 

3 損傷制御図及び小冊子並びに損傷時復原性

に関する資料 
(1) C 編 33 章 1 編 2.3.4 により備え付けが要求される船舶について，

承認された損傷制御図が本船上に掲示されていること及び小冊

子並びに損傷時復原性に関する資料が本船上に保管されている

ことを確認する。 

4 火災制御図 (1) 掲示され，適正に格納されていることを確認する。 

5 ドア及び内扉に関する操作及び保守マニュ

アル並びにそれらの設備の閉鎖及び締付け

に関する銘板 

(1) C 編 23 章 1 編 14.10 及び CS 編 21 章により備え付けが要求され

る船舶について； 
(2) マニュアル：本船上に保管されていることを確認する。 
(3) 銘板：掲示されていることを確認する。 

（省略） 

8 曳航及び係留設備配置図 (1) C 編 27.21 編 14.4 又は CS 編 23.2 に規定する曳航及び係留設備

配置図が本船上に保管されていることを確認する。 

9 点検設備に関する手引書 (1) C 編 35.2.61 編 14.16.3.6 又は CS 編 26.2.6 により備え付けが要求

される船舶について，それが船上に保管され，必要に応じて更新

されていることを確認する。 

（省略） 

11 塗装テクニカルファイル及び／又は耐食鋼

テクニカルファイル 
(1) C 編 25.2.21 編 3.3.5.3，CS 編 22.4.2，CSR-B 編 3 章 5 節 1.2.2 又

は CSR-T 編 6 節 2.1.1.2 により海水バラストタンク等に対する

塗装テクニカルファイルの備え付けが要求される船舶につい

て，それが船上に保管されていること並びに保守及び補修の内

容が適切に記録され本ファイルに保管されていることを確認す

る。 
(2) C 編 25.2.31 編 3.3.5.4 又は CS 編 22.4.3 により貨物油タンクに対

する塗装テクニカルファイル及び／又は耐食鋼テクニカルファ

イルの備え付けが要求される船舶について，それが船上に保管

されていること並びに保守及び補修の内容が適切に記録され本

ファイルに保管されていることを確認する。 

（省略） 
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表 B3.2 を次のように改める。 
 

表 B3.2 現状検査 
検査項目 検査内容 

（省略） 

17 曳航及び係留設備 (1) C 編 27.2.31 編 14.4.2.4，C 編 27.2.61 編 14.4.3.5，CS 編 23.2.3 又は CS 編 23.2.6 の

規定により曳航設備に安全曳航荷重（TOW）又は係留設備に安全使用荷重（SWL）
が明示されていること並びに当該設備について現状良好であることを確認する。 

18 積付計算機 (1) C 編 34.1.1 及び 34.3.21 編 3.8.1.1，2-2 編 3.2.2.1 及び 2-3 編 3.2.2.1 の規定により積

付計算機の備付けが要求される船舶について，その管理状況を検査する。 

19 C 編 23.81 編 14.15 に規

定する船員の業務のた

めのはしご及びステッ

プ等 

(1) 現状良好であることを確認する。 

（省略） 

コンテナ運搬船に対する追加要件 

34 強力甲板及びハッチサ

イドコーミング（頂板及

び縦通防撓材を含む）の

船体ブロック間のバッ

ト継手 

(1) 規則 C 編 32.13C 編 2-1 編 10.5 の規定の適用を受ける極厚鋼板を使用するコンテ

ナ運搬船にあっては，実行可能な範囲で，現状良好であることを確認する。 

（備考） 

以前の検査において認められた疑わしい箇所について検査を行うこと。 
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5 章 定期検査 

5.2 船体，艤装，消火設備及び備品の定期検査 

5.2.2 現状検査* 
 
-5.を次のように改める。 
 

-5. 規則 C 編 32.13C 編 2-1 編 10.5 の規定の適用を受ける極厚鋼板を使用するコンテナ

運搬船の定期検査では，-1.によるほか，強力甲板，ハッチサイドコーミング（頂板及び縦

通防撓材を含む），舷側厚板及び縦通隔壁（強力甲板に隣接する一条のみ）の船体ブロック

間のバット継手について，可能な限り両面から検査する。なお，検査の結果，検査員が必

要と認める場合，追加の非破壊検査を要求する場合がある。 

5.2.3 効力試験* 
 
-1.を次のように改める。 
 

-1. 定期検査では，4.2.3 に規定する設備及び装置について効力試験を行うほか，C 編

34.1.1 及び 34.3.21 編 3.8.1.1，2-2 編 3.2.2.1 及び 2-3 編 3.2.2.1 の規定により備付けが要求さ

れる積付計算機が正常に作動することを確認する。なお，4.2.3 の表 B4.1 第 3 項でいう係

船装置及び揚錨装置については，その効力試験を省略することはできない。 

 
 
 

6 章 船底検査 

表 B6.1 を次のように改める。 
 

表 B6.1 船底検査の項目 
検査項目 備考 

（省略） 

7 アンカー，アンカーチ

ェーン，索，ホーズパイ

プ，チェーンロッカ及

びチェーン係止装置 

(1) 定期検査に行う船底検査では，アンカー及び索を適当な場所に整備し，ア

ンカーチェーンは適当に整列して，すべてのチェーン及びチェーン用部品

が揃っていることを確認するとともに外観を検査する。第 2 回定期検査以

降の定期検査では，アンカーチェーンの径を計測し，アンカーチェーン各

連においてリンクの最も衰耗している部分の平均直径が，規則 C 編 27.1.1 

1 編 14.3.1.1 による要求直径の 12％以上減少している場合には，当該連を

取り替えなければならない。 

（省略） 
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附属書 2.1.5 水密区画の試験方法 

表 An.1.4-1 を次のように改める。 
 

表 An1.4-1 タンク及び区画境界の試験要件 
 試験対象 試験の種類 試験水頭又は試験圧力 備考 

1 二重底タンク*4 
漏洩試験及び

構造試験*1 

次のうち大なる方 
- オーバフロー管の上端 
- タンク頂部の 2.4 m 上方*2 
- 隔壁甲板 

 

2 二重底空所*5 漏洩試験 An1.4.4-4.から-6.の該当規定参照 

海洋汚染防止のための構造

及び設備規則 3 編で要求さ

れるポンプ室の二重底及び

燃料油タンク保護のための

二重船殻部を含む。 

（省略） 

12 
乾舷甲板及び隔壁甲板下の水

密戸 
漏洩試験*6, 7 An1.4.4-3.から-6.の該当規定参照  

（省略） 

（*1 から*3 は省略） 

*4： 規則 C 編 6.1.1-3.1 編 2.4.1.1-3.の規定にいう水密区画を含む。 

*5： 二重底ダクトキール及び規則 C 編 6.1.1-3.C 編 1編 2.4.1.1-3.の規定により配置される液体を積載しない区画を含む。また，

海洋汚染防止のための構造及び設備規則 3 編 1.2.3 及び同 3.2.5 の規定によりそれぞれ配置される燃料油タンク保護及び

ポンプ室保護のための区画を含む。 

*6： 水密戸の水密性がプロトタイプの試験で確認されていない場合，水密区画に水を漲水した試験を実施すること。規則 C 編

13.3.3-1.C 編 1 編 2.2.2.3-1.を参照すること。 

（*7 から*10 は省略） 
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U 編 非損傷時復原性 

1 章 通則 

1.2 復原性資料 

1.2.3 ばら積貨物船等に対する特別要件* 
 
-1.を次のように改める。 
 

-1. 総トン数 500 トン以上の C 編 31A.1.2(1)2-2 編附属書 1.1 An1.2.1(1)に規定するばら

積貨物船であって，Lf が 150m 未満のものにあっては，復原性資料を補うものとして本会

が承認した復原性計算機を備えなければならない。 
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CSR-B&T 編 ばら積貨物船及び油タンカーのための共通構造規則 

1 編 共通要件 

1 章 一般原則 

5 節 ローディングマニュアル及び積付計算機 

3. 積付計算機 

3.1 一般要件 
 
3.1.2 を次のように改める。 
 

3.1.2 積付計算機の承認条件 
積付計算機は，C 編 34 章 34.1.31 編 3.8.3 の規定に基づき本会の承認を受けなければな

らない。承認を行うにあたっては次の事項を確認する。 
・ 本会が必要と認める場合には，型式承認に対する検証 
・ 計算に使用される本船の完工時のデータ 
・ 算出点の数及び位置 
・ 算出点における許容値 
・ 同意された試験状態における積付計算機の船上への適切な設置及び操作の確認，ま

た操作マニュアルのコピーが船上に備えつけられていることの確認 
船舶の主要数値の変更（例えば，軽荷重量，浮力分布，タンク容積，タンク使用法等）

を伴う修正をする場合は，ローディングマニュアルに反映させ本会の再承認を受けるとと

もに，積付計算機も新しくし，再承認を受けなければならない。ただし，変更後の喫水及び

静水中曲げモーメント並びにせん断力と以前に承認された値との差が 2%未満である場合

は，新しいローディングマニュアルを再提出しなくて差し支えない。 
積付計算機には，常に操作マニュアルを備えなければならない。操作マニュアル及び積

付計算機の出力は，使用者が理解できる言語で作成しなければならない。その言語が英語

でない場合，英語の翻訳を付さなければならない。 

積付計算機の動作は，船舶に搭載後検証されなければならない。この時，認められた試

験用積付状態及び機器の操作マニュアルが船上に備えつけられていることを確認しなけ

ればならない。 
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3 章 構造設計の原則 

1. 一般 

1.1 材料規格 
 
1.1.1 を次のように改める。 
 

1.1.1 
建造中に使用する材料は，C 編 1 編 3.2 及び K 編によらなければならない。 
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11 章 船楼，甲板室及び艤装品 

2 節 ブルワーク及びガードレール 

2. ブルワーク 

2.1 一般 
 
2.1.6 を次のように改める。 
 

2.1.6  
甲板上に木材を積載する船舶は，C 編 1.1.3-2.及び 23.1.3-3.1 編 14.8.3.1-3.の規定によら

なければならない。 
 
2.1.8 を次のように改める。 
 

2.1.8  
ブルワークの構造等は，本節の規定に加え，C 編 23.1.3-4.から-6.1 編 14.8.3.1-4.から-6.の

規定にもよらなければならない。 
 
 
 

3 節 艤装 

3. 揚錨設備 

3.9 引綱及び係船索 
 
3.9.2 を次のように改める。 
 

3.9.2 
係船索及び引綱は，本節の規定に加え，C 編 27 章 27.1.11 編 14.4 の規定にもよらなけれ

ばならない。 
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CS 編 小型鋼船の船体構造及び船体艤装 

1 章 通則 

1.1 適用及び同等効力 

1.1.1 を次のように改める。 

1.1.1 適用* 
-1. 本編は，航路を制限しない条件で登録を受ける，長さが 90 m 未満の普通の形状の

船舶で，普通の主要寸法比を有するものに適用する。 
-2. 航路を制限する条件で登録を受ける船舶の構造，艤装及びその寸法は，その条件に

応じて適当に参酌することができる。 
-3. 本編の規定は，V 編の適用を受けない船舶では，規定中の𝐿を L，𝐵を B と読み替

えてこれを適用する。 
-4. 総トン数が 500 トン以上の船舶にあっては，C 編 33 章 1 編 2.3.4 の規定にもよらな

ければならない。 
-5. C 編 31A.1.2(1)2-2 編附属書 1.1 An1.2.1(1)に規定するばら積貨物船に該当する船舶

にあっては，本会が必要と認める場合，C 編の関連規定を適用することがある。 

 
1.3 材料，溶接及び構造等に関する通則 

1.3.1 材料* 
 
-7.を次のように改める。 
 

-7. 船体構造に使用される鋼材の使用区分については，規則 C 編 1.1.11 及び同 1.1.12C
編 1 編 3.2.2 の規定による。ただし，規則 C 編表 C1.1 及び同表 C1.2C 編 1 編表 3.2.2-1.及
び同表 3.2.2-2.の代りに表 CS1.1 及び表 CS1.2 に示す使用区分として差し支えない。船体

構造に K 編 3 章に規定するステンレスクラッド鋼板を使用する場合の鋼材の使用区分は，

母材の厚さを表 C1.1 及び表 C1.2 規則 C 編 1 編表 3.2.2-1.及び同表 3.2.2-2.の部材の厚さと

して同表を適用する。 
 
1.3.3 を次のように改める。 

1.3.3 溶接 
溶接を船体構造及び重要な艤装品に用いる場合は，C 編 1 編 12 章及び M 編の規定によ

る。 
 
1.3.9 を削り，1.3.10 を 1.3.9 に改める。 

1.3.9 承認された防食措置を講じた場合 
-1. 承認された防食措置を講じたタンク内では，その構造諸材の規定の寸法につき，本
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会の適当と認める軽減を行うことができる。 
-2. 前-1.の規定により寸法を軽減した船舶は，符号（CoC）を付して船級登録原簿に登

録する。 
 
1.3.9 を次のように改める。 

1.3.109 船舶識別番号 
国際航海に従事する総トン数 300 トン以上の貨物船には，規則 C 編 1.1.24C 編 1 編 14.2

の規定により，船舶識別番号を恒久的に標示しなければならない。 
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4 章 区画 

4.1 一般 

4.1.2 を次のように改める。 

4.1.2 定義* 
本章における用語の定義は次による。 
-1.(1) 区画とは，原則として水密の囲壁により形成される船体の一部をいう。 
-2.(2) 区画群とは，互いに接する複数の区画によって構成される船体の一部をいう。 
-3.(3) 最高区画喫水（ds）とは，V 編の規定により定まる夏期満載喫水をいう。 
-4.(4) 軽荷航海喫水（dl）とは，推定される最も少ない載貨重量及びタンク積載重量（復

原性及びプロペラ没水量を確保するために必要なバラストを含む。）に対する航海

喫水をいう。 
-5.(5) 部分積載区画喫水（dp）とは，前-4.に規定する軽荷航海喫水に軽荷航海喫水と V 編

の規定により定まる夏期満載喫水の差の 60 %を加えた喫水に対する積付け状態で

の喫水をいう。 
-6.(6) 船の区画用長さ（Ls）とは，最高区画喫水線において浸水範囲を制限する甲板以下

の船体の最大投影型長さをいい，その単位は，メートル（m）とする。 
-7.(7) 船の中央とは，船の乾舷用長さ（Lf）の中央をいう。 
-8.(8) 船尾端とは，Lsの後端をいう。 
-9.(9) 船首端とは，Lsの前端をいう。 
-10.(10) トリムとは，船の乾舷用長さ（Lf）の前端と後端における垂線でそれぞれ測

った船首喫水と船尾喫水の差をいう。 
-11.(11) 船の幅（B''）とは，最高区画喫水より下方の最大型幅をいい，その単位は，

メートル（m）とする。 
-12.(12) 喫水（d'）とは，船の中央におけるキール線から考慮する喫水までの垂直距

離をいい，その単位は，メートル（m）とする。 
-13.(13) 浸水率（𝜇）とは，損傷を仮想する区画で浸水後水面下となる場所において，

水が占める容積とその場所の容積との比率をいい，その用途に応じ表 CS4.1-1 又は

表 CS4.1-2 による。ただし，液体積載用の区域の浸水率は，4.2 に規定する区画指

数の計算上より厳しくなる方の値とする。上記にかかわらず，計算により実証され

る場合又は本会が特に認める場合，表 CS4.1-1 及び表 CS4.1-2 に揚げる値以外の浸

水率を使用することができる。 
-14.(14) 内部開口とは，区画を形成する囲壁のうち暴露部以外の囲壁に設けられた

開口をいう。 
-15.(15) 外部開口とは，区画を形成する暴露部の囲壁（外板，暴露甲板等）に設け

られた開口をいう。 
-16.(16) 木材とは，IMO 総会決議 A.1048(27) “CODE OF SAFE PRACTICE FOR SHIPS 

CARRYING TIMBER DECK CARGOES, 2011” が適用される全ての種類の木質材料で

あり，丸太材及び製材を含む。ただし，木材パルプ及び同様の貨物はこれに含まれ

ないものとする。 
-17.(17) 甲板上木材貨物とは，乾舷甲板もしくは船楼甲板上の遮蔽されない部分に
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積載された木材貨物をいう。 
-18.(18) 機関区域とは，ボイラ，発電機及び推進のための電動モーターを含む主推

進機関及び補助推進機関を収容する水密隔壁間の区域をいう。 
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6 章 二重底構造 

6.6 縦通肋骨 

6.6.3 形鋼支柱 
 
-2.を次のように改める。 
 

-2. 前-1.の形鋼支柱の断面積は，次の算式による値以上でなければならない。 
2.2𝑆𝑃ℎ 2.2𝑆𝑏ℎ（cm2） 
𝑆：肋骨心距（m） 
𝑃 𝑏：形鋼支柱で支えられる部分の幅（m）（図 CS6.1 参照） 
ℎ：6.6.2-1.の規定による。 

 
図 CS6.1 組立肋板 
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13 章 水密隔壁 

13.2 水密隔壁の構造 

13.2.9 を次のように改める。 

13.2.9 波形隔壁 
波形隔壁の構造については，C 編 13.2.4 による。 
-1. 波形隔壁板の厚さは，次の算式による値以上でなければならない。 

3.4𝐶𝑆ଵ√ℎ  2.5（mm） 
h： 13.2.1 の規定による。 
S1： 面材部及びウェブ部に対し，それぞれの幅（m）で，図 CS13.2 の a あるい

は b 
C： 係数で次の値 

面材部
ଵ.ହ

ටଵାሺ
ೢ

ሻమ

 

ウェブ部 1.0 
tf及び tw：それぞれ面材部及びウェブ部の板厚（mm） 

-2. 波形隔壁の 1/2 あたりの径間の断面係数は，次の算式による値以上でなければなら

ない。 
3.6CShl2（cm3） 
S： 波形の 1/2（m）（図 CS13.2 参照） 
h： 13.2.3 の規定による。 
l： 支点間の長さ（m）で図 CS13.3 による。 
C： 係数で端部の固着条件により表 CS13.3 により定まる値 

表 CS13.3 において 
z0： 当該波形隔壁の径間の中央部 0.6l 間の 1/2 あたりの最小断面係数（cm3） 
z1 及び z2：端部の 1/2 あたりの断面係数（cm3）で，立て波形隔壁の場合は，z1

を上端，z2 を下端の断面係数とする。ただし，13.2.9-5.の規定により，板厚を

増厚した部分については断面係数 z2 は，その増厚分を差引いた板厚に対する

断面係数とする。 
lH： 二重底上面上のスツールの高さ（m） 
dH： 二重底上面におけるスツールの幅（m） 
d0： 波形の深さ（m） 
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図 CS13.2 S の測り方 図 CS13.3 l の測り方 
 
 
 

 

 
 

表 CS13.3 C の値 
他端 一端 

 桁で支持 上端を甲板に固着 上端をスツールに固着 

(1) 桁で支持下端を甲板又は二重底に

固着 
4

2 
𝑧ଵ
𝑧

𝑧ଶ
𝑧

 
4

2.2 
𝑧ଶ
𝑧

 
4

2.6 
𝑧ଶ
𝑧

 

(2) 下端をスツールに固着 
4.8ሺ1 

𝑙ு
𝑙 ሻ

ଶ

2 
𝑧ଵ
𝑧

𝑑ு
𝑑

 
4.8ሺ1 

𝑙ு
𝑙 ሻ

ଶ

2.2 
𝑑ு
𝑑

 
4.8ሺ1 

𝑙ு
𝑙 ሻ

ଶ

2.6 
𝑑ு
𝑑

 

  ただし，(1)の値未満としてはならない。 

 
-3. 波形隔壁の端部の固着を特に強固にするときは，前-2.の規定による C の値を適当に

減じて差し支えない。 
-4. 波形隔壁の母線方向の端部 0.2l 間の板の厚さは，次の算式による値以上でなければ

ならない。 
ウェブ部の板 

0.0417 ௌ

ௗబ
 2.5（mm） 

ただし，次の算式による値未満としてはならない。 

1.74 ∙ ට
ௌమ

ௗబ

య
 2.5（mm） 

面材部の板 
12𝑎  2.5（mm） 
ただし，立て波形隔壁の上端は除く。 

S，h，l 及び d0：前-2.の規定による。 
a 及び b：面材部及びウェブ部の幅（m） 
C： 係数で表 CS13.4 により定まる値。ただし，立て波形隔壁で単一スパンの場合

は，同表の最上スパンに対する係数を適用する。 
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表 CS13.4 C の値 
位置 上端 下端 

立て波形隔壁 最上スパン 0.4 1.6 

 下部スパン 0.9 1.1 
水平波形隔壁の両端 1.0 

 
-5. 前-1.及び-4.の板厚については，13.2.2 の規定を準用しなければならない。 

-6. 波形隔壁の
ଵ

ଶ
ピッチあたりの実際の断面係数は，次の算式による。 

௧ௗబ
.ଶ

 ௧ೢௗబ
.

（cm3） 

a 及び b： それぞれ面材部及びウェブ部の幅（m） 
tf及び tw： それぞれ面材部及びウェブ部の板厚（mm） 
d0： 波形の深さ（m） 

 
13.3 水密戸 

13.3.6 を次のように改める。 

13.3.6 警報装置* 
-1. 本条で要求される警報装置への通常の電力供給の停止を知らせる可視可聴警報を

船橋に設けなければならない。 
-2. 遠隔閉鎖装置を備える水密戸については，戸の設置場所において遠隔閉鎖時に可聴

警報を与える音響警報装置が備えられなければならない。 
-3. すべり戸を含め，油圧式駆動装置により操作されるすべての水密戸においては，当

該装置の制御が集中油圧装置により中央で行われるか，各戸の設置場所に設けられた独立

の油圧装置で行われるかにかかわらず，それら装置に対する低液面警報装置，装置の駆動

源におけるエネルギー喪失を監視するガス圧力低下警報装置又は他の有効な装置を備え

ること。これらの警報装置は可視可聴のものであり，船橋に設けること。 
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14 章 深水タンク 

14.2 深水タンク隔壁 

14.2.8 を次のように改める。 

14.2.8 波形隔壁 
波形隔壁の構造については，C 編 14.2.4 による。 
-1. 波形隔壁板の厚さは，次の算式による値以上でなければならない。 

3.6𝐶𝑆ଵ√ℎ  3.5（mm） 

S1： 13.2.9-1.の規定による。 
h： 14.2.2 の規定による。 
C： 係数で次の値 

面材部
ଵ.ସ

ඨଵାቆೢ

ቇ
మ
 

ウェブ部 1.0 
tw及び tf：13.2.9-1.の規定による。 

-2. 波形隔壁の
ଵ

ଶ
ピッチあたりの径間の断面係数は，次の算式による値以上でなければ

ならない。 
7𝐶𝑆ℎ𝑙ଶ（cm3） 
S： 13.2.9-2.の規定による。 
h： 14.2.3 の規定による。 
l： 支点間の長さ（m）で図 CS14.1 による。 
C： 係数で端部の固着条件により表 CS14.3 により定まる値 

ただし，下端のスツールの二重底内底板位置での船長方向の幅 dH が，隔壁のウェブの深

さ d0の 2.5 倍未満の場合には，l 及び C の値については本会の適当と認めるところによる。 
また，立て式波形隔壁で，甲板から支点間の距離の 1/3 より上方の波形隔壁の断面係数

は，上式で求められる値の 75%以上とすることができる。 
  



29/301 

図 CS14.1 l の測り方 

 
 

表 CS14.3 C の値 
欄 下端 上端 

  桁で支持 甲板に固着 スツールに固着 

(1) 桁で支持 
甲板又は 
二重底に固着 

1.00 1.50 1.35 

(2) スツールに固着 1.50 1.20 1.00 

 
-3. 波形隔壁の母線方向の端部 0.2l 間の厚さは，次の算式による値以上でなければなら

ない。 

ウェブ部の板： 0.0417 ௌ

ௗబ
 3.5（mm），ただし，次の算式による値未満としてはな

らない。 

1.74 ∙ ට
ௌమ

ௗబ

య
 3.5（mm） 

面材部の板： 12a + 3.5（mm），ただし，立て波形隔壁の上端は除く。 
h：14.2.3 の規定による。 
C，S，d0，a 及び b：13.2.9-4.の規定による。 
l：前-2.の規定による。 
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19 章 倉口，機関室口その他の甲板口 

19.2 倉口 

19.2.13 を次のように改める。 

19.2.13 暴露甲板前方部分に設置される小倉口の追加要件 
C 編 15.2.1-1.1 編 1.4.3.1-1.に定める船の長さ L1 Lcが 80 m 以上の船舶において，L1 Lcの

前端から 0.25 L1 Lc の箇所より前方の暴露甲板に設置される小倉口は，当該小倉口の設置

位置における暴露甲板の高さが計画最大満載喫水線上 0.1 L1 Lc 又は 22 m のいずれか小さ

い値より小である場合には，波浪の打ち込みに対して十分な強度及び風雨密性を有するよ

う特別の考慮を払わなければならない。 
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D 編 機関 

9 章 ボイラ等及び焼却設備 

9.3 設計要件 

9.3.5 据付けに対する考慮 
 
-2.を次のように改める。 
 

-2. ボイラは隔壁等からなるべく離して設置しなければならない（C 編 21.3.3 参照）。 
 
 
 

12 章 管，弁，管取付け物及び補機 

12.2 管の厚さ 

 
表 D12.6(1)を次のように改める。 
 

表 D12.6(1) 鋼管の最小厚さ 

管の用途 管の設置場所 
鋼管の最小厚さ 

(
丸印に囲まれたアルファベット

は表 D12.6(2)の対照記号を示す) 
（省略） 

空気管 
オーバーフロー管 
測深管 

タンク（貨物油タンクを除く。）を貫通する場合 ○E  

貨物油タンクを貫通する場合 ○B  

B編 1.3.1(13)に定義されるばら積貨物船の貨物倉を貫通す

る燃料油タンクの空気管及び測深管 
○D  

タンクが船体構造の一部となる場合 ○G  

乾舷甲板及び船楼甲板上に開口す

る空気管の暴露部分（備考 1） 

（備考 3） ○E  

（備考 4） ○G  

（省略） 

（備考） 
1： （省略） 
2： （省略） 
3： C 編 20.1.21 編 1.4.3.2 に定義する位置 I 又は II に設けられ，かつ，乾舷甲板下の区画又は閉囲された船楼或いは甲板

室に導かれる場合。 
4： （省略） 
5： （省略） 

 
  



32/301 

13 章 管艤装 

13.4 排水装置，衛生装置等 

13.4.1 一般* 
 
-2.を次のように改める。 
 

-2. 甲板の暴露部からの排水管及び出入口に C 編 18.3.11 編 11.3.2.6 の規定に適合する

戸を備えていない船楼若しくは甲板室からの排水管は，船外に導かなければならない。 
 
-4.を次のように改める。 
 

-4. 乾舷甲板より下方の各甲板からの排水管は，船内ビルジだめに導かなくてはならな

い。ただし，次の(1)及び(2)の規定により弁を備える場合は，船外に導いて差し支えない。 
(1) 乾舷甲板上の場所から積極的に閉鎖することができる自動逆止弁又は積極的閉鎖

装置のない 1 個の自動逆止弁と乾舷甲板の場所から閉鎖することができる 1 個の

止め弁を設けること。なお，乾舷甲板の場所から閉鎖することができる弁の操作装

置は，開閉指示器を備え，かつ，容易に近寄ることができる場所に設けること。 
(2) 満載喫水線から排水管の船内開口端までの垂直距離が 0.01 Lf を超える場合は，前

(1)の弁の代りに積極的閉鎖装置のない自動逆止弁 2 個とすることができる。この

場合において，船内側の弁は，常時開放点検ができる場所で，かつ，規則 C 編 4.1.2(3) 
1 編 2.3.1.2(3)に規定する最高区画喫水より上方に設けること。 

13.4.4 灰棄筒及びちり棄筒 
 
-6.を次のように改める。 
 

-6. C 編 4 章 1 編 2.3 に規定する損傷時復原性要件を適用する船舶にあっては，筒の船

内端が浸水後の平衡水線より下方に位置する場合には，次の(1)から(3)の規定を満たさなけ

ればならない。 
(1) 船内端のヒンジ式の蓋/弁は水密とすること。 
(2) 弁は，最高満載喫水線より上方であり容易に近接可能な位置に設けられるねじ締め

逆止弁とすること。 
(3) ねじ締め逆止弁は，隔壁甲板より上方から操作できるものとし，開閉指示器を備え

るものとすること。また，その弁の制御装置には，「未使用時は閉鎖すること」と

明示すること。 
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13.5 ビルジ管装置及びバラスト管装置 

13.5.8 ビルジだめ* 
 
-1.を次のように改める。 
 

-1. 二重底に設けるビルジだめの深さ及び船底外板からビルジだめの底板までの高さ

については，C 編 6.1.3-2.1 編 10.2.1.2-2.の規定による。 
 
13.5.10 を次のように改める。 

13.5.10 ばら積貨物船等の排水設備* 
C 編 31A.1.2(1)2-2 編附属書 1.1 An1.2.1(1)に定義するばら積貨物船にあっては，次の(1)

及び(2)の場所からの排水に使用され，かつ，航海船橋又は常時乗員が配員される主機関制

御場所から暴露甲板を経ることなく迅速かつ安全に接近できる閉囲された場所において

操作することができるビルジ管装置又はバラスト管装置を備えなければならない。 
(1) C 編 13.1.11 編 2.2.1.1 に規定される船首隔壁より前方のバラストタンク 
(2) 区画の全部又は一部が最船首貨物倉より前方にあり，かつ，満載排水量の 0.1 %を

超える容積を有する区画（ただし，前(1)に掲げるタンク以外のタンク及びチェーン

ロッカを除く。） 

 
13.6 空気管 

13.6.5 を次のように改める。 

13.6.5 暴露甲板前方部分に設置される空気管の追加要件* 
C 編 15.2.1-1. 1 編 1.4.3.1-1.に定める船の長さ L1LCが 80 m 以上の船舶において，L1LCの

前端から 0.25 L1LCの箇所より前方の暴露甲板に設置される空気管は，当該空気管の設置位

置における暴露甲板の高さが計画最大満載喫水線上 0.1 L1LC 又は 22 m のいずれか小さい

値より小である場合には，波浪の打ち込みに対して十分な強度を有するよう特別の考慮を

払わなければならない。 

 
13.8 測深装置 

13.8.5 ばら積貨物船等の水位検知警報装置* 
 
-1.を次のように改める。 
 

-1. C 編 31A.1.2(1)2-2 編附属書 1.1 An1.2.1(1)に定義するばら積貨物船にあっては，次

の(1)から(4)を満足する可視可聴警報を発する水位検知警報装置を備えなければならない。 
(1) すべての貨物倉の船尾端において，次の(a)及び(b)の水位で警報を発するもの。 

(a) 内底板から高さ 0.5 m の位置 
(b) 当該貨物倉の深さの 15 %以上の高さ（ただし，2 m を超える場合には 2 m とす

ること）の位置 
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(2) C 編 13.1.11 編 2.2.1.1 に規定される船首隔壁より前方のバラストタンクにおいて，

当該タンク容積の 10 %に相当する水位で警報を発するもの。 
(3) 区画の全部又は一部が最船首貨物倉より前方にあり，かつ，満載排水量の 0.1 %を

超える容積を有する区画（ただし，前(2)に掲げるタンク以外のタンク及びチェーン

ロッカを除く。）において，0.1 m の水位で警報を発するもの。 
(4) 本会が適当と認める構造及び機能を有するもの 

13.8.6 単船倉貨物船の水位検知警報装置* 
 
-1.を次のように改める。 
 

-1. C 編 31A.1.2(1)2-2 編附属書 1.1 An1.2.1(1)に定義するばら積貨物船以外の貨物船で

あって，乾舷用長さ（Lf）が 80 m 未満で，かつ，乾舷甲板より下方に単一の貨物倉を有す

るもの及び乾舷甲板より下方に複数の貨物倉を有するが，1 以上の隔壁により乾舷甲板ま

で水密に区画されていないものについては，当該貨物倉（区画されている場合はそれぞれ

の貨物倉）に，次の(1)から(3)を満足する水位検知警報装置を備えなければならない。 
(1) 貨物倉における水位が内底板上 0.3 m 以上の高さの位置及び貨物倉の平均深さの

15 %を超えない位置に達した時に，航海船橋に可視可聴の警報を発するもの。 
(2) 貨物倉の後端に取り付けるか，又は内底板が設計喫水に対して平行でない場合には

当該貨物倉の最も低い部分に取り付けること。内底板上に桁部材又は部分隔壁を備

える場合，追加の水位検知装置を要求することがある。 
(3) 本会が適当と認める構造及び機能を有すること。 
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14 章 タンカーの管装置 

14.3 貨物油ポンプ室，コファダム，貨物油タンクに隣接するタンクの諸管装置 

14.3.2 貨物油タンクに隣接するバラストタンク* 
 
-1.を次のように改める。 
 

-1. 本 14.3.2 の規定は，C 編 29.1.2-2.(3)2-7 編 2.1.1.1-1.(3)の規定により，貨物油タンク

の前後端に設けるコファダムと兼用するバラストタンクにも適用する。ただし，このバラ

ストタンクの前端が船首隔壁より前方に位置する場合には，別に定めるところによる。 

 
14.5 兼用船の管装置 

14.5.2 用語 
 
(1)を次のように改める。 
 

本 14.5 で使用する用語の意味は，次のとおりとする。 
(1) 兼用船とは，C 編 30.7.1 に規定された鉱石兼油タンカー及び C 編 31.8.1 に規定さ

れたばら積兼油タンカーをいう。 
（(2)から(9)は省略） 
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15 章 操舵装置 

15.2 操舵装置の性能及び配置 

15.2.2 を次のように改める。 

15.2.2 主操舵装置の能力 
主操舵装置は，次によらなければならない。 
(1) 主操舵装置は，船舶が満載喫水で，かつ，A 編 2.1.8 に定める速力で前進中，舵を

片舷 35 度から反対舷 35 度まで操作でき，かつ，28 秒以内に片舷 35 度から反対舷

30 度まで転舵するのに十分なものとすること。 
(2) 前(1)の規定を満足するために必要な場合又は C 編 3 章 1 編 13 章の規定による上

部舵頭材の所要径（ただし，Ks が 1 未満の場合は，Ks=1 として計算したものとす

る。また，耐氷構造の船舶に要求される径の増分は含まない。以下，同じ。）が 120 
mm を超える場合は，動力駆動のものとすること。 

(3) 船舶が最大後進速力で後進した場合でも損傷することのないように設計すること。

ただし，最大後進速力で，かつ，最大舵角の条件で試運転を行って，これを実証す

る必要はない。 
 
15.2.3 を次のように改める。 

15.2.3 補助操舵装置の能力* 
補助操舵装置は，次によらなければならない。 
(1) 補助操舵装置は，船舶が満載喫水で，かつ，A 編 2.1.8 に定める速力の 1/2 又は 7 kt

のうちの大きい方の速力で前進中，60 秒以内に片舷 15 度から反対舷 15 度まで転

舵するのに十分なもので，かつ，非常の際に主操舵装置からの切り替えが迅速にで

きるものとすること。 
(2) 前(1)の規定を満足するために必要な場合又は C 編 3 章 1 編 13 章の規定による上

部舵頭材の所要径が 230 mm を超える場合には，動力駆動のものとすること。 
 
15.2.6 を次のように改める。 

15.2.6 代替動力源 
C 編 3 章 1 編 13 章の規定による上部舵頭材の所要径が 230 mm を超える場合には，次の

規定に従って代替動力源を設けなければならない。 
（(1)から(3)は省略） 

 
15.4 操舵装置の材料，構造及び強度 

15.4.7 を次のように改める。 

15.4.7 チラー等* 
-1. ラダーアクチュエータからの力を上部舵頭材に伝達するチラー等であって，鍛鋼品，

又は鋳鋼品のものの各部の寸法は，舵トルク𝑇ோが作用した場合の応力が，曲げ応力にあっ
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ては 118/K（N/mm2），せん断応力にあっては 68/K（N/mm2）を超えないように定めなけれ

ばならない。𝑇ோ及び K については次による。 
𝑇ோ : C 編 3 章 3.31 編 13.2.3 の規定による舵トルク（N-m） 
𝐾 : C 編 3 章 3.1.21 編 13.2.1.2 の規定によるチラー材料に対する材料係数 

-2. 前-1.にかかわらずラプソン・スライド型及びトランクピストン型の操舵装置のチラ

ー各部の寸法については，次の(1)から(4)に定めるところによって差し支えない。 
(1) 舵頭材の中心線の断面におけるボスの断面形状は，次に示す条件に適合しなければ

ならない。 

ሺ𝐷ଶ െ 𝑑ଶሻ𝐻  170𝑇ோ𝐾 

H/d  0.75 
𝐷 : ボスの外径（mm） 
𝑑 : ボスの内径（mm） 
𝐻 : ボスの深さ（mm） 
𝑇ோ : C 編 3 章 3.31 編 13.2.3 の規定による舵トルク（N-m） 
𝐾 : C 編 3 章 3.1.21 編 13.2.1.2 の規定によるチラー材料に対する材料係数 

(2) 腕の断面の垂直軸に関する断面係数は，次の算式による値以上としなければならな

い。 

𝑍் ൌ 11 ൬1 െ
𝑟
𝑅ଵ
൰ 𝑇ோ𝐾 

𝑍்  : 腕の断面の垂直軸に関する所要断面係数（mm3） 
𝑟  : 舵頭材の中心線から，当該断面までの距離（mm） 
𝑅ଵ  : 舵頭材の中心線から，操舵装置の力が加えられる点まで測った腕の長さ

（mm） 
ただし，この腕の長さが舵角によって変動する形式のときは，舵角 35 度までの範

囲における最大の長さとする。 
𝑇ோ  : C 編 3 章 3.31 編 13.2.3 の規定による舵トルク（N-m） 
𝐾  : C 編 3 章 3.1.21 編 13.2.1.2 の規定によるチラー材料に対する材料係数 

(3) 腕の外端における断面積は，次の算式による値以上としなければならない。 

𝐴ோ ൌ 18.5
𝑇ோ
𝑅ଶ
𝐾 

𝐴ோ  : 腕の外端における所要断面積（mm2） 
𝑅ଶ  : 舵頭材の中心線から，操舵装置の力が加えられる点まで測った腕の長さ

（mm） 
 ただし，この腕の長さが舵角によって変動する形式のときは，舵角 0 度におけ

る長さとする。 
𝑇ோ  : C 編 3 章 3.31 編 13.2.3 による舵トルク（N-m） 
𝐾  : C 編 3 章 3.1.21 編 13.2.1.2 によるチラー材料に対する材料係数 

(4) 2 個以上設けられた腕のそれぞれに動力装置が連結され，これらの動力装置が同時

に作動する形式の場合には，腕の寸法を前(2)及び(3)に規定するものより本会の承

認する値まで軽減して差し支えない。 
-3. 前-1.にかかわらず，鍛鋼製及び鋳鋼製回転翼式ラダーアクチュエータの寸法は，

15.4.4 の規定によるほか次に定めるところによって差し支えない。 
(1) ボスの寸法は前-2.(1)によること。 
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(2) 回転翼の断面の垂直軸に関する断面係数及び回転翼の断面積は次の算式による値

以上としなければならない。 

𝑍 ൌ 11 ൬
𝐵

𝐷  𝐵
൰
𝑇ோ
𝑛
𝐾 

𝐴ோ ൌ 37 ൬
1

𝐷  𝐵
൰
𝑇ோ
𝑛
𝐾 

𝑍 : 回転翼の所要断面係数（mm3） 
𝐴ோ : 回転翼の所要断面積（mm2） 
𝐷 : ボス外径（mm） 
𝐵 : ボス外径から測った回転翼の高さ（mm） 
𝑛 : 回転翼の個数 
𝑇ோ : C 編 3 章 3.31 編 13.2.3 による舵トルク（N-m） 
𝐾 : C 編 3 章 3.1.21 編 13.2.1.2 による回転翼材料に対する材料係数 

-4. チラーのボスを二つ割りとしてボルト締めするときは，各側に少なくとも 2 本のボ

ルトを配置し，ボルトのねじ底における径は，次の算式による値以上としなければならな

い。この場合，フランジの厚さはボルトの径の 3/4 倍以上としなければならない。 

𝑑 ൌ 1.45ඨ
𝑇ோ
𝑛𝑏

𝐾 

𝑑 : ボルトのねじ底における所要径（mm） 
𝑇ோ : C 編 3 章 3.31 編 13.2.3 の規定による舵トルク（N-m） 
𝐾 : C 編 3 章 3.1.21 編 13.2.1.2 の規定によるボルト材料に対する材料係数 
𝑛 : 片側におけるボルトの数 
𝑏 : 舵頭材の中心線からボルト中心までの距離（cm） 

-5. チラーは，キーを設けたうえ，焼きばめ，圧入又はボルト締めにより確実に舵頭材

に結合しなければならない。ただし，キーを設けない結合法にあっては，本会が適当と認

めるところによる。 
-6. 球状黒鉛鋳鉄品の回転翼式ラダーアクチュエータの各部の寸法は，舵トルク𝑇ோが作

用した場合の応力が曲げ応力にあっては 94/K（N/mm2），せん断力にあっては，54/K（N/mm2）

を超えないように定めなければならない。ただし，前-3.において𝑇ோに対し，C 編 3 章 3.31
編 13.2.3 の規定による舵トルクの 1.2 倍により算出して差し支えない。 
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16 章 ウインドラス及びムアリングウインチ 

16.2 ウインドラス 

16.2.4 設計* 
 
-2.(7)を次のように改める。 
 

-2. ウインドラスの機械設計は，次の規定によらなければならない。 
（(1)から(6)は省略） 
(7) ウインドラス及び制鎖器の支持構造等については，次の規定によらなければならな

い。 
(a) ウインドラス及び制鎖器の支持構造は，C 編 27 章 1 編 14.3.1.5 又は CS 編 23

章の規定によること。 
(b) C編 15.2.1-1.1編 1.4.3.1-1.に定める船の長さ L1LCが 80 m以上の船舶において，

L1LC の前端から 0.25 L1LC の箇所より前方の暴露甲板に設置されるウインドラ

スの据付部は，当該装置の設置位置における暴露甲板の計画最大満載喫水線か

らの高さが 0.1 L1LC 又は 22 m のいずれか小さい値より小である場合には，波

浪の打ち込みに対して十分な強度を有すること。 
(c) ウインドラスを支える船殻構造の強度は，C 編 10.7.11 編 10.4.2.3 又は CS 編

10.6.1 の規定にもよること。 
 
 
 

25 章 航路を制限される船舶及び小型の船舶に施設される機関の特例 

25.2 特例の内容 

25.2.2 船級符号に Smooth Water Service 又はこれに相当する付記を有する船舶 
 
-2.を次のように改める。 
 

-2. C 編 3 章 1 編 13 章による上部舵頭材の所要径（ただし，Ks が 1 未満の場合は，Ks=1
として計算したものとする。）が 120 mm 以下の船舶であって，動力駆動の主操舵装置を設

ける場合にはパッキン，軸受等の摩耗しやすい部品に対する予備品を，また，手動の主操

舵装置を設ける場合には索を備えれば，15.2.1 にいう補助操舵装置は省略して差し支えな

い。 
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附属書 12.1.6 プラスチック管 

表 1 を次のように改める。 
 

表 1 耐火要件マトリックス 
番号 管装置 使用場所 

  A B C D E F G H I J K 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
（省略） 

衛生／ドレン／排水 

23 甲板ドレン（内部） L1W4 L1W4 － L1W4 ○ － ○ ○ ○ ○ ○ 

24 衛生ドレン（内部） ○ ○ － ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ 

25 排水装置（船外） ○1,8 ○1,8 ○1,8 ○1,8 ○1,8 ○ ○ ○ ○ ○1,8 ○ 

（省略） 

（備考） 

(1) 使用場所 

（省略） 
(2) 略語 

（省略） 
(3) 脚注 

（1 から 7 は省略） 
8 : 規則 C 編 20.1.21 編 1.4.3.2 で定義する位置 I と位置 II における暴露甲板の排水装置は，下部への浸水を防ぐた

めに乾舷甲板の上にある位置から操作できる閉鎖手段を上端に設けていない限り “×” でなければならない 

（9 から 15 は省略） 
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GF 編 低引火点燃料船 

2 章 定義 

2.2 定義（IGF コード 2.2 関連） 

2.2.1 用語* 
 
-2.を次のように改める。 
 

-2. 「船の幅（B’）」とは，C 編 4.1.2(3)1 編 2.3.1.2(11)に規定する最高区画喫水より下方

の最大型幅をいい，その単位は，メートル（m）とする。 
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5 章 船舶の設計及び配置 

5.3 一般要件（IGF コード 5.3） 

5.3.4 を次のように改める。 

5.3.4 燃料タンクの配置の代替 
燃料タンクの配置について，前 5.3.3(1)の代替として，次の計算方法を用いて差し支えな

い。 
(1) （省略） 
(2) fCNは次の算式による。 

𝑓ே ൌ 𝑓 ൈ 𝑓௧ ൈ 𝑓௩ 
ここで， 
fl: 規則 C 編 4.2.2-2.C 編 1 編 2.3.2.2-2.に規定する区画浸水確率 p の算式により計

算する。x1 は船尾端から燃料タンクの最後部までの距離とし，x2 の値は船尾端

から燃料タンクの最前部の距離とする。 
ft: 規則 C 編 4.2.2-3.C 編 1 編 2.3.2.2-3.に規定する係数 r の算式により計算し，燃

料タンクの最下部境界を貫通する垂直方向の損傷の確率を示す値で，次の算式

による。ただし，燃料タンクの最も外側の境界が最高区画喫水線により与えら

れる境界の外側となる場合，b は 0 としなければならない。 
𝑓௧ ൌ 1 െ 𝑟ሺ𝑥1, 𝑥2, 𝑏ሻ 

fv: 次の算式による。 
(H - d)が 7.8 m 以下の場合: 𝑓௩ ൌ 1.0 െ 0.8 ⋅ ሺሺ𝐻 െ 𝑑ሻ 7.8⁄ ሻ，ただし，1 より大き

い値とする必要はない。 
(H - d)が 7.8 m を超える場合: 𝑓௩ ൌ 0.2 െ ൫0.2 ⋅ ൫ሺ𝐻 െ 𝑑ሻ െ 7.8൯ 4.7⁄ ൯，ただし，0 よ

り小さい値とする必要はない。 
ここで 
H: 基線から燃料タンクの最下部までの距離(m) 
d: 最高喫水（夏期満載喫水線） 

（(3)から(8)は省略）  

 
5.12 エアロック（IGF コード 5.12） 

5.12.1 を次のように改める。 

5.12.1 構造 
「エアロック」とは，1.5 m 以上 2.5 m 以下の間隔で配置された 2 つの十分なガス密性を

有する戸を備えたガス密の隔壁により閉鎖された区域をいう。C 編 18 章 1 編 11.3.2，19 章

11.3.3，20 章 14.6 及び 14.7 の規定に従う場合を除き，当該戸の敷居の高さは，300 mm 未

満としてはならない。また，当該戸は，自動閉鎖型のものとしなければならず，戸が開い

た状態を保持できる設備を有してはならない。 
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6 章 燃料格納設備 

6.4 液化ガス燃料格納設備（IGF コード 6.4） 

6.4.15 タンクタイプ* 
 
-1.を次のように改める。 
 

-1. 独立型タンクタイプ A 
(1) 設計原則 

(a) 独立型タンクタイプ A は主として C 編 14 章の規定を準用して規範的な船体構

造強度評価と等価な評価で設計されるタンクである。このタンクが主として平

板によって構成される場合，設計蒸気圧 P0 は，0.07MPa 未満としなければなら

ない。 
(b) 6.4.3 に規定される完全二次防壁が要求される。二次防壁は，6.4.4 に従って設

計されなければならない。 
(2) （省略） 
(3) 最終設計条件 

(a) 主として平板により構成されるタンクで，古典的な方法規範的な船体構造強度

評価と等価な評価で求められた一次及び二次部材（防撓材，特設肋骨，防撓桁，

桁）の公称膜応力は，ニッケル鉱鋼，炭素-マンガン鋼，オーステナイト鋼及び

アルミニウム合金では𝑅/2.66 又は𝑅/1.33 のうちいずれか小さい方を超えては

ならない。𝑅及び𝑅は，6.4.12(1)(a)iii)の規定による。ただし一次部材に関する

詳細な応力計算が行われる場合，6.4.12(1)(a)iv)で定める等価応力𝜎は，本会が

認めた場合，より高い許容応力とすることができる。この計算には，船体及び

液化ガス燃料タンク底部の撓みによる船体と液化ガス燃料の相互反力の影響

を含み，曲げ，せん断，軸及び捩れ変形の影響を考慮に入れなければならない。 
(b) タンク囲壁の板厚は，少なくとも 6.4.9-3.(3)(a)に規定する内圧及び 6.4.1-7.に定

める腐食予備厚を考慮して，C 編 14 章 2-9 編 6 章の規定を準用してに従い定

めたものでなければならない。 
(c) 液化ガス燃料タンク構造は座屈強度に対する検討を行わなければならない。 

(4) （省略） 
 
-4.(5)を次のように改める。 
 

-4. メンブレンタンク 
（(1)から(4)は省略） 
(5) 最終設計条件 

(a) 使用状態におけるすべての重要な構成要素，サブシステム又は装置は，6.4.15-
4.(1)(b)に従い，構造的に耐え得ることを確認しなければならない。 

(b) 液化ガス燃料格納設備，液化ガス燃料格納設備と船体構造との取合い及びタン

ク内構造の損傷モードに対する許容基準の選定においては，考慮する損傷モー

ドに伴う結果を考慮しなければならない。 
(c) 内殻の部材寸法は，6.4.9-3.(3)(a)に規定する内圧を考慮して，C 編 14 章 1 編 6
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章の規定を準用してに従い，かつ，6.4.9-4.(1)(c)に規定するスロッシング荷重に

関する該当する要件に適合するよう定めたものでなければならない。 
（(6)及び(7)は省略） 
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H 編 電気設備 

3 章 設備計画 

3.3 非常電気設備 

3.3.2 非常電源装置の容量及び給電時間* 
 
-2.(7)を次のように改める。 
 

-2. 非常電源装置は，特定の負荷の始動電流と過渡特性を考慮し，少なくとも次の負荷

（電気に依存するものに限る。）にそれぞれ指定された時間同時に給電できるものでなけ

ればならない。 
（(1)から(6)は省略） 
(7) C 編 4.3.11 編 2.2.3.1 により要求される閉鎖装置の開閉状態を確認できる装置及び

閉鎖装置の作動を知らせる音響警報装置，C 編 4.3.21 編 2.2.3.2 により要求される

閉鎖装置の開閉状態を確認できる装置，C 編 33.2.11 編 2.3.4.2 により要求される閉

鎖装置の開閉状態を示す表示器並びに C 編 33.2.21 編 2.3.4.2 により要求される閉

鎖装置の開閉状態を示す表示器が電気式のものである場合には，これらの表示器及

び音響警報装置に対して 30 分間 
（(8)から(10)は省略） 
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K 編 材料 

3 章 通則 

3.12 脆性亀裂アレスト特性に関する特別規定 

3.12.1 適用 
 
-1.を次のように改める。 
 

-1. 本規定は，C 編 32.132-1 編 10.5 に規定するコンテナ船運搬船に対する脆性亀裂ア

レスト設計の要件に関連して，脆性亀裂アレスト特性が考慮された鋼材に適用する。 

 
3.13 貨物油タンク用耐食鋼材に関する特別規定 

3.13.1 適用 
 
-1.を次のように改める。 
 

-1. 本規定は，C 編 25.2.3(2)1 編 3.3.5.4-1.(2)又は CS 編 22.4.3(2)により要求される原油

タンカーの貨物油タンクに使用する耐食鋼材について適用する。 
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L 編 艤装品 

1 章 通則 

1.1 一般 

1.1.1 を次のように改める。 

1.1.1 適用 
-1. 本編の規定は，C 編 1 編 14 章等で規定するアンカー，チェーン，ワイヤロープ，繊

維ロープ等（以下，「艤装品」という。）について適用する。 
-2. 本編の規定と異なる艤装品は，設計あるいは用途に関連して，特に承認された場合

に限り使用できる。この場合，製造者は，当該艤装品の製造方法，性能等に関する資料を

提出の上，本会の承認を得なければならない。 
 
 
 

2 章 アンカー 

2.1 アンカー 

2.1.1 を次のように改める。 

2.1.1 適用 
C 編 27 章 1 編 14.3 の規定により装備するアンカーは，本章の規定に適合するもの又は

これと同等以上の効力のものでなければならない。 
 
 
 

4 章 ワイヤロープ 

4.1 ワイヤロープ 

4.1.1 適用* 
 
-1.を次のように改める。 
 

-1. C 編 27 章 1 編 14.4 の規定により装備する引綱及び係船索，マストのリギン等に用

いるワイヤロープ（以下，単に「ワイヤロープ」という。）は，本章の規定に適合するもの

又はこれと同等以上の効力のものでなければならない。 
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5 章 繊維ロープ 

5.1 繊維ロープ 

5.1.1 適用 
 
-1.を次のように改める。 
 

-1. C 編 27 章 1 編 14.4 の規定により装備する引綱及び係船索に用いるマニラロープ及

び合成繊維ロープ（以下，5 章において「繊維ロープ」という）は，本章の規定に適合す

るものでなければならない。 
 
 
 

6 章 倉口覆布 

6.1 倉口覆布 

6.1.1 を次のように改める。 

6.1.1 適用 
C 編 20 章 1 編 14.6 の規定により装備する倉口覆布は，本章の規定に適合するもの又は

これと同等以上の効力のものでなければならない。ただし，製造方法の承認は必要としな

い。 
 
 
 

7 章 丸窓 

7.1 丸窓 

7.1.1 を次のように改める。 

7.1.1 適用 

C 編 23 章 1 編 14.11 の規定により装備する丸窓は，本章に規定するもの又はこれと同等

以上の効力のものでなければならない。ただし，製造方法の承認は必要としない。 
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8 章 角窓 

8.1 角窓 

8.1.1 を次のように改める。 

8.1.1 適用 
C 編 23 章 1 編 14.11 の規定により装備する角窓は，本章に規定するもの又はこれと同等

以上の効力のものでなければならない。ただし，製造方法の承認は必要としない。 
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M 編 溶接 

1 章 通則 

1.4 溶接部に対する検査と品質 

1.4.2 品質及び補修* 
 
-1.(2)を次のように改める。 
 

-1. 溶接部は，次の(1)から(3)に掲げるところにより，当該部の品質を確保していなけれ

ばならない。 
(1) （省略） 
(2) 溶接部の外観検査 

目視による検査を行い，溶接割れ，過大な余盛及び有害な表面欠陥（アンダカット，

オーバラップ等）並びに著しい目違いや変形が存在しないこと。また，すみ肉溶接

部にあっては，C 編 1.2.31 編 12.2，2-6 編 12.1.1 及び 2-7 編 12.1.2 で規定する寸法

を満たしていること。 
(3) （省略） 

 
 
 

8 章 船体構造の溶接継手に対する非破壊検査 

8.4 非破壊検査の計画 

8.4.3 非破壊試験の適用方法* 
 
-8.を次のように改める。 
 

-8. C 編 32.132-1 編 10.5 の規定の適用を受ける極厚鋼板を使用するコンテナ運搬船で

あって，C 編 32.13.32-1 編 10.5.1.3 の要件に従い実施する非破壊試験については，貨物区

域の上甲板部における縦強度部材の船体ブロック間のバット継手全線に対して超音波探

傷試験を実施しなければならない。ただし，縦通隔壁の対象範囲は強力甲板に隣接する一

条として差し支えない（図 M8.1 参照）。ここで，上甲板部における縦強度部材とは強力甲

板，舷側厚板，ハッチサイドコーミング（頂板を含む），縦通隔壁及びこれらに取り付けら

れる縦通防撓材をいう。 
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N 編 液化ガスばら積船 

3 章 船体の配置 

3.6 エアロック（IGC コード 3.6） 

3.6.7 を次のように改める。 

3.6.7 戸の敷居 
C 編 18 章から 20 章 1 編 11.3，14.6 及び 14.7 又は CS 編 18 章及び 19 章の規定に従うこ

とを条件として，戸の敷居の高さは，300 mm 未満としてはならない。 
 
 
 

4 章 貨物格納設備 

4.24 メンブレンタンク（IGC コード 4.24） 

4.24.5 最終設計条件 
 
-3.を次のように改める。 
 

-3. 内殻の部材寸法は，4.13.2 に規定する内圧を考慮して，C 編 14 章 1 編 6 章の規定を

準用し，かつ，4.14.3 に規定するスロッシング荷重に関する該当する要件に適合するよう

定めたものでなければならない。 

 
4.25 一体型タンク（IGC コード 4.25） 

4.25.3 最終設計条件* 
 
-1.を次のように改める。 
 

-1. タンク囲壁の構造寸法は，少なくとも 4.13.2 に規定する内圧を考慮して，C 編 14 章

1 編 6 章の規定を準用して定めなければならない。 
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S 編 危険化学品ばら積船 

1 章 通則 

1.1 一般 

1.1.1 適用* 
 
-3.を次のように改める。 
 

-3. 危険化学品を積載する船舶の構造，設備等は，本編の規定によるほか，次の規定に

も適合しなければならない。 
(1) 危険化学品ばら積船のうち，ばら積みの油を貨物又は貨物の一部として輸送する，

船の長さが 150 m 以上の二重船殻構造の船舶：CSR-B&T 編 
 ここで，船の長さとは，A 編 1.1.2-5.(1)に定める船の長さをいう。 
(2) (1)以外の一体型タンクを有する船舶：C 編 29 章 2-7 編 
(3) 引火性を有する貨物を積載する船舶：C 編 29.1.22-7 編 2.1.1 及び 29.12.414.2 並び

に D 編 14 章 
 
 
 

4 章 貨物格納設備 

4.2 設計と建造 

4.2.2 重力式タンク 
 
-1.及び-2.を次のように改める。 
 

-1. 重力式タンクを構成する部材の寸法は，4.2.1(1)に規定する荷重を考慮し，C 編 14
章の規定及び C 編 29 章に規定する油槽船の貨物油タンクの構造関係の該当 2-7 編及び 2-
9 編の規定を準用する。 

-2. 重力式タンクの溶接は，C 編 29.132-7 編 12 章の規定による。ただし，表 C29.20C
編 2-7 編表 12.1.2-1.のうち，F3 は F2 として適用する。 
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I 編 極海航行船，極地氷海船及び耐氷船 

3 章 船体構造 

3.3 規則（極海コード I-A 部 3.3） 

3.3.1 を次のように改める。 

3.3.1 構造部材の材料* 
3.2.1(1)に適合するため，大気暴露となる構造部材の材料は，附属書 1「極地氷海船の材

料，構造，艤装及び機関の特別要件」，C 編 1.1.121 編 3.2.2.2 又は同等の安全性を確保でき

る他の基準（極地航行気温に基づくもの）を考慮し，本会が承認したものでなければなら

ない。 
 
 
 

4 章 区画及び復原性 

4.3 規則（極海コード I-A 部 4.3） 

4.3.2 を次のように改める。 

4.3.2 損傷時復原性 
4.2.1(2)に適合するため，2017 年 1 月 1 日以降に建造開始段階にある A 類及び B 類の船舶

にあっては，氷の衝突により，次の(1)から(3)に掲げる損傷範囲によって生ずる浸水に耐え

なければならない。氷による損傷時の残存復原力として，C 編 4.2.1-2.1 編 2.3.2.1 又は CS
編 4.2.1-2.に規定する到達区画指数 A の計算に用いられるすべての積付状態において，C 編

4.2.3-1.1 編 2.3.2.3 又は CS 編 4.2.3-1.に規定する残存確率 si が 1 とならなければならない。

ただし，それ以外に規定される区画及び損傷時復原性に関する規則が適用される貨物船に

ついては，各積付状態において，当該規則の残存復原力に関する要件に適合すること。 
(1) 船長方向の損傷範囲は，最大氷海喫水線上で船の幅が最大になる点より前方に損傷

箇所の中心が位置している場合，最大氷海喫水線での船の長さの 0.045 倍とし，そ

れ以外の場合，船長方向の損傷範囲は最大氷海喫水線での船の長さの 0.015 倍とす

る。船長に沿ったあらゆる位置で損傷が生ずると想定すること。 
(2) 幅方向の貫通範囲は，損傷部の全範囲にわたり船体外板から船体外板に対して垂直

に 760 mm までとする。 
(3) 鉛直方向の損傷範囲は，最大氷海喫水の 0.2 倍又は船長方向の損傷範囲のうちいず

れか小さい方の長さとし，船底キール部から最大氷海喫水の 1.2 倍の高さまでの間

のあらゆる位置で損傷が生ずると想定すること。 
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8 章 耐氷船 

8.4 機関に関する基本要件 

8.4.3 舵及び操舵装置* 
 
-1.を次のように改める。 
 

-1. 耐氷船階級が IA Super，IA，IB 及び IC の耐氷船の舵柱，舵頭材，ピントル及び操舵

装置等は，C 編 3 章 1 編 13 章及び D 編 15 章の規定を適用するにあたって寸法算定に用い

る速力は，耐氷船階級に応じ，表 I8.13 に掲げる値未満としてはならない。 
 
 
 

附属書 1 極地氷海船の材料，構造，艤装及び機関の特別要件 

2 章 材料及び溶接 

2.1 材料 

2.1.2 材料区分 
 
-3.を次のように改める。 
 

-3. 設計温度を設定して設計する極地氷海船にあっては，その船体に使用する鋼材の使

用区分は C 編 1.1.121 編 3.2.2.2 の規定によらなければならない。ただし，設計温度にかか

わらず，本附属書に規定する鋼種より低いものを使用してはならない。 

 
2.2 溶接 

2.2.1 一般 
 
-2.を次のように改める。 
 

-2. 氷荷重に対し補強される箇所全てのすみ肉溶接は，規則 C 編表 C1.4C 編 1 編表

12.2.1-1.に規定する F2 以上の脚長を有する二重連続方式としなければならない。 
-3. 全ての構造接合部，特に氷荷重に対し補強される箇所とその他の構造区域の境界に

おいて強度の連続性が確保されなければならない。 
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3 章 船体構造 

3.2 区画及び復原性 

3.2.2 を次のように改める。 

3.2.2 損傷時復原性 
氷の衝突により生ずる次の(1)から(3)に掲げる損傷範囲からの浸水に耐えなければなら

ない。氷による損傷時の残存復原力として，C 編 4.2.1-2.1 編 2.3.2.1-2.又は CS 編 4.2.1-2.に
規定する到達区画指数 A の計算に用いられるすべての積付状態において，C 編 4.2.3-1.1 編

2.3.2.3-1.又は CS 編 4.2.3-1.に規定する残存確率 si が 1 とならなければならない。ただし，

それ以外に規定される区画及び損傷時復原性に関する規則が適用される貨物船について

は，各積付状態において，当該規則の残存復原力に関する要件に適合すること。 
(1) 船長方向の損傷範囲は，最大氷海喫水線上で船の幅が最大になる点より前方に損傷

箇所の中心が位置している場合，LUIの 0.045 倍とし，それ以外の場合，船長方向の

損傷範囲は LUI の 0.015 倍とする。船長に沿ったあらゆる位置で損傷が生ずると想

定すること。 
(2) 幅方向の貫通範囲は，損傷部の全範囲にわたり船体外板から船体外板に対して垂直

に 760 mm までとする。 
(3) 鉛直方向の損傷範囲は，最大氷海喫水の 0.2 倍又は船長方向の損傷範囲のうちいず

れか小さい方の長さとし，船底キール部から最大氷海喫水の 1.2 倍の高さまでの間

のあらゆる位置で損傷が生ずると想定すること。 

 
3.5 縦強度 

3.5.3 設計垂直せん断力 
 
-2.を次のように改める。 
 

-2. 垂直せん断応力aa は規則 C 編 15.4.2-2.1 編 5.2.2.2 と同様な方法で，設計垂直氷せ

ん断力を用いて決定しなければならない。 

3.5.4 設計垂直氷曲げモーメント 
 
-2.を次のように改める。 
 

-2. 垂直曲げ応力a は，規則 C 編 15.4.2-1.C 編 1 編 5.2.1.2 と同様な方法で，波浪縦曲

げモーメントを設計垂直氷曲げモーメントに置き換えて決定しなければならない。静水中

縦曲げモーメントはサギング状態における許容静水中縦曲げモーメントとすること。 
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表 3.5.5-1.を次のように改める。 
 

表 3.5.5-1. 縦強度基準 
破壊モード 応力 y / u  0.7 での許容応力 y / u  0.7 での許容応力 

引張 a η y η×0.41 (u + y) 

せん断 a η y /√3 η×0.41 (u + y) /√3 

座屈 
a 

c      板材及び防撓材のウェブ材 
c / 1.1  防撓材 

a c 

（備考） 

a： 垂直曲げ応力（N/mm2） 

a： 垂直せん断応力（N/mm2） 

y： 材料の降伏応力（N/mm2） 

u： 材料の引張強度（N/mm2） 

c： 規則 C 編 15.41 編 5.3.3.1(1)の規定による圧縮における臨界座屈応力限界圧縮応力（N/mm2） 

c： 規則 C 編 15.41 編 5.3.3.1(2)の規定によるせん断における臨界座屈応力限界せん断応力（N/mm2） 

η： 0.8 とする。ただし，船級符号に“Icebreaker”（略号 ICB）を付記する極地氷海船にあっては 0.6 とする。 
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O 編 作業船 

1 章 通則 

1.2 一般 

1.2.3 工事 
 
-6.を次のように改める。 
 

-6. 溶接継手の詳細及び工事については，C 編 1.21 編 12 章によるほか M 編の規定によ

る。 

1.2.5 材料，艤装，溶接，構造等に関する通則 
 
-1.を次のように改める。 
 

-1. 材料，艤装，溶接，構造等については，船の長さに応じて，次の(1)又は(2)によらな

ければならない。 
(1) 船の長さが 90m 以上の船舶にあっては，材料，艤装，構造溶接等について，C 編

1.1.7，C 編 1.1.11 から 1.1.16，C 編 1.1.19 から 1.1.24C 編の関連規定によらなけれ

ばならない。また，溶接については，C 編 1.21 編 12 章によらなければならない。 
(2) 船の長さが 90m 未満の船舶にあっては，材料，艤装，溶接，構造等について，CS

編 1.3 によらなければならない。 
-2. 艤装品にあっては，前-1.に適合することに加え，L 編の規定に適合したものでなけ

ればならない。 
 
 
 

2 章 浚渫船 

2.2 復原性 

2.2.1 一般* 
 
-1.を次のように改める。 
 

-1. 非損傷時復原性及び損傷時復原性については，U 編及び C 編 4 章 1 編 2.3 によるほ

か，本 2.2 の規定によらなければならない。 
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3 章 クレーン船 

3.2 復原性 

3.2.1 を次のように改める。 

3.2.1 一般 
非損傷時復原性及び損傷時復原性については，U 編及び C 編 4 章 1 編 2.3 によるほか，

本 3.2 の規定によらなければならない。 
 
 
 

4 章 曳航作業に従事する船舶 

4.2 復原性 

4.2.1 一般* 
 
-1.を次のように改める。 
 

-1. 非損傷時復原性及び損傷時復原性については，U 編及び C 編 4 章 1 編 2.3 によるほ

か，本 4.2 の規定によらなければならない。 

 
4.3 船体構造 

4.3.2 を次のように改める。 

4.3.2 船尾材 
プロペラ柱の寸法は，図 C2.1C 編 1 編 11.5.1.2 又は図 CS2.1 及び同図中の算式により定

めたものから適当に増さなければならない。 
 
4.3.3 を次のように改める。 

4.3.3 舵頭材 
舵頭材の径は，C 編 3 章 1 編 13 章又は CS 編 3 章の規定によるものの 1.1 倍以上でなけ

ればならない。 
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5 章 押船 

5.2 復原性 

5.2.1 一般* 
 
-1.を次のように改める。 
 

-1. 非損傷時復原性及び損傷時復原性については，U 編及び C 編 4 章 1 編 2.3 によるほ

か，本 5.2 の規定によらなければならない。 

 
5.8 特別要件 

5.8.1 を次のように改める。 

5.8.1 一般* 
5.1.1-2.に該当しない押船であっても，押船が推進機関及び帆装を有しない船舶と結合し

て一体となって航行する場合には，次の(1)及び(2)の要件を満足すること。 
(1) 結合したときの全長が 55 m 以上の場合，結合して一体となった船舶として，W 編

各章の該当規定によらなければならない。 
(2) 推進機関及び帆装を有しない船舶を曳航するために必要となる引綱を備えなけれ

ばならない。当該引綱は，曳航する船舶の艤装数に応じて C 編 27.11 編 14.3 の規

定に適合するものでなければならない。ただし，船級符号に“Smooth Water Service”
を付記して登録される押船にあっては，この限りではない。 

 
 
 

6 章 消防船 

6.2 復原性 

6.2.1 一般* 
 
-1.を次のように改める。 
 

-1. 非損傷時復原性及び損傷時復原性については，U 編及び C 編 4 章 1 章 2.3 によるほ

か，本 6.2 の規定によらなければならない。 
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7 章 洋上補給船 

7.2 復原性 

7.2.1 一般* 
 
-1.を次のように改める。 
 

-1. 非損傷時復原性及び損傷時復原性については，U 編及び C 編 4 章 1 編 2.3 によるほ

か，本 7.2 の規定によらなければならない。ただし，本会が特に認めた船舶の損傷時復原

性については，この限りではない。 
 
 
 

8 章 揚錨船 

8.2 復原性 

8.2.1 一般* 
 
-1.を次のように改める。 
 

-1. 非損傷時復原性及び損傷時復原性については，U 編及び C 編 4 章 1 編 2.3 によるほ

か，本 8.2 の規定によらなければならない。 
 
 
 

9 章 海底敷設作業に従事する船舶 

9.2 復原性 

9.2.1 一般* 
 
-1.を次のように改める。 
 

-1. 非損傷時復原性及び損傷時復原性については，U 編及び C 編 4 章 1 編 2.3 によるほ

か，本 9.2 の規定によらなければならない。 
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10 章 油回収船 

10.2 復原性 

10.2.1 一般* 
 
-1.を次のように改める。 
 

-1. 非損傷時復原性及び損傷時復原性については，U 編及び C 編 4 章 1 編 2.3 によるほ

か，本 10.2 の規定によらなければならない。 
 
 
 

11 章 洋上風力発電設備設置船 

11.2 復原性 

11.2.1 一般 
 
-1.を次のように改める。 
 

-1. 船型及びバージ型船舶の非損傷時復原性及び損傷時復原性については，U 編及び C
編 4 章 1 編 2.3 によらなければならない。 

 
11.4 船体構造 

11.4.6 を次のように改める。 

11.4.6 上部構造 
甲板室は，C 編 1 編 11.3 の規定を適用しなければならない。なお，C 編 1 編 4.9.2.2 の適

用にあたり，甲板昇降型船舶の船側外板近くにある甲板室は C 編 18 章の規定を適用しな

ければならない。船楼端隔壁として，その他の甲板室は，C 編 19 章の規定によらなければ

ならない甲板室の周壁として取り扱わなければならない。 
 
11.4.8 を次のように改める。 

11.4.8 底部マット 
甲板昇降型船舶の脚に底部マットを備える場合，底部マットは以下の(1)から(6)によらな

ければならない。 
(1) 底部マットの構造は，脚から伝達される荷重が底部マットの各部に平均に分散する

よう考慮しなければならない。 
(2) 海中への開口を持たない底部マットの外板の厚さ及び外板に設けられる防撓材の

寸法は，P 編 7.3.2 及び 7.3.3 の規定により定まるもの未満としてはならない。この

場合，ℎ௦の頂点は，満潮時の水位としℎの頂点は，計画水深における水位に設計波
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高の 0.6 倍を加えた点とする。 
(3) 底部マット内に設けられる水密隔壁及びそれらに設けられる防撓材の寸法は C 編

1 編 6 章の規定（浸水状態での評価）を準用し定まるもの又は CS 編 13 章の規定に

より定まるもの未満としてはならない。この場合，h の頂点考慮する水頭は，前(2)
のℎの頂点(m)とする。 

(4) 着底している場合，洗掘の影響も考慮しなければならない。 
(5) スカート板が設けられている場合には，その効力について特別の考慮を払わなけれ

ばならない。 
(6) 船舶が浮上中，波の運動により，底部マットが海底に接触することが想定される場

合，底部マットは，海底に接触する際の衝撃に対して，十分な強度を有するもので

なければならない。 

 
11.5 船体艤装 

11.5.2 を次のように改める。 

11.5.2 タンクの塗装 
甲板昇降型船舶のプレロードタンクを含め，海水バラストタンクの塗装については，C

編 25.2.21 編 3.3.5.3 を適用しなければならない。ただし，スパッド函については，この限

りではない。 
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P 編 海洋構造物等 

4 章 復原性 

4.1 一般 

4.1.1 適用 
 
-2.を次のように改める。 
 

-2. 前-1.にかかわらず，長期間着底又は位置保持される船舶以外の船型及びバージ型船

舶は，非損傷時復原性及び損傷時復原性に関し，U 編及び C 編 4 章 1 編 2.3 によらなけれ

ばならない。なお，本会が必要と認める場合，追加の要求を行うことがある。 
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5 章 水密隔壁及び閉鎖装置 

5.1 水密隔壁 

5.1.1 を次のように改める。 

5.1.1 一般 
-1. 船型及びバージ型船舶の水密隔壁は，それぞれ C 編 13 章 1 編 2.2.2，6.3 及び 10.5

又は CS 編 13 章及び並びに Q 編 10 章の該当規定によらなければならない。ただし，長期

間あるいは半永久的に特定の海域に設置され，かつ，海域を制限された船舶及び本会が適

当と認めた船舶の水密隔壁の配置については，この限りでない。 
-2. 甲板昇降型船舶の水密隔壁の配置については，本会の適当と認めるところによる。 
-3. 半潜水型船舶に設けられる水密な床及び隔壁の配置及び部材寸法は，損傷時復原性

に適合するのに必要な点まで有効なものでなければならない。 
-4. 水密隔壁に開口等を設けるときは，C 編 13.31 編 2.2.2 及び D 編 13.2.5 の規定によ

らなければならない。 
-5. 運航中に満載状態を保つことができない清水タンク，燃料タンク又はその他のタン

クは C 編 14 章 1 編 6 章の規定（最大荷重状態での評価）を準用し定まるもの又は CS 編

14 章によらなければならない。 

 
5.2 閉鎖装置 

5.2.1 一般 
 
-3.を次のように改める。 
 

-3. 非自航の甲板昇降型船舶にあっては，前-1.の適用上 C 編 20.2.131 編 14.7.1，
23.6.814.12.4.3 及び CS 編 21.6.8 の規定を適用しなくても差し支えない。 
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6 章 船体構造 

6.2 構造用材料 

6.2.2 鋼材の使用区分 
 
-1.を次のように改める。 
 

-1. 船舶に使用する圧延鋼材の使用区分は，6.2.1 の規定により分類される構造部材，使

用される板厚及び 1.2.11 で定義される設計温度に応じて，図 P6.1 から図 P6.4 に掲げると

ころによる。ただし，船型及びバージ型船舶であって，設計温度が，-10℃以上の場合は，

C 編表 C1.11 編表 3.2.2-1.及び表 C1.2 表 3.2.2-2.によっても差し支えない。 

 
6.4 溶接構造 

6.4.1 を次のように改める。 

6.4.1 一般 
-1. コラム及びブレーシングの部材端部における交差部の継手形状は，原則として完全

溶け込み溶接としなければならない。 
-2. コラム及びブレーシングの各々の内部構造部材の T 継手の隅肉溶接の寸法は，C 編

表 C1.51 編表 12.2.1-2.に規定する F1 としなければならない。 
-3. 前-1.及び-2.以外の溶接継手については，C 編 1.21 編 12.1 及び 12.2 の規定による。 
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7 章 船体強度 

7.4 甲板昇降型船舶 

7.4.4 を次のように改める。 

7.4.4 上部構造 
甲板室は，C 編 1 編 11.3 の規定を適用しなければならない。なお，C 編 1 編 4.9.2.2 の適

用にあたり，船側外板近くにある甲板室は C 編 18 章の規定を適用しなければならない。

船楼端隔壁として，その他の甲板室は C 編 19 章の規定によらなければならない甲板室の

周壁として取り扱わなければならない。 

7.4.5 底部マット 
 
-3.を次のように改める。 
 

-3. 底部マット内に設けられる水密隔壁及びそれらに設けられる防撓材の寸法は C 編 1
編 6 章の規定（浸水状態での評価）を準用し定まるもの又は CS 編 13 章の規定により定ま

るもの未満としてはならない。この場合，h の頂点考慮する水頭は，前-2.のℎの頂点（m）

とする。 

 
7.5 半潜水型船舶 

7.5.3 コラム，ロワーハル及びフーティング 
 
-3.を次のように改める。 
 

-3. コラム，ロワーハル又はフーティング内に設けられる深水タンク隔壁及びその防撓

材の寸法は，C 編 14 章 1 編 6 章の規定（最大荷重状態での評価）を準用し定まるもの又

は CS 編 14 章により定まるもの未満としてはならない。 

 
7.6 船型及びバージ型船舶 

7.6.2 貯蔵船 
 
-3.を次のように改める。 
 

-3. 船舶の船体配置は，次の(1)から(3)の規定による。 
(1) 船舶に居住区域を設ける場合，居住区域は，原則として貯蔵タンク区域内及びその

直上に設けてはならない。 
(2) 居住区域，機関区域，作業区域等は，貯蔵タンク及び貯蔵油ポンプ室から隔離しな

ければならない。この隔離の方法は，船舶の構造，配置，当該区域の用途等を考慮

して，C 編 29 章 2-7 編又は Q 編 22 章及び 13 章の規定を適用しなければならな
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い。 
(3) 引火点が 60℃を超える油のみを貯蔵する船舶については，前(1)及び(2)の規定を適

当に参酌して差し支えない。 
 
 
 

9 章 船体艤装 

9.2 一時係留設備 

9.2.1 一般 
 
-2.を次のように改める。 
 

-2. 一時係留設備のために必要なアンカー，アンカーチェーン及び索類を，9.2.2 に規定

する艤装数に応じ，C 編 27 章 1 編 14.3 及び 14.4 又は CS 編 23 章の規定により設けなけれ

ばならない。ただし，主推進機関を有しない船舶であって，本会が適当と認めれば，Q 編

19 章の規定によって差し支えない。 

9.2.2 艤装数 
 
-1.を次のように改める。 
 

-1. 船型及びバージ型船舶の艤装数は，それぞれ C 編 27.1.21 編 14.5.1 又は CS 編 23.1.2
及び Q 編 19.1.3 の規定による。 

 
9.3 ガードレール，ブルワーク等 

9.3.1 一般 
 
-1.を次のように改める。 
 

-1. すべての暴露甲板には，原則，転落防止のためガードレール又はブルワークを設け

なければならない。これらの高さ等については，C 編 23 章 1 編 14.8 の規定によらなけれ

ばならない。 
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PS 編 浮体式海洋石油・ガス生産，貯蔵，積出し設備 

3 章 船体構造及び艤装 

3.1 一般 

3.1.3 ローディングマニュアル，復原性資料及び操作要領書 
 
-1.を次のように改める。 
 

-1. 油やバラストなどの積付け状態のすべての状態において，構造的に受け入れられな

い応力の発生を避けるため，また，油の貯蔵又は積出し及びバラスト積付けを船長又はロ

ーディング責任者が適切に調整できるよう，本会の承認したローディングマニュアルを備

えなければならない。なお，ローディングマニュアルは，少なくとも次の(1)から(4)に掲げ

る事項及び C 編 34 章 1 編 3.8 の該当事項が含まれるものでなければならない。 
(1) 浮体施設の設計の前提となる標準積付け状態，並びに静水中縦曲げモーメント及び

静水中剪断力の許容値 
(2) 積付け状態に対する静水中縦曲げモーメント及び静水中剪断力の計算結果 
(3) 本会が必要と認めた場合には，甲板，二重底構造等に対する局部的な許容荷重 
(4) 係留ラインの荷重，ライザによる荷重の制限値 

 
3.3 復原性等 

3.3.1 一般 
 
-2.を次のように改める。 
 

-2. 浮体施設の水密区画の配置，水密隔壁及び閉鎖装置は，P 編 5 章，C 編 4 章，13 章

及び 29 章 1 編 2.2.2，2.3，6.3，10.5 及び 2-7 編並びに CSR-B&T 編の関連規定によらなけ

ればならない。 

 
3.4 船体構造 

3.4.1 一般 
 
-2.を次のように改める。 
 

-2. 溶接継手設計は，C 編 1.21 編 12 章による。なお，応力集中箇所の溶接継手及び疲

労強度設計において継手形状を考慮する場合は，それに関する資料を本会に提出し本会の

承認を得なければならない。 
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3.5 船型の浮体施設の構造強度 

3.5.1 全体強度 
 
-1.を次のように改める。 
 

-1. 船型の浮体施設にあっては，C 編 15 章 1 編 5 章に規定する縦強度基準を満足しな

ければならない。 
 
3.8.3 を次のように改める。 

3.8.3 腐食予備厚 
-1. 構造部材が曝される腐食環境に応じた腐食予備厚は，表 PS3.3 による。なお，腐食

環境が著しく厳しい場合には，表 PS3.3 に規定する腐食予備厚より大きな値又は適当な防

食措置を追加で要求する場合がある。 
-2. 構造部材の寸法について，C 編の規定を準用する場合は，以下のとおりとする。 
(1) 板厚で規定されている部材の場合 

算式の末尾にある+αの数値を表 PS3.3 の値に代える。 
(2) 断面係数で規定されている部材の場合 

算式を 1.2 で除した値の断面係数を有する防撓材について，それぞれウェブ及び面

材の寸法を設定し，設定された Web 材及び面材の板厚にそれぞれに表 PS3.3 の値

を加える。 
-32. 構造部材の寸法について，C 編及び CSR-B&T 編の規定を準用する場合は，以下の

とおりとする次による。 
(1) 板厚で規定されている部材の場合 

算式により求まる数値に表 PS3.3 の値を加え，0.5mm 単位に切り上げた数値とす

る。 
(2) 断面係数で規定されている部材の場合 

算式で規定される断面係数を有する防撓材について，それぞれウェブ及び面材の寸

法を設定し，設定されたウェブ材及び面材の板厚にそれぞれに表 PS3.3 の値を加

え，0.5mm 単位に切り上げた数値とする。 
-43. 前-2.及び-3.の適用において，C 編及び CSR-B&T 編に規定する荷重に代えて，2 章

により算定される荷重を用いることができる。 
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表 PS3.3 構造部材の片面の腐食予備厚 
腐食環境 片面の腐食予備厚（mm） 

 想定供用期間 20 年 想定供用期間 30 年 

油タンク内環境 

頂板裏面 1.5 1.8 

底板上面 2.0 2.3 

上記以外 桁部材の Face 1.0 1.3 

 上記以外の部材 0.8 1.0 

バラストタンク内環境 
桁部材の Face 1.0 1.3 

上記以外 0.8 1.0 

大気暴露環境 1.0 1.1 

海水暴露環境 0.5 0.6 

上記以外 0.5 0.6 

（備考） 

想定供用期間が，表中の中間の場合は，線形補間により求め，小数点第 2 位を切り上げた値とする。また，想定供用期間が，

30 年を超える場合は，20 年と 30 年の値から線形補外により求め，小数点第 2 位を切り上げた値とする。 

 
 

3.9 船体艤装等 

3.9.2 ガードレール，フェンダー，その他* 
 
-1.を次のように改める。 
 

-1. すべての暴露甲板には，C 編 23 章 1 編 14.8 の規定に適合するガードレール又はブ

ルワークを設けなければならない。また，ガードレールがヘリコプタの離発着に支障とな

る場合は，ガードレールの代わりに，ワイヤネットなど適当な転落防止措置を施さなけれ

ばならない。 
 
-3.を次のように改める。 
 

-3. 放水設備，舷側諸口，丸窓，角窓，通風筒及び歩路は，C 編 23 章 1 編 14.9 から 14.13
の規定のうち，タンカーに要求される規定に適合しなければならない。 
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Q 編 鋼製はしけ 

2 章 材料，構造等 

2.1 材料，構造等に関する通則 

2.1.1 材料及び溶接 
 
-3.を次のように改める。 
 

-3. 船体構造に使用される鋼材の使用区分については，C 編 1.1.111 編 3.2.2 の規定によ

る。 
 
-7.を次のように改める。 
 

-7. 溶接を船体構造及び重要な艤装品に用いる場合は C 編 1 編 12 章及び M 編の規定に

よる。 
力のものでなければならない。ただし，製造方法の承認は必要としない。 

 
2.1.5 を次のように改める。 

2.1.5 内張板 
船倉内の内張板については，C 編 24 章 CS 編 22 章の規定による。 

 
2.1.6 を次のように改める。 

2.1.6 セメント及びペイント工事 
セメント及びペイント工事については，C 編 25 章 CS 編 22 章の規定による。 

 
 
 

17 章 倉口及びその他の甲板口 

17.1 一般 

17.1.1 適用 
 
-2.を次のように改める。 
 

-2. L が 24m 以上で，かつ，国際航海に従事するはしけの，上甲板暴露部にある，倉口

及びその他の甲板口については，1.1.2 の規定にかかわらず C 編 20 章 1 編 14.6 及び 14.7
又は CS 編 19 章の規定による。 
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18 章 ブルワーク，ガードレール，放水設備，通風筒及び歩路 

18.1 一般 

18.1.1 適用 
 
-2.を次のように改める。 
 

-2. 17.1.1-2.に規定するはしけについては，C 編 23 章 1 編 14.8，14.9，14.12 及び 14.13
の規定による。 

 
18.3 放水設備 

18.3.1 を次のように改める。 

18.3.1 放水設備 
上甲板又は船楼甲板の暴露部には，C 編 23 章 1 編 14.9 の規定に従って放水設備を備え

なければならない。 
 
 
 

19 章 艤装 

19.1 アンカー，チェーン及び索類 

19.1.5 係船索 
 
-2.を次のように改める。 
 

-2. 艤装数が 2,000 を超えるはしけの係船索の強度及び数については，C 編 27 章 1 編

14.4 の規定を準用する。 
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R 編 防火構造，脱出設備及び消火設備 

4 章 発火の危険性 

4.5 タンカーの貨物エリア 

4.5.2 境界の開口の制限* 
 
-4.を次のように改める。 
 

-4. 貨物エリア内にパイプトンネルを設ける場合，機関室に通じる出入口を設けてはな

らず，当該パイプトンネルには，開放甲板上に通じる少なくとも 2 つの出入口をお互いに

最も隔たった場所に配置しなければならない。ただし，そのうちの一つは主ポンプ室に通

じる出入口として差し支えない。パイプトンネルから主ポンプ室への恒久的な通路を設け

る場合，当該通路には規則 C 編及び次の要件に適合した水密戸を設けなければならない。

C 編 13.31 編 2.2.2 の適用上，当該水密戸は，「航海中に使用されるもの」とみなす。 
(1) 船橋からの遠隔操作に加え，主ポンプ室の入口の外側から手動閉鎖できること。 
(2) パイプトンネルへ 13.3 の立ち入りが必要な場合を除き，船舶の通常航行中は常時

閉鎖されていること。 
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「海洋汚染防止のための構造及び設備規則」の一部を次のように改正する。 
 

3 編 油による海洋汚染防止のための構造及び設備 

3 章 ばら積みの油による海洋汚染防止のための構造及び設備 

3.2 船体構造 

3.2.4 座礁又は衝突時における油流出防止（附属書 I 第 19 規則関連）* 
 
(3)を次のように改める。 
 

(3) 1.1.3-1.の規定にかかわらず，国際航海に従事する総トン数 500 トン以上の船舶で，

1984 年 9 月 1 日以降に建造開始段階にあった船舶は，鋼船規則 C 編 13.1.1-1.1 編

2.2.1.1-1.及び-2.に規定される船首隔壁前方のいかなる区画にも油を積載してはな

らない。また，上記以外の船舶では，鋼船規則 C 編 13.1.1-1.1 編 2.2.1.1-1.及び-2.
に規定される位置に船首隔壁があると仮定し，その位置より前方のいかなる区画

にも油を積載してはならない。 
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「揚貨設備規則」の一部を次のように改正する。 
 

8 章 荷役用リフト及び荷役用ランプウェイ装置 

8.3 強度及び構造 

8.3.7 荷役用ランプウェイ装置の格納時の固縛 
 
-3.を次のように改める。 
 

-3. 閉鎖装置を兼ねる荷役用ランプウェイ装置であって，開口部の面積が当該装置格納

時の投影面積の半分を超える場合にあっては，締付装置をもって固縛装置としても差し支

えない。この場合，締付装置の設計荷重は，鋼船規則 C 編 23 章 1 編 14.10.1.4 の規定によ

る荷重のほか，8.2.6-5.に規定する荷重も考慮されなければならない。 
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「高速船規則」の一部を次のように改正する。 
 

1 編 総則 

1 章 通則 

1.1 一般 

1.1.8 を次のように改める。 

1.1.8 船舶識別番号 
国際航海に従事する総トン数 300 トン以上の貨物船には，主要船体構造材料に応じて，

次により船舶識別番号を恒久的に標示しなければならない。 
(1) 鋼船又はアルミニウム合金船：鋼船規則 C 編 1.1.241 編 14.2 の規定 
(2) FRP 船：強化プラスチック船規則 1.3.8 の規定 
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3 編 船体構造材料及びその溶接等 

4 章 アルミニウム合金材の溶接 

4.2 溶接準備 

4.2.1 継手詳細 
 
-4.を次のように改める。 
 

-4. T 継手におけるすみ肉溶接の種類及び寸法並びにその適用については，鋼船規則 C
編 1 章表 C1.41 編表 12.2.1-1.及び表 C1.5 表 12.2.1-2.を準用する。ただし，脚長寸法𝑓ଵは，

次の算式による値以上としなければならない。 

𝑓ଵ ൌ ሺ𝑓 െ 1.5ሻ ఙೝ
ఙ
（mm） 

𝑓 : 鋼船規則 C 編 1 章表 C1.41 編表 12.2.1-1.に規定する母材の厚さに応じた連

続溶接又は断続溶接のすみ肉脚長（mm） 
𝜎 : 使用材料の耐力で，6 編 1.2.2 の規定による。 
𝜎ௗ : 使用材料の材料区分又は材料記号における O 材の耐力の規格最小値

（N/mm2） 
また，鋼船規則 C 編表 C1.41 編表 12.2.1-1.及び表 C1.5 表 12.2.1-2.を準用する場合，同表

C1.4 表 12.2.1-1.において適用するすみ肉溶接の種類は，F1，F2 及び F3 の 3 種類とし，か

つ，同表 C1.5 表 12.2.1-2.中における F4 を F3 と読み替えて適用すること。また，鋼船規

則 C 編表 C1.41 編表 12.2.1-1.の備考 5.の規定にかかわらず，断続溶接として並列断続溶接

を適用して差し支えない。なお，並列断続溶接を適用する場合にあっても，その端部 1w 間

は両側を溶接しなければならない。 
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4 編 一般配置に関する要件 

2 章 水密隔壁の配置 

2.1 水密隔壁の配置 

2.1.4 倉内隔壁* 
 
-2.を次のように改める。 
 

-2. 前-1.の規定にかかわらず，規則 8 編 2 章が適用されない貨物船（国際航海に従事せ

ず，かつ，航路に特別な制限のある貨物船）にあっては，鋼船規則 C 編 13.1.41 編 2.2.1.4
又は CS 編 13.1.4 の規定を準用して倉内隔壁を配置して差し支えない。 

 
 
 

5 編 設計荷重 

2 章 設計荷重 

2.8 縦曲げモーメント 

2.8.1 船体中央部における最大縦曲げモーメント 
 
-2.を次のように改める。 
 

-2. 前-1.に加えて，船の長さが 60m 以上の船舶にあっては，静水中縦曲げモーメント及

び波浪縦曲げモーメントの影響を考慮し，船体中央部における最大縦曲げモーメント M は，

次の算式による値以上としなければならない。 
𝑀௦ 𝑀௪（kN-m） 
𝑀௦及び𝑀௪：それぞれ船の長さに応じ，鋼船規則 C 編 15.2.11 編 4.3.2 又は鋼船規則

CS 編 15.2.1 の規定による。 
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6 編 船体構造 

1 章 鋼及びアルミニウム合金船の船体構造 

1.3 構造に関する通則 

1.3.1 を次のように改める。 

1.3.1 鋼材の使用区分 
船体構造部材に鋼を使用する場合，使用する鋼材の使用区分は，鋼船規則 C 編 1.1.11 及

び 1.1.121 編 3.2.2 の規定によらなければならない。 

 
 
 

7 編 船体艤装及びペイント工事 

2 章 倉口，機関室口及びその他の甲板口 

2.2 倉口 

2.2.1 を次のように改める。 

2.2.1 適用 
貨物用その他の倉口の構造及び閉鎖装置は，本規則に定めるものを除き，鋼船規則 C 編

20 章 1 編 14.6 及び 14.7 又は CS 編 19 章の規定を適用しなければならない。 
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「旅客船規則」の一部を次のように改正する。 
 

1 編 総則 

1 章 通則 

1.2 船級符号への付記 

1.2.4 船体構造・艤装等* 
 
-5.を次のように改める。 
 

-5. 3 編 1.1.1-4.の規定により鋼船規則 C 編 25.2.2-1.1 編 3.3.5.3-1.又は CS 編 22.4.2 の適

用を受けた船舶については，船級符号に“Performance Standard for Protective Coatings for 
Dedicated Seawater Ballast Tanks in All Types of Ships and Double-side Skin Spaces of Bulk Carriers”
（略号 PSPC-WBT）を付記する。 

1.2.5 極地氷海船等 
 
-4.を次のように改める。 
 

-4. 3 編 1.1.1-4.の規定により，鋼船規則 C 編 1.1.12-1.1 編 3.2.2.2-1.の規定に従い設計温

度 (TD) に応じた鋼材を船体に使用した低い気温の海域 (例えば，北極海や南氷洋等) を航

行する目的の船舶については，船級符号に “Design Temperature Category : TD”（略号 TD）

を付記する。 
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2 編 船級検査 

2 章 登録検査 

2.1 製造中登録検査 

2.1.2 提出図面その他の書類 
 
-1.を次のように改める。 
 

-1. 製造中登録検査を受けようとする船舶については，工事の着手に先立ち，次の(1)か
ら(7)に掲げる図面及びその他の書類を提出して，本会の承認を得なければならない。 
（(1)から(4)は省略） 
(5) ローディングマニュアル（鋼船規則 C 編 34.1.11 編 3.8.1.1 でローディングマニュア

ルの備付けが要求される場合） 
（(6)及び(7)は省略） 

 
2.1.9 を次のように改める。 

2.1.9 ペイント工事の検証* 
3 編 1 章 1.1.1-4.の規定により，鋼船規則 C 編 25.2.21 編 3.3.5.3 の規定が適用される内部

区画のペイント工事にあっては，塗装テクニカルファイルの審査に先立ち，次の(1)から(5)
に掲げる項目を実施する。 
（(1)から(5)は省略） 
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3 編 船体構造及び艤装 

1 章 通則 

1.1 一般 

1.1.1 適用* 
 
-4.を次のように改める。 
 

-4. 特に本編に規定されていない事項については，L が 90m 以上の船舶については鋼船

規則 C 編の以下に示す関連規定を，L が 90m 未満の船舶については鋼船規則 CS 編の以下

に示す関連規定をそれぞれ適用する。ただし，本会が必要と認めた場合には，適用の範囲

を拡げることがある。 
(1) 1 章 通則（1.1.13 から 1.1.21 まで及び 1.1.23） 
(2) 2 章 船首材及び船尾材 
(3) 3 章 舵 
(4) 9 章 船首尾防撓構造 
(5) 16 章 平板竜骨及び外板 
(6) 18 章 船楼（CS 編は 18 章に甲板室も含んで規定） 
(7) 19 章 甲板室（CS 編は 18 章に規定） 
(8) 20 章 倉口，機関室口その他の甲板口（CS 編は 19 章に規定） 
(9) 21 章 機関室及びボイラ室（CS 編は 20 章に軸路及び軸路端室等も含んで規定） 
(10) 22 章 軸路及び軸路端室等（CS 編は 20 章に規定） 
(11) 23 章 ブルワーク，ガードレール，放水設備，舷側諸口，丸窓，通風筒及び歩路

（CS 編は 21 章に規定。この場合，総トン数 500 トン未満の船舶であっても，総ト

ン数 500 トン以上の船舶とみなす。） 
(12) 25 章 セメント及びペイント工事（CS 編は 22 章に規定） 
(13) 26 章 マスト及びデリックポスト（CS 編は該当章なし。） 
(14) 27 章 艤装（CS 編は 23 章に規定。この場合，総トン数 500 トン未満の船舶であ

っても，総トン数 500 トン以上の船舶とみなす。） 
(15) 34 章 ローディングマニュアル及び積付計算機（CS 編は 25 章に規定） 
(16) 35 章 点検設備（CS 編は 26 章に規定） 

 
-7.を次のように改める。 
 

-7. 1.1.1-4.の規定により，鋼船規則C編25.2.2-1.1編3.3.5.3-1.の規定が適用される場合，

次に掲げるタンクを海水バラストタンクとみなすことを要しない。ただし，(2)に規定する

タンクに施す塗装は，当該タンクの積載物に対し有効であるものと塗装メーカーにより確

認されたものとし，塗装メーカーの手順に従い施されたものとすること。 
(1) 1969 年の船舶のトン数測度に関する国際条約において，純トン数に含まれるタン

ク 
(2) 雑排水（清水及び衛生排水等）又は汚水も積載する兼用タンク 
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1.1.5 を次のように改める。 

1.1.5 船舶識別番号 
国際航海に従事する総トン数 100 トン以上の船舶には，鋼船規則 C 編 1.1.241 編 14.2.1

の規定により，船舶識別番号を恒久的に標示しなければならない。この場合，鋼船規則 C
編 1.1.24-1.(1)1 編 14.2.1.1(1)に掲げる場所として，空中から視認できる水平面上の場所を

加えることができる。 
 
 
 

2 章 材料及び溶接 

2.1 材料 

2.1.1 適用* 
 
-3.を次のように改める。 
 

-3. 鋼材の使用区分及び長期間低温海域に就航する船舶に関する特別規定については，

それぞれ鋼船規則C編 1.1.111編 3.2.2.1及び 1.1.123.2.2.2の規定によらなければならない。 

 
2.2 溶接 

2.2.3 を次のように改める。 

2.2.3 継手詳細 
溶接継手の詳細については，鋼船規則 C 編 1.2.31 編 12.2.1.2 及び 12.2.1.3 の規定によら

なければならない。 
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3 章を次のとおり改める。 
 

3 章 縦強度 

3.1 一般 

3.1.1 適用 
縦強度に関しては，特に本章に規定されていない事項については，L が 90 m 以上の船舶

については鋼船規則 C 編 15 章の規定を，L が 90 m 未満の船舶については鋼船規則 CS 編

15 章の規定をそれぞれ適用する。 

 
3.21 曲げ強度 

3.21.1 船の中央部の曲げ強度* 
-1. 船の中央部においては，鋼船規則 C 編 1 編 5.2.1 を満足しなければならない。なお，

船体横断面係数は，強力甲板下の縦強度に寄与する全ての縦通部材を考慮して，鋼船規則

C 編 15.2.3 により算定された船体横断面係数が，鋼船規則 C 編 15.2.1 で求められる𝑍ఙの
値以上としなければならない。ただし，船体横断面係数を算定する際には，する。また，

強力甲板以外の甲板の開口を，強力甲板上の開口と同様に扱うこととする。 
（-2.及び-3.は省略） 

 
3.32 座屈強度 

3.32.1 圧縮座屈強度* 
-1. 強力甲板下の縦強度に有効な全ての外板，甲板及び縦通隔壁については，その縦式

防撓材も含めて，縦曲げによる圧縮座屈強度の検討を鋼船規則 C 編 15.41 編 5.3 の規定に

より行わなければならない。 
（-2.及び-3.は省略） 
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4 章を次のように改める。 
 

4 章 二重底構造 

4.1 一般 

4.1.1 適用 
二重底構造に関しては，特に本章に規定されていない事項については，L が 90 m 以上の

船舶については鋼船規則 C 編 6 章の規定を，L が 90 m 未満の船舶については鋼船規則 CS
編 6 章の規定をそれぞれ適用する。 

 
4.21 配置 

4.21.1  配置（SOLAS II-1 章 9 規則）* 
（省略） 

4.21.2 ピラー荷重の伝達 
（省略） 
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5 章 船側構造 

5.1 一般 

5.1.1 を次のように改める。 

5.1.1 適用 
-1. 船側構造に関しては，特に本章に規定されていない事項については，L が 90 m 以上

の船舶については鋼船規則 C 編 7 章及び 8 章の規定を，L が 90 m 未満の船舶については

鋼船規則 CS 編 7 章の規定をそれぞれ適用する。 
-2. 車両をロールオン・ロールオフ方式で積載するため横隔壁を極端に少なくした水密

隔壁の上部及び船楼においては，ラッキング変形に対応するため，必要と認められる箇所

には，特設肋骨又は部分隔壁を設けて構造に十分な横剛性を与えなければならない。 

 
5.2 最下層甲板下の横肋骨 

5.2.1 を次のように改める。 

5.2.1 最下層甲板下の横肋骨の寸法 
-1. 最下層甲板下の横肋骨の断面係数は，肋骨の位置により，次の算式による値以上と

しなければならない。 
(1) 船首から 0.15L の箇所と船尾隔壁との間の最下層甲板下の横肋骨 

𝐾𝐶𝐶𝑆ℎ𝑙ଶ（cm3） 

𝐾 : 鋼船規則 K 編 3 章に規定する鋼材の材料強度に応じた値で以下による。ただ

し，下記以外の高張力鋼を使用する場合の値については，本会の適当と認める

ところによる。 
K 編 3 章に規定する軟鋼 KA，KB，KD 及び KE を使用する場合：1.00 
K 編 3 章に規定する高張力鋼 KA32，KD32，KE32 及び KF32 を使用する場合：
0.78 
K 編 3 章に規定する高張力鋼 KA36，KD36，KE36 及び KF36 を使用する場合：
0.72 
K 編 3 章に規定する高張力鋼 KA40，KD40，KE40 及び KF40 を使用する場合：
0.68 

𝑆 : 肋骨心距(m) 
𝑙 : 鋼船規則 C 編 7.3.2-1.1 編 6.4.3.2 の規定による。 
𝐶 : 係数で次の算式による値。ただし，0.85 未満としてはならない。 

1.25 െ 2
𝑒
𝑙
 

𝐶 : 係数で，次の算式による値。 
𝐶ଵ  𝐶ଶ 

𝐶ଵ ൌ 2.34 െ 1.29
𝑙
ℎ
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𝐶ଶ ൌ 4.52𝑘𝛼
𝑑
ℎ

 

ℎ : それぞれの l の測定点における l の下端から竜骨上面上𝑑  0.038𝐿ᇱの点までの

垂直距離(m)。 
𝐿′ : 船の長さ(m)。ただし，L が 230m を超えるときは，230m とする。 
e,k 及び𝛼: 鋼船規則 C 編 7.3.2-1.による。 
𝑒 : l の下端から測った肋骨下部肘板の高さ(m) 
𝑘 : 甲板の層数に応じて定まる係数で次の値 

13（一層甲板船の場合） 
21（二層甲板船の場合） 
50（三層甲板船の場合） 

また，B/l の値が，甲板の層数に応じて次の値を超える場合は，k の値を適当に

増さなければならない。 
2.8（一層甲板船の場合） 
4.2（二層甲板船の場合） 
5.0（三層甲板船の場合） 

𝛼 : 係数で表 3.5.1 により定まる値。ただし，B/lHが表の中間にあるときは，補間法

により定めるものとする。 
 

表 3.5.1 係数𝛼 
B/𝑙ு 0.5 以下 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 以上 

𝛼 0.023 0.018 0.010 0.006 0.0034 0.002 

 
(2) 船首から 0.15L の箇所と船首隔壁との間の最下層甲板下の横肋骨 

1.3𝐾𝐶𝐶𝑆ℎ𝑙ଶ（cm3） 

K，C，C0，S，h 及び l :前(1)の規定による。 
-2. 縦式構造の甲板横桁を支える最下層甲板下の横肋骨の断面係数の値は，次の算式に

よる値以上ともしなければならない。 

𝐾 ൜4.62 െ 4.42 


 0.17𝑛 భ


ቀభ

ቁ
ଶ
ൠ 𝑆ℎ𝑙ଶ（cm3） 

n  : 甲板横桁の間隔と肋骨心距との比 
h1 : 肋骨頂部の甲板の甲板横桁に対して，鋼船規則 C 編 10.21 編 4.4.2.7 及び 4.4.2.8

に規定する甲板荷重(kN/m2)。 
l1 : 船側から甲板横桁を支える甲板縦桁，隔壁ないしは支柱までの水平距離（m）。 
K，S，l 及び h : 前-1.の規定による値。 
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6 章 水密隔壁及びその開口 

6.1 一般 

6.1.1 を次のように改める。 

6.1.1 適用 
水密隔壁に関しては，特に本章に規定されていない事項については，L が 90 m 以上の船

舶については鋼船規則 C 編 13 章又は 14 章の規定を，L が 90 m 未満の船舶については鋼

船規則 CS 編 13 章又は 14 章の規定をそれぞれ適用する。ただし，鋼船規則 C 編 13.3.4-
1.1.1.1-4.の適用にあたり，鋼船規則 C 編 1 編 2.2.2.4-1.及び CS 編 13.3.4-1.については，横

傾斜角を 15 度と読み替えて適用すること。 
 
 
 

7 章 外板の開口及び水密性 

7.1 一般 

7.1.1 を次のように改める。 

7.1.1 適用 
-1. 舷窓，バウドア，サイドドア，スタンドア，放水設備及び通風筒に関しては，特に

本章に規定されていない事項については，L が 90 m 以上の船舶については鋼船規則 C 編

23 章，L が 90 m 未満の船舶については鋼船規則 CS 編 21 章の規定をそれぞれ適用する。 
-2. 倉口，機関室口及びその他の暴露甲板の開口に関しては，特に本章に規定されてい

ない事項については，L が 90 m 以上の船舶については鋼船規則 C 編 20 章，L が 90m 未満

の船舶については鋼船規則 CS 編 19 章の規定をそれぞれ適用する。 
-31. 弁，管及びごみ捨て筒に関しては，特に本章に規定されていない事項については，

5 編 2.2 の規定をそれぞれ適用する。 
-42. 水密戸を設ける場合は，特に本章に規定されていない事項については，IACS 統一解

釈 SC156（以後の改正を含む。）によること。 
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8 章を次のように改める。 
 

8 章 甲板 

8.1 一般 

8.1.1 適用 
甲板に関しては，特に本章に規定されていない事項については，L が 90 m 以上の船舶に

ついては鋼船規則 C 編 10 章，11 章，12 章及び 17 章の規定を，L が 90 m 未満の船舶につ

いては，鋼船規則 CS 編 10 章，11 章，12 章及び 17 章の規定をそれぞれ適用する。 

 
8.21 甲板荷重 

8.21.1 閉囲された居住区の甲板荷重 
すべての閉囲された居住区域の甲板荷重については，当該区画に特別な重量物が配置さ

れない限り，4.51 kN/m2 として差し支えない。 

8.21.2 甲板桁構造及びピラー荷重 
甲板桁が支える甲板荷重は，外板，隔壁及びピラーを通して，再び下層の甲板桁，ピラ

ー及び隔壁に伝達されるため，各甲板桁，ピラー及び隔壁が上層から実際に伝達される甲

板荷重を算出する際は，特別な考慮を払うこと。 
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4 編 区画及び復原性 

2 章 区画 

2.3 損傷時復原性 

2.3.6 残存確率（si）（SOLAS II-1 章 7-2 規則）* 
 
-13.を次のように改める。 
 

-13. 甲板上に木材を積載する場合で，その浮力を考慮する場合には鋼船規則 C 編 4.2.3-
10.1 編 2.3.2.3-12.による。 

 
 
 

3 章 損傷制御図 

3.1 一般 

3.1.1 を次のように改める。 

3.1.1 適用* 
損傷制御に関しては，特に本章に規定されていない事項については，鋼船規則 C 編 33

章 1 編 2.3.4 の規定を準用する。 
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5 編 機関 

2 章 排水装置，衛生装置等，ビルジ管装置及びバラスト管装置 

2.2 排水装置及び衛生装置等 

2.2.1 一般（SOLAS II-1 章 15.8 及び 35-1.2 規則並びに LOAD LINE 22 規則）* 
 
-2.を次のように改める。 
 

-2. 甲板の暴露部からの排水管及び出入口に鋼船規則 C 編 18.3.11 編 11.3.2.6 の規定に

適合する戸を備えていない船楼もしくは甲板室からの排水管は，船外に導かなければなら

ない。 
 
 
 

3 章 操舵装置 

3.2 操舵装置の性能及び配置 

3.2.2 を次のように改める。 

3.2.2 主操舵装置の能力（SOLASⅡ-1 章 29.3 規則） 
主操舵装置は，次によらなければならない。 
(1) （省略） 
(2) 前(1)の規定を満足するために必要な場合又は鋼船規則 C 編 3 章 1 編 13 章の規定

による上部舵頭材の所要径（耐氷構造の船舶に要求される径の増分は含まない。以

下，同じ。）が 120 mm を超える場合は，動力駆動のものとすること。 
(3) （省略） 

 
3.2.3 を次のように改める。 

3.2.3 補助操舵装置の能力（SOLASⅡ-1 章 29.4 規則）* 
補助操舵装置は，次によらなければならない。 
(1) （省略） 
(2) 前(1)の規定を満足するために必要な場合又は鋼船規則 C 編 3 章 1 編 13 章の規定

による上部舵頭材の所要径が 230 mm を超える場合には，動力駆動のものとするこ

と。 
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「内陸水路航行船規則」の一部を次のように改正する。 
 

3 編 材料及び溶接 

2 章 溶接 

2.1 溶接 

2.1.1 を次のように改める。 

2.1.1 一般 
船体用圧延鋼材の溶接については，鋼船規則 C 編 1 編 12 章及び M 編の規定による。 

 
 
 

5 編 はしけの構造及び艤装 

14 章 艤装 

14.1 アンカー，チェーン及び索類 

14.1.5 引綱及び係船索* 
 
-2.を次のように改める。 
 

-2. 艤装数が 2000 を超えるはしけの係船索の強度及び数については，C 編 27 章鋼船規

則 C 編 1 編 14.4.3.2 の規定を準用する。 
 

 
  



93/301 

「強化プラスチック船規則」の一部を次のように改正する。 
 

1 章 総則 

1.3 船体構造及び艤装に関する通則 

1.3.8 を次のように改める。 

1.3.8 船舶識別番号 
国際航海に従事する総トン数 300 トン以上の貨物船には，次により船舶識別番号を恒久

的に標示しなければならない。 
(1) 鋼船規則 C 編 1.1.241 編 14.2 の規定（-2.(3)14.2.1.2(3)を除く） 
(2) 本会が承認した標示方法により，容易に消えないものとすること 

 
 
 

17 章 倉口，機関室口その他の甲板口 

17.1 一般 

17.1.1 適用 
 
-2.を次のように改める。 
 

-2. 20.1.1-1.に掲げる FRP 船にあっては，本章の規定にかかわらず，鋼船規則 C 編 20
章 1 編 14.6 及び 14.7 の規定による。 
 
 
 
18 章 ブルワーク，ガードレール，放水設備，玄側諸口，丸窓，通風筒及び歩路 

18.1 一般 

18.1.1 一般 
 
-1.を次のように改める。 
 

-1. 20.1.1-1.に掲げる FRP 船には，鋼船規則 C 編 23 章 1 編 14.8 から 14.15 の規定を準

用する。 
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「フローティングドック規則」の一部を次のように改正する。 
 

5 章 構造強度 

5.1 一般 

5.1.1 材料 
 
-2.を次のように改める。 
 

-2. ドックの主要構造部材として使用する圧延鋼材の使用区分は次の(1)及び(2)によら

なければならない。 
(1) 軟鋼を使用する場合，鋼船規則 K 編に規定する KA として差し支えない。ただし，

ドックの中央部の 0.4 L 内の甲板，外板及びその桁等の主要部材で板の厚さが 30 
mm を超えるものは KD としなければならない。 

(2) 高張力鋼を使用する場合，鋼船規則 C 編 1.1.111 編 3.2.2 を準用しなければならな

い。 

 
5.2 縦強度 

5.2.7 を次のように改める。 

5.2.7 座屈 
ドックの縦強度部材は，鋼船規則 C 編 15.41 編 5.3 を参照して座屈強度の検討を行わな

ければならない。 
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「鋼船規則検査要領」の一部を次のように改正する。 
 

B 編 船級検査 

B1 通則 

B1.1 検査 

B1.1.3 船級維持検査の時期 
 
-9.を次のように改める。 
 

-9. 規則 B 編 1.1.3-3.(5)に該当する臨時検査については，次による。 
（(1)から(3)は省略） 
(4) 暴露甲板前方部分に設置される艤装品の追加要件 

2004 年 1 月 1 日より前に建造契約を行なった L1LCが 100 m 以上の船舶であって，

専ら液体を運送する船舶以外の貨物船（コンテナ船，自動車運搬船，ロールオンロ

ールオフ船及びチップ船を除く）にあっては，船首隔壁より前方にある区画及び区

画の前端が船首隔壁位置より前方にある区画の暴露甲板に設置される小倉口，通風

筒及び空気管について，C20.2.10，C23.6.8 規則 C 編 1 編 14.6.10.2-2.，14.12.4.3 及

び D13.6.5 の要件に適合することを確認するための検査を次に掲げる時期までに行

わなければならない。ここで，L1LCは，規則 C 編 15.2.1-1.1 編 1.4.3.1-1.に定める船

の長さとする。 
（(a)から(c)は省略） 

(5) 単船倉貨物船の水位検知警報装置 
2007 年 1 月 1 日前に建造開始段階にあった国際航海に従事する総トン数 500 トン

以上の貨物船であって，1998 年 7 月 1 日前に建造開始段階にあったものについて

は乾舷用長さ（Lf）が 100 m 未満のもの，又は 1998 年 7 月 1 日以降建造開始段階

にあったものについては乾舷用長さ（Lf）が 80 m 未満のもので，かつ，乾舷甲板よ

り下方に単一の貨物倉を有するもの及び乾舷甲板より下方に複数の貨物倉を有す

るが，1 以上の隔壁により乾舷甲板まで水密に区画されていないものについては，

規則 D 編 13.8.6 に規定する水位検知警報装置が備えられていることを，2007 年 1
月 1 日より後の最初の中間検査又は定期検査であっていずれか早い方の時期まで

に，検査により確認を受ける。ただし，2006 年 7 月 1 日前に建造開始段階にあっ

た規則 B 編 1.3.1(13)に定義するばら積貨物船，2006 年 7 月 1 日以降建造開始段階

にある規則 C 編 31A.1.2(1)2-2 編附属書 1.1 An1.2.1(1)に定義するばら積貨物船，規

則 D 編 13.8.5 の規定を満足する船舶及び貨物倉全長の両舷船側に，内底板から乾

舷甲板に達する水密区画であって船側外板の法線方向における幅が 760 mm 以上の

ものを備える船舶については，水位検知警報装置を備える必要はない。 
（(6)から(9)は省略） 
(10) 非常用曳航手順書 

2010 年 1 月 1 日前に建造開始段階にあった国際航海に従事する総トン数 500 トン

以上の貨物船は，2012 年 1 月 1 日までに，規則 C 編 27.41 編 14.5.3 又は規則 CS 編
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23.3 で規定される非常用曳航手順書を備え付けていることを，検査により確認を受

ける。 
（(11)から(26)は省略） 

B1.1.6 検査の項目，範囲及び程度の変更 
 
-2.を次のように改める。 
 

-2. 規則 B 編 1.1.6-2.にいう「検査員が必要と認める場合」とは，次の(1)から(3)及び(2)
のいずれかの場合をいう。 

(1) 当該区画内の塗装の状態が不良の場合 
(2) 類似のタンクもしくは貨物倉，又は類似船に欠陥が発見されたものと同様な構造様

式もしくは構造詳細を有するタンクもしくは貨物倉がある場合 
(3) 規則 C 編 1.1.21 の規定に従い，承認された防食措置を講じることにより構造諸材

の寸法を軽減している場合 

 
B1.1.9 を次のように改める。 

B1.1.9 ばら積貨物船 
-1. 規則 B 編 1.1.9-1.において要求する規則 C 編 31B.3 を適用する時の板厚計測は，最

前端貨物倉後端波形横隔壁の寸法を適切に評価するために，次に示す箇所について行うこ

と。 
(1) 隔壁下端部（図 B1.1.9-1.，レベル a 参照） 

(a) 各隔壁面材部において，面材の幅の中央でかつシェダープレート上端から約

200 mm 上方 
(b) 各隔壁ウェブにおいて，ウェブ幅の中央でかつシェダープレート上端から約

200 mm 上方 
(c) 各シェダープレートの中央 
(d) 隔壁下端にガセットプレートが設けられている場合，各ガセットプレートの中

央 
(2) 隔壁中央部（図 B1.1.9-1.，レベル b 参照） 

(a) 隔壁の各面材及び各ウェブにおいて，それぞれの部材の幅の中央でかつ隔壁ス

パン中央部付近の箇所。なお，隔壁板の板厚が船の深さ方向で変わる場合，板

厚の薄い方の板を計測すること。 
-2. 規則 B 編 1.1.9-1.にいう規則 C 編 31B.5 を適用する時の貨物倉内肋骨に対する板厚

計測は次による。 
(1) 鋼材切替，サンドブラスト及び塗装のため，図 B1.1.9-2.に示す 4 つのゾーン A, B, 

C 及び D を規定する。 
(2) 板厚計測の方法 

(a) 板厚計測を行う肋骨の本数は，定期検査においては，規則 B 編 5.2.6-4.に，中

間検査においては，船齢に応じて，規則 B 編 4.1.1-2.又は 4.2.6 に従う。ただし，

計測値が切替基準値又は補強基準値（規則 C 編 31B.5 中の tREN 又は tCOAT）に

近い場合は，計測する肋骨の本数を増やさなければならない。 
（(b)から(e)は省略） 
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(f) 規則 C 編 31B.5.3-5.(1)により図 B1.1.9-4.に示す断面位置 a 及び b における肘板

及び倉内肋骨の実際の断面係数の確認が要求される場合，それぞれの位置にお

いて，面材については各 2 点以上，船側外板については肋骨の両側各 1 点以上

板厚計測を行わなければならない。ただし，球平鋼の場合は，面材に対する板

厚計測に代えて，断面係数の計算に特別な考慮をしなければならい。 
(3) 点食及び溝食に対する特別規定 

(a) 計測の前に必要に応じて点食の表面を覆う錆及び無効な塗装を除去しなけれ

ばならない。 
(b) 点食部の板厚を計測するために，探触子の径が 10 mm 程度の通常の計測器では

不適切であり，3～5 mm 程度の小径の探触子を用いるか，又は点食の深さを計

測して板厚に換算しなければならない。 
(c) ウェブの片面において，点食の程度が面積比で 15%（図 B1.1.9-5.参照）を超え

る場合は，点食衰耗を確認するための板厚計測を行わなければならない。この

計測は，点食が最も激しい部分において，直径 300 mm 以上の範囲にわたって

表面の錆及び塗装を完全に除去した上，点食が最も深い 5 点に対して実施し，

その最小値を板厚計測値としなければならない。 
(d) 点食又は溝食内の最小許容板厚は次による。 

(i) 肋骨及び端部肘板のウェブ及びフランジでの点食及び溝食に対して建造時

の板厚の 75% 
(ii) 倉内肋骨が取りつけられた船側外板，ホッパタンク及びトップサイドタン

クの板材で，肋骨の取り付け部から両側にそれぞれ 30 mm の幅の範囲の点

食及び溝食に対して建造時の板厚の 70% 
-3. 規則B編1.1.9-2.及び-3.に規定する板厚計測については，前-1.又は前-2.を準用する。 

 
B1.3 定義 

B1.3.1 用語 
 
-3.(4)を次のように改める。 
 

-3. 規則 B 編 1.3.1(6)(b)でいう「本会が別に定める船舶における貨物倉の鋼製倉口蓋及

び倉口縁材」とは，次の(1)から(4)による。 
（(1)から(3)は省略） 
(4) 2012 年 7 月 1 日以降に建造契約が行われた船舶であって，規則 C 編 20.21 編 14.6

又は規則 CS 編 19.2 の適用を受けるすべての鋼製倉口蓋及び倉口縁材をいう。こ

の場合，切替え板厚（trenewal）は，以下の算式に定める値とする。ただし，建造時の

板厚を特に増している場合については本会の適当と認める値とすることができる。 
trenewal = tas-built －tc + 0.5（mm） 
tas-built : 建造時の板厚（mm） 
tc: 表 B1.3.1-1.(d)に示す腐食予備厚 

ただし，tcを 1.0（mm）としたものについては，trenewal = tas-built －tc（mm）とし

て差し支えない。 
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-4.を次のように改める。 
 

-4. 規則 B 編 1.3.1(6)(c)でいう C 編 31A 章規則 C 編 2-2 編附属書 1.1 の適用を受けた貨

物倉内横置隔壁の場合，切替え板厚（trenewal）は，次の(1)から(2)による。 
(1) 2007 年 7 月 1 日前に製造中登録検査申込みが行われる船舶においては，以下の算

式に定める値とする。ただし，建造時の板厚を特に増している場合については本会

の適当と認める値とすることができる。 
trenewal = tas-built －3.0（mm） 
tas-built : 建造時の板厚（mm） 

(2) 2007 年 7 月 1 日以降に製造中登録検査申込みが行われる船舶においては，規則 C
編 C31A.3.62-2 編附属書 1.1 An3.6 の規定に基づき図面に記載された値とする。 

 
B1.4 検査の準備その他 

B1.4.2 検査準備 
 
-2.を次のように改める。 
 

-2. 検査申込者は，受けようとする検査の目的に応じて，腐食，変形，破損及び他の損

傷，又は構造部材強度の低下を発見できるように，区画の清掃，水，汚泥，厚錆，残油，

ガス等の排除を行うと共に，点検設備，十分な照明，非破壊検査装置及びその他検査若く

は試験に必要な準備をすること。また，検査員が必要と認める場合，囲壁，天井張り又は

内張り，及び防熱材を取り外すこと。なお，点検設備（一時的な足場やラフト等も含む。）

については規則 C 編 35 章 1 編 14.16「点検設備」の規定によるものとし，検査前に，検査

対象区画内の点検設備の健全性を確認すること。また，すでに構造部材の切替を決めてい

る箇所については，清掃等は切替の範囲を決めることができる程度として差し支えない。 
 
-12.を次のように改める。 
 

-12. 規則 B 編 1.3.1(13)に規定するばら積貨物船及び 2006 年 7 月 1 日以降建造開始段階

にあった規則 C 編 31A.1.2(1)2-2 編附属書 1.1 An1.2.1(1)に規定するばら積貨物船について

は，規則 B 編 1.4.2-1.に規定される点検記録の確認において，倉口蓋が IMO の決議

MSC.169(79) “Standards for owner’s inspection and maintenance of bulk carrier hatch covers”に
従って整備されていることを確認する。ただし，総トン数 500 トン未満の船舶及び国際航

海に従事しない船舶であって Restricted Greater Coasting Service，Coasting Service 若しくは

Smooth Water Service 又はこれらに相当する付記を有するものについては，これを斟酌する。 
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B2 登録検査 

B2.1 製造中登録検査 

B2.1.2 提出図面その他の書類 
 
-1.を次のように改める。 
 

-1. 規則 B 編 2.1.2 に掲げる提出図面には，図面の種類に応じ次に掲げる事項も記載す

ること。 
(1) 船体関係 

(a) 構造関係の図面は，一般に，部材寸法詳細，使用材料，溶接線の位置，必要に

応じて詳細断面，適用する溶接についての情報（脚長，開先形状）等を含める

こと。規則 C 編 31A.3.62-2 編附属書 1.1 An3.6，CSR-B 編，CSR-T 編又は CSR-
B&T 編の適用を受ける部材については，切替え板厚を明示したものとするこ

と。また，SOLAS 条約 II-1 章第 3-10 規則の適用を受ける船舶の部材について

は，ネット寸法，建造時寸法及び任意の追加板厚を明示したものとすること。 
(b) 中央横断面図 

i) 規則 C 編の規定の適用にあたり d を超える構造用喫水（𝑑௦）を用いた場合

には，𝑑௦とそれに対応する L，V，W 及び𝐶 
iii) 規則 V 編の規定により指定される乾舷の型式 
iiiii) 木材満載喫水線を標示する場合は，その計画値に対応する喫水（m） 
iviii) 多層甲板を有する船舶の場合は，乾舷甲板の位置 

（(c)から(f)は省略） 
 
-4.を次のように改める。 
 

-4. 規則 B 編 2.1.2-5.にいう「本会が別に定めるところ」とは，C34.1.3-2.(2)規則 C 編 1
編 3.8.3.2-2.により計算精度を確認する場合をいう。 
 
-10.を次のように改める。 
 

-10. 規則 B 編 2.1.2-16.にいう「構造的に重要な場所を示す図面」とは，当該船舶に対し

て実施した強度計算により監視が必要であると認識された位置又は類似船もしくは姉妹

船の実績により船体構造の健全性に影響を与えるであろう亀裂，座屈，変形もしくは腐食

が発生しやすいと認識された位置を示すものをいう。なお，対象とする船舶に応じて，次

の(1)及び(2)を考慮すること。 
(1) 規則 C 編 35.21 編 14.16.3 が適用となる船舶にあっては，規則 C 編 35.2.61 編

14.16.3.6 に規定する点検設備に関する手引書に記載される構造的に重要な場所を

含むこと。 
(2) SOLAS 条約第 II-1 章第 3-10 規則の適用を受ける船舶にあっては，規則 B 編 2.1.6-

3.(13)に規定する船体コンストラクションファイルに含める「船舶の生涯を通して

特別な注意が必要となる箇所（構造的に重要な場所を含む）」に含む情報と一致す

ること。 
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B2.1.4 工事の検査 
 
-7.を次のように改める。 
 

-7. 規則 B 編 2.1.4-1.(10)にいう積付計算機の検査においては，計算機を船内に備え付け

た後，その設置された環境下において，C34.1.3-2.規則 C 編 1 編 3.8.3.2-2.で調査した積付

け状態のいくつかにつき本会検査員立会の下に計算を行い，当該計算機の機能が良好であ

ることを確認する。 

 
B2.5 登録事項の変更 

B2.5.1 改造検査 
 
-1.(1)を次のように改める。 
 

-1. 規則 B 編 2.5.1 の適用上，「船舶の主要な要目等に影響を及ぼす改造等を行う場合」

（以下，「主要な改造を行う場合」という。）については，本会又は船籍国主管庁が特に指

示する場合を除き，以下を原則とする。 
(1) 主要な改造とは，例えば次の場合をいう。ただし，これらに限定するものではない。 

(a) 船舶の寸法を変更する場合。例えば，新しい船体を挿入して船体延長を行う場

合等。 
(b) 船舶の種類を変更する場合。例えば，タンカーからばら積貨物船への変更等。 
(c) 船舶の区画要件への適合性に影響を及ぼすような構造上の変更を行う場合。な

お，次の(i)から(iii)のいずれにも該当しない船舶にあっては，変更後の船舶にお

ける，規則 C 編 4.21 編 2.3.2 に示す船舶の要求区画指数（R）及び船舶の到達

区画指数（A）は，変更後の船舶について計算した A/R が変更前の船舶につい

て計算した A/R より小さくならないことを示すこと。ただし，変更前の船舶の
A/R が 1 以上の場合については，変更後の船舶について計算された A/R が 1 以

上であればこの限りでない。 
(i) 2020 年 1 月 1 日以降に，建造契約が結ばれる船舶 
(ii) 建造契約が存在しない場合には，2020 年 7 月 1 日以降に，建造開始段階に

ある船舶 
(iii) 2024 年 1 月 1 日以降に，引き渡しが行われる船舶 

（(2)及び(3)は省略） 
 
-2.を次のように改める。 
 

-2. 規則 B 編 2.5.1 の適用上，シングルハル油タンカーからダブルハル油タンカー又は

ばら積貨物船に改造を行う場合の規則要件の適用については，本会又は船籍国主管庁が特

に指示する場合を除き，前-1.の規定によるほか，以下によること。 
(1) 規則 C 編 4 章 1 編 2.3 に規定する区画に関する要件については，改造後の船舶の

種類等に応じて該当する要件を適用する。 
(2) 復原性に関する要件については，以下によること。 

(a) ダブルハル油タンカーに改造する場合，引き続き海洋汚染防止のための構造及
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び設備規則 3 編 3.2.2 の規定に適合すること。 
(b) ばら積貨物船に改造する場合，(5)によること。 

(3) 規則 C 編 25.2.2-1.1 編 3.3.5.3-1.に規定する海水バラストタンク等の塗装要件につ

いては，海水バラストタンク等の内部の構造全てが新たに造られる場合を除き，適

用することを要しない。ただし，規則 C 編 25.2.2-2.1 編 3.3.5.3-2.に規定の要件は適

用すること。 
(4) 規則 C 編 27.21 編 14.4 に規定する曳航及び係留のための設備に関する要件を適用

すること。 
(5) ばら積貨物船に改造する場合，規則 C 編 31A 章及び 34.21 編 3.8.2.3 及び 2-2 編附

属書 1.1 の規定を適用すること。ただし，規則 C 編 31A.6.1-1.(2)2-2 編附属書 1.1 
An6.1.1-1.(2)に規定する点検設備に関する要件については(6)によること。 

(6) 規則 C 編 35 章 1 編 14.16 に規定する点検設備に関する要件については，実質的な

新しい船体構造を加える場合を除き，適用することを要しない。ここでいう「実質

的な新しい船体構造を加える場合」とは，現存の貨物エリア内の船体構造を全て新

替えする場合，又は現存の貨物エリアに新しい船底構造もしくは外板構造を加えて

ダブルハル化する場合をいう。この場合，新たに承認された点検設備に関する手引

書を備えること。 
（(7)から(10)は省略） 
(11) 規則 C 編 18.3，19.2.3，20 章，23.1，23.2，23.4，23.5，23.6，23.7，27.1.6 及び 34.1.1-

1.1 編 3.8.1.1-1.，11.3.2.6，11.3.3.3，14.3.1.5，14.6，14.7，14.8，14.9，14.10，14.11，
14.12 及び 14.13 並びに D 編 13.4 及び 13.6 に規定する要件については，構造又は設

備が新しく追加，交換又は改造された場合に適用すること。 
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B3 年次検査 

B3.2 船体，艤装，消火設備及び備品の年次検査 

B3.2.1 書類及び図書の確認 
 
-1.を次のように改める。 
 

-1. 規則 B 編 3.2.1 表 B3.1 でいう「C 編 33 章 1 編 2.3.4 により備え付けが要求される船

舶」とは，次の船舶をいう。 
(1) 1992 年 2 月 1 日以降建造開始段階にあった，国際航海に従事し，かつ，総トン数

が 500 トン以上の，専ら液体を運送する船舶以外の乾貨物船 
(2) 2009 年 1 月 1 日以降建造開始段階にあった，総トン数が 500 トン以上の船舶 

B3.2.2 現状検査 
 
-5.を次のように改める。 
 

-5. 規則 B 編表 B3.2 第 22 項にいうバウドア，内扉，サイドドア及びスタンドア（以下，

「ドア及び内扉」という。）の検査に関し，次の(1)から(7)の項目の現状検査を行う。なお，

現状検査の結果，検査員が必要と認める場合には，非破壊検査を要求する場合がある。 
（(1)及び(2)は省略） 
(3) 次の(a)から(h)の装置及び艤装品等が現状良好であることを確認する。 

(a) 締付装置，支持装置及びロック装置 
(b) ヒンジ，ベアリング及び推力軸受け 
(c) 開閉装置，締付装置及びロック装置のインターロック 
(d) 水密を確保するための閉鎖装置 
(e) ドア及び内扉の開閉及び締付のための電気機器 
(f) 排水装置及び排水設備 
(g) 油圧装置 
(h) その他，C 編 23 章規則 C 編 1 編 14.10 及び CS 編 21 章の規定により本船に要

求される装置 
(4) （省略） 
(5) 表示装置が設けられている場合，次の(a)から(f)の項目について，現状が良好である

ことを確認する。 
(a) 船橋及び操作パネルにおける表示装置及び可聴警報装置 
(b) 船橋及び操作パネルにおけるランプテスト機能 
(c) 「港内モード／航海モード」のモード切替器 
(d) 表示装置の電源 
(e) センサー 
(f) その他，C 編 23 章規則 C 編 1 編 14.10 及び CS 編 21 章の規定により本船に要

求される項目 
（(6)及び(7)は省略） 
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B3.2.3 効力試験 
 
-6.及び-7.を次のように改める。 
 

-6. 規則 B 編表 B3.3 第 9 項にいう水位検知警報装置（規則 D 編 13.8.5，規則 D 編 13.8.6，
並びに B1.1.3-9.(5)参照）の検査は，次の船舶に設置される装置に適用する。 

(1) 国際航海に従事する総トン数 500 トン以上の貨物船であって，乾舷甲板より下方に

単一の貨物倉を有するもの及び乾舷甲板より下方に複数の貨物倉を有するが，1 以

上の隔壁により乾舷甲板まで水密に区画されていないもののうち，次のもの 
(a) 1998 年 7 月 1 日前に建造開始段階にあったものについては，乾舷用長さ（Lf）

が 100 m 未満のもの 
(b) 1998 年 7 月 1 日以降に建造開始段階にあったものについては，乾舷用長さ（Lf）

が 80 m 未満のもの 
(2) 国際航海に従事する総トン数 500 トン以上の船舶で，次のもの 

(a) 2006 年 7 月 1 日前に建造開始段階にあった規則 B 編 1.3.1(13)に定義するばら

積貨物船 
(b) 2006 年 7 月 1 日以降に建造開始段階にあった規則 C 編 31A.1.2-1.(1)2-2 編附属

書 1.1 An1.1.2(1)に定義するばら積貨物船 
-7. 規則 B 編表 B3.3 第 10 項にいう排水設備（規則 D 編 13.5.10 参照）の検査は，次の

船舶に設置される装置に適用する。 
(1) 国際航海に従事する総トン数 500 トン以上の船舶で，次のもの 

(a) 2006 年 7 月 1 日前に建造開始段階にあった規則 B 編 1.3.1(13)に定義するばら

積貨物船 
(b) 2006 年 7 月 1 日以降に建造開始段階にあった規則 C 編 31A.1.2-1.(1)2-2 編附属

書 1.1 An1.1.2(1)に定義するばら積貨物船 
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B5 定期検査 

B5.2 船体，艤装，消火設備及び備品の定期検査 

B5.2.3 効力試験 
 
-4.(4)を次のように改める。 
 

-4. 規則 B 編 5.2.3-2.(10)の効力試験は，以下によること。 
（(1)から(3)は省略） 
(4) 永久変形又は損傷が生じることなく試験を完了した場合，試験に用いた荷重を，検

査要領 C23.9.1-2.(6)規則 C 編 1 編 14.14.1.1-2.(6)に規定するプレートに最大作動荷

重として表示すること。 

B5.2.6 構造部材等の板厚計測 
 
表 B5.2.6-1.を次のように改める。 
 

表 B5.2.6-1. 
 船体横断面係数 

船の乾舷用長さ 適用規則 
𝐿(m) 1964 年版～1972 年版（fdB 適用船を除く） 1973 年版～1986 年版 1987 年版以降 

 油タンカー その他の船舶   

𝐿≦60  
適用規則における要求値 

 

適用規則における要

求値の 80%（油タンカ

ー及び危険化学品 
ばら積船では 77%） 

適用規則におけ

る要求値の 80% 

60＜𝐿＜130  適用規則に 補間法による 補間法による 

𝐿≧130 

適用規則における要求値又は 
0.9Wmin×k𝑍_ ൈ 𝐾の値のうち大きい

方。ここで， 
Wmin𝑍_: 規則 C 編 15.2.1-2.1

編 5.2.1.3-1.に定める船体横断面の

断面係数 
k𝐾 : 規則 C 編 1.1.7-2.1 編 3.2.1.2-2.に定

める材料係数 

おける要求値 

適用規則における要

求値の 90%（油タンカ

ー及び危険化学品 
ばら積船では 87%） 

適用規則におけ

る要求値の 90% 
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U 編 非損傷時復原性 

U1 通則 

U1.1 一般 

U1.1.3 定義 
 
-1.を次のように改める。 
 

-1. 規則 U 編 1.1.3(1)の適用上，「風雨密の閉鎖装置を備えない開口」には，規則 C 編

23.6.5-2.1 編 14.12.3.1-3.又は規則 CS 編 21.6.5-2.に従って風雨密の閉鎖装置を備える通風筒

であっても，運航上の理由から，機関室，非常用発電機室又は閉囲された車両積載区域及

びロールオン・ロールオフ区域（非常用発電機室は，復原性計算において浮力に算入され

ている場合又は下方に通じる開口を保護している場合）に給気を行うために開放しておく

必要がある通風筒を含む。閉囲された車両積載区域及びロールオン・ロールオフ区域の通

風筒を「風雨密の閉鎖装置を備えない開口」として取扱うことが技術的に実現不可能な場

合，主管庁が適当と認めた場合に限り，同等の安全性を確保する代替措置を用いて差し支

えない。 

 
U1.2 復原性資料 

U1.2.2 復原性計算機 
 
-1.を次のように改める。 
 

-1. 規則 U 編 1.2.2 にいう｢復原性計算機｣及び｢取扱説明書｣については，附属書 U1.2.2
｢復原性計算機に関する検査要領｣によること。この時，それぞれの船舶に搭載される復原

性計算機のソフトウェアは，当該船舶に適用される復原性要件に応じて決定するものとし，

原則として次のとおりとする。 
(1) (2)及び(3)に掲げるもの以外の船舶（例えば，規則 C 編 4.1.2(6)1 編 2.3.1.2(6)に規定

する LS が 80m 未満の乾貨物船，規則 V 編に規定する B-60 型又は B-100 型乾舷の

指定を受ける船舶）については，個々の積付状態について非損傷時復原性要件の適

合確認計算を行えるもの（タイプ 1） 
(2) 規則 C 編 4 章 1 編 2.3 又は CS 編 4 章の区画に関する要件の適用を受ける船舶（(3)

に掲げるばら積貨物船を除く。）については，前(1)の非損傷時復原性計算機能に加

え，損傷時復原性要件による最小許容 G0M 曲線等の制限値を表す図表又は承認時

に確認されている積付状態の表示により損傷時復原性要件への適合が確認できる

もの（タイプ 2） 
(3) タンカー，液化ガスばら積船及び危険化学品ばら積船並びに規則 C 編 31A.22-2 編

附属書 1.1 An2.の適用を受けるばら積貨物船であって個々の積付状態について規則

C 編 31A.2.1-2.2-2 編附属書 1.1 An2.1.1-2.の規定への適合を確認するものについて
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は，前(1)の非損傷時復原性計算機能に加え，個々の積付状態について損傷時復原性

要件の適合確認計算を行えるもの（タイプ 3） 
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附属書 U1.2.1 船長のための復原性資料に関する検査要領 

1.3 復原性資料の記載内容 

1.3.5 積付け等に関する資料 
 
-2.を次のように改める。 
 

-2. 一般配置図 
貨物の積付け場所，諸タンク，諸倉庫，機関室，居住区域，区画，閉鎖装置，空気孔等

の配置及び名称並びに海水流入角，常設バラスト，甲板積みの可否及び喫水線図を記載し

た適当な縮尺の図面を添付すること。 
規則 C 編 4 章 1 編 2.3 の規定を適用される船舶の場合，区画の囲壁，囲壁に設けられた

開口，その閉鎖装置の操作場所を明示した図面並びに損傷後の復原性を確保するための設

備の配置図を加えること。ただし，これらの図面が船橋に恒久的に掲示される場合には，

この限りではない。 

1.3.9 標準状態における復原性 
 
-1.を次のように改める。 
 

-1. 標準状態には，少なくとも次に掲げる状態を含めること。ただし，その状態を含め

ることが明らかに不適当である場合には，除外して差し支えない。なお，出港状態は燃料，

食料及び清水等の消耗品を満載した状態とし，入港状態はそれらを 90%消費した状態とす

る。また，満載出港状態はバラストタンクが空の状態で，規則 C 編 4 章 1 編 2.3 による損

傷時復原性計算に使用する最高区画喫水線，夏期満載喫水線，甲板積み木材を積載する船

舶については夏期木材満載喫水線又はタンカー，液化ガスばら積船及び危険化学品ばら積

船については熱帯満載喫水線（熱帯満載喫水線を有さない場合夏期満載喫水線）まで沈め

た状態とすること。なお，実際の運航状態と矛盾が生じない限り，均等積みで満載状態と

する。 
（(1)から(6)は省略） 

1.3.10 一般資料 
 
-4.を次のように改める。 
 

-4. 排水量等の諸数値 
計画されたトリム状態において，キール下面から測った平均喫水に基づき，5cm 以下の

間隔で，軽荷喫水から最大喫水の 115%に相当する喫水までの範囲で，少なくとも次に掲

げた諸数値を示すこと。運航上のトリム範囲が規則 C 編 4.1.2(6)1 編 2.3.1.2(6)に定義する

区画用長さ Lsの±1.0%を超える場合，適当なトリム範囲に対して，排水量等の諸数値に対

するトリムの影響を示すこと。 
(1) 外板等を含む排水量（海水の密度は 1.025（t/m3）とすること。それ以下の比重を用

いることについては，主管庁の承認を得なければならない。） 
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(2) TPC，MTC 
(3) TKM（要すれば，LKM も含める。） 
(4) 𝑙, 𝑙（要すれば，KB も含める。） 
(5) 𝐶 
(6) キール板厚 

 
-10.を次のように改める。 
 

-10. 損傷時復原性が規則 C 編 4 章 1 編 2.3 又は C6.1.1-2.(1)2.4.1.1-4.(1)の規定に従って

計算される場合，許容 G0M 曲線はそれぞれ 3 つの喫水（ds，dp，dl)に想定される最小要求

G0M の間の線形補間により決定すること。異なるトリム状態で追加の区画指数を計算する

場合，得られた G0M の最小値を包絡する単一の曲線を作成すること。最大許容 KG0 の曲

線を作成する場合は，得られた最大許容 KG0 の曲線は G0M の線形変化に対応したものと

すること。最大許容 KG0 の曲線を作成する場合であって，軽荷航海喫水におけるトリムが

他の喫水におけるトリムと異なる場合，部分区画喫水におけるトリムと軽荷航海喫水にお

けるトリムを補間するため，部分区画喫水と軽荷航海喫水の間の喫水に対する TKM を，

部分区画喫水におけるトリムと軽荷航海喫水におけるトリムを補間したトリムについて

計算すること。 
 
-11.を次のように改める。 
 

-11. 前-10.の単一の包絡線の代替として，追加のトリム状態に対する計算は，それぞれ

の区画喫水で想定されているすべてのトリム状態について，共通な一つの G0M で行って

差し支えない。規則 C 編 4 章 1 編 2.3 に規定される到達区画指数 A の計算においては，各

部分区画指数 As，Ap 及び Al についてトリム状態ごとに計算された値の最小値を使用する

こと。これにより，それぞれの喫水で使用される G0M に基づいて，一つの最小要求 G0M
曲線が得られる。また，想定されるトリム範囲を示すトリム制限図を作成すること。（図 1
参照） 
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V 編 満載喫水線 

V1 通則 

V2.1 一般 

V2.2.1 乾舷の指定 
 
-7.を次のように改める。 
 

-7. B-60 型又は B-100 型の乾舷の指定を受けるばら積貨物船であって，甲板上に貨物を

積載するように計画されるものにあっては，満載喫水線規則第 49 条第 1 項第 5 号及び第

50 条第 1 項第 3 号又は第 4 号（条約 27 規則関連）による損傷時復原性計算について，浸

水前の初期状態に用いる KG の値は，規則 C 編 4 章 1 編 2.3 による損傷時復原性計算に使

用する最高区画喫水線での KG の値と同じ値とすること。なお，規則 V 編の規定により木

材乾舷が指定される船舶にあっては，最高区画喫水線を木材最高区画喫水線と読替え適用

すること。 
 
-9.(1)を次のように改める。 
 

-9. 満載喫水線規則第 15 条第 2 項（条約 34 規則(1)関連）の適用上，次の要件を満足す

る貨物倉倉口が，船楼端の凹入部を完全に覆う形で設けられる場合にあっては，当該倉口

部は船楼の一部を形成するものとみなして差し支えない。この場合，船楼の有効長さから

凹入部の面積に相当する長さを減じることを要しない。 
(1) 規則 C 編 20 章 1 編 14.6 又は CS 編 19 章の要件に適合していること。 
(2) （省略） 

 
-13.を次のように改める。 
 

-13. 満載喫水線規則第 26 条第 1 項第 7 号（条約 27 規則(13)(e)関連）の適用上，船舶復

原性規則第 2 条第 7 項にいう「閉鎖装置を備えない開口」には，規則 C 編 23.6.5-2.1 編

14.12.3.1-3.又は規則 CS 編 21.6.5-2.に従って風雨密の閉鎖装置を備える通風筒であっても，

運航上の理由から，機関室，非常用発電機室又は閉囲された車両積載区域及びロールオン・

ロールオフ区域（非常用発電機室は，復原性計算において浮力に算入されている場合又は

下方に通じる開口を保護している場合）に給気を行うために開放しておく必要がある通風

筒を含む。閉囲された車両積載区域及びロールオン・ロールオフ区域の通風筒を「閉鎖装

置を備えない開口」として取扱うことが技術的に実現不可能な場合，主管庁が適当と認め

た場合に限り，同等の安全性を確保する代替措置を用いて差し支えない。 
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CS 編 小型鋼船の船体構造及び船体艤装 

CS1 通則 

CS1.1 適用及び同等効力 

CS1.1.1 を次のように改める。 

CS1.1.1 適用 
-1. Coasting Service として登録を受ける船舶の部材寸法等の軽減 
(1) 構造部材の寸法は，該当各章の規定による値に対して，表 CS1.1.1-1.に掲げる割合

で軽減して差し支えない。ただし，同表に掲げる最小寸法未満としてはならない。 
 

表 CS1.1.1-1. 部材寸法の軽減量及び最小寸法 
項目 Coasting Smooth Water 最小寸法 

縦強度 5% 10% - 
外板（平板竜骨を含む） 5% 10% 6 mm，ただし船楼を除く 

甲板の最小厚さ 1 mm 1 mm 5 mm 
肋骨の断面係数（船底縦肋骨を含む） 10% 20% 30 cm3 

梁の断面係数 15% 15% - 
甲板桁の断面係数 15% 15% - 
二重底部材の板厚 1 mm 1 mm 5.5 mm 

単底部材の板厚 0.5 mm 
10%又は 1 mm のうち 

小さい方 
- 

船楼端隔壁の板厚及び防撓材の断面係数 10% 10% - 

（備考） 

国際航海に従事する船舶については，船楼端隔壁の板厚及び防撓材の断面係数を軽減してはならない。 

 
(2) 表 CS1.1.1-1.に掲げる以外の部材寸法の軽減については本会の適当と認めるところ

による。 
(3) 貨物を積む甲板の梁，重量物を積む内底板及び内底縦肋骨，深水タンク等の構造部

材の寸法並びに規則 C 編 31A 章 2-2 編附属書 1.1 の規定による寸法は，(1)及び(2)
の規定にかかわらず，該当各章の規定による値より減少することはできない。 

(4) 倉口縁材，各出入口等の縁材は，表 CS1.1.1-2.に掲げる高さとして差し支えない。 
(5) 角窓の設計圧力については，規則 C 編 23.5.8 又は CS 編 21.5.8 で規定される設計

圧力（規則 C 編表 C23.5 又は CS 編表 CS21.5 の最小設計圧力も含む。）を，表

CS1.1.1-1.の｢船楼端隔壁の板厚及び防撓材の断面係数｣の割合を適用して軽減して

差し支えない。 
(6) 艤装は規則 CS 編 23 章の規定による。 
(7) 前(6)の規定にかかわらず，アンカーの質量は，1 個を規則 CS 編表 CS23.1 に掲げ

る質量以上のものとし，他の 1 個は，同表に掲げる質量の 85%以上のものとするこ

とができる。 
(8) 規則 C 編 23.3.4-1.及び表 C23.3 並びに規則 CS 編 21.3.4-1.及び表 CS21.3 に掲げる

Peは，80%とすることができる。 
(9) 国際航海に従事しない船舶にあっては，規則 C 編 23.7.1 及び規則 CS 編 21.7.1 に
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規定する暴露する乾舷甲板又は低船尾甲板に設ける船員の往来を保護する設備に

ついて，船の種類に応じ，次によることができる。 
(a) タンカー，液化ガスばら積船及び危険物化学品ばら積船 

指定夏期乾舷の値にかかわらず，表 C23.7.1-1.表 CS21.7.1-1.において A 型船舶

の指定夏期乾舷が 3,000 mm 以上として取り扱う。また，膨脹トランクを備え

る船舶であって，当該トランク上の両舷に C23.7.1-2.CS21.7.1-2.に規定する c の
設備を設ける場合，これを船首尾部への歩路とみなして差し支えない。この場

合，歩路の両側に設けるガードレールのうち船体中心線側のものについては，

設置することを要しない。 
(b) 前(a)以外の船 

指定夏期乾舷の値にかかわらず，表 C23.7.1-1.表 CS21.7.1-1.において B 又は B+
型船舶として取り扱う。 

(10) 国際航海に従事しない船舶にあっては，規則 C 編 23.7.2-2.及び CS 編 21.7.2-2.を適

用する必要はない。 
(11) 国際航海に従事しない船舶にあっては，規則 C 編 27.4 及び CS 編 23.3 を適用する

必要はない。 
(12) 国際航海に従事しない船舶にあっては，規則 C 編 31A 章及び 34.2 並びに C25.2.1-

2.を適用する必要はない。 
(1312) 国際航海に従事しない船舶にあっては，規則 C 編 35.2 及び CS 編 26.2 を

適用する必要はない。 
(1413) 国際航海に従事しない乾舷用長さ（Lf）が 80 m 以上の船舶にあっては，次

の(a)及び(b)の要件を満足する場合，規則 C 編 4.2.1-2.及び CS 編 4.2.1-2.，規則 C
編 6.1.1-1.及び CS 編 6.1.1-1.並びに規則 C 編 13.1.1-5.及び CS 編 13.1.1-5.の規定に

適合しなくても差し支えない。 
(a) 以下の要件に適合する浸水警報装置が備え付けられていること。 

i) D13.8.5-3.に適合すること。 
ii) 隔壁甲板下の風雨密区画（当該区画の長さが 33 m 以上の場合にあっては当

該区画の前部及び後部の箇所）毎に，浸水警報装置の検知器（貨物倉に設

置する検知器にあっては，低位及び高位レベルの検知が可能なものとする

こと。ここで，低位及び高位レベルとは，原則として規則 D 編 13.8.6-1.(1)
に規定する水位をいう。）が備え付けられていること。この場合，風雨密区

画とは風雨密の倉口，その他浸水した水の流れを制限するような開口を有

する隔壁又は甲板に囲まれた区画並びに水密区画のことをいう。ただし，

以下の要件に適合する水密区画については，浸水警報装置の検知器を設置

することを要しない。 
1) 水密区画の容積（風雨密区画の合計容積）が 30 m3 と当該船舶の夏期満

載喫水線における TPC/1.025（m3）のいずれか大きい容量未満の水密区

画 
ここで，「TPC」とは，毎センチ排水トン（t）とする。（以下，同じ。） 

2) 常時船員が配置されている水密区画（例えば，規則 CS 編 4.1.2(1718)に
規定する機関区域。ただし，M0 船の機関区域は除く） 

3) 満載／空倉出航状態において満載状態にある専ら液体を積載する区画

又は船橋に識別可能な液面計測装置の表示器が備えられる区画 
4) 前 1)又は 2)に規定するもの以外に，非損傷時復原性の基準を満足する
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ために，航行上の条件として常時バラスト水による満載状態が義務付

けられている区画 
iii) 船橋に浸水警報装置の警報盤が備え付けられていること。ただし，以下の

要件に適合する場所としても差し支えない。 
1) 隔壁甲板より上方の場所であって，船橋又は居住区域に近接した場所

（損傷時に速やかに駆けつけることができる場所）であること。 
2) すべての検知器（代替物も含む。）による浸水状況の把握が可能な場所

（警報盤等が集中配置された場所）であること。 
3) 船橋との連絡手段が確保された場所であること。 
4) (b)に規定する損傷制御資料が追加で備えられていること。 

(b) 船長のための損傷時復原性に関する情報提供のための資料として，以下の内容

が記載された損傷制御図が船橋に備え付けられていること。 
i) 損傷制御資料の概要 

1) 資料の位置付け 
2) 対象とする損傷 
3) 資料の構成 
4) 資料の使用方法 
5) 使用にあたっての注意事項 

ii) 計算結果による危険性判断の方法 
iii) 損傷の影響を制御するための一般事項 
iv) 規則 C 編 4.2 又は CS 編 4.2 による計算結果 

1) 計算条件及び計算結果概略 
2) 各状態（満載状態，部分載荷状態及び軽荷航海状態）での残存性能 

v) 損傷及び浸水制御に関する構造及び設備の配置図（ビルジポンプ等の配置） 
vi) 浸水警報装置の取扱説明書 
vii) 状態制御装置の取扱説明書 
viii) 残存する可能性のある損傷ケース毎の詳細 
ix) その他必要な事項 

-2. Smooth Water Service として登録を受ける船舶の部材寸法等の軽減 
(1) 構造部材の寸法は，該当各章の規定による値に対して，表 CS1.1.1-1.に掲げる割合

で軽減して差し支えない。ただし，同表に掲げる最小寸法未満としてはならない。 
(2) 表 CS 1.1.1-1.に掲げる以外の部材寸法の軽減については本会の適当と認めるとこ

ろによる。 
(3) 貨物を積む甲板の梁，重量物を積む内底板及び内底縦肋骨，深水タンク等の構造部

材の寸法並びに規則 C 編 31A 章 2-2 編附属書 1.1 の規定による寸法は，(1)及び(2)
の規定にかかわらず，該当各章の規定による値より減少することはできない。 

(4) 倉口縁材，各出入口等の縁材は，表 CS1.1.1-2.に掲げる高さとして差し支えない。 
(5) 倉口の閉鎖については本会の適当と認めるところによる。 
(6) 鋼製倉口蓋の蓋板の厚さは，上に貨物を積まない場合は 4.5 mm として差し支えな

い。 
(7) 鋼製倉口蓋には適当な間隔で防撓材を設け，その断面係数は，上に貨物を積まない

場合は規則 CS 編 19.2.6-2.に規定する値を適当に参酌して差し支えない。 
(8) 角窓の設計圧力については，規則 C 編 23.5.8 又は CS 編 21.5.8 で規定される設計

圧力（規則 C 編表 C23.5 又は CS 編表 CS21.5 の最小設計圧力も含む。）を，表
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CS1.1.1-1.の｢船楼端隔壁の板厚及び防撓材の断面係数｣の割合を適用して軽減して

差し支えない。 
(9) 艤装は-1.(5)及び(6)の規定による。ただし，規則 CS 編表 CS23.1 中の艤装記号は規

則 CS 編 23.1.2 で規定される艤装数に応じたものより一段下位のものを適用して差

し支えない。 
(10) 規則 C 編 23.3.4-1.及び表 C23.3 並びに規則 CS 編 21.3.4-1.及び表 CS21.3 に掲げる

Peは，50%とすることができる。 
(11) 国際航海に従事しない船舶にあっては，規則 C 編 23.7.1 及び規則 CS 編 21.7.1 に

規定する暴露する乾舷甲板又は低船尾甲板に設ける船員の往来を保護する設備に

ついて，船の種類に応じ，次によることができる。 
(a) タンカー，液化ガスばら積船及び危険物化学品ばら積船 

指定夏期乾舷の値にかかわらず，表 C23.7.1-1.表 CS21.7.1-1.において A 型船舶

の指定夏期乾舷が 3,000 mm 以上として取り扱う。また，膨脹トランクを備え

る船舶であって，当該トランク上両舷に C23.7.1-2.CS21.7.1-2.に規定する c の

設備を設ける場合，これを船首尾部への歩路とみなして差し支えない。この場

合，歩路の両側に設けるガードレールのうち船体中心線側のものについては，

設置することを要しない。 
(b) 前(a)以外の船 

指定夏期乾舷の値にかかわらず，表 C23.7.1-1.表 CS21.7.1-1.において B 又は B+
型船舶として取り扱う。 

(12) 国際航海に従事しない船舶にあっては，規則 C 編 23.7.2-2.及び CS 編 21.7.2-2.を適

用する必要はない。 
(13) 国際航海に従事しない船舶にあっては，規則 C 編 27.4 及び CS 編 23.3 を適用する

必要はない。 
(14) 国際航海に従事しない船舶にあっては，規則 C 編 31A 章及び 34.2 並びに C25.2.1-

2.を適用する必要はない。 
(1514) 国際航海に従事しない船舶にあっては，規則 C 編 35.2 及び CS 編 26.2 を

適用する必要はない。 
(1615) 国際航海に従事しない乾舷用長さ（Lf）が 80 m 以上の船舶にあっては，次

の(a)及び(b)の要件を満足する場合，規則 C 編 4.2.1-2.及び CS 編 4.2.1-2.，規則 C
編 6.1.1-1.及び CS 編 6.1.1-1.並びに規則 C 編 13.1.1-5.及び CS 編 13.1.1-5.の規定に

適合しなくても差し支えない。 
(a) 以下の要件に適合する浸水警報装置が備え付けられていること。 

i) D13.8.5-3.に適合すること。 
ii) 隔壁甲板下の風雨密区画（当該区画の長さが 33 m 以上の場合にあっては当

該区画の前部及び後部の箇所）毎に，浸水警報装置の検知器（貨物倉に設

置する検知器にあっては，低位及び高位レベルの検知が可能なものとする

こと。ここで，低位及び高位レベルとは，原則として規則 D 編 13.8.6-1.(1)
に規定する水位をいう。）が備え付けられていること。この場合，風雨密区

画とは風雨密の倉口，その他浸水した水の流れを制限するような開口を有

する隔壁又は甲板に囲まれた区画並びに水密区画のことをいう。ただし，

以下の要件に適合する水密区画については，浸水警報装置の検知器を設置

することを要しない。 
1) 水密区画の容積（風雨密区画の合計容積）が 30 m3 と当該船舶の夏期満
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載喫水線における TPC/1.025（m3）のいずれか大きい容量未満の水密区

画 
2) 常時船員が配置されている水密区画（例えば，規則 CS 編 4.1.2(1718)に

規定する機関区域。ただし，M0 船の機関区域は除く） 
3) 満載／空倉出航状態において満載状態にある専ら液体を積載する区画

又は船橋に識別可能な液面計測装置の表示器が備えられる区画 
4) 前 1)又は 2)に規定するもの以外に，非損傷時復原性の基準を満足する

ために，航行上の条件として常時バラスト水による満載状態が義務付

けられている区画 
iii) 船橋に浸水警報装置の警報盤が備え付けられていること。ただし，以下の

要件に適合する場所としても差し支えない。 
1) 隔壁甲板より上方の場所であって，船橋又は居住区域に近接した場所

（損傷時に速やかに駆けつけることができる場所）であること。 
2) すべての検知器（代替物も含む。）による浸水状況の把握が可能な場所

（警報盤等が集中配置された場所）であること。 
3) 船橋との連絡手段が確保された場所であること。 
4) (b)に規定する損傷制御資料が追加で備えられていること。 

(b) 船長のための損傷時復原性に関する情報提供のための資料として，以下の内容

が記載された損傷制御図が船橋に備え付けられていること。 
i) 損傷制御資料の概要 

1) 資料の位置付け 
2) 対象とする損傷 
3) 資料の構成 
4) 資料の使用方法 
5) 使用にあたっての注意事項 

ii) 計算結果による危険性判断の方法 
iii) 損傷の影響を制御するための一般事項 
iv) 規則 C 編 4.2 又は CS 編 4.2 による計算結果 

1) 計算条件及び計算結果概略 
2) 各状態（満載状態，部分載荷状態及び軽荷航海状態）での残存性能 

v) 損傷及び浸水制御に関する構造及び設備の配置図（ビルジポンプ等の配置） 
vi) 浸水警報装置の取扱説明書 
vii) 状態制御装置の取扱説明書 
viii) 残存する可能性のある損傷ケース毎の詳細 
ix) その他必要な事項 

-3. Restricted Greater Coasting Service として登録を受ける船舶の部材寸法等の軽減 
(1) 国際航海に従事しない船舶にあっては，規則 C 編 27.4 及び CS 編 23.3 を適用する

必要はない。 
(2) 国際航海に従事しない船舶にあっては，規則 C 編 31A 章及び 34.2 並びに C25.2.1-

2.を適用する必要はない。 
(32) 国際航海に従事しない乾舷用長さ（Lf）が 80 m 以上の船舶にあっては，次の(a)及

び(b)の要件を満足する場合，規則 C 編 4.2.1-2.及び CS 編 4.2.1-2.，規則 C 編 6.1.1-
1.及び CS 編 6.1.1-1.並びに規則 C 編 13.1.1-5.及び CS 編 13.1.1-5.の規定に適合しな

くても差し支えない。 
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(a) 以下の要件に適合する浸水警報装置が備え付けられていること。 
i) D13.8.5-3.に適合すること。 
ii) 隔壁甲板下の風雨密区画（当該区画の長さが 33 m 以上の場合にあっては当

該区画の前部及び後部の箇所）毎に，浸水警報装置の検知器（貨物倉に設

置する検知器にあっては，低位及び高位レベルの検知が可能なものとする

こと。ここで，低位及び高位レベルとは，原則として規則 D 編 13.8.6-1.(1)
に規定する水位をいう。）が備え付けられていること。この場合，風雨密区

画とは風雨密の倉口，その他浸水した水の流れを制限するような開口を有

する隔壁又は甲板に囲まれた区画並びに水密区画のことをいう。ただし，

以下の要件に適合する水密区画については，浸水警報装置の検知器を設置

することを要しない。 
1) 水密区画の容積（風雨密区画の合計容積）が 30 m3 と当該船舶の夏期満

載喫水線における TPC/1.025（m3）のいずれか大きい容量未満の水密区

画 
2) 常時船員が配置されている水密区画（例えば，規則 CS 編 4.1.2(1718)に

規定する機関区域。ただし，M0 船の機関区域は除く） 
3) 満載／空倉出航状態において満載状態にある専ら液体を積載する区画

又は船橋に識別可能な液面計測装置の表示器が備えられる区画 
4) 前 1)又は 2)に規定するもの以外に，非損傷時復原性の基準を満足する

ために，航行上の条件として常時バラスト水による満載状態が義務付

けられている区画 
iii) 船橋に浸水警報装置の警報盤が備え付けられていること。ただし，以下の

要件に適合する場所としても差し支えない。 
1) 隔壁甲板より上方の場所であって，船橋又は居住区域に近接した場所

（損傷時に速やかに駆けつけることができる場所）であること。 
2) すべての検知器（代替物も含む。）による浸水状況の把握が可能な場所

（警報盤等が集中配置された場所）であること。 
3) 船橋との連絡手段が確保された場所であること。 
4) (b)に規定する損傷制御資料が追加で備えられていること。 

(b) 船長のための損傷時復原性に関する情報提供のための資料として，以下の内容

が記載された損傷制御図が船橋に備え付けられていること。 
i) 損傷制御資料の概要 

1) 資料の位置付け 
2) 対象とする損傷 
3) 資料の構成 
4) 資料の使用方法 
5) 使用にあたっての注意事項 

ii) 計算結果による危険性判断の方法 
iii) 損傷の影響を制御するための一般事項 
iv) 規則 C 編 4.2 又は CS 編 4.2 による計算結果 

1) 計算条件及び計算結果概略 
2) 各状態（満載状態，部分載荷状態及び軽荷航海状態）での残存性能 

v) 損傷及び浸水制御に関する構造及び設備の配置図（ビルジポンプ等の配置） 
vi) 浸水警報装置の取扱説明書 
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vii) 状態制御装置の取扱説明書 
viii) 残存する可能性のある損傷ケース毎の詳細 
ix) その他必要な事項 

-4. 国際航海に従事しない船舶については，前-1.から-3.に該当しない場合であっても，

当該船舶の航海の態様等を考慮して本会が適当と認める場合，規則 C 編 34.2 を適用する

必要はない。 
-5. 国際航海に従事しない船舶にあっては，規則 C 編 34.2.2 及び C25.2.1-2.を適用する

必要はない。 
-6. 国際航海に従事しないばら積貨物船にあっては，規則 C 編 35.2 を適用する必要は

ない。 
-74. 国際航海に従事しない船舶にあっては，規則 CS 編 23.2（23.2.2 及び 23.2.5 を除く）

及び規則 C 編 27.2（27.2.2 及び 27.2.5 を除く）を適用する必要はない。 
-85. 国際航海に従事しない船舶にあっては，規則 C 編 27.4 及び CS 編 23.3 を適用する

必要はない。 
-96. 規則 CS 編 1.1.1-5.の適用上，規則 C 編 31A.1.2-1.(2)2-2 編附属書 1.1 An1.2.1(2)に規

定するばら積貨物船であって総トン数 500 トン以上のものにあっては，規則 C 編 31A.6.1-
3.1 編 3.3.5.2-2.，2-2 編 3.2.1.1 及び 34.2.1-3.並びに C25.2.1-2.2-2 編附属書 1.1 An6.1.1-3.を
適用すること。この場合，Lf が 65 m 未満の船舶への適用にあたっては，C31A.1.2 規則 C
編 2-2 編附属書 1.1 An1.2.1(1)中の「ローディングマニュアル」を「規則 U 編 1.2.1-1.で要

求される復原性資料」と読み替えること。また，規則 C 編 34.2.1-3.2-2 編 3.2.1.1 を適用す

る必要はない。 
 
CS1.1.3 として次の 1 条を加える。 

CS1.1.3 特殊な形状，特殊な主要寸法比又は特別な貨物を運搬する船舶 
-1. 特に大きい乾舷を有する船舶の取扱い 
(1) ここで「特に大きい乾舷を有する船舶」とは，規則 V 編の規定により指定された

「夏期乾舷（𝑓ௌ）」，V2.2.1 に規定する「船楼の標準の高さ（ℎௌ）」及び実際の乾舷甲

板からℎௌだけ下方に仮想した甲板（以下，仮想した乾舷甲板を「仮想乾舷甲板」と

いう。）を乾舷甲板として規則 V 編の規定を適用して求められた「最小の夏期乾舷

（f）」との間に次のような関係が成り立つ船舶をいう。（図 CS1.1.3-1.参照） 
𝑓ௌ  ℎௌ  𝑓 

 
図 CS1.1.3-1. 特に大きい乾舷を有する船舶 
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(2) 特に大きい乾舷を有する船舶にあっては，規則 CS 編の規定の適用にあたり，次に

よることができる。ただし，規則 V 編の規定により指定を受ける乾舷が B-60 型又

は B-100 型の船舶には，本規定の適用はできない。 
(a) 規則 CS 編 5 章 

規則 CS 編 5.4.3 の「h」の規定文中，「D」を「竜骨の上面から仮想乾舷甲板ま

での垂直距離（𝐷ᇱ）」に代える。 
(b) 規則 CS 編 7 章 

仮想乾舷甲板の上方にある甲板間肋骨の断面係数は，当該肋骨が実際の乾舷甲

板の下方にある場合であっても規則 CS 編 7.5.2-1.の規定による。 
(c) 規則 CS 編 17 章 

規則 CS 編 17.1.1-2.に規定する h の算定にあたり，仮想乾舷甲板から暴露甲板

までの船側における垂直距離（𝐻）に応じ，当該暴露甲板を次のように扱う。

なお，規則 CS 編の他の章において h を準用している場合にも，同様に扱う。 
ℎௌ  𝐻 ൏ 2ℎௌ のとき：乾舷甲板直上の船楼甲板 
2ℎௌ  𝐻 ൏ 3ℎௌ のとき：乾舷甲板上第二層目の船楼甲板 
3ℎௌ  𝐻 のとき：乾舷甲板上第三層目以上の船楼甲板 

(d) 規則 CS 編 16 章 
仮想乾舷甲板より上方の船側外板の厚さは，次による。 
i) 仮想乾舷甲板から仮想乾舷甲板上2ℎ௦の点までの間の船側外板の厚さは，規

則CS編 16.3.2の算式の第 1項において，(d+0.04L)の代わりに(d+0.04L)


ାଶೞ
を用いて算定して差し支えない。ここで，ℎ௦は船楼の標準高さで，V2.2.1 の

規定による。 
ii) 仮想乾舷甲板上 i)に規定するℎ௦の 2 倍の距離の点の箇所から強力甲板まで

の間の船側外板の厚さは，次の算式により定まる値以上とする。 

0.7ඥሺ𝐿  50ሻ（mm） 
iii) 仮想乾舷甲板から仮想乾舷甲板上 i)に規定するℎ௦の距離の点の箇所までの

間で，F.P.から0.25𝐿の箇所より前方にある船側外板の厚さは，i)の規定と

規則 CS 編 16.5.2 の規定により定まる値のうちの大きい方のもの以上とす

る。 
(e) 規則 CS 編 18 章 

規則 CS 編 18.2.1-1.に規定する h の算定にあたっては上記(c)に準ずる。 
(f) 規則 CS 編 19 章 

i) 規則 CS 編 19.1.2 に規定する「暴露甲板の位置」を定めるにあたり，上記(c)
に準ずる。なお，規則 CS 編 19.1.2 の規定を準用している規則 CS 編及び D
編の他の章においても同様に扱う。 

ii) 規則 CS 編表 CS19.2（備考）(*3)の適用においては，「乾舷甲板」を「仮想

乾舷甲板」と読み替えて差し支えない。 
(g) 規則 CS 編 21 章 

規則 CS 編 21.1，21.2 及び 21.5 の適用においては，｢乾舷甲板｣を｢仮想乾舷甲

板｣に読み替えると共に，甲板の位置の決定については上記(c)に準ずる。ただ

し，実際の乾舷甲板より下方の場所及び復原性計算において浮力として算入す

る場所に設ける窓は，A 級丸窓，B 級丸窓又はこれと同等以上のものとするこ

と。また，この場合，内蓋の省略は認められない。 
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(h) 規則 D 編 13 章 
規則 D 編 13.5.3 に規定するビルジ吸引管の内径を算定するにあたって，D のか

わりに D'を用いることができる。 
-2. 特に乾舷を減じた船舶 
特に乾舷を減じた船舶とは，規則 V 編の規定により指定を受ける乾舷が A 型，B-60 又

は B-100 型の船舶をいう。 
 
CS1.3.1 として次の 1 条を加える。 

CS1.3.1 材料 
-1. 高張力鋼を使用する場合の構造及び部材寸法については，附属書 CS1.3.1-1.による。 
-2. 規則 CS 編 1.3.1-2.(3)の適用にあたっては，使用する鋼材の規格に応じ，鋼材の使用

範囲，使用個所，構造部材の断面剛性，疲労強度，最小板厚等に関する資料を本会に提出

し，承認を得ること。 
-3. 規則 CS 編 1.3.1-4.(1)の適用上，本会が必要と認める場合には，使用する鋼材及び鋼

板の規格に応じ，鋼材及び鋼板の使用範囲，使用箇所，構造部材の断面剛性，座屈強度，

最小板厚等に関する資料を提出し，本会の承認を得ること。 
-4. 規則 CS 編 1.3.1-4.(2)の規定は，海水に接するおそれのない部材に適用し，次の(1)

及び(2)に示す値を該当規定で要求される寸法から減ずる。 
(1) ステンレス圧延鋼材の場合は，次の(a)及び(b)による。 

(a) 当該部材が板厚で規定されている場合 1.0mm 
(b) 当該部材が断面係数で規定されている場合 5% 

(2) ステンレスクラッド鋼板の場合は，次による。 
当該部材が板厚で規定されている場合 0.5mm 

-5. 規則 CS 編 1.3.1-4.(3)にいう「応力集中が想定される箇所」とは，例えば波形隔壁の

下端コーナー部と下部スツール頂板又は内底板の溶接部，内底板とビルジホッパ斜板又は

下部スツールとの取り合い部等をいう。 
-6. 規則 CS 編 1.3.1-4.(3)にいう「本会が適当と認める場合」とは，有限要素法によるホ

ットスポット応力を基にした疲労解析を実施し，本会の承認を得た場合をいう。 
-7. 本会が特に認める場合，本編に規定する艤装品等に繊維強化プラスチックを使用す

ることができる。この場合，規則 C 編 1 編附属書 3.2 によること。 
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CS2 として次の 1 章を加える。 
 

CS2 船首材及び船尾材 

CS2.1 船首材 

CS2.1.1 鋼板船首材 
-1. 鋼板船首材の厚さは，乾舷甲板の箇所で船首部の船側外板の厚さとし，船首楼の箇

所では船首楼側部の外板の厚さとすることができる。 
-2. 鋼板船首材の先端の曲率半径が大きい部分で，中心線防撓材を設けない場合，もし

くは船首材の板の厚さを規則 CS 編 2.1.1-1.の規定によるものより増さない場合には，

600mm 以下の間隔で水平リブを設けて鋼板船首材を防撓する必要がある。 

 
CS2.2 船尾材 

CS2.2.2 プロペラ柱 
-1. 鋼板船尾材のプロペラ軸孔鋳物と鋼板との取合い 
鋼板船尾材プロペラ軸孔鋳物と鋼板との継ぎ手部は，図 CS2.2.2-1.のように開先を十分

に取り，ルート部で完全な溶込みを有する溶接継手とすること。なお，本会が特に認めた

場合は，鋳物と鋼板との取合い部の工作に十分な考慮を払ったうえで，図 CS2.2.2-1.と異

なる形状のプロペラ軸孔鋳物を用いることができる。 
 

図 CS2.2.2-1. 

 
 
-2. 船尾材のプロペラ軸孔の長さ 
船尾材のプロペラ軸孔の長さは，内径の 1.25 倍以上とする。ただし，軸孔の長さが，規

則 D 編 6.2.10 による軸受の規定の長さに満たない場合は，軸受の長さに等しくすることを

推奨する。 
-3. 鋼板船尾材の丸棒 
鋼板船尾材の後縁に丸棒を使用する場合は，その半径は規則 CS 編 2.2.2 に規定される

R(0.40L+16)の 70%以上を標準とする。また，丸棒と鋳鋼との継手及び丸棒相互の継手部で

は，丸棒の径の 1/3 以上の深さの開先をとって溶接する必要がある。 
-4. 船尾材に設けるリブの厚さは，船尾材の厚さの 75%を標準とする。（図 CS2.2.3-1.参

照） 
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CS2.2.3 シューピース 
-1. シューピースとプロペラ柱の取合い 
シューピースの頂板は，プロペラ柱後端より前方に延長し，プロペラ柱後端との固着部

には，船尾材と同厚の肘板を設け，該部の連続を十分なものとする必要がある。（図 CS2.2.3-
1.参照） 

-2. シューピースに亜鉛板を取り付ける場合は，直接ボルトを立て込むことはできない。

すなわち，ボルトを溶接するか，又は鋼板を溶接し，これにボルトを立て込む。 
-3. ビルトアップ形式のシューピースは，水密構造とし，有効な塗料を内面に塗る必要

がある。ただし，やむをえず塗装を省略する場所では，板厚を 1.5mm 以上増す。 
-4. CS2.2.2-4.も参照のこと。 

CS2.2.4 ヒールピース 
ヒールピースの長さの決め方 
(1) 鋼板船尾材の場合で，ヒールピースにつながる平板竜骨の板厚を 5mm 程度増厚し

た場合には，ヒールピースの長さはその個所の肋骨心距の 2 倍とすることができ

る。 
(2) ヒールピースの長さ l は，図 CS2.2.4-1.のように測る。 
(3) CS2.2.2-4.も参照のこと。 
 

図 CS2.2.3-1. 図 CS2.2.4-1. 
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CS3 舵 

CS3.1 一般 

CS3.1.1 を次のように改める。 

CS3.1.1 適用 
-1. マリナ型の舵（規則 C 編 3 章図 C3.11 編 13 章図 13.2.1-1.(D)及び(E)参照）を採用す

る場合，その寸法は規則 C 編 31 編 13 章を準用して定める。 
-2. 3 個以上のピントルを有する舵の各部材寸法は規則 CS 編 3 章を準用して定める。

ただし，各部材に加わるモーメント及び力については，CS3.4 を準用し，直接計算法を用

いて算出する。 
-3. 特殊な断面又は形状を有する舵については，次の(1)及び(2)による。 
(1) ノズル型舵の各部材寸法は，規則 CS 編 3 章の規定を準用して定める。この場合，

舵の面積 A 及び舵頭材の中心線より前方にある舵の面積𝐴は，次により算出する。

ただし，実験又は詳細な理論計算により舵力及び舵トルクが求められている場合は

この限りではない。 
𝐴 ൌ 2ℎሺ𝑏ଵ  𝑏ଶሻ  ℎᇱሺ𝑎ଵ  𝑎ଶሻ（m2） 
𝐴 ൌ 2ℎ𝑏ଶ（m2） 
𝑎ଵ，𝑎ଶ，𝑏ଵ，𝑏ଶ，ℎ 及び ℎᇱ : 図 CS3.1.1-1.による。 

(2) その他の舵については実験又は詳細な理論計算により舵力及び舵トルクを求め規

則 CS 編 3 章を準用して各部材寸法を定める。なお，実験結果又は理論計算結果は

本会に提出すること。 
 

図 CS3.1.1-1. ノズル型舵の面積 

 
 
-4. 舵角が 35 度を超える舵については，実験又は詳細な理論計算により舵力及び舵ト

ルクを求め，規則 CS 編 3 章を準用して各部材寸法を定める。なお，実験結果及び理論計

算結果は本会に提出する。 

CS3.1.2 材料 
-1. 舵頭材の径が小さい場合は，炭素鋼鋳鋼品を使用することはできない。 
-2. 圧延棒鋼（KSFR45）は，KSF45 と同等に扱って差し支えない。 

CS3.1.4 代替設計 
規則 CS 編 3.1.4 に基づき，降伏応力が 205 N/mm2 未満の鋳鋼品を舵心材に使用する場

合，規則 CS 編 3.6.3-3.(2)に規定する舵切込み部周辺における舵心材の許容応力の適用にお
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いて，当該材料の降伏応力を考慮するよう要求することがある。 

 
CS3.4 舵強度計算 

CS3.4.1 舵強度計算 
-1. 一般 
舵及び舵頭材に働く曲げモーメント，せん断力及び支持反力の評価は図 CS3.4.1-1.から

図 CS3.4.1-4.に示す舵の基本モデルを用いて行うことができる。 
-2. 評価すべきモーメント及び力 
舵本体に働く曲げモーメント𝑀ோ及びせん断力𝑄ଵ，ベアリング部に働く曲げモーメント

𝑀，舵頭材と舵心材との接合部に働く曲げモーメント𝑀௦及び支持反力 B1，B2，B3 を求め

る。求められたモーメント及び力を用いて，規則 CS 編 3 章による応力解析を行う。 
-3. モーメント及び力の評価法 
モーメント及び力の評価法は次の(1)から(3)による。 
(1) 一般データ 

図 CS3.4.1-1.から図 CS3.4.1-4.に示す舵の基本モデルのデータは次の通り。 
𝑙ଵ ~ 𝑙ହ: モデルの各部材の長さ（m） 

𝐼ଵ ~ 𝐼ହ: 各部材の断面二次モーメント（cm4） 
シューピースによって支持される舵では，l20 は舵の下端からシューピースの中心

位置までの距離とし，I20 はシューピース内のピントルの断面二次モーメントとす

る。 
ℎ: 該当ピントルの長さの中央から舵面積の図心までの垂直距離（m） 

(2) 直接計算法 
直接計算法に用いるデータは次の値を標準とする。 
舵本体に働く荷重（B 型の舵） 

𝑃ோ ൌ
ிೃ

ଵభబ
（kN/m） 

舵本体に働く荷重（C 型の舵） 

𝑃ோ ൌ
ிೃ

ଵభబ
（kN/m） 

ただし，舵頭材を支持するラダートランクを備える場合は次の値とする。 

𝑃ோ ൌ
ிೃ

ଵሺభబାమబሻ
（kN/m） 

舵本体に働く荷重（A 型の舵） 

𝑃ோଵ ൌ
ிೃమ

ଵభబ
（kN/m） 

𝑃ோଶ ൌ
ிೃభ

ଵయబ
（kN/m） 

𝐹ோ，𝐹ோଵ，𝐹ோଶ:規則 CS 編 3.2 及び 3.3 による。 
k はシューピース又はラダーホーンによる支持点のばね常数で，次による。 

シューピースによる支持点の場合：𝑘 ൌ .ଵ଼ூఱబ
ఱబ

య （kN/m）（図 CS3.4.1-1.及び図 CS3.4.1-

2.参照） 
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𝐼ହ: Z 軸まわりのシューピースの断面二次モーメント（cm4） 

𝑙ହ: シューピースの有効長さ（m） 

ラダーホーンによる支持点の場合：𝑘 ൌ ଵ

್ା
（kN/m）（図 CS3.4.1-1.参照） 

𝑓: ラダーホーンによる支持点に 1kN の単位荷重が働いた場合の支持点の単位変

位量で，次による。 

𝑓 ൌ 1.3 ௗయ

.ଵ଼ூ
（m/kN） 

𝐼: X 軸まわりのラダーホーンの断面二次モーメント（cm4） 
𝑓௧: ねじりによる単位変位量で，次による。 

𝑓௧ ൌ
ௗమ∑௨ ௧⁄

ଷ.ଵସி
మ ൈ 10ି଼  （m/kN） 

𝐹்: ラダーホーンの平均断面積（m2） 

𝑢ଵ: ラダーホーンの平均断面積を構成する各板の幅（mm） 
𝑡ଵ : 各幅 u1 内の板厚（mm） 

(3) 簡略法 
各型の舵のモーメント及び力は次の算式による値として差し支えない。 
(a) A 型舵 

𝑀ோ ൌ
భ

మሺభబାయబሻ

ଶிೃ
（N-m） 

𝑀 ൌ
యሺయబାరబሻሺభబାయబሻమ

భబ
మ （N-m） 

𝑀௦ ൌ 𝐵ଷ𝑙ସ（N-m） 

𝐵ଵ ൌ
ிೃ
భబ

（N） 

𝐵ଶ ൌ 𝐹ோ െ 0.8𝐵ଵ  𝐵ଷ（N） 

𝐵ଷ ൌ
ிೃభబ

మ

଼రబሺభబାయబାరబሻ
（N） 

(b) B 型舵 

𝑀ோ ൌ
భ

మభబ
ଶிೃ

（N-m） 

𝑀 ൌ 𝐵ଷ𝑙ସ（N-m） 

𝑀௦ ൌ
ଷெೃయబ
భబାయబ

（N-m） 

𝐵ଵ ൌ
ிೃ
భబାయబ

（N） 

𝐵ଶ ൌ 𝐹ோ െ 0.8𝐵ଵ  𝐵ଷ（N） 

𝐵ଷ ൌ
ிೃሺభబାయబሻమ

଼రబሺభబାయబାరబሻ
（N） 

(c) C 型舵 

𝑀 ൌ 𝐹ோℎ（N-m） 
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𝐵ଶ ൌ 𝐹ோ  𝐵ଷ（N） 

𝐵ଷ ൌ
ெ್

రబ
（N） 

ただし，舵頭材を支持するラダートランクを備える場合は次による。 
MRは次のいずれか大きい方の値 

𝑀ிோଵ ൌ 𝐹ோଵሺ𝐶𝐺ଵ െ ℓଵሻ 
𝑀ிோଶ ൌ 𝐹ோଶሺℓଵ െ 𝐶𝐺ଶሻ 

ここで，当該舵においては，下部ベアリングの上下を A1 及び A2 部分とし，記号は

以下のとおりとする。（図 CS3.4.1-4.参照） 
FR1 ：舵板の A1 部分に作用する舵力 
FR2 ：舵板の A2 部分に作用する舵力 
CG1Z：舵板の A1 部分の重心の舵底部からの垂直位置 
CG2Z：舵板の A2 部分の重心の舵底部からの垂直位置 

𝐹ோ ൌ 𝐹ோଵ  𝐹ோଶ 
𝐵ଶ ൌ 𝐹ோ  𝐵ଷ 

𝐵ଷ ൌ
𝑀ிோଶ െ 𝑀ிோଵ

ℓଶ  ℓସ
 

 
図 CS3.4.1-1. A 型舵 
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図 CS3.4.1-2. B 型舵 

 
 
 

図 CS3.4.1-3. C 型舵 
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図 CS3.4.1-4. 舵頭材を支持するラダートランクを備える C 型舵 
 

 

 
CS3.5 舵頭材 

CS3.5.1 上部舵頭材 
-1. チラーとの取付け部における上部舵頭材のこう配 
チラーの取付け部において上部舵頭材をテーパ形状とする場合には，このこう配は片側

で約 1/25（テーパで 1/12.5）以下とすること。 
-2. キーみぞ 
(1) 舵頭材の径の算出には，キーみぞの深さを考慮する必要はない。 
(2) キーみぞには，すべてすみに十分な丸みを付けること。 
-3. 規則 CS 編 3.5 に規定する B 及び C 型舵の舵頭材の各部の構造は，図 CS3.5.1-1.を

標準とする。 
 

図 CS3.5.1-1. B 及び C 型舵の舵頭材 

 
 

  

ℓ10
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CS3.6 複舵板における舵板，舵骨及び舵心材 

CS3.6.3 舵心材 
材料係数𝐾は，考慮している断面に使用されている材料に対する𝐾のうち最も大きい

値を使用する。 

CS3.6.4 固着 
舵の後端部は，原則としてエッジバーを設ける。ただし，舵の大きさ，形状及び溶接性

等を考慮し，エッジバーないしチルプレートを省略して差し支えない。（図 CS3.6.4-1.参照） 
 

図 CS3.6.4-1. 舵の後端部の構造 

 

 
CS3.9 舵頭材と舵心材との接合部 

CS3.9.1 水平フランジ型カップリング 
-1. A 型舵のカップリングボルトの径 
A 型舵にあっては，規則 CS 編 3.9.1-1.の適用上，𝑑は，下部舵頭材を円筒形と想定して

規則 CS 編 3.5.2 により求まる値とする。 
-2. カップリングボルト用ナットの固定装置 
カップリングボルトのナットには，回り止めを施す。この回り止めは，割りピンとする

ことができる。 

CS3.9.2 垂直カップリング 
-1. A 型舵のカップリングボルトの径 
A 型舵にあっては，規則 CS 編 3.9.2-1.の適用上，𝑑は，下部舵頭材を円筒形と想定して

規則 CS 編 3.5.2 により求まる値とする。 
-2. カップリングボルト用ナットの固定装置 
カップリングボルトのナットには，回り止めを施す。この回り止めは，割りピンとする

ことができる。 

CS3.9.3 キー付コーンカップリング 
-1. 一般 
(1) 下部舵頭材はスラッギングナット又は油圧応用機器により舵本体に堅固に結合す

る。なお，造船所はこの結合に関する資料を本会に提出する。 
(2) 下部舵頭材の腐食には十分注意する。 
(3) 舵本体の鋳鋼部の最小厚さ𝑡（図 CS3.9.3-1.参照）は，下部舵頭材の規定の径の 0.25

倍以上とする。 
(4) 規則 CS 編 3.9.3-1.から-3.の適用上，d0，𝑑及び𝑑は，それぞれ実際の寸法を用いる
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こと。 
 

図 CS3.9.3-1. 下部舵頭材と舵心材の結合例 

 
 
-2. 規則 CS 編 3.9.3-5.の適用上，すべての舵トルクがキーにより伝達される場合のキー

の寸法は次による。 
(1) キーのせん断面積𝐴は次の算式による値以上とする。 

𝐴 ൌ
ଷ்ೃ಼

ௗ಼
（mm2） 

𝑑: キーの長さ方向の中央での舵頭材の直径（mm） 
𝐾: 規則 CS 編 3.1.2 の規定により定まるキーの材料係数 
𝑇ோ : 規則 CS 編 3.3 の規定による舵トルク（N-m） 

(2) キーと舵頭材及びキーと舵本体との片面の接触面積𝐴はそれぞれ次の算式による

値以上とする。 

𝐴 ൌ
ଵ்ೃೌೣ

ௗ಼
（mm2） 

𝐾௫: 規則 CS 編 3.1.2 の規定によるキー，舵頭材及び舵本体の材料係数のうち接

触するキーと舵頭材及びキーと舵本体についてそれぞれ大きい方の値。 
𝑑 及び 𝑇ோ: 前(1)による。 

CS3.9.4 差し込み及び抜き出しのための特別な配置のコーンカップリング 
ガジョンの外径（da）は，円錐部の平均直径（dm）をとる水平断面と同一断面における

値を用いることを推奨する。 

 
C3.10 ピントル 

C3.10.2 ピントルの構造 
-1. ピントルを固着するナットの固定装置 
ピントルを固着するナットの回り止めに割りピンを使用することは好ましくない。図

CS3.10.2-1.のごとくロック用リング又はこれと同等なものを使用する。 
-2. ピントルの腐食防止 
ピントルの腐食防止のため，スリーブの端部には図 CS3.10.2-1.のように，船尾材との間

にレッドレッド，グリースパッキン，ビツミナスエナメル又はゴム等を充てんする。 
-3. ピントルと舵骨の併用 
L が 80m を超える船舶では，ピントルと舵骨を一体とすることは好ましくない。 
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図 CS3.10.2-1. ロック用リング 

 

 
CS3.11 舵頭材及びピントルのベアリング 

CS3.11.1 最小ベアリング面積 

-1. スリーブは，ブッシュを金属製とする場合，材質をブッシュのそれと変える必要が

ある。（例：スリーブ BC 3，ブッシュ BC 2） 
-2. 規則 CS 編表 CS3.3 中の「本会の適当と認めたもの」とは，船用材料・機器等の承

認及び認定要領 4 編 5 章に従って承認されたものをいう。 

CS3.11.3 ベアリングクリアランス 
ブッシュに非金属材料を用いる場合のベアリングクリアランスは直径で 1.5 mm から 2 

mm を標準とする。 

 
CS3.12 付属装置 

CS3.12.1 ラダーキャリア 
-1. ラダーキャリア及び中間ベアリングの材料 
ラダーキャリア及び中間ベアリングは鋼製とし，鋳鉄製とすることはできない。 
-2. ラダーキャリアのスラスト・ベアリング 
(1) ベアリングには，BC 又はこれと同等の材料のベアリングディスクを設ける。 
(2) 計算上のベアリング圧力は，0.98MPa 以下を標準とする。この場合，舵の重量とし

ては，舵本体の浮力を控除しない。 
(3) ベアリングは，潤滑油滴下式又はグリス自動注入式等の潤滑方式とする。 
(4) ベアリングは，構造的にベアリング面が常時油面下となるものとする。（図

CS3.12.1-1.参照） 
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図 CS3.12.1-1. ラダーキャリア 

 
 
-3. ラダーキァリア部の水密性 
(1) 海水に通じるラダートランクでは，操舵装置部に海水が浸入してラダーキャリアか

ら潤滑剤が洗い流されることを防ぐために，トリムを考慮したその位置における最

上位の喫水線より上方にシール又はスタッフィングボックスを取り付けなければ

ならない。ラダートランク頂部がトリムを考慮したその位置における最上位の喫水

線より下方にある場合には，隔離した 2 つのスタッフィングボックスを設けなけれ

ばならない。 
(2) スタッフィングボックスのパッキン・グランドには，スタッフィングボックスの位

置に応じた舵頭材との間に適当な間隙を設けることを推奨する。間隙の標準は，ス

タッフィングボックスの位置が頸部又は中間軸受部の場合は 4 mm，上部舵頭材軸

受の場合は 2 mm とする。 
-4. ラダーキャリアの締め付け 
二つ割りのラダーキャリアでは，上下とも少なくとも片側 2 本のボルトで締め付ける。 
-5. ラダーキャリアのすえ付け 
(1) L が 80m を超える船舶では，ラダーキャリアは，甲板上に設けた座金の上に直接す

え付けることを推奨する。 
(2) 甲板にはめ込み式に座金を取り付けることは好ましくない。 
(3) ラダーキャリア周辺の船体構造は適当に補強すること。 
-6. ラダーキャリア及び中間ベアリングの取付けボルト 
(1) ラダーキャリア及び中間ベアリングの取付けボルトは，少なくともその半数をリー

マボルトとする。ただし，ラダーキャリアの移動防止のため甲板取付け部にストッ

パーを設ける場合は，この限りではない。この場合，くさび打ち込み方向が全数同

方向にならないよう注意する。（図 CS3.12.1-2.参照） 
(2) 

(a) 電動油圧舵取機を備えた場合のラダーキャリア（又はチラー直下のベアリング）

と甲板との取付けボルトの総断面積は，次の算式による値以上とする。 
0.1𝑑௨

ଶ（mm2） 
𝑑௨: 上部舵頭材の規定の径（mm） 

(b) 2 個設けられたチラーの腕のそれぞれに動力装置が連結され，これらの動力装

置が同時に作動する形式の場合等，舵頭材に水平方向の力が作用しない場合に
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は，ラダーキャリアと甲板との取付けボルトの総断面積，前(a)の規定によるも

のの 0.6 倍まで減じることができる。 
(c) ラダーキャリアと甲板との取り付けボルトの全数をリーマボルトとする場合

には，そのボルトの総断面積は，前(a)及び(b)によるものの 0.8 倍まで減じるこ

とができる。 
 

図 CS3.12.1-2. ラダーキャリアの甲板取付け部 

 
 

C3.12.2 跳ね上がり防止装置 
 ジャンピングストッパと当たり面とのすき間は，2 mm を標準とする。 
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CS4 として次の 1 章を加える。 
 

CS4 区画 

CS4.1 一般 

CS4.1.1 適用 
 規則 CS 編 4.1.1 にいう「本会が特に認めた船舶」とは，次をいう。 
(1) 規則 V 編に規定する B-60 型又は B-100 型の乾舷の指定を受けるばら積貨物船 

ただし，甲板上に貨物を積載する状態については，規則 CS 編 4 章の要件が適用さ

れる。 
(2) IMO 決議 MSC.266(84)の規定に適合する特殊目的船 

CS4.1.2 定義 
-1. 規則 CS 編 4.1.2(4)にいう「軽荷航海喫水」とは，原則として，消耗品を 10%積載し

たバラスト入港状態に対応したものとする。 
-2. 規則 CS 編 4.1.2(6)にいう「浸水範囲を制限する甲板」とは，原則として暴露甲板を

いう。ただし，当該船舶が最高区画喫水状態における ds + 12.5（m）の上方に複数の甲板を

有する場合は，ds + 12.5（m）の直上の甲板とする。 
-3. 規則 CS 編 4.1.2(13)にいう「本会が特に認める場合」とは，木材及び木材チップを

貨物倉に積載する場合をいい，次の表 CS4.1.2 に揚げる浸水率を使用しても差し支えない。 
-4. 規則 CS 編 4.1.2(13)の適用上，考慮する区画の容積は，型寸法により決定した容積

とすること。 
 

表 CS4.1.2 木材貨物用区画の浸水率 

用途 
喫水 ds における 
浸水率 

喫水 dpにおける 
浸水率 

喫水 dl における 
浸水率 

木材貨物区域 0.35 0.70 0.95 
木材チップ積載貨物区域 0.60 0.70 0.95 

 
CS4.2 区画指数 

CS4.2.1 区画指数 
-1. 船体損傷を仮想する区画又は区画群内に設置された管，ダクト及びトンネルは，当

該区画又は区画群以外の区画への浸水を防止できる配置とするか，あるいは浸水を容易に

制御できる装置を設けること。ただし，それらの管，ダクト及びトンネルを通しての他区

画への浸水を考慮して求めた区画指数が，規則 CS 編 4.2 の規定を満足する場合は，この

限りではない。 
-2. 前-1.にかかわらず，それらの管，ダクト及びトンネルを通しての他区画への浸水が

その影響を容易に抑制することができ，かつ，船舶の安全が損なわれるものでないことが

証明される場合，小規模な浸水の広がりを許容することができる。ただし，この場合，水

密区画を貫通し，いかなる 2 つの水密区画をつなぐ管の断面積の合計が，710 mm2 の管の

断面積を超えないこと。 
-3. 区画を形成する水密の囲壁に設けられる管及び電線等の貫通部の水密性は，当該囲
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壁と同等以上とすること。 
-4. ウイングタンクと同様，到達区画指数 A には損傷範囲内にあるすべての水密隔壁及

び浸水計算において考慮する非水密の境界面による影響を反映したものとすること。船の

幅（B'）の半分の損傷のみを考慮し，寄与のより小さい区画の損傷について無視しないこ

と。 
-5. 船舶の前端及び後端における幅が，規則 CS 編 4.1.2(11)に規定する船の幅（B'）未満

となる場合に，船幅方向の損傷を，船体中心線上の縦通隔壁を越えた範囲で仮定してもよ

い。 
-6. 船の端部において，最高区画喫水よりも上に区画が位置する場合，損傷の貫通距離

b 又は B'/2 は船体中心線から測るものとする。図 CS4.2.1 に B'/2 測った場合の曲線を示す。 
-7. 波型縦通隔壁が設置される場合には，波型の深さが防撓構造と同程度の場合に限り，

等価な平板隔壁として取り扱ってもよい。波型横隔壁についても同様に取り扱って差し支

えない。 
-8. 隔壁又は甲板に接触した，又はできる限り近くに配置された管及び弁は，隔壁又は

甲板の一部とみなしてもよい。ただし，隔壁又は甲板の各側における距離は隔壁又は甲板

の防撓構造と同程度とすること。小さいリセス及び排水用のウェル等についても同様に取

り扱って差し支えない。 
-9. 区画指数の計算に用いるトリム及び G0M の設定においては，附属書 U1.2.1 1.3.10-

11.及び-12.についても参照すること。 
 

図 CS4.2.1 
 

 
 

CS4.2.2 区画浸水確率(pi) 
規則 CS 編 4.2.2-1.の規定中，縦通隔壁が船側外板に対して平行でない場合，縦通隔壁と

船側外板の幅方向の距離（b）を決定する際に想定する仮想垂直面は，図 CS4.2.2 の一例を

参照すること。 
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図 CS4.2.2 仮想垂直面の想定法の一例（単一区画の場合） 
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CS4.2.3 残存確率(si) 
-1. 規則 CS 編に規定する風雨密の閉鎖装置のみが設けられた開口（例えば，船楼端隔

壁に設けられる出入口，倉口等），空気管及び通風筒等は，最終平衡状態における水線が当

該開口の下端を超えた場合，新たに浸水を進行させるものとみなす。 
-2. 規則 CS 編 4.2.3-2.に規定する𝜃௩の適用上，「閉鎖された風雨密となり得ない開口」

には，規則 CS 編 21.6.5-2.に従って風雨密の閉鎖装置を備える通風筒であっても，運航上

の理由から，機関室，非常用発電機室又は閉囲された車両積載区域及びロールオン・ロー

ルオフ区域（非常用発電機室は，復原性計算において浮力に算入されている場合又は下方

に通じる開口を保護している場合）に給気を行うために開放しておく必要がある通風筒を

含む。閉囲された車両積載区域及びロールオン・ロールオフ区域の通風筒を「閉鎖された

風雨密となり得ない開口」として取扱うことが技術的に実現不可能な場合，主管庁が適当

と認めた場合に限り，同等の安全性を確保する代替措置を用いて差し支えない。 
-3. 規則 CS 編 4.2.3-10.の取り扱いは以下の通りとする。 
(1) 甲板上木材貨物の浮力を考慮する場合は，当該貨物が次の(a)から(d)に従い積み付

けられることを前提とする。 
(a) 甲板上木材貨物が，IMO 総会決議 A.1048(27)“CODE OF SAFE PRACTICE FOR 

SHIPS CARRYING TIMBER DECK CARGOES, 2011”の A 部 2.9 節に従い積み付

けられること。 
(b) 甲板上木材貨物が，固縛又はスタンション，もしくはその両方によって固定さ

れること。 
(c) 固縛及びスタンションは，IMO 総会決議 A.1048(27)“CODE OF SAFE PRACTICE 

FOR SHIPS CARRYING TIMBER DECK CARGOES, 2011”の A 部 2.10 節に準拠す

ること。 
(d) 甲板上木材貨物の高さ及び幅は，“International Code on Intact Stability, 2008(2008 

IS Code)”の A 部第 3 章 3.3.2 によること。また，甲板上木材貨物が一標準船楼

高さまで積み付けられること。 
(2) 甲板上木材貨物の浸水率は，当該貨物が一標準船楼高さまでに占める体積の 25 %

以上を有するものとする。 
(3) 甲板上の木材貨物を浮力として算入する場合は，損傷範囲内にある甲板上木材貨物

の浮力は船幅方向全域にわたって消失するものとする。ただし，損傷範囲を垂直方

向において上甲板までに制限し規則 CS 編 4.2.3-4.で規定する係数（vm）を用いて計

算する場合は，損傷範囲直上であっても前記(2)に従い浮力として算入できるもの

とする。 
-4. 平衡化に関与する区画には，平衡区画内への水の流入を妨げないようにするために

十分な横断面を有する空気管又は同等の設備を設けること。 
-5. 規則 CS 編 4.2.3-9.(2)の適用上，平衡化のための装置については，IMO 決議

MSC.362(92)“Revised Recommendation on a standard method for evaluating cross-flooding 
arrangements”（その後の改正を含む）を参照すること。 

-6. 最終の水線が更なる浸水を招くような開口の下端を超える場合，当該浸水を考慮し

て残存確率 s の再計算をしても差し支えない。ただし，この場合，当該開口と更なる浸水

を考慮しない場合の s についても計算すること。到達区画指数 A の計算においては，s の

値のうち最小のものを使用すること。 
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CS4.3 開口 

CS4.3.1 内部開口 
-1. 規則 CS 編 4.3.1-1.にいう｢水密｣とは，最終平衡状態及び中間状態における当該開口

の位置に応じた水頭に対する十分な保全性をいう。 
-2. 規則 CS 編 4.3.1-2.の適用上，水密戸の分類は以下による。 
(1) 航海中は必ず閉鎖されているもの：港内にいるときにのみ使用され，出航前に閉鎖

されるもの。これらの戸については，開閉操作を行った日時を航海日誌に記録する

必要があることに留意すること。 
(2) 航海中に通常は閉鎖されるもの：航海中は通常閉鎖されており，当直士官が許可す

る場合にのみ使用が認められるもので，使用後は速やかに閉鎖されなければならな

い。 
(3) 航海中に使用されるもの：日常的に使用されるもので，閉鎖可能であるが，開放さ

れたままとなっていることがあるもの。 
-3. 規則 CS 編 4.3.1-2.に規定する水密戸の基本的な要件を表 CS4.3.1-1.に示す。 
-4. 規則 CS 編 4.3.1-2.に規定する水密戸の操作に係る動力，制御装置，表示装置，警報

装置，注意銘板等の機能及び仕様の詳細については，規則 CS 編 13.3 によること。 
-5. 規則 CS 編 4.3.1-2.の適用上，隔壁甲板より上方に設けられる水密戸にあっては，規

則 R 編 13 章の脱出設備に設けられる戸に関する要件に適合すること。 

CS4.3.2 外部開口 
-1. 規則 CS 編 4.3.2 に規定する閉鎖装置の基本的な要件を表 CS4.3.1-2.に示す。 
-2. 規則 CS 編 4.3.2 に規定する閉鎖装置に係る表示装置の詳細については，規則 CS 編

13.3.5 に準じること。 
-3. 規則 CS 編 4.3.2-2.にいう「船橋」とは，常時当直の人がいる場所をいい，一般には

航海船橋甲板室とする。 
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表 CS4.3.1-1. 内部開口の閉鎖装置に関する要件 
隔壁甲板

又は乾舷

甲板に対

する位置

関係 

規則 CS 編の 
参照規定 

閉鎖装置の分類 戸の形式 
遠隔 
閉鎖 

開閉 
表示 

可視又は 
可聴警報 

注意 
銘板 

備考 

下方 

4.3.1-2.(2)，13.3.4-2. 
13.3.5，13.3.6 

航海中に使用さ

れるもの 
動力式すべ

り戸 
必要 必要 

必要 
（設置場所） 

不要 --- 

4.3.1-2.(3)，13.3.5, 

13.3.8-1. 

航海中に通常は

閉鎖されている

もの 

すべり戸，ロ

ール戸又は

ヒンジ戸 
不要 必要 不要 必要 *1, 6 

4.3.1-2.(4)，13.3.4-3. 

13.3.8-2. 

航海中は必ず閉

鎖しておくもの 
（貨物区域） すべり戸，ロ

ール戸又は

ヒンジ戸 
禁止 不要 不要 必要 *3, 4, 7 

4.3.1-2.(5)，13.3.8-2. 

航海中は必ず閉

鎖しておくもの 
（貨物区域以

外） 

甲板上 
又は上方 

4.3.1-2.(2)，13.3.4-2. 
13.3.5，13.3.6 

航海中に使用さ

れるもの 
動力式すべ

り戸 
必要 必要 

必要 
（設置場所） 

不要 *2, 5 

4.3.1-2.(3)，13.3.5, 

13.3.8-1. 

航海中に通常は

閉鎖されている

もの 

すべり戸，ロ

ール戸又は

ヒンジ戸 
不要 必要 不要 必要 *1, 6 

4.3.1-2.(4)，13.3.8-2. 
航海中は必ず閉

鎖しておくもの 

すべり戸，ロ

ール戸又は

ヒンジ戸 
禁止 不要 不要 必要 *3, 4, 7 

*1： ヒンジ戸とする場合，単一動作で締付け操作ができるものとすること。 

*2： 1966 年国際満載喫水線条約に基づき，主機関区域と操舵機室を仕切る戸は，単一動作で締付け操作ができるヒンジ戸としてよ

い。ただし，当該戸の下端が夏季満載喫水線の上方に位置し，航海中使用されない時は閉鎖されている場合に限る。 

*3： 当該戸が貨物区域を仕切る水密隔壁に設置される場合，これらの戸の開閉操作を行った日時を航海日誌に記録すること。 

*4： 許可無く使用されることを防止する措置を講じること。 

*5： 海洋汚染防止条約に基づき，船楼の水密隔壁においてはヒンジ戸が認められる。 

*6： 注意銘板は，『航海中，開放禁止／Kept closed at sea』とすること。 

*7： 注意銘板は，『航海中，使用禁止／Not to be opened at sea』とすること。 

 
表 CS4.3.1-2. 外部開口の閉鎖装置に関する要件 

隔壁甲板又

は乾舷甲板

に対する位

置関係 

規則 CS 編の 
参照規定 

閉鎖装置の分類 戸の形式 
遠隔 
閉鎖 

開閉 
表示 

可視又は 
可聴警報 

注意 
銘板 

備考 

下方 
4.3.2-2.，4.3.2-3. 

13.3.8-2. 

航海中は必ず閉

鎖しておくもの 
すべり戸，ロール

戸又はヒンジ戸 
不要 必要 不要 必要 *2, 3, 5 

甲板上 
又は上方 

13.3.5-1.，13.3.8-

1. 

航海中に通常は

閉鎖されている

もの 

すべり戸，ロール

戸又はヒンジ戸 
不要 必要 不要 必要 *1, 4 

4.3.2-2.，13.3.8-2. 
航海中は必ず閉

鎖しておくもの 
すべり戸，ロール

戸又はヒンジ戸 
不要 必要 不要 必要 *2, 3, 5 

*1： ヒンジ戸とする場合，単一動作で締付け操作ができるものとすること。 

*2： 当該戸が貨物区域を仕切る水密隔壁に設置される場合，これらの戸の開閉操作を行った日時を航海日誌に記録すること。 

*3： 許可無く使用されることを防止する措置を講じること。 

*4： 注意銘板は，『航海中，開放禁止／Kept closed at sea』とすること。 

*5： 注意銘板は，『航海中，使用禁止／Not to be opened at sea』とすること。 
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CS5 として次の 1 章を加える。 
 

CS5 単底構造 

CS5.4 肋板 

CS5.4.3 寸法 

𝑉 √𝐿⁄  が 1.4 以上かつ𝐶が 0.7 以下の船舶では，CS6.9.1-2.(1)に規定する船首船底補強部

の肋板は，肋板の面材のかわりに張りつめ構造とすることが望ましい。また，肋板の板厚

については，CS6.9.1-2.(3)を準用すること。 
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CS6 二重底構造 

CS6.6 として次の 1 節を加える。 
 

CS6.6 縦通肋骨 

CS6.6.2 縦通肋骨 
-1. 実体肋板の防撓材及び形鋼支柱の両端がそれぞれ船底縦通肋骨と内底縦通肋骨に

固着される場合には，各縦通肋骨の断面係数を規定する算式の値に次の算式の値を乗じる

ことができる。 

ቀ1 െ
𝑎
𝑙
ቁ
ଶ
൬1 െ

𝑏
𝑙
൰ 

𝑙: 肋板間の距離 
𝑎: 肋板に設けられる立て形鋼防撓材の幅。ただし，立て形鋼が縦肋骨とラグ

固着されていない場合は，𝑎 は 0 とする。 
𝑏: 形鋼支柱の幅 

（図 CS6.6.2-1.参照） 
 

図 CS6.6.2-1. 

 

 
CS6.7 として次の 1 節を加える。 
 

CS6.7 内底板及び縁板 

CS6.7.1 内底板の厚さ 
-1. 中心線桁板の高さが，B/16 未満の場合は，内底板及び船底外板の厚さを増し，次の

算式による二重底の断面二次モーメント I を，規定の高さがある場合の I と同等のものと

する。 

𝐼 ൌ 1.23
𝑡ଵ𝑡ଶ
𝑡ଵ  𝑡ଶ

𝑑
ଶ 

𝑑： 中心線桁板の高さ（m） 
𝑡ଵ ： 船底外板の厚さ（mm） 
𝑡ଶ ： 内底板の厚さ（mm） 

-2. フォークリフトトラックを荷役に使用する場合，内底板の厚さは CS17.4.5 の規定に
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もよる。 

 
CS6.9 として次の 1 節を加える。 
 

CS6.9 船首船底部の補強 

CS6.9.1 適用 
-1. ここで，バラスト積付状態とは，専用バラストタンク，分離バラストタンク等のバ

ラストタンク及びバラスト兼用ホールドにのみバラストを積載する状態をいう。ただし，

荒天時にのみ船舶の安全を確保するため例外的に認められる貨物油タンクにバラストを

積載するバラスト状態は含まない。 
-2. 𝑉 √𝐿⁄ が 1.4 以上かつ𝐶が 0.7 以下の船舶の船首船底部補強の取扱いは，次の(1)から

(3)の規定による。 
(1) 構造 

船首船底補強部の構造については，規則 CS 編 6.9.3 を準用する。ただし，同規則-
3.に規定する肋板に設けられる防撓材は外板縦通防撓材 1本おきとすることはでき

ない。また，実体肋板を船底縦通肋骨又は外板縦通防撓材が貫通する場合には，ス

ロットをカラープレートによって補強しなければならない。 
(2) 外板縦通防撓材又は船底縦通肋骨の寸法 

(a) バラスト積付状態時の船首喫水が 0.025L 以下の船舶では，船首船底補強部の

外板縦通防撓材又は船底縦通肋骨の断面係数は，次の算式による値以上としな

ければならない。 
0.53𝑃𝜆𝑙ଶ（cm3） 
𝑙 ： 肋板の心距（m） 
𝜆： 0.774l。ただし，外板縦通防撓材又は船底縦通肋骨の心距が 0.774l 以下の場

合には，その心距（m）とする。 
𝑃： スラミング衝撃圧力で，次の算式による値 

𝑃 ൌ 2.48 ⋅భ⋅మ⋅య
ఉ

（kPa） 

𝐶ଵ： 係数で表 CS6.9.1-1.によるもの。ただし，𝑉 √𝐿⁄ の値が表の中間にあ

る場合は補間法により定めた値とする。 
𝐶ଶ： 係数で，次の算式による値。 

𝑉 √𝐿⁄  が 1.0 以下のとき：0.4 
𝑉 √𝐿⁄  が 1.0 を超え，1.3 未満のとき：0.667𝑉/√𝐿 െ 0.267 
𝑉 √𝐿⁄  が 1.3 以上のとき：1.5𝑉/√𝐿 െ 1.35 

𝛽：次の算式による値。ただし，𝐶ଶ 𝛽⁄ が 11.43 以上のときは𝐶ଶ 𝛽⁄ の値を 11.43 と

する。 

𝛽 ൌ
0.0025𝐿

𝑏
 

𝑏： 船首から 0.2L の箇所の船体横断面において船体中心線から，竜骨上面

からの高さが 0.0025L に等しい水平線と外板との交点までの距離（m）

（図 CS6.8.1-2.参照） 
𝐶ଷ：係数で次の算式によるもの。 
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𝐶ଷ ൌ 1.9 െ 0.9ቆ
𝑑

0.025𝐿
ቇ 

𝑑：バラスト積付時空倉入港状態での船首喫水（m） 
(b) バラスト積付状態時の船首喫水が 0.025L を超え，0.037L 未満の船舶では，外板

縦通防撓材又は船底縦通肋骨の断面係数は，(a)の規定及び規則 CS 編 6.6 の規

定による値を補間法により定めた値とする。 
 

表 CS6.9.1-1. C1 の値 
𝑉 √𝐿⁄  1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 

C1 0.31 0.33 0.36 0.38 0.40 

 

図 CS6.9.1-2. b の測り方 

 
 

(3) 実体肋板の寸法 
船首船底補強部の実体肋板の板厚は次の i)及び ii)の規定による値のうち大きい値

とする。 

i) 
⋅ௌ⋅భ

ଵଽሺభିௗభሻ
 2.5（mm） 

𝑃 ： (2)(a)で求まるスラミング衝撃圧。また，バラスト積付状態時の船

首喫水が 0.025L を超え 0.037L 未満の場合においても，実際のバラスト

積付状態時の船首喫水を用いて同規定を準用する。 
𝑆 ： 肋板の心距（m） 
𝑏ଵ： 船底縦通肋骨（船底縦通肋骨間に設ける外板縦通防撓材は含まない。

以下，同様。）を中心として，両側にそれぞれ船底縦通肋骨の心距の半

分の幅を持つ実体肋板パネルの幅（m）。（図 CS6.8.1-3.参照） 
𝑑ଵ： 肋板の考慮しているある深さ位置での軽目孔，スロット等開口の幅

（m）(d1=d2+d3)。ただし，開口をダブリングする場合には，その断面積

を考慮して差し支えない。 
ii) 次の算式による値。 

1.1 ∙ ඥ𝑃 ⋅ 𝑆 ⋅ 𝑏ଶ
ଶయ  2.5（mm） 

𝑃, 𝑆： 前 i)による。 
𝑏ଶ： 船底縦通肋骨の心距（m）（図 CS6.8.1-3.参照） 
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図 CS6.8.1-3. 実体肋板 

 
 

-3. 船首船底補強部を規則 CS 編 6.9.3 に規定される以外の構造配置とする場合，次の

(1)から(3)による。 
(1) 縦式構造の場合の肋板，横式構造の場合の桁板については，CS6.9.1-2.(3)を準用す

ること。この時，縦式構造の肋板に対するスラミング衝撃圧 P については，(3)に
規定する係数 C9 を乗じた値として差し支えない。 

(2) 肋板及び桁板の厚さは，次の値によること。 

𝑡ଵ ൌ 𝐾 ⋅ ఴ⋅⋅ௌ⋅

ଶଶ⋅ሺௗబିௗభሻ
 2.5（mm） 

K： 附属書 CS1.3.1-1.の 1.2.1-2.(2)による。 
P： 適用されるスラミング衝撃圧で，規則 CS 編 6.9.4-1.又は CS6.9.1-2.に規定

されるもの。バラスト積付状態の船首喫水が 0.025𝐿ᇱを超え，0.037𝐿ᇱ未満の

船舶については，船首喫水が 0.037𝐿ᇱの時のスラミング衝撃圧を次の算式に

よる値として補間法により定めた値とする。また，いずれの場合も次の算

式による値未満としてはならない。 
P = 1.015L（kPa） 

C8：次の算式による。ただし，いずれの場合も 0.1 以上，1 以下とする。 

𝐶଼ ൌ
3
𝐴

 

A： 強度検討において考慮する面積（m2）で，この場合，次の算式による。 
A = S ൈ l 

S： 肋板については肋板の心距，桁板については桁板の心距（m） 
l： 肋板については桁板等，桁板については肋板等の，支持部材の心距（m） 

d0：考慮している位置における肋板又は桁板の深さ（m） 
d1：考慮している位置における肋板又は桁板の開口の深さ（m） 

(3) 船底縦通肋骨及び外板縦通防撓材の断面係数の算出にあたっては，スラミング衝撃

圧 P に次の係数 C9 を乗じて差し支えない。ただし係数 C9 は，いずれの場合も 0.1
以上，1 以下とする。 

𝑏ଵ 
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𝐶ଽ ൌ
3
𝑙
 

l：規則 CS 編 6.9.4-1.による。 

CS6.9.2 船首船底補強部 
𝐶が 0.7 以下で，バラスト積付状態時の船首喫水が 0.025L 以下の船舶では，船首船底補

強部の範囲をつぎのとおり拡大させる。ただし，コンテナ船など，常時ある程度貨物を期

待できる船舶はこの限りではない。 
(1) 船首船底補強範囲の後端を，規則 CS 編 6.9.2-1.により定まる個所より，次の値 a だ

け後方へ延長させる。 
𝐶 ൌ 0.7 の場合：𝑎 ൌ 0 
𝐶  0.6 の場合：𝑎 ൌ 0.05𝐿 
中間の𝐶については補間法による。 

(2) 前(1)に加えて，外板の接線と水平線とのなす角度が 25 度未満の個所も，船首船

底補強部とする。（図 CS6.9.2-1.参照） 
 

図 CS6.9.2-1. 船首船底補強部の横方向の範囲 
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CS7 として次の 1 章を加える。 
 

CS7 肋骨 

CS7.5 甲板間肋骨 

CS7.5.2 甲板間肋骨の寸法 
甲板間肋骨の端部を肘板で強固に固着し，かつ，肘板の腕の長さが l/8 より大きい場合

には，次により規則 CS 編 7.5.2 の規定を準用して差し支えない。（図 CS7.5.2-1.参照） 
 

図 CS7.5.2-1. 強固な端部固着の甲板間肋骨 

 
 

CS7.5.3 甲板間肋骨に対する特別配慮 
-1. 自動車専用運搬船等の多層甲板船において，乾舷が船の長さに応じ表 CS7.5.3-1.に

よる値未満となる場合には，乾舷甲板の上方の甲板肋骨は次を標準として補強する。 
(1) 補強の範囲は，少なくとも乾舷甲板上第一層目の甲板までとする。 
(2) 甲板間肋骨の断面係数は，規則 CS 編 7.5.2-1.の規定を準用する。ただし，係数 C は，

甲板間の種類に応じ，表 CS7.5.3-2.によること。 
なお，上記に加え，船首隔壁より前方及び船尾隔壁より後方では，それぞれ規則 CS
編 7.6.1 及び規則 CS 編 7.6.3 の規定を準用して定まる値を下回ってはならない。 

 
表 CS7.5.3-1. 乾舷の標準値 

船の長さ: L（m） L<75 75  L< 90 
乾舷の基準値（m） 0.36 0.40 

 
表 CS7.5.3-2. 係数 C 

甲板間の種類 C 
船首から 0.125 L 間の船楼甲板間及び船尾斜肋骨 0.89 
船尾から 0.125 L 間の船楼甲板間 0.74 
上記以外の船楼甲板間 0.57 
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CS8 として次の 1 章を加える。 
 

CS8 片持梁構造 

CS8.3 片持梁と特設肋骨との固着 

-1. 片持梁と特設肋骨を固着する肘板には，座屈を防止するため，例えば図 CS8.3-1.に
示すように，パネルを小さくするよう防撓材を適当な間隔で配置すること。 

-2. 面材側からのどの深さの 1/2 の範囲において，圧縮力方向に逆山形鋼等の防撓材を，

以下の算式による間隔を標準として配置すること。 
S1=35(t-2.5) 
𝑆ଵ: 防撓材の間隔（mm）（図 CS8.3-1.参照） 
𝑡 : 肘板部分の板厚（mm） 
 

図 CS8.3-1. 肘板の補強 
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CS9 船首尾防撓構造 

CS9.1 として次の 1 節を加える。 
 

CS9.1 一般 

CS9.1.2 制水板 
深水タンクとして使用する船首尾倉に設ける制水板の寸法については，規則 CS 編 9.2.2-

5 の規定を準用する。 

CS9.1.3 桁のウェブと外板とのなす角度が著しく小さい場合 
桁のウェブと外板のなす角度（𝜃）が 75°未満となる場合には，原則として次の措置を

施す。（図 CS9.1.3-1.参照）また，一般に桁のウェブが外板に対し傾斜している場合，桁の

実際の断面係数は外板と平行な中性軸に対し算出したものとする。 
(1) 面材をオープンベベルに取り付ける。 
(2) 適当な間隔で倒止肘板を設ける。 
 

図 CS9.1.3-1. 外板となす角度が著しく小さい桁 
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CS10 として次の 1 章を加える。 
 

CS10 梁 

CS10.1 一般 

CS10.1.2 梁の端の固着 
-1. 縦通梁の端部固着は図 CS10.1.2-1.を標準とする。 

 
図 CS10.1.2-1. 

 
 

-2. 横置梁の肘板固着は図 CS10.1.2-2.を標準とする。 
 

図 CS10.1.2-2. 

 
（備考） 

ℎ  1.5 遊辺のフランジ幅（逆山形綱の場合） 

ℎ  75𝑚𝑚（球板の場合） 

𝑡 : t1又は t2のうち小さい方 

 
CS10.2 縦通梁 

CS10.2.3 縦通梁の断面係数 
強力甲板の甲板口側線外の船の中央部より前後に設ける縦通梁の断面係数については，

建造ブロック単位で船の長さ方向の中央において，規則 CS 編 10.2.3-1.及び-2.から補間法

により求めて差し支えない。ただし，建造ブロックの長さが 15m を超える場合は，適当に

分割する。 
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CS10.3 横置梁 

CS10.3.2 形状 
長さと深さの比が強力甲板の梁で 30，有効甲板及び船楼甲板の梁で 40を超える場合は，

その比で梁の断面係数を増すこと。 

 
CS10.7 車両甲板の梁 

CS10.7.1 梁の断面係数 
-1. 車両甲板の梁の断面係数は，次の算式による値以上とすること。ただし，連続する

梁の支点間の長さ，断面二次モーメント等が異なる場合にあっては，-2.に示す直接強度計

算により寸法を定めること。 
𝐶ଵ𝐶ଶ𝑀 （cm3） 
𝐶ଵ: 係数で次の算式による値。 

𝑏/𝑆  0.8のとき:1.0  
𝑏/𝑆  0.8のとき:1.25-0.31b/S  

S: 梁の心距（m） 
b: 梁に直角方向に測った車輪の接地長さ（m）（図 CS10.7.1-1.参照）。ただ

し，通常の空気入りのタイヤを有する車両に対しては表 CS10.7.1-1.の
値を使用して差し支えない。 

𝐶ଶ: 係数で表 CS10.7.1-2.による値。 
𝑀: 次の M1，M2 及び M3jの値のうち一番大きい値。（𝑘𝑁 ⋅ 𝑚） 

𝑀ଵ ൌ
1

15
4𝑃ூ𝛼ூ

ே

ୀଵ

൜1 െ ቀ
𝛼ூ
𝑙
ቁ
ଶ
ൠ 𝑃ூூ𝛼ூூ

ே

ୀଵ

ቀ1 െ
𝛼ூூ
𝑙
ቁ ቀ7 െ 5

𝛼ூூ
𝑙
ቁ

െ𝑃ூூூሺ𝑙 െ 𝛼ூூூሻ ቊ1 െ ൬
𝑙 െ 𝛼ூூூ

𝑙
൰
ଶ

ቋ

ே

ୀଵ

 

𝑀ଶ ൌ
1

15
െ𝑃ூ𝛼ூ

ே

ୀଵ

൜1 െ ቀ
𝛼ூ
𝑙
ቁ
ଶ
ൠ 𝑃ூூ𝛼ூூ

ே

ୀଵ

ቀ1 െ
𝛼ூூ
𝑙
ቁ ቀ2  5

𝛼ூூ
𝑙
ቁ

 4𝑃ூூூሺ𝑙 െ 𝛼ூூூሻ ቊ1 െ ൬
𝑙 െ 𝛼ூூூ

𝑙
൰
ଶ

ቋ

ே

ୀଵ

 

𝑀ଷ ൌ ቮ𝑅ூூ𝛼ூூ െ𝑃ூூ൫𝛼ூூ െ 𝛼ூூ൯ െ ൬
𝑀ଶ െ𝑀ଵ

𝑙
൰ 𝛼ூூ െ 𝑀ଵ

ିଵ

ୀ

ቮ 

ただし，𝑃ூூ ൌ 0，𝛼ூூ ൌ 0とする。 

𝑙 : 梁の支点間距離（m） 
𝑃ூ ,𝑃ூூ ,𝑃ூூூ : 各支点間に作用する計画最大輪荷重（kN）。なお，最大輪荷

重が t の単位で与えられる場合には，その値に 9.81 を乗じたもの

（kN）を各々𝑃ூ ,𝑃ூூ ,𝑃ூூூとする。添え字の“𝐼”は，図 CS10.7.1-2
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に示す 3 連梁において，I 番目の梁の左端から𝑖番目の荷重点を意味

する。添え字の“𝐼𝐼”（又は“𝐼𝐼”）は，図 CS10.7.1-2 に示す 3 連梁

において，II 番目の梁の左端から𝑗番目（𝑟番目）の荷重点を意味す

る。添え字の“𝐼𝐼𝐼”は，図 CS10.7.1-2 に示す 3 連梁において，III
番目の梁の左端から𝑘番目の荷重点を意味する。 

𝛼ூ ,𝛼ூூ ,𝛼ூூூ : 各支点から輪荷重の作用する点までの距離（m）（図

CS10.7.1-2.参照）で M の値が最も大きくなるように車両を配置し

た場合の値とする。 
𝑁ூ ,𝑁ூூ ,𝑁ூூூ : 各支点間に作用する輪荷重の個数。 
𝑅ூூ : 次の算式による値。 

𝑅ூூ ൌ
1
𝑙
𝑃ூூሺ𝑙 െ 𝛼ூூሻ

ே

ୀଵ

 

 
図 CS10.7.1-1. 接地長さの測り方 

 
 

図 CS10.7.1-2. 𝑃𝐼，𝛼𝐼，𝑙 等の測り方 
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表 CS10.7.1-1. 接地長さの値（m）（空気入りタイヤの場合） 
 車軸方向の接地長さ図 CS10.7.1-1.において，(I)の場合

の𝑎，(II)の場合の b 
車軸に直角方向の接地長さ図 CS10.7.1-1.において，(I)
の場合の b，(II)の場合の𝑎 

単輪 タイヤの幅 1
20

√𝑃 

複輪 タイヤの輪×2。ただし，タイヤ間隙が有る場合は，こ

れを加えてもよい。 

9
250

√𝑃 

（備考） 

𝑃：計画最大輪荷量（kN）。なお，最大輪荷量が t の単位で与えられる場合には，その値に 9.81 を乗じたもの（kN）を P と

する。 

 
表 CS10.7.1-2. C2 の値 

 荷役専用車両 左記以外 

船の中央部の強力

甲板縦通梁 

専ら車両を積載する

甲板（上方が開放され

た甲板を除く） 

5.6𝐾
1 െ 0.34𝑓ு𝐾

 
7.0𝐾

1 െ 0.64𝑓ு𝐾
 

上記以外 
6.1𝐾

1 െ 0.34𝑓ு𝐾
 

7.7𝐾
1 െ 0.64𝑓ு𝐾

 

上記以外 

専ら車両を積載する

甲板（上方が開放され

た甲板を除く） 
5.6K 7.0K 

上記以外 6.1K 7.7K 

（備考） 

fDH : 規則 CS 編 15 章の規定により定まる，軟鋼を使用する場合の船体横断面の断面係数と船の甲板に対する船体横

断面の断面係数との比。ただし，0.79/K 未満としないこと。 

K :  材料強度に応じた材料係数で，規則 CS 編 1 章 1.3.1 -2.による。 

 
-2. 車両甲板の梁の寸法は，次に示す直接計算法により定めることができる。 
(1) 構造モデル及び計算法は，本会が適当と認めたものによる。 
(2) 荷重は，次のとおりとする。 

(a) 車両甲板に車両を積載して航行する場合に対しては，計画最大輪荷重の 1.5 倍。 
(b) 荷役専用車両（フォークリフト等，停泊中荷役にのみ使用される車両）に対し

ては，計画最大輪荷重の 1.2 倍。 
(3) 断面係数を算定する場合の許容応力は，表 CS10.7.1-3.に示す値とする。 
(4) 腐食等を考慮して，専ら車両を積載する甲板（上方が開放された甲板を除く）に対

しては，上記(1)から(3)の条件により算定される断面係数の値を 1.1 倍，それ以外の

甲板に対しては 1.2 倍する。 
 

表 CS10.7.1-3. 許容応力（N/mm2） 
部材 荷役専用車両 左記以外 

船の中央部の強力甲板縦通梁 
235
𝐾

െ 80𝑓ு 
235
𝐾

െ 150𝑓ு 

上記以外 
235
𝐾

 
235
𝐾
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CS11 として次の 1 章を加える。 
 

CS11 梁柱 

CS11.1 一般 

CS11.1.2 倉内梁柱 
 梁柱の下部の補強は，図 CS11.1.2-1.による。 

 
CS11.2 梁柱の寸法 

CS11.2.1 梁柱の断面積 
 両端が固定と見なせる場合の断面積は次の算式による値としてもよい。 

.ଶଶଷ௪

ଶ.ଶିబ.ఱ
ೖబ

 （cm2） 

記号は規則 CS 編 11.2.1 による。 
 

図 CS11.1.2-1. 
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CS12 として次の 1 章を加える。 
 

CS12 甲板桁 

CS12.1 一般 

CS12.1.3 構造 
-1. 梁柱上部及び下部等，集中荷重を受ける箇所では桁に倒止肘板を設ける。さらに切

欠きにはカラーを設ける。船楼端隔壁下部ではカラーのみでよい。また，カラーは肘板内

端の付近の切欠きにも設ける。 
-2. 桁のウェブの突合せ継手は切欠き部を避ける。面材の突合せ継手はナックル部を避

ける。 
切欠きの深さは 0.4𝑑ீ以下とし，それを超える場合はカラーを設ける。ただし，0.5𝑑ீを

超えてはならない。上部構造に対しては適当に参酌してよい。 
-3. 軽目孔の大きさは次による。 

切欠きのあるもの: 𝑑  ௗಸ
ସ

 

切欠きのないもの: 𝑑  ௗಸ
ଷ

 

𝑑ீ: 桁の深さ 
𝑑 : 軽目孔の径 

軽目孔は肘板の先端又は梁柱の下部の剪断力が大きくなる部分には設けない。軽目孔と

切欠きの距離は軽目孔の径以上とする。（図 CS12.1.3-1.参照） 
 

図 CS12.1.3-1. 

 
 
-4. ロールオン・ロールオフ船等の桁の寸法は直接強度計算によって定めて差し支えな

い。 
-5. 次の算式による値が 1.6 以上の場合は，桁の長さの中央部付近で船側又は隔壁側の

梁については特別の考慮を払わなければならない。 

𝐼𝑙ସ

𝐼𝑆𝑏ଷ
 

𝐼及び 𝐼: 各々梁及び桁の実際の断面二次モーメント（cm4） 
𝑏 及び 𝑙 : 各々梁及び桁のスパン（m） 
𝑆 : 梁の心距（m） 
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CS12.1.4 端の固着 
-1. 桁の端が隔壁板で止まる場合は，反対側に肘板を設ける。（図 CS12.1.4-1.参照） 
-2. 甲板縦桁の連続性 
(1) 肘板の深さは，ウェブの深さの 2 倍を標準とする。これより浅い場合は控板を設け

る等の考慮を払う必要がある。（図 CS12.1.4-2.参照） 
(2) 中央横断面の断面係数に算入する桁は，ウェブ及び面材ともに隔壁を貫通させるか，

又はこれと同等効力の固着とする。（図 CS12.1.4-3.参照） 
(3) 甲板縦桁が不連続となる場合は，隣接する桁と十分ラップさせること。（図

CS12.1.4-4.参照） 
 

図 CS12.1.4-1. 図 CS12.1.4-2. 

 
 

 
 

図 CS12.1.4-3. 

 
 

図 CS12.1.4-4 
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CS12.2 甲板縦桁 

CS12.2.1 桁の断面係数 
 強力甲板の甲板口側線外の船の中央部より前後に設ける甲板縦桁の断面係数について

は，原則として当該桁のスパンの中央において，規則 CS 編 12.2.1-1.及び-2.から補間法に

より求める。ただし，建造ブロック割等の関係により，別途考慮して差し支えない。 
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CS13 水密隔壁 

CS13.1 水密隔壁の配置 

CS13.1.1 を次のように改める。 

CS13.1.1 船首隔壁 
-1. 船首隔壁の位置の測り方は，C 編 C13.1.1-1.を参照のこと次による。 
(1) 球状船首の場合（図 CS13.1.1-1.参照） 

（竜骨の上面から測った最小型深さの 85%の位置における喫水線より上方に凹入

部があるとき。） 
(2) 船首隔壁にステップ又はリセスを設けた場合（図 CS13.1.1-2.参照） 
 

図 CS13.1.1-1. 

 
（備考） 

    𝑎 : 次のうち小さい方 

   (1) 


ଶ
（m） 

   (2) 𝐿 ൏ 90 m の場合: 0.015𝐿（m） 

 
図 CS13.1.1-2. 

 
 

-2. バウドアを設ける船の乾舷甲板直上の甲板以下の船首隔壁は，規則 CS 編 13.1.1-1.
並びに-2.及び規則 CS 編 13.1.5(2)の規定に適合すること。 

-3. 規則 CS 編 13.1.1-1.に規定する「本会の承認を得た場合」とは，次をいう。 
夏期満載喫水に対応する載貨状態（トリムなしとする。）において，船首隔壁より前方の
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区画が浸水した場合に，隔壁甲板のどの部分も水没しないことを立証する計算書を添えて

申出があり，本会が適当と認めた場合 
-34. 国際航海に従事しない乾舷用長さ（Lf）が 80 m 未満の船舶にあっては，規則 CS 編

13.1.1-5.の規定に適合しなくても差し支えない。 
 
CS13.1.2 として次の 1 条を加える。 

CS13.1.2 船尾隔壁 

船尾管装置に損傷が生じた場合に海水が浸入する危険性を最小限にとどめるための措

置を講じること。 
 
CS13.1.4 として次の 1 条を加える。 

CS13.1.4 倉内隔壁 
-1. 隔壁の間隔が，0.7√𝐿（m）未満の場合は，これらの隔壁は 2 個とはみなさない。 
-2. 規則 CS 編 13.1.4-2.の規定に従い，水密隔壁の総数を規則 CS 編 13.1.4-1.に規定する

数より減じようとする場合，隔壁数の減少による船体横強度への影響を考慮した上で，次

の(1)から(3)のいずれかによることができる。なお，次の(2)により隔壁の数を減じる船舶に

あっては，船主は理由を付した隔壁省略願いを本会に提出すること。 
(1) 次の(a)及び(b)を満足するような配置になる隔壁の数 

(a) 十分な船体横強度を有すること。 
(b) 夏期満載喫水まで積載した状態で，機関室を除くいずれかの 1 つの区画に浸水

した後も，最終水線が隔壁甲板の船側における上面を超えないこと。この場合，

区画浸水計算に用いる浸水率は次の表 CS13.1.4-1.又は表 CS13.1.4-2.による。た

だし，次の船舶にあっては，当該計算を省略することができる。 
(i) 海洋汚染防止のための構造及び設備規則 3 編 3.2.2 の要件に適合するタン

カー 

(ii) 液化ガスばら積貨物船及び危険化学品ばら積貨物船 

(iii) 規則 CS 編 4 章の要件に適合する船舶（CS4.1.1 に規定する船舶を含む） 
 

表 CS13.1.4-1. 貨物倉の浸水率 
積載状態 浸水率 

空倉 0.95 
一般貨物 0.60 
木材 0.55 
鉱石 0.50 

自動車又はコンテナ 0.95-0.35ൈ
VC

V0
 

備考 

  VC：自動車又はコンテナの占める容積（m3） 

  V0 ：区画の型容積（m3） 
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表 CS13.1.4.-2. 深水タンクの浸水率 
積載状態 浸水率 

空倉 0.95 
液体満載 0 

備考： 

  特殊な貨物を積載する場合は貨物の種類に応じて適当な値とする。 

 
(2) 特殊な船舶にあっては，次の(a)から(c)による。 

(a) 長尺物運搬船，貨車運搬船及び自動車運搬専用船に対しては，規定の数が 5 個

以下のものは 1 個，規定の数が 6 個以上のものは 2 個まで省略することができ

る。ただし，長尺物運搬船とはレール，シートパイル等の長尺物運搬に専用又

は兼用する船舶をいう。 
(b) コンベア装置により荷役する船舶に対しては，必要に応じて貨物倉内の水密隔

壁は全数省略することができる。 
(c) 上記以外の船舶は原則として特殊な船舶と認めない。 

(3) 二重の船側構造等，船の安全性に対して特別の考慮がされている場合には，隔壁の

配置は規則と異なる配置とすることができる。 

 
CS13.2 として次の 1 節を加える。 
 

CS13.2 水密隔壁の構造 

CS13.2.3 防撓材 
-1. 甲板下縦桁の直下にある隔壁防撓材の寸法 
甲板下縦桁を支持する隔壁防撓材の寸法は次式を満足する必要がある。 

𝐶
𝑍
𝑍

𝑊
𝐴
 𝐶 

𝑍: 防撓材の規定の断面係数（cm3） 
𝑍 : 実際の断面係数（cm3） 
𝐶 ൌ 17.7 
𝐴 : 防撓材の断面積（cm2）（板を含めてよい。） 
𝑊: 防撓材にかかる軸荷重で次式による。 

𝑆𝑏ℎ（kN） 
𝑆 : 隔壁防撓材が支持する甲板下縦桁の中心間の距離（m）（図 CS13.2.3-1.参照） 
𝑏及びℎ : 規則 CS 編 12.2.1 の規定による。 

ただし，二層甲板以上の場合は，上層甲板に対する W は考慮する必要はない。 
 

図 CS13.2.3-1. S の測り方 
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-2. 荷役装置の直下にあり甲板下縦桁を支持する隔壁防撓材の寸法 
デリック又はクレーン等の荷役装置の直下にあり甲板下縦桁を支持する隔壁防撓材の

寸法は，当該防撓材にかかる軸荷重（W）を次のように読み替えて，前-1.の規定を準用す

る。また，当該防撓材が甲板下縦桁を支持しない場合には，次の算式中の第一項を零とし

前-1.の算式を準用する。 
𝑆𝑏ℎ  𝑃（kN） 
𝑆, 𝑏及びℎ : 前-1.の規定による。 
𝑃 : 当該荷役装置の自重（kN）。ただし，デリック装置の場合は，デリックの型式及

びブームの配置に応じ表 CS13.2.3-1.による値として差し支えない。 
 

表 CS13.2.3-1. デリック装置の自重 
ブームの配置/デリックの型式 独立型 門型 

船首尾いずれか一方にブームを有する場合 2.0𝜔 2.3𝜔 
船首尾両方にブームを有する場合 2.7𝜔 3.0𝜔 

（備考） 

ここで，𝜔は当該デリック装置の各ブームの制限荷重(kN)。ただし，船首尾両方にブームを有する場合は平均値とする。 

 
-3. 防撓材の肘板の寸法 
防撓材の肘板の寸法は，図 CS13.2.3-2.のようにする。 
 

図 CS13.2.3-2. 

 
 
-4. 甲板の箇所における防撓材の固着 
甲板が隔壁の箇所で切れているときは，その甲板の箇所で防撓材にリブを設ける。（図

CS13.2.3-3.参照） 
 

図 CS13.2.3-3. 
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CS13.2.9 波形隔壁 
-1. 波形隔壁の断面係数 
波形隔壁の端部固着が特に強固な場合には，その 1/2 ピッチ当りの径間の断面係数の算

定に当って，規則 CS 編 13.2.9-2.の係数 C は，表 CS13.2.9-1.による値とすることができる。

ただし，特に強固な場合とは次のいずれかの場合をいう。 
(1) 波形隔壁の上端を甲板に固着する場合で，表 CS13.2.9-1.中の m1 の値が 0.2 より大

きい場合 
(2) 波形隔壁の上端をスツールに固着する場合で，表 CS13.2.9-1.中の m2 の値が 0.6 よ

り大きい場合 
(3) 波形隔壁の下端をスツールに固着する場合で，スツール部の板厚が波形隔壁の面材

の板厚の 1/2 以上の場合 
-2. 波形隔壁の構造 
(1) 甲板下縦桁の端部の箇所には，防撓材を設ける。 
(2) 肘板の先端が隔壁板に付く箇所には，パッド又はヘッダを付ける。 
(3) コルゲーションの角度は 45°以上とする。 
(4) 波形隔壁に設けられる桁はバランスドガーダとする。ただし，桁の強度を平板隔壁

に設けられる桁と同等以上とする場合はこの限りでない。桁の実際の断面係数の算

出にあたっては，桁の深さは図 CS13.2.9-3.のように取り，波形隔壁は有効鋼板とし

て算入することはできない。 
(5) 波形隔壁の下部は，図 CS13.2.9-4.の(A)又は(B)のような構造とする。なお，上端の

構造も下端に準じることが望ましい。 
 

表 CS13.2.9-1. 係数 C 
  C 
欄  一端 

 他端 桁で支持 

 

上端を甲板に固着 上端をスツールに固着 

1 桁で支持 
下端を甲板又は二重底に固着 

 
規則による。 

4

2 𝑚ଵ 
𝑍ଶ
𝑍

 
4

2 𝑚ଶ 
𝑍ଶ
𝑍

 

2 下端をスツールに固着 
4.8 ቀ1 

𝑙ு
𝑙 ቁ

ଶ

2 
𝑍ଵ
𝑍

𝑍ு
𝑍

 
4.8 ቀ1 

𝑙ு
𝑙 ቁ

2 𝑚ଵ 
𝑍ு
𝑍

ଶ

 
4.8 ቀ1 

𝑙ு
𝑙 ቁ

ଶ

2 𝑚ଶ 
𝑍ு
𝑍

 

  ただし，第 1 欄の値未満としてはならない。 

（備考） 

上表において， 

𝑍,𝑍ଵ,𝑍ଶ, 𝑙ு及び 𝑙 : 規則による。 

𝑚ଵ: 上端について，次の算式により算定した値。ただし，
భ
బ
を超えるときは，

భ
బ
とする。 

1

𝑍0

𝑍𝑆  ൬
𝑙𝐿  𝑑0

𝑙𝐿 െ 𝑑0

 1.0൰ 𝑍𝐿൨ 

𝑍ௌ : 上端の連続防撓材の断面係数（cm3）（図 CS13.2.9-1.参照） 

𝑙 及び 𝑍 : 上端に結合される縦通材のスパン（m）及び断面係数（cm3）（図 CS13.2.9-1.参照） 

𝑑 : 規則による。 

𝑚ଶ: 次の 2 つの算式により算定した値のうち小さい方 



160/301 

1

𝑍0

ൈ
1050𝐴𝑡

𝑛
 

3.6 ൬
𝑙

𝑙0
൰

2

െ 3 

𝐴 : 上部スツールの周囲壁の囲む面積（m2）（図 CS13.2.9-2.参照） 

𝑡 : 上部スツールの周囲壁の平均板厚（mm）（図 CS13.2.9-2.参照） 

𝑛 : 上部スツールが支持される波形のピッチ数（図 CS13.2.9-2.参照） 

𝑙 : 上,下スツールの内端間の距離（m）（図 CS13.2.9-2.参照） 

𝑍ு: 下部スツール下端の 1/2 ピッチ当りの断面係数（cm3）（図 CS13.2.9-2.参照） 

 
図 CS13.2.9-1. 図 CS13.2.9-2. 

 
 

 
図 CS13.2.9-3. 桁の深さの採り方 

 
 

図 CS13.2.9-4. 

 

 
CS13.3 として次の 1 節を加える。 
 

CS13.3 水密戸 

CS13.3.1 一般 
-1. 規則 CS 編 13.3 の適用上，水密戸は使用目的・頻度に応じて次のとおり分類する。 
(1) 航海中は必ず閉鎖されているもの：港内にいるときにのみ使用され，出航前に閉鎖

されるもの。これらの戸については，開閉操作を行った日時を航海日誌に記録する

必要があることに留意すること。（例えば，荷役時に使用される隔壁戸） 
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(2) 航海中に通常は閉鎖されるもの：  航海中は通常閉鎖されており，当直士官が許可

する場合にのみ使用が認められるもので，使用後は速やかに閉鎖されなければなら

ない。 
(3) 航海中に使用されるもの：閉鎖されているが，旅客もしくは乗組員の通行のため主

管庁が許可している場合又はその水密戸に著しく近接して作業する際，開放する必

要がある場合において，航行中開放することができる。使用後は速やかに閉鎖され

ること。 
-2. 規則 CS 編 13.3 の要件は，他の規則に定める損傷時復原性要件により設置される水

密戸についても適用される。この時，隔壁甲板より上方に設けられる水密戸にあっては，

規則 R 編 13 章の脱出設備に設けられる戸に関する要件に適合すること。 
-3. 規則 CS 編 13.3 の適用上，水密戸の基本的な要件については表 CS4.3.1-1.及び表

CS4.3.1-2.も参照すること。 

CS13.3.2 水密戸の形式 
下層甲板間の水密隔壁に設ける水密戸は，なるべくすべり戸とする。もし，ヒンジ戸と

するときは，いつでも近寄れる場所に設けること。 

CS13.3.3 構造及び水密性等 
-1. 規則 CS 編 13.3.3-1.の適用上，｢本会が必要と認める場合｣とは，次の(1)から(3)以外

の場合をいう。 
(1) 当該水密戸について，プロトタイプによる水圧試験が実施されている場合。 
(2) 当該水密戸が，構造解析により，十分な強度と水密性を有していることが確認され

ている場合。ただし，水密性を確保するためにパッキンを使用するものにあっては，

パッキン部分について，当該水密戸の変形を考慮したプロトタイプ試験により水密

性が確保されることが確認されなければならない。 
(3) JIS F 2314 又は本会が適当と認める規格に適合したものである場合。 
-2. 規則 CS 編 13.3.3-1.の適用上，水圧試験は次によること。 
(1) 試験水高は，水密戸にて閉鎖する開口の下端から乾舷甲板の 1 m 上方までの高さ以

上とすること。ただし，規則 CS 編 4.3.1 の適用を受ける水密戸にあっては，乾舷

甲板又は最終平衡状態若しくは中間状態における水線のいずれか高いものまでの

高さ以上とすること。 
(2) 水圧試験時の許容漏洩量は次の値以下とすること。 

(a) パッキンにより水密性を確保するもの： 漏洩を許容しない 
(b) メタルタッチ構造により水密性を確保するもの： 1 l/min. 

(3) 前(2)にかかわらず，貨物区域内に設置される大型の水密戸であってパッキンによ

り水密性を確保するもの及びコンベヤトンネルに設置されるギロチン戸について

は，次の許容漏洩量を適用して差し支えない。 
(a) 設計水頭が 6.1 m を超える水密戸： 

ሺାସ.ହଶሻ⋅య

ହ଼
（l/min.） 

𝑃： 開口の全周長（m） 
ℎ： 試験水高（m） 

(b) 設計水頭が 6.1 m 以下の水密戸については，前(a)による値又は 0.375 l/min のい

ずれか大きい方の値とする。 
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CS13.3.4 操作 
-1. 規則 CS 編 13.3.4 の規定により遠隔操作が要求される場合であって，遠隔操作用の

動力源の起動が必要なものについては，当該動力源は遠隔制御場所より起動できるものと

すること。 
-2. 規則 CS 編 13.3.4 の規定により遠隔操作が要求される場合，制御装置は次によるこ

と。 
(1) 船橋の制御装置には，次の 2 つの制御方式を切り替えるマスタースイッチを備える

こと。（このスイッチは，通常，局所制御モードとしておき，緊急時又は試験目的

の場合にのみ遠隔制御モードを使用する。）また，このスイッチの信頼性について

は，特別な配慮が払われること。 
(a) 局所制御モード：設置場所において開放し，かつ，使用後は自動閉鎖装置を使

用することなしに設置場所において閉鎖する制御モード。 
(b) 遠隔制御モード：設置場所において開放することができるが，使用後は，自動

的に閉鎖する制御モード。 
(2) 船橋の制御装置には，各水密戸の設置位置を示す表示盤を備え，当該表示盤には各

水密戸の開閉状況を可視表示する表示器を設けること。この可視表示は，水密戸が

開放されているときは赤色灯，完全に閉鎖されているときは緑色灯で表示されるも

のとし，遠隔閉鎖作動中にあるときは赤色等が点滅するものとする。また，当該可

視表示装置の回路は，水密戸の動力制御装置からは独立したものとすること。 
-3. 規則 CS 編 13.3.4 の規定により遠隔操作が要求される場合，当該水密戸には，前-2.

の遠隔制御モード中に局所操作する場合の方法を標示しておくこと。 
-4. 規則 CS 編 13.3.4 の適用上，水密戸が防火戸に隣接して設置される場合，遠隔操作

が要求される場合も含み，双方の戸はそれぞれ別々に操作可能なものとすること。 
-5. 規則 CS 編 13.3.4 にいう｢船橋｣とは，常時当直の人がいる場所をいい，一般には航

海船橋甲板室とする。 
-6. 規則 CS 編 13.3.4-1.の適用上，横傾斜時の操作性については，プロトタイプ試験等

により確認されたものとすること。 
-7. 規則 CS 編 13.3.4-1.の適用上，動力により操作される水密戸については，手動に加

え，動力によっても操作できるものとすること。 

CS13.3.5 表示装置 
-1. 締付装置等により閉鎖位置に定着される水密戸の場合，規則 CS 編 13.3.5 で要求さ

れる表示装置は，締付装置等が完全に適正な位置となっていることを示すものとすること。 
-2. 規則 CS 編 13.3.5 の適用上，水密戸の両側に設ける操作場所においては，当該水密

戸が確実に閉鎖されていること（前-1.の場合にあっては締付装置等が確実に適正な位置に

なっていることを含む）が容易に確認できるものとなっていれば，特別の表示装置を設け

る必要はない。 
-3. 規則 CS 編 13.3.5 で要求される表示装置は，自己診断型であり，かつ，当該水密戸

の位置に試験機能を備えたものとすること。 
-4. 規則 CS 編 13.3.5 で要求される「船橋において開閉状態が確認できる表示装置」は，

CS13.3.4-2.(2)に従ったものとすること。 
-5. 規則 CS 編 13.3.5 にいう「航海中は必ず閉鎖されているもの」とは，規則 CS 編 4.3.1-

2.(4)にいう，「貨物区域を区画する水密隔壁に設けられる戸，ランプ等の閉鎖装置」を指す。 
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CS13.3.6 警報装置 
すべり戸を含め，油圧式駆動装置により操作されるすべての水密戸においては，当該装

置の制御が集中油圧装置により中央で行われるか，各戸の設置場所に設けられた独立の油

圧装置で行われるかにかかわらず，それら装置に対する低液面警報装置又は装置の駆動源

におけるエネルギー喪失を監視するガス圧力低下警報装置又は他の有効な装置を備える

こと。これらの警報装置は可視可聴のものであり，船橋に設けること。 
規則 CS 編 13.3.6-2.で要求される音響警報装置は，閉鎖装置が作動していることを，そ

の区域にある他の警報と区別できる音で警報するものとすること。 

CS13.3.7 動力源の確保 
規則 CS 編 13.3.6 及び CS13.3.6 の適用上，警報装置への通常の電力供給の停止を知らせ

る可視可聴警報を船橋に設けなければならない。 
規則 CS 編 13.3.7-2.にいう｢電気設備｣とは，開閉のための駆動用電動機及びその制御器，

開閉状態を示す表示器，作動を知らせる音響警報装置，開閉状態確認のためのリミットス

イッチ等並びにそれらに関連するケーブルをいう。 

CS13.3.8 注意銘板 
規則 CS 編 13.3.8-2.にいう｢許可無く使用することを防止する措置｣とは，操作装置又は

閉鎖装置自体に鍵を取り付ける等の措置をいう。 

CS13.3.9 すべり戸 
すべり戸の左右の防撓材（図 CS13.3.9-1.の※印）の断面係数は，規定中の h の上端点を

船体中心線における隔壁甲板までとり深水タンク防撓材として計算したもの以上とする。 
 

図 CS13.3.9-1. 
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CS14 として次の 1 章を加える。 
 

CS14 深水タンク 

CS14.1 一般 

CS14.1.3 タンク内の仕切壁 
-1. 深水タンクの長さ 
深水タンクの長さは，次により定まる長さ以下とする。 
(1) 縦通隔壁を設けない場合又は船体中心線のみに縦通隔壁を設ける場合は，0.15𝐿（m）

又は 10m のうち大きい方 
(2) 2 列以上の縦通隔壁を設ける場合は，0.2𝐿（m）。ただし，ばら積貨物船型の船首尾

付近では，0.15𝐿（m）。 
なお，舷側タンクの幅が 4L+500mm より狭い場合は，内壁を縦通隔壁とみなさな

い。 
-2. 仕切壁 
(1) 船首尾倉を除き船の全幅にわたる深水タンクには，船体中心線に縦通隔壁を設ける。

ただし，船舶の安定性能上の資料によりその必要がないと認められる場合は，この

限りでない。 
(2) 船の全幅にわたる清水タンク，燃料油タンクその他航海時に満載に保たない深水タ

ンクには，船体中心線及び船側からほぼ B/4 の箇所に制水板又は深い桁を設ける。

ただし，船の動揺周期及びタンク内の液体の固有周期に関する資料によりその必要

がないと認められる場合はこの限りでない。 

 
CS14.2 深水タンク隔壁 

CS14.2.3 防撓材 
-1. 防撓材のスパン 

“強固な肘板固着”の場合で肘板の腕の長さが


଼
より大きいときは，スパンは

ସ

ଷ
𝑙′として計

算する。（図 CS14.2.3-1.参照） 
-2. 深水タンク頂部における防撓材の固着 
深水タンク頂部で防撓材が甲板間隔壁防撓材と食い違うときは，必ず肘板固着とする必

要がある。 
-3. 甲板下縦桁の直下にある隔壁防撓材の寸法 
CS13.2.3-1.において，C=9.81 として算定したものとする。 
 

図 CS14.2.3-1. 
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CS14.2.8 波形隔壁 
-1. 波形隔壁の上部及び下部の支持構造 
(1) スツールを設けない場合の波形隔壁の上部及び下部の支持構造は，表 CS14.2.8-1.

によることを標準とする。 
 

表 CS14.2.8-1. 波形隔壁の上部及び下部の支持構造 
波形隔壁の形式 場所 支持構造 

立て式 横置き 下部 波形隔壁下部と同じ板厚を有する肋板を波形隔壁の両方の面材部の下に設け

るか，或いは，波形隔壁下部と同じ板厚を有する肋板を一方の面材部の下に設

け，波形隔壁下部と同じ板厚で，波形隔壁の深さの 1/2 以上の深さを有する肘

板をもう一方の面材部の下に設ける。（図 CS14.2.8-1.参照） 

縦通 上部 波形隔壁上部の板厚の 80%以上の板厚のウェブを有する縦通桁又は縦通肋骨

を波形隔壁の面材部の上に設ける。 

下部 波形隔壁下部と同じ板厚を有する桁板（中心線桁板又は側桁板）を波形隔壁の

両方の面材部の下に設けるか，或いは，波形隔壁下部と同じ板厚を有する桁板

を一方の面材部の下に設け，波形隔壁下部と同じ板厚で，波形隔壁の深さの

1/2以上の深さを有する内底縦通肋骨或いはそれと同等の防撓材をもう一方の

面材部の下に設ける。 

水平式 横置き 下部 波形隔壁下部と同じ板厚を有する肋板を設ける。 

縦通 上部 波形隔壁上部の板厚の 80%以上の板厚を有する甲板上縦通桁を設ける。 

下部 波形隔壁下部と同じ板厚を有する桁板（中心線桁板又は側桁板）を設ける。 

 
(2) 下部スツールを設ける場合の下部スツール及び下部スツール下部の支持構造は，次

の(a)及び(b)によることを標準とする。 
(a) スツール頂板及びスツール側板の最上部分の板厚は，波形隔壁下部と同じ板厚

とする。 
(b) スツールの底部は，横置隔壁の場合は二重底内の肋板，縦通隔壁の場合は二重

底内の桁板（中心線桁板又は側桁板）と取り合うように設け，肋板及び桁板の

上部の板厚は，スツール側板と同じ板厚とする。 
(3) 前(1)及び(2)において，桁板，肋板又は桁部材のウェブの防撓材貫通箇所に設けら

れるスロットは，カラープレートで塞ぐこと。 
-2. 波形隔壁の断面係数 
波形隔壁の下部スツールの二重底内底板位置での船長方向の幅𝑑ுが，波形隔壁のウェブ

の深さ d0 の 2.5 倍未満の場合は，支点間の長さ𝑙の定め方を図 CS14.2.8-2.のとおりとし，

また，波形隔壁の 1/2 ピッチ当りの断面係数並びに下部スツールの二重底内底板位置にお

ける断面係数は，規則 CS 編 14.2.8-2.の算式において，それぞれ，表 CS14.2.8-2.による C
の値を用いて定められる値以上とすること。 

-3. 波形隔壁の構造 
波形隔壁の波形角度（𝜙）は 55°以上とする。（図 CS14.2.8-3.参照） 
-4. 貨物比重𝜌が 1 を超える液状貨物を積載する区画の波形隔壁を検討する場合，波形

隔壁の寸法は規則 CS 編 14.2.8-1.から-3.の算式中の h を𝜌倍として計算すること。 
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図 CS14.2.4-1. 立て式波形隔壁の下部の支持構造例（横置き隔壁） 
 

 

 
 
 

図 CS14.2.4-2. 𝑑ு/𝑑 ൏ 2.5のときの l の測り方 
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図 CS14.2.4-3. 波形隔壁の波形角度（𝜙） 
 

 
 
 

表 CS14.2.4-2. 係数 C 
上端の支持条件 桁で支持 甲板に固着 スツールに固着 

波形隔壁の断面係数 1.00 0.85 0.78 
スツール下端の断面係数 1.00 1.50 1.35 
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CS15 として次の 1 章を加える。 
 

CS15 縦強度 

CS15.1 一般 

CS15.1.1 適用の特例 
規則 CS 編 15.1.1 にいう「本会が適当と認めるところ」とは，次の(1)から(5)による。 
(1) 主要寸法比が特殊な船舶 

寸法比が L/B<5 ないし𝐵/𝐷௦>2.5 になるような主要寸法比が特殊な船舶は，規則 CS
編 15 章に規定する以外の船の全体強度にも注意すること。 

(2) 倉口が特に大きい船舶 
船の中央部において倉口の幅が 0.7B を超える船舶にあっては，曲げ捩り強度を検

討すること。 
(3) 𝐶が特に小さい船舶 

規則 CS 編 15.2.1-1.に規定する𝐶
ᇱの値が 0.65 未満の船舶にあっては，規則 CS 編

15.2.1-1.に規定する船の中央部における船体横断面の断面係数𝑍ఙを𝐶
ᇱの値に応じ

次により定まる係数を乗じて修正すること。 
𝐶
ᇱ  0.60 のとき: 1.05 

0.60 < 𝐶
ᇱ  < 0.65 のとき: 1.65-𝐶

ᇱ  
(4) フレアが大きく，かつ，船の速力が大きい船舶 

係数𝐾௩の値が 0.28 を超える場合又は係数𝐾௩と𝐾の値の和が 0.40 を超える場合に

は，波浪縦曲げモーメントの算定にあたり，規則 CS 編 15.2.1-1.に規定する𝐶ଶに代

えて次の(a)及び(b)による値とすること。ただし，(b)は，サギング状態のみを対象

とする。ここで，係数𝐾௩及び𝐾の値は，次の算式による。 

𝐾௩ ൌ 0.2𝑉/ඥ𝐿ଵ 
𝐾 ൌ ሺ𝐴ௗ െ 𝐴௪ሻ/𝐿ଵℎ 
𝐴ௗ:  船首端から 0.2L1 の箇所より前方にある暴露甲板の水平投影面積（m2）で，

船首端より前方の部分も含めたものとする。 
𝐴௪: 計画最大満載喫水線において船首端から 0.2L1 の箇所より前方にある水線面の

面積（m2） 
ℎ: 船首端における計画最大満載喫水線から暴露甲板までの垂直距離（m） 
(a) 係数𝐾௩の値が 0.28 を超える場合 

𝐾௩の値及び船尾端から当該船体横断面までの距離（x）に応じ表 CS15.1.1-1.に
より定まる値。ただし，𝐾௩及び x の値が表の中間になる場合は，一次補間によ

り求めること。 
(b) 係数𝐾௩と𝐾の値の和が 0.40 を超える場合 

𝐾௩と𝐾の和及び x の値に応じ表 CS15.1.1-2.により定まる値。ただし，𝐾௩と𝐾の
和及び x の値が表の中間の値になる場合は，一次補間により求めること。 
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表 CS15.1.1-1. 係数 
𝐾௩ x 

 0.65L1 0.75L1 1.00L1 

0.28 1.0 5/7 0.0 
0.32 以上 1.0 0.8 0.0 

 
表 CS15.1.1-2. 係数 

𝐾௩  𝐾 x 

 0.65L1 0.75L1 1.00L1 

0.40 1.0 5/7 0.0 
0.50 以上 1.0 0.8 0.0 

 
(5) 特殊な船形若しくは構造の船舶又は特殊な積付けをする船舶等 

規則 CS 編 15.2.1 の適用にあたり，B に代えて船の最広部における計画最大満載喫

水線での船の幅（𝐵ௐ）とすることができる。（図 CS15.1.1-1.参照） 
 

図 CS15.1.1-1. 傾斜船型の船舶 

 

 
CS15.2 曲げ強度 

CS15.2.1 船の中央部の曲げ強度 
規則 CS 編 15.2.1 の適用上，静水中縦曲げモーメントの計算は次によること。 
(1) 静水中の縦曲げモーメントの計算を行う場合，その計算法は，必要な資料を提出の

うえ，あらかじめ本会の承認を得る必要がある。 
(2) 製造中の登録検査を受けようとする船舶については，実際の積付け計画における静

水中の縦強度計算書及びその計算に必要な諸データを本会に提出する必要がある。 
(3) 登録検査では，船舶の完成時に各種の使用状態における静水中の縦強度計算を行い，

これらの計算に必要な諸データ及び計算結果を，規則 CS 編 25.1.1 に定めるローデ

ィングマニュアルに記載する必要がある。 
(4) 実際の積付計画（規則 C 編 1 編附属書 3.8 の An1.3.1-2.に規定する中間状態を含

む。）において部分積付のバラストタンクを有するバラスト状態にあっては，当該

タンクを満載及び空とした状態を前(2)の縦強度計算書に追加すること。なお，出入

港状態及び規則 C 編 1 編附属書 3.8 の An1.3.1-2.に規定する中間状態において複数

のタンクを同時に部分積付状態とする場合にあっては，これらのタンクをそれぞれ

に満載及び空とする全ての組み合わせを縦強度計算書に追加すること。 
(5) 貨物積載状態にあっては，前(4)の要件は船首尾端バラストタンクのみに適用する

こととして差し支えない。 
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(6) 前(4)の規定の適用において，規則 B 編 1.3.1(13)(b)に定義する鉱石運搬船の船側バ

ラストタンクについては，部分積付状態に対する検討は次によることができる。 
(a) 左右 1 組又は 2 組の部分積付状態とする船側バラストタンクを満載又は空の状

態とすることにより，次に掲げるいずれかのトリム制限を超える場合，縦強度

検討においてこれらのタンクについて想定すべき最高及び最低漲水レベルは，

次に掲げるいずれのトリム制限も超えない最大及び最低の漲水レベルとして差

し支えない。 
i) 船尾トリムは，船の長さ（L1）の 3%を超えないものであること。 
ii) 船首トリムは，船の長さ（L1）の 1.5%を超えないものであること。 
iii) プロペラ没水率（I/D）が 25%未満とならないトリムであること。この時，

I 及び D はそれぞれプロペラ軸中心から水面までの距離及びプロペラ直径

とする。（図 CS15.2.1-1.参照） 
(b) 2 組以上の船側バラストタンクを同時に部分積付状態とする場合，前(a)の適用

においては，いずれか 1 組の船側バラストタンクの最高及び最低漲水レベルを

トリム制限により決定する場合，それ以外のタンクについては満載及び空の状

態とすること。 
(c) 前(a)の適用において満載及び空の状態以外の船側バラストタンクの最高及び

最低漲水レベルを設定する場合，これらの最高及び最低漲水レベルを規則 CS
編 25.2.1 に定めるローディングマニュアルに記載すること。 

(7) シーケンシャル法によるバラスト交換を行う場合，バラスト交換の過程における一

時的な部分積付状態については，前(4)から(6)の規定を適用する必要は無い。ただ

し，バラスト交換の過程における一時的な部分積付状態における縦曲げモーメント

及びせん断力の計算結果をローディングマニュアル又はバラスト水管理計画書の

いずれかに記載すること。 
(8) 前(4)から(6)の規定の適用にあたっては，規則 C 編 1 編附属書 4.3 を参照すること。 

 
図 CS15.2.1-1. プロペラ没水率 

 
 

CS15.2.3 船体横断面の断面係数の算定 
-1. 船体横断面係数の計算の単位 
断面係数 Z（cm3）の有効数字は 5 桁とする。 
-2. 縦強度算入部材 
縦強度算入部材の算入の割合は次による。 
(1) 断切板は，そのすみ肉溶接が規則C編1編 12.2.1.3-2.による場合は 100%算入する。 
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(2) 二重張りはその断面積を新造の場合 100%，改造の場合 90%を算入する。 
(3) 船側縦通桁は肋骨の切欠き部分を控除する。 
(4) スカラップは，次の条件を満足する場合には，断面積から控除する必要はない。（図

CS15.2.3-1.参照） 

(a) 𝑑ௌが
ௗ

ସ
以下で，かつ，7t 以下の場合（ただし，最大 75 mm） 

(b) S が 5b 以上で，かつ10𝑑ௌ以上の場合 
 

図 CS15.2.3-1. スカラップの S，b，𝑑ௌ 

 
 

(5) 2 列又は 3 列の倉口を有する船舶の倉口間縦通甲板の断面積の算入率は表

CS15.2.3-1.のとおりとする。𝜉又は l/L が表の中間にあるときは補間法により定める

ものとする。 

𝜉 ൌ
𝑎𝑏ଷ

𝑙𝐼
൜

1  2𝜇
6ሺ2  𝜇ሻ

ൈ 10ସ  2.6
𝐼

𝑎𝑏ଶ
ൠ 

𝐼 : 倉口端縁材を含めた倉口間甲板の断面二次モーメント（cm4） 
𝑎 : 倉口間甲板のせん断有効断面積（cm2） 
𝑎 : 倉口間縦通甲板の断面積（片舷）（cm2） 
𝑙 : 倉口の長さ（m） 
𝜇 及び 𝑏 : 図 CS15.2.3-2.による（m） 
 

表 CS15.2.3-1. 断面積の算入率 
 倉口数 2 倉口数 3 以上 

𝜉 l/L 

 0.10 0.20 0.30 0.10 0.15 0.20 

0 0.96 0.85 0.70 0.96 0.91 0.85 

0.5 0.65 0.57 0.48 0.89 0.80 0.69 

1.0 0.48 0.43 0.36 0.83 0.73 0.62 

2.0 0.32 0.29 0.25 0.73 0.63 0.53 

3.0 0.24 0.22 0.18 0.65 0.57 0.47 

 
(6) 甲板に設ける小開口の配置等の関係から縦通部材を連続させられない場合でも，隣

接する部材で断面積を補えば連続していない縦通部材を算入して差し支えない。 
(7) 自動車運搬船の車両甲板のうち，重ね継手で断続溶接により接合されているものは，

算入しない。 
-3. 強力甲板における開口の取扱い 
強力甲板の倉口側線外における開口の取扱いは次による。 
(1) 開口の形状及び大きさが，表 CS15.2.3-3.を満足しない場合は，リング，厚板等によ

る補強を行う（図 CS15.2.3-3.及び図 CS15.2.3-4.参照）。 
(2) 開口の心距等 e が図 CS15.2.3-5.を満足しない場合は前(1)による補強を行う。 



172/301 

表 CS15.2.3-3.  
 楕円孔 円孔 

タンカー 𝑎
𝑏


1
2

,  𝑎  0.06𝐵 𝑎  0.03𝐵 

 （最大 900 mm） （最大 450 mm） 

貨物船 𝑎
𝑏


1
2

,  𝑎  0.03ሺ𝐵 െ 𝑏ுሻ 
𝑎  0.015ሺ𝐵 െ 𝑏ுሻ 

 （最大 450 mm） （最大 200 mm） 

 
図 CS15.2.3-2. l, b 及び 𝜇 
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図 CS15.2.3-3. 楕円孔と円孔が同一断面上にある場合 

 
 
 

図 CS15.2.3-4. リングによる補強 
 

 
 
 

図 CS15.2.3-5. 開口の心距離等 
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CS16 平板竜骨及び外板 

CS16.3 として次の 1 節を加える。 
 

CS16.3 船の中央部の外板 

CS16.3.3 舷側厚板の厚さ 
舷側厚板についての注意事項 
(1) 舷側厚板の上縁は適当に面とりを行う。 
(2) 舷側厚板とブルワークとは 0.6L 間は溶接することはできない。また舷側厚板の上

縁には，船首尾部を除きアイプレート等の艤装金物等を溶接することはできない。 
(3) 丸型ガンネル部の曲げ加工された箇所の外面に，艤装金物，ガッタバー端部等を溶

接するときは特別の考慮を払う必要がある。 
(4) 強力甲板の舷側厚板と梁上側板の T 継手溶接構造は，少なくとも中央部 0.6L 間は

次を標準とする。ただし，梁上側板の厚さが 13mm 未満の場合は，開先をとらず F1

のすみ肉溶接として差し支えない。（図 CS16.3.3-1.参照） 
 

図 CS16.3.3-1. 舷側厚板と梁上側板の T 継手溶接構造 

 

 
CS16.4 前後部の外板 

CS16.4.4 として次の 1 条を加える。 

CS16.4.4 船首船底部の外板 
V/√𝐿が 1.4 以上かつ𝐶が 0.7 以下の船舶では，CS6.9.2 に規定する船首船底補強部の外板

の厚さは，CS6.9.1-2.(2)(a)の P を用い規則 CS 編 16.4.4 の規定を準用して定めること。 

 
CS16.5 として次の 1 節を加える。 
 

CS16.5 船楼側部の外板 

CS16.5.3 船楼端部の補強 
船楼端部の構造は図 CS16.5.3-1.及び図 CS16.5.3-2.による。 
(1) 船楼側部の外板は船楼端部を超えて十分延長し，端部では十分な丸みを付ける。（R 

 900mm） 



175/301 

(2) 強力甲板の舷側厚板の突合せ継手は R の端の箇所から 150mm 以上離す。 
(3) 外板の増厚は 0.4L 内では図 CS16.5.3-1.及び図 CS16.5.3-2.のとおりとし（伸縮継手

を設けない場合の増厚は伸縮継手を設ける場合に同じ。），船首尾部 0.2L では 0，中

間の位置では補間法により求めた割合で増厚する。 
(4) セットイン船楼の場合は，外板を増厚する必要はない。 
 

図 CS16.5.3-1. 船楼端部の構造（伸縮継手を設ける場合） 

 
（備考） 

1.t1は,舷側厚板の厚さ 

2.t2は,船楼側部の外板の厚さ 

3.( )のないものは,船楼甲板を強力甲板とする場合 

4.( )は,船楼甲板を強力甲板としない場合の板厚 

 
 

図 CS16.5.3-2. 船楼端部の構造（伸縮継手を設けない場合） 

 
（備考） 

記号については図 CS16.5.3-1.の備考を参照 
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CS16.6 として次の 1 節を加える。 
 

CS16.6 外板の局部補強 

CS16.6.1 開口 
開口部の補強 
(1) 300 mm を超える外板の開口には，二重張り，又は厚板等で補強を行う。 
(2) 開口の補強は，船首尾部では参酌することができる。 
(3) 開口部のコーナ部の R の大きさは最小 100mm 程度とする。 

CS16.6.2 リセス 
開口部の補強については CS16.6.1 による。 
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CS17 として次の 1 章を加える。 
 

CS17 甲板 

CS17.1 甲板荷重 h の値 

CS17.1.1 h の値 
規則 CS 編 17.1.1-1.の規定による甲板荷重 h（kN/m2）を記載した適当な書類（ローディ

ングマニュアルを備える船舶では，ローディングマニュアル）を船長の手引とするため船

舶に備えること。 

 
CS17.2 一般 

CS17.2.1 鋼甲板 
-1. 鋼甲板を張詰めない甲板 
(1) 梁上側板 

鋼甲板を張詰めない甲板には，適当な幅を有し，かつ，規則 CS 編 17.4 の規定を準

用して算定されるその箇所の鋼甲板の厚さ以上の梁上側板を取付け，有効甲板では

外板と有効に固着させなければならない。 
(2) 梁上帯板 

甲板口の側部，梁柱の位置，甲板下縦桁の上部及び甲板室縁材の下部には，適当な

幅を有し，かつ，規則 CS 編 17.4 の規定を準用して算定されるその箇所の鋼甲板の

厚さ以上の梁上帯板を設けなければならない。 
(3) 横置隔壁の箇所及び甲板口の端部 

横置隔壁の箇所及び甲板口の端部では適当に鋼板を張らなければならない。 
-2. 木甲板 
(1) 木甲板の材料 

(a) 木甲板には，十分乾燥され，腐朽，白太，割れ目及び有害な節のない良質の木

材を用いなければならない。 
(b) 堅材とは，チーク又はこれに類似の木材をいい，柔材とは，杉又はこれに類似

の木材をいう。 
(2) 木甲板の寸法 

木甲板は，その厚さを柔材では 63mm 以上，堅材では 50mm 以上とし，有効に配置

及び固着されなければならない。ただし，もっぱら居住設備及び航海業務に充当す

る箇所では適当に参酌して差し支えない。 

CS17.2.2 甲板の水密 
-1. 舵頭材が満載喫水線上 1.5m より下方にある甲板を貫通する部分では，その水密性

に特に注意する必要がある。 
-2. 規則 CS 編 17.2.2-2.の適用上，水密とすることが要求される甲板については次の(1)

及び(2)によること。 
(1) 甲板構造は，規則 CS 編 4 章の適用における最終平衡状態又は浸水の中間段階にお

いて規定される最も厳しい水頭に対して，規則 CS 編 13 章の関連規定を満足する
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こと。この場合，当該甲板は隔壁階段部を構成する甲板とみなす。 
(2) 水密甲板を貫通するトランク等を設ける場合，当該トランクは，隔壁甲板までの高

さに相当する水頭及び規則 CS 編 4 章の適用における最終平衡状態又は浸水の中間

段階において想定される最も厳しい水頭に耐え得るものとすること。 

CS17.2.4 甲板口の補強等 
-1. 倉口等の開口の四隅には，十分な丸みを付けるとともに，適当な面取りを行い，か

つ，必要に応じ該部の鋼甲板を厚板とするか二重張りを設ける。 
(1) 厚板又は二重張りを設ける範囲 

強力甲板:0.75L 内 
有効第二甲板:0.6L  
第三甲板以下:原則として二重張りは不要 
船楼及び長い甲板室:強力甲板直上の甲板には，0.6L 内は二重張りを設ける。 

(2) 厚板又は二重張りは，開口の位置により適当に参酌できる。（図 CS17.2.4-1.参照） 
(3) 二重張り板又は厚板の大きさ及び厚さは，開口部の応力集中を考慮して決定されな

ければならない。 
(4) 四すみの R の最小値は，次のとおりとする。 

強力甲板 0.5L 内:250mm 
その他の箇所:200mm 
開口が小さい場合は，四すみの R は適当に減じて差し支えない。階段等の小開口の

四すみの R は，強力甲板の倉口側線外では 150mm，その他の箇所では 75mm 程度

でよい。 
(5) R が 600mm 以上の場合又は開口すみ部の形状を放物線又はそれと類似の形状とし

た場合は，二重張り又は厚板は不要である。例えば図 CS17.2.4-2.のような形状とす

ることを推奨する。 
(6) 強力甲板の開口コーナ部には，溶接継手を設けない。（R 止りより十分に継手を離

す。）（図 CS17.2.4-3.参照） 
 

図 CS17.2.4-1. 

 
 

図 CS17.2.4-2. 
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図 CS17.2.4-3. 

 
 
-2. 規則 CS 編 17.2.4-2.にいう斜板や防護材等の付属品を設ける場合には，例えば図

CS17.2.4-4.及び図 CS17.2.4-5.のような方法により付属品を取り付けること。 
 

図 CS17.2.4-4. 斜板の取り付け方法の例 

 
（備考） 

斜板と強力甲板の取り合い部（太線部）を非溶接とする。 

 
図 CS17.2.4-5. 防護材の取り付け方法の例 

 
（備考） 

防護材（半丸鋼）を倉口側部縦桁及び倉口端横桁に取り付ける。 

 

CS17.2.5 丸形ガンネル 
丸形ガンネルに D 級鋼又は E 級鋼を使用する場合の曲げ内半径は，ガンネル・プレート

の板厚の 20 倍以上とする。ただし，次のいずれかの条件を満たす場合には 15 倍まで減じ

てよい。 
(1) 曲げ加工される舷側厚板の板幅を規則 C 編 1 編 3.2.2.1-4.に規定する鋼板一条の板

幅に 500 mm を加えたもの以上とする場合 
(2) 曲げ加工の方法について本会の承認を得た場合 
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CS17.3 強力甲板の有効断面積 

CS17.3.2 強力甲板の有効断面積 
-1. 強力甲板の実際の断面積の計算に算入する部材 
鋼甲板のほか舷縁山形鋼，縦通梁等，鋼甲板付きの部材のうち縦強度に算入した部材と

する。なお，斜線の範囲の部材は，算入しない。（図 CS17.3.2-1.参照） 
-2. 丸形ガンネルの場合は，丸形ガンネルの鋼板がそのまま船側まで水平に延長されて

いるものとして，断面積を計算する。 
-3. 規則 CS 編 17.3.2-3.の規定中，本会の承認を得た値とは，規則 CS 編 15.2.1-1.に規定

する係数𝐶ଶを規則 CS 編図 CS15.1 中の点線の値を用いて同規則を準用して定まる値をい

う。 
 

図 CS17.3.2-1. 

 
 

CS17.3.4 長い船尾楼内の強力甲板の有効断面積 
長い船尾楼内の強力甲板の有効断面積は，図 CS17.3.4-1.に示す。 

CS17.3.5 船楼甲板を強力甲板とする場合の船楼内の甲板 
船楼甲板を強力甲板とする場合の船楼内の甲板の有効断面積は，図 CS17.3.5-1.に示す。 
 

図 CS17.3.4-1. 

 
 
  

AE  = 中央部に機関を備える船では 0.4A  
      船尾に機関を備える船では 0.5A  
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図 CS17.3.5-1. 

 

 
CS17.4 鋼甲板 

CS17.4.1 鋼甲板の厚さ 
甲板の座屈防止の観点から，甲板口側線内は横置梁構造とする事が望ましい。（図

CS17.3.1-1.参照） 
 

図 CS17.4.1-1. 

 
 

CS17.4.5 車輛甲板の板厚 
車輛甲板の厚さは，次の(1)又は(2)の規定よる。ただし，暴露甲板については，規定の算

式による値に 1 mm 加えた値とすること。 
(1) パネル内の各車輪の接地面の中心間距離が 2S+a 以上の場合 

𝐶ටଶௌିᇱ

ଶௌା
⋅ 

ଽ.଼ଵ
 1.5（mm） 

𝐶: 係数で，表 CS17.4.5-1.に示される値。 
𝑓ு: CS10.7.1-1.による値。ただし，縦式の場合，0.79/K 未満としないこと。 
𝑆: 梁の心距（m） 
𝑃: 計画最大輪荷重（kN）。ただし，b>S の場合，計画最大輪荷重の S/b 倍した値と

する。なお，最大輪荷重が t の単位で与えられる場合には，その値に 9.81 を乗

じたもの（kN）を P とする。 
𝑏ᇱ: b と S のいずれか小さい方の値。 
𝑏: 梁に直角方向に測った車輪の接地長さ（m）。（図 CS10.7.1-1.参照） 
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𝑎: 梁に平行に測った車輪の接地長さ（m）。（図 CS10.7.1-1.参照） 
ただし，通常の空気入りのタイヤを有する車輛に対しては，a 及び b の値は表

CS10.9.1-1.の値を使用して差し支えない。 
(2) パネル内の各車輪の接地面の中心間距離が 2S+a 未満の場合（図 CS17.4.5-1.参照） 

𝐶ට ଶௌିᇱ

ଶௌାା
⋅ 

ଽ.଼ଵ
 1.5（mm） 

𝐶, 𝑆, 𝑎, 𝑏ᇱ及び𝑃:(1)の規定による。 
𝑒: 2S+a 未満の心距の車輪がパネル内に並ぶ場合，それらの車輪の接地面の中心間

距離の和（m）。（図 CS17.4.5-1.参照） 
𝑛: e の範囲に有る輪荷重の個数。 
 

表 CS17.4.5-1. C の値 
 荷役専用車輌 左記以外 

船の中央部の強力甲板 

縦式構造 4.6√𝐾 
3.64√𝐾

ඥ1 െ 0.64𝑓ு𝐾
 

横式構造 4.9√𝐾 

5.15√𝐾

ට1 െ 0.41𝑓ு
ଶ𝐾ଶ

 

上記以外 4.6√𝐾 5.2√𝐾 

 
 

図 CS17.4.5-1. e の測り方 
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CS18 として次の 1 章を加える。 
 

CS18 船楼及び甲板室 

CS18.1 一般 

CS18.1.1 適用等 
規則 CS 編 18 章の適用上，乾舷甲板からの甲板位置の決定については，CS1.1.3-1.(2)(c)

に準ずる。 

 
CS18.3 船楼端隔壁に設ける出入口の閉鎖装置 

CS18.3.1 出入口の閉鎖装置 
重い予備品等を搬入搬出するのに出入口の敷居がじゃまになる場合は，本会の承認を得

て次の条件のもとで用いるのであれば，取り外し式の敷居として差し支えない。 
(1) 取り外し式の敷居は船舶の出港前に据え付けること。 
(2) 取り外し式の敷居はガスケットを用い密に配置した貫通ボルトで締め付けること。 
(3) 取り外し式の敷居を復旧した際には，射水試験により出入口の戸及び敷居の風雨密

性を確認するものとし，敷居を取り外した日，復旧した日及び射水試験を実施した

日を航海日誌に記録すること。 

 
CS18.4 ばら積貨物船，鉱石運搬船及び兼用船等に対する追加要件 

「本船の配置等により，本規定を適用し難い場合は本会の適当と認めるところによる。」

とは，倉口蓋の開閉のため，船首楼後端壁を最前端貨物倉の前端隔壁直上又はそれより

も後方の位置に配置できない場合であって，満載喫水線上における船首材前面から船首

楼後端壁までの水平長さが A 編 2.1.3 に規定する船の乾舷用長さ（Lf）の 7%以上である

場合に限り，船首楼後端壁を最前端貨物倉の前端隔壁より前方に配置することができる

ことをいう。 
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CS19 倉口，機関室口その他の甲板口 

CS19.1 として次の 1 節を加える。 
 

CS19.1 一般 

CS19.1.2 暴露甲板の位置 
-1. 規則 CS 編 19.1.2 の適用上，船楼，甲板室，昇降口及びその他類似の甲板構造の頂

部の甲板は「船楼甲板」とみなす。 
-2. 規則 CS 編 19.1.2 に規定する位置 I の定義における「低船尾楼甲板の暴露部」とは，

乾舷甲板からの高さが V2.2.1 に規定するℎ𝑠未満の船楼甲板の暴露部をいう。 
-3. 規則 CS 編 19.1.2 に規定する位置 I の定義における「船楼甲板の暴露部」とは，乾

舷甲板からの高さが V2.2.1 に規定する 2ℎ𝑠未満の船楼甲板の暴露部をいう。 
-4. 規則 CS 編 19.1.2 に規定する位置 II の定義における「乾舷甲板より標準船楼高さ 1

層分以上上方に位置する船楼甲板の暴露部」とは，乾舷甲板からの高さが V2.2.1 に規定す

るℎ𝑠以上 2ℎ𝑠未満の船楼甲板の暴露部をいう。 
-5. 規則 CS 編 19.1.2 に規定する位置 II の定義における「乾舷甲板より標準船楼高さ 2

層分以上上方に位置する船楼甲板の暴露部」とは，乾舷甲板からの高さが V2.2.1 に規定す

る 2ℎ𝑠以上 3ℎ𝑠未満の船楼甲板の暴露部をいう。 

 
CS19.2 倉口 

CS19.2.4 として次の 1 条を加える。 

CS19.2.4 鋼製倉口蓋，倉口梁及び倉口縁材の設計荷重 

-1. 規則 CS 編 19.2.4(1)の規定により垂直波浪荷重 PVを算出する場合は以下による。 
(1) 位置 I 及び II は，図 CS19.2.4-1.及び-2.によって差し支えない。 
(2) 乾舷を増した船舶の場合，実際の乾舷甲板に設ける倉口蓋に働く設計荷重は，船楼

甲板で算出される値として差し支えない。この場合，実際の乾舷甲板よりも 1 層分

の標準船楼高さ（1966 年国際満載喫水線条約第 33 規則に定めるもの）以上下方に

ある仮想した乾舷甲板（以下，「仮想乾舷甲板」という）は，当該仮想乾舷甲板を

もとに計算した形状乾舷の値が，指定された満載喫水線から当該仮想乾舷甲板まで

の垂直距離以下となるように設定しなければならない。 
 
  



185/301 

図 CS19.2.4-1. 位置 I 及び II の例 

 
*  乾舷甲板より 1 層分の標準船楼高さ以上上方に位置する船楼甲板暴露部 

**  乾舷用の船の長さ Lfが 100m 以上の船舶であって，最下方にある位置 II の甲板より 1 層分の標準船楼高さ

以上上方に位置する船楼甲板暴露部 

 

図 CS19.2.4-2. 乾舷を増した船舶の位置 I 及び II の例 

 
*  乾舷甲板より 1 層分の標準船楼高さ以上上方に位置する船楼甲板暴露部 

**  乾舷用の船の長さ L1が 100m 以上の船舶であって，最下方にある位置 II の甲板より 1 層分の標準船楼高さ

以上上方に位置する船楼甲板暴露部 

 
-2. 規則 CS 編 19.2.4(4)(a)及び(c)の規定を適用して，図 CS19.2.4-3.に示す部分積付状態

における倉口蓋上のコンテナによる荷重を考慮すること。なお，図 CS19.2.4-3.に示す以外

の部分積付状態については，本会が適当と認める場合，別途検討すること。 

Lf 

0.25 Lf 

I* 
I 

II** 
II** 

I* 
乾舷甲板 

最小型深さの85%  

I I 
II 
II** II 

II 
II** 
II** 

II 
II** 

II I* 

II** 
II** 

II 
実際の乾舷甲板 
仮想乾舷甲板 一層分の標準船楼高さ以上 

Lf 

0.25 Lf 

最小型深さの 85% 
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図 CS19.2.4-3. 倉口蓋上のコンテナの部分積付状態 

横傾斜する方向 

  

   

縦通倉口縁材により支持される倉口

蓋において，コンテナスタックが倉

口蓋のみで支持される場合の部分積

付状態 

        

縦通倉口縁材により支持される倉口

蓋において，コンテナスタックが一

部倉口蓋及び支柱により支持される

場合の部分積付状態 

        

縦通倉口縁材により支持されない中

央に位置する倉口蓋上の部分積付状

態 

     
 
-3. 規則 CS 編 19.2.10-2.に規定する倉口蓋に発生する垂直方向の力が支配的となる部

分積付状態にあっては，図 CS19.2.4-3.に示す限りではない。 
-4. 倉口蓋上に多様な積付方法（例えば，2 つの 20feet コンテナの上に 40feet コンテナ

を積載する方法）でコンテナ積載が計画される場合，倉口蓋の前後端部に作用する集中荷

重は 40feetコンテナを積載する場合による値を，倉口蓋の中央に作用する集中荷重は 20feet
コンテナを積載する場合による値を超えないこと。 
 
CS19.2.5 として次の 1 条を加える。 

CS19.2.5 鋼製倉口蓋及び倉口梁の強度基準 

-1. 直接強度計算により倉口蓋の寸法を決定する場合は，以下の規定によること。ただ
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し，本項に規定するもの以外にあっては，規則 C 編 1 編 8 章によること。 
(1) 荷重 

鋼製倉口蓋に加わる設計荷重は，規則 CS 編 19.2.4(1)に規定する𝑃𝑉とする。 
(2) 構造モデル 

(a) 構造の挙動をできるだけ忠実に再現できるような構造モデルにする。荷重を受

ける防撓材，桁板については構造モデルに含めること。ただし，座屈防止用防

撓材については省略して差し支えない。 
(b) モデル化に当たっては，腐食予備厚を除いたネット寸法を用いること。 
(c) パネルの幅は防撓材心距を超えないこと。また，アスペクト比は 1:4 を超えな

いこと。桁部材のウェブのパネル分割については，深さ方向に 3 分割以上とす

ること。 
(d) 構造モデルは，パッドにおいて支持されるものとする。なお，パッドの配置と

防撓材の配置が異なる場合には，倉口蓋縁部材もモデル化する。 
(3) 許容値 

前(2)に定める構造モデルについて，前(1)で規定される荷重が作用した場合に各構

造部材に生じる応力及び撓みの大きさが，規則 CS 編 19.2.5-1.に定める許容値を満

足するように部材のネット寸法を決定する。 
(4) その他 

(a) 鋼製倉口蓋の頂板は，規則 CS 編 19.2.5-2.の規定を満足すること。 
(b) 鋼製倉口蓋の二次防撓材は，規則 CS 編 19.2.5-3.の規定を満足すること。 
(c) 鋼製倉口蓋の各構造部材の座屈強度に関しては，規則 CS 編 19.2.5-6.の規定を

満足すること。 
 
CS19.2.6 として次の 1 条を加える。 

CS19.2.6 上に貨物を積載する場合の倉口蓋に対する追加規定 

-1. 規則 CS 編 19.2.6-1.にいう「本会が適当と認める直接強度計算」とは，以下による。

ただし，本項に規定するもの以外にあっては，規則 C 編 1 編 8 章によること。 
(1) 荷重 

(a) 鋼製倉口蓋に加わる荷重については，荷重の種類及び積付状態により規則 CS
編 19.2.4 の規定による。ただし，本会が特に必要と認める場合を除き，荷重の

重ね合わせは行わない。 
(b) 荷役専用車両（停泊中フォークリフト等）による荷重については，船体運動に

伴う動的成分を考慮する必要はない。 
(2) 構造モデル 

(a) 構造の挙動をできるだけ忠実に再現できるような構造モデルにする。荷重を受

ける防撓材，桁板については構造モデルに含めること。ただし，座屈防止用防

撓材については省略して差し支えない。 
(b) モデル化に当たっては，腐食予備厚を除いたネット寸法を用いること。 
(c) パネルの幅は防撓材心距を超えないこと。また，アスペクト比は 1:4 を超えな

いこと。桁部材のウェブのパネル分割については，深さ方向に 3 分割以上とす

ること。 
(d) 構造モデルは，パッドにおいて支持されるものとする。なお，パッドの配置と

防撓材の配置が異なる場合には，倉口蓋縁部材もモデル化する。 



188/301 

(3) 許容値 
前(2)に定める構造モデルについて，前(1)で規定される荷重が作用した場合に各構

造部材に生じる応力及び撓みの大きさが，規則 CS 編 19.2.5-1.に定める許容値を満

足するように部材のネット寸法を決定する。 
-2. 倉口蓋の上に貨物を積載する場合の詳細は，次の(1)から(4)による。 
(1) 倉口蓋と船体運動の損傷を防止するため，ストッパーは倉口蓋と船体構造間の相対

運動を考慮して配置する。 
(2) 倉口蓋材及び支持構造は，倉口蓋上の荷重に十分耐える構造とする。 
(3) 各倉口蓋相互の継手部には，倉口蓋上に貨物を積載する倉口蓋及び貨物を積載しな

い倉口蓋の上下方向の過度の相対変位を防止するよう措置を講じる。 
(4) 暴露部及び下層甲板の倉口蓋の上に貨物を積載する場合，倉口蓋の構造及び寸法に

ついては，規則 CS 編 19.2 の規定によるほか，次によること。 
(a) 貨物の積付高さ及び積載荷重を承認用提出図面に明記する。海上コンテナを積

載する場合は，海上コンテナの種類及び積付位置も承認用提出図面に明記する。 
(b) 海上コンテナの隅金具の下部には，桁板ないし防撓材を設け適当に補強する。 
(c) 車輌を積載する場合は以下による。 

i) 倉口蓋の頂板の厚さは，直接強度計算又は CS17.4.5 の規定を準用して差し

支えない。 
ii) 倉口蓋の二次防撓材の寸法は，直接強度計算又は CS10.7.1 の規定を準用し

て差し支えない。 
 
CS19.2.10 として次の 1 条を加える。 

CS19.2.10 閉鎖装置 

規則 CS 編 19.2.10-2.にいう「本会が適当と認める場合」とは，以下による。 
(1) 横方向に設けられた倉口蓋ガイドの有効高さ hE（mm）が，次の算式により定まる

値以上である場合をいう。（図 CS19.2.10-1.参照） 

ℎ𝐸 ൌ 1.75ට2𝑠𝑒𝑑2 െ0.75𝑑 ただし，いかなる場合も倉口蓋側板の高さに 150mm を

加えた値以上とする。 
𝑒：倉口蓋ガイドの内端から倉口蓋側板までの距離の最大値（mm） 
𝑠：倉口蓋ガイドの隙間（mm）。ただし，10  𝑠  40（mm）とする。 
𝑑：倉口蓋支持部材からガイドストッパー上端までの距離（mm） 

 
図 CS19.2.10-1. 倉口蓋ガイドの有効高さ 
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CS19.2.12 として次の 1 条を加える。 

CS19.2.12 コンテナ運搬船の倉口蓋 

-1. 規則 CS 編 19.2.12 の規定を適用する倉口蓋を設備する場所における倉口縁材の甲

板上面上の高さは，位置 II でも 600mm 以上とすること。 
-2. 規則 CS 編 19.2.12-1.の規定中，本会の適当と認めるところとは，次の(1)から(4)に

よる。 
(1) 当該倉口蓋を設ける甲板の位置は，乾舷甲板又は仮想した乾舷甲板（以下，「仮想

乾舷甲板」という）より標準船楼高さ（1966 年国際満載喫水線条約第 33 規則に定

めるもの）の 2 層分（倉口の一部でも船首から 0.25Lfの位置より前方にある場合は

3 層分）以上上方になければならない。なお，仮想乾舷甲板は，当該仮想乾舷甲板

をもとに計算した形状乾舷の値が，指定された満載喫水線から当該仮想乾舷甲板ま

での垂直距離以下となるように設定しなければならない。 
(2) 規則 CS 編 4 章及び規則 U 編の適用において，倉口蓋相互間の間隙は保護されな

い開口と見做される。間隙は，倉内への海水の打込み量とビルジ管装置の能力を考

慮の上，規則 R 編の規定により要求される固定式ガス消火装置の有効性が損なわ

れないようにできる限り小さくしなければならず，いかなる場合も 50mm を超えて

はならない。 
(3) 間隙から倉内への海水打ち込み量を最小限に抑えるために，ラビリンス，ガッタバ

ー又は同等物を倉口蓋の各パネルの縁に取り付けること。ラビリンス等の倉口縁材

頂板からの高さ及びガッタバー等の倉口蓋頂板からの高さはそれぞれ 65mm 以上

とし，倉口蓋と倉口縁材頂板との間隙は 10mm 以下を標準とする。（図 CS19.2.12-
1.参照） 

(4) 当該倉口蓋が設置される貨物倉には，ビルジ警報装置を設けなければならない。 
-3. 規則 CS 編 19.2.12-2.の適用上，MSC/Circ.1087 の関連規定によって差し支えない。 

 
図 CS19.2.12-1. ラビリンス構造（例） 

 
 

CS19.2.13 として次の 1 条を加える。 

CS19.2.13 暴露甲板前方部分に設置される小倉口の追加要件 

-1． 一般 
(1) 規則 CS 編 19.2.13 の適用を受ける小倉口の倉口縁材及び倉口蓋の強度並びに締付
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装置は本条の規定によること。 
(2) 本条の規定は，甲板下部の区画に通じるように設計され，風雨密又は水密で閉鎖す

る小倉口に適用する。また，本条の規定は，開口の大きさが通常 2.5m2 以下である

ことを前提としている。 
(3) 前(1)にかかわらず，非常時の脱出に供されるよう設計される小倉口については，-

3.(1)(a)，(b)，-4.(3)及び-5.の規定を適用することを要しない。 
(4) 非常時の脱出に供されるよう設計される小倉口の締付装置は，ハッチの両側から操

作可能で，かつ，迅速に開閉可能なもの（例えば，単一の動作で締付装置の開閉を

行うことができるハンドルを備えたもの）とすること。 
-2. 強度 
(1) 方形の倉口蓋に対する板厚，防撓材配置及び寸法は，表 CS19.2.13-1.及び図

CS19.2.13-1.によること。防撓材を設ける場合のその位置は，-4.(1)で要求する金属

同士の接触点の位置と一致させること。一次防撓材は，連続させ，すべての防撓材

は，内部端防撓材に溶接すること。（図 CS19.2.13-2.参照） 
(2) 方形の倉口の縁材の上縁部は，上縁から 170mm ないし 190mm の間で適当な型鋼で

水平に補強すること。 
(3) 円形又は同様の形状の倉口蓋に対する板厚及び補強は，本会の適当と認めるところ

による。 
(4) 鋼以外の材料で作られた倉口蓋の寸法は，鋼で作られた倉口蓋と同等な強度を備え

ること。 
-3. 主締付装置 
(1) この規定の適用を受ける暴露甲板に位置する倉口には，(a)から(c)に示す方法を用

いた機構により倉口蓋を適切な位置に締め付け，風雨密にできる主締付装置を設け

ること。 
(a) フォーク（止め金）を締めつけるちょうナット 
(b) クイック アクティング クリート 
(c) セントラル ロッキング ディバイス 

(2) くさび座とクリップハンドルによる締付は，認められない。 
-4. 主締付装置の要件 
(1) 倉口蓋には，弾性材料のガスケットを設けること。このガスケットは，設計圧縮力

で金属同士の接触（図 CS19.2.13-2.項目 9 参照）となるように設計し，締付装置が

緩むか又は外れる原因となり得る青波によるガスケットの過度な圧縮を防ぐよう

設計すること。金属同士の接触が，図 CS19.2.13-1.に示すように各締付装置の近く

に配置され，圧縮力に耐え得る十分なものであること。 
(2) 主締付装置は，設計された圧縮力がいかなる道具も使わずに 1 人の力で得られるように

設計及び製造されること。 

(3) ちょうナットを用いる主締付方法では，フォーク（止め金）は，堅固な設計とする

こと。フォークは，上方に曲げるか自由端の表面を盛り上げるか又は同様な方法で

使用中にちょうナットが外れる危険を最小にするよう設計すること。防撓されない

鋼製フォークの板厚は，16mm 以上とする。配置の例を図 CS19.2.13-2.に示す。 

(4) 最前部貨物倉の前方の暴露甲板に位置する倉口蓋では，ヒンジは，青波の働く向き

が蓋を閉鎖させるよう設けること。このことは，ヒンジが通常前端部に位置するこ

とを意味する。 
(5) 最前端貨物倉とその直後の貨物倉の間のような貨物倉口の間に位置する倉口では，
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ヒンジは，横方向及び船首から 45 度の方向の青波から保護されるよう前端部又は

外側端部に設けること。 
-5. 補助締付装置 
当該倉口には，主締付装置が緩むか又は外れた場合でも，倉口蓋が適切な位置を保つこ

とができるように，例えば，スライディングボルト，掛金又はゆるく取りつけたバッキン

グバーの方法による独立した補助締付装置を設けること。補助締付装置は，倉口蓋のヒン

ジの反対側に設けること。 
 

表 CS19.2.13-1. 前方甲板の小倉口蓋に対する寸法 
呼び寸法 蓋板厚（mm） 一次防撓材 二次防撓材 

（mm × mm）  フラットバー（mm × mm）; 数量 

630 × 630 8 - - 
630 × 830 8 100 × 8 ; 1 - 
830 × 630 8 100 × 8 ; 1 - 
830 × 830 8 100 × 10 ; 1 - 

1030 × 1030 8 120 × 12 ; 1 80 × 8 ; 2 

1330 × 1330 8 150 × 12 ; 2 100 × 10 ; 2 

 
図 CS19.2.13-1. 防撓材の配置 
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図 CS19.2.13-2. 主締付装置の例 

 

 
CS19.3 として次の 1 節を加える。 
 

CS19.3 機関室口 

CS19.3.5 機関室の出入口以外の開口 
規則 CS 編 19.3.5-1.の適用上，通風口の縁材の甲板上の高さは，規則 CS 編 19.1.2 に規定

する位置 I にあっては 4.5m を超えるもの，位置 II にあっては 2.3m を超えるものとし，鋼製

風雨密蓋は取り付けないものとする。ただし，規則 CS 編 19.3.5-3.で要求する閉鎖装置は別

途設ける必要がある。 
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CS19.4 として次の 1 節を加える。 
 

CS19.4 昇降口その他の甲板口 

CS19.4.2 昇降口 
甲板室と昇降口室の取扱い区分 
(1) その囲壁に設けられた全ての出入口の戸を閉鎖した場合にも，その頂部に設けられ

た出入口又は甲板下通路等によってその中に乗組員がいつでも出入する事ができ

る場合は甲板室として扱う。 
(2) その囲壁に設けられた全ての出入口の戸を閉鎖した場合に，他の径路を通ってその

中に出入する事ができない場合，昇降口室として扱う。 
 
 
 

CS20 機械室，ボイラ室，軸路及び軸路端室等 

CS20.2 主機下部の構造 

CS20.2.2 として次の 1 条を加える。 

CS20.2.2 二重底構造 

-1. 機関室の二重底構造部材の寸法は，次を標準とする。ただし，他の適当な方法で検

討し寸法を定める場合は，この限りでない。 
(1) 中心線桁板の厚さは，次の算式による値以上とする。 

5.7  0.056𝐿（mm） 
(2) 側桁板及び実体肋板の厚さは，次の算出式による値以上とする。 

0.6√𝐿  4.0（mm） 
-2. 主機台板下部の桁板は，できる限り内底板を貫通させる。内底板を貫通させられな

い場合は，内底板の厚さを規定値より適当に増し，桁板は開先を取って溶接する。また，

桁板にマンホールを設ける場合は，その数を最小限に留める。 
-3. 主機を内底板に直接据え付ける場合，その直下の区画はコファダムとすることを推

奨する。この区画を深水油タンクとする場合には，主機据え付けボルト部の水密性を保持

するために，キャップ・ナット又はパッキン等を設ける。 
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CS21 として次の 1 章を加える。 
 

CS21 ブルワーク，ガードレール，放水設備，舷側諸口，丸窓，角窓，通風口 
及び歩路 

CS21.1 ブルワーク及びガードレール 

CS21.1.1 一般 
規則 CS 編 21.1.1-2.(2)にいう「本会が適当と認める措置」とは，次の(1)及び(2)の措置を

いう。 
(1) 支柱下部の幅は，これを増加させる支柱の配置に応じて次の(a)から(c)とし，その

形状は図 CS21.1.1-1.によること。 
(a) 少なくとも 3 本毎に支柱下部の幅を増加させる場合 ：kbs ≥ 2.9 bs 
(b) 少なくとも隔本に支柱下部の幅を増加させる場合 ：kbs ≥ 2.4 bs 
(c) 全ての支柱下部の幅を増加させる場合  ：kbs ≥ 1.9 bs 

kbs：支柱下部の幅（mm） 
bs：支柱の幅（mm）で，本会が適当と認める規格による。 

ここで，支柱と甲板との溶接は，両側連続すみ肉溶接とし，溶接脚長は 7 mm 又は

本会が適当と認める規格による脚長以上とすること。 
(2) 支柱の甲板下支持部材は，図 CS21.1.1-1.に示すとおり支柱の直下に配置し，その寸

法は 100×12（mm）の平鋼以上とすること。甲板下支持部材と甲板との溶接は，両

側連続すみ肉溶接とすること。ただし，甲板の板厚が 20 mm を超える場合は，甲板

下支持部材を支柱の直下に配置しなくて差し支えない。 
 

図 CS21.1.1-1. ガードレールの支柱の形状及び甲板下補強（例） 

 

o 

o 500 mm 以上 

bs 

kbs 

甲板下支持部材 
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CS21.1.2 寸法 
規則 CS 編 21.1.2 に規定する高さのブルワーク及びガードレールが船舶の通常の運用の

妨げになる場合には，ポータブルハンドレール等の他の適当な保護装置を設けて，ブルワ

ーク及びガードレールの高さを規定より減じて差し支えない。 

CS21.1.3 構造 
規則 CS 編 21.1.3-4.にいうブルワークステイ基部をガセットタイプとする場合の「特別

な考慮」とは，次の(1)から(3)の措置をいう。 
(1) ガセットプレートには，ガセットプレートを取付ける上甲板と同じ降伏強度を有す

る材料を用いること。 
(2) ガセットプレートの端部は，ソフトな形状とすること。 
(3) ガセットプレートの下部には，パッドプレートを設けること。なお，設けるパッド

プレートは，幅を出来る限り狭くすると共に，パッドプレートを取付ける上甲板と

同じ降伏強度を有する材料を用いること。 

 
CS21.2 放水設備 

CS21.2.1 一般 
-1. 規則 CS 編 21.2.1-3.にいう「一端又は両端が開いた船楼内の水を放出するための十

分な設備」とは，次の(1)から(3)による。 
(1) 開いた船楼に対する放水口の各舷における全面積（As）は，次の算式による。 

𝐴௦ ൌ
భబೞ
ଶೢ

൜1 െ ቀೢ

ቁ
ଶ
ൠ（m2） 

𝐴1：次の算式による値 

𝑙𝑡が 20𝑚以下の場合 0.7  0.035𝑙௧（m2） 
𝑙𝑡が 20𝑚を超える場合 0.07𝑙௧（m2） 

𝑙𝑡 ： 次の算式による値 

𝑙𝑤  𝑙𝑠（m） 

𝑙𝑤  ：ブルワークがウェルを形成する場合のウェルにおけるブルワークの長さ（m） 
𝑙𝑠 ：開いた船楼の長さ（m） 
𝑏0 ：開いた船楼の船楼端隔壁部における開口幅（m） 
ℎ𝑠 ：船楼の標準高さ（m）で V2.2.1 の規定による。 
ℎ𝑤：乾舷甲板上からウェル甲板までの高さ（m） 

(2) ブルワークがウェルを形成する場合のブルワークに対する放水口の各玄における

全面積（Aw）は，次の算式による。 

𝐴௪ ൌ మೞ
ଶೢ

（m2） 

𝐴2：次の算式による値 

𝑙𝑤が 20𝑚以下の場合 0.7  0.035𝑙௪  𝑎（m2） 
𝑙𝑤が 20𝑚を超える場合 0.07𝑙௪  𝑎（m2） 

𝑎 ： 次の算式におる修正量 

ℎが 1.2𝑚を超える場合 0.04𝑙௪ሺℎ െ 1.2ሻ（m2） 
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ℎが 1.2𝑚以下であって 0.9𝑚を超える場合 0（m2） 
ℎが 0.9 m 未満の場合 െ0.04𝑙௪ሺ0.9 െ ℎሻ（m2） 
ℎ：ブルワークの甲板上の平均高さ（m） 

𝑙𝑤，ℎ𝑠 及びℎ𝑤：前(1)の規定による。 
(3) 舷弧のない船舶及び舷弧の平均高さが標準平均高さよりも小さい船舶の開いた船

楼内及びウェル内の放水口の面積は，前(1)及び(2)による値に次の算式による値を

乗じたもの以上とすること。 

1.5 െ
𝑆

2𝑆
 

𝑆 ：舷弧の平均高さ（mm） 
𝑆0：舷弧の標準平均高さ（mm）で，V 編の規定により算定される値 

-2. 規則 CS 編 21.2.1-4.の規定は，特に乾舷を減じた船舶のうち，A 型及び B-100 型船

舶について適用する。 
-3. 規則 CS 編 21.2.2-4.の規定は，特に乾舷を減じた船舶のうち，トランクを有する A

型及び B-100 型船舶について適用する。 

CS21.2.2 放水口の面積 
-1. 有効な甲板室が有る平甲板船では，甲板室の前後で 2 つのウェルを形成するものと

みなし，各々規則 CS 編 21.2.2 の規定による面積を有しなければならない。ここで，有効

な甲板室とは幅が船の幅の 80 %以上で船側の通路の幅が 1.5 m 以下であるものをいう。 
-2. 甲板室の前端において船の全幅に亘り，仕切隔壁が設けられているときは，甲板室

の幅に関係なく，その前後で 2 つのウェルを形成するものとみなし，各々規則 CS 編 21.2.2
の規定による面積を有しなければならない。 

-3. CS21.2.1-2.に該当する船舶にあっては，乾舷甲板の暴露部の長さの半分以上にわた

りガードレールを設ける代わりに，また，CS21.2.1-3.に該当する船舶にあっては，トラン

クの長さの半分にわたりガードレールを設ける代わりに，ブルワークの全面積の 33 %以上

の放水口をブルワークの下部に設けて差し支えない。 
-4. B-60 型船舶にあっては，ブルワークの下方の部分に，ブルワークの全面積の 25 %

以上の面積の放水口がなければならない。 
-5. ブルワークの放水口に横棒等を設ける場合は，それらの投影面積を放水口の実際の

面積から除外する。 
-6. 自動車専用運搬船等において，船側外板又は船楼側外板にウェルを形成する凹入部

が設けられる場合，規則 CS 編 21.2.2-3.の規定を準用して，当該凹入部に適当な放水口を

設ける。 
-7. 
(1) 規則 CS 編 21.2.2-3.に規定する「実質的に連続すると認められるトランク又は倉

口縁材が設けられる場合」とは𝐹0  𝐹1となる場合をいう。ただし，F0 及び F1 とは

次による。 
𝐹0：甲板上を水が幅方向に流れることができる有効面積（m2）で次の算式による。 
∑ሺ𝑙 ⋅ ℎ െ 𝑎ሻ 
𝑙𝑖 ：倉口間又は倉口と船楼もしくは甲板室間の距離（m） 
ℎ𝑖：ブルワークの高さ（m） 
𝑎𝑖：𝑙𝑖 ⋅ ℎ𝑖内にある水の流れを妨げる構造物の投影面積（m2） 
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𝐹1：規則 CS 編 21.2.2-1.及び-2.の規定による値（m2） 
(2) 前(1)とならない場合であっても，F0F2となる場合には次に示す方法により，放水口

の面積（F）を規則 CS 編 21.2.2-1.及び-2.の規定による値より増すこと。ただし，F0

及び F1 は前(1)により F2 は次による。 
F=F1+F2-F0（m2） 
𝐹2：規則 CS 編 21.2.2-3.の規定による値（m2） 

(3) F0>F2 の場合には F=F1 とする。ただし，F0，F1 及び F2 は前(1)及び(2)による。 

CS21.2.3 放水口の配置 
舷弧を有しないか又は舷弧が非常に小さい船では，放水口の面積はウェルの全長に亘り

配置しなければならない。 

 
CS21.3 バウドア及び内扉 

CS21.3.1 適用 
-1. 規則 CS 編 21.3.1 にいう「バウドア」とは，船首隔壁より前方に設けられるドアを

いう。 
-2. 規則 CS 編 21.3.3 の適用上，「締付け装置」，「支持装置」及び「ロック装置」とは，

それぞれ次をいう。 
(1) 締付け装置：ドアのヒンジを中心にドアが回転するのを抑えることにより，ドアの

閉鎖状態を保持する装置。 
(2) 支持装置：ドアから締付け装置及び締付け装置から船体構造へ内荷重及び外荷重を

伝達するための装置。あるいは締付装置以外で，荷重をドアから船体構造に伝達す

るためのヒンジ，ストッパあるいはその他固定された装置等。 
(3) ロック装置：締付け装置を閉鎖位置に緊締するための装置 

CS21.3.4 設計荷重 
規則 CS 編 21.3.4 中，「フレアー角」及び「エントリー角」とは，それぞれ次をいう。 
(1) フレアー角：船側外板の水平接線に直角な水平面で計った水線と船側外板の接線と

のなす角（図 CS21.3.4-1.参照） 
(2) エントリー角：センターラインに平行な縦線と水平横断面に対する接線とのなす角

（図 CS21.3.4-1.参照） 
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図 CS21.3.4-1. フレアー角とエントリー角 

 
 

CS21.3.7 ドア及び内扉の締付け及び支持 
規則 CS 編 21.3.7-2.(9)にいう「全ての荷重伝達要素」には，ピン及び支持肘板が含まれ

る。 

CS21.3.8 締付け装置及びロック装置 
-1. 規則 CS 編 21.3.8-1.(3)にいう「正しい順序でなければ操作できないようにインター

ロックされなければならない」とは，締付け装置及びロック装置が解除されていなければ

ドア閉鎖の操作が行えないようなインターロックを設けることなどをいう。 
-2. 規則 CS 編 21.3.8-1.(5)にいう「船長から許可を与えられた者以外が操作することが

できないような措置」とは，操作パネルに施錠装置を設けるなどの措置をいう。 
-3. 規則 CS 編 21.3.8-1.(6)の適用上，重力や摩擦などによって，機械的閉鎖状態を保持

できないロック装置については，別途，機械式ピンなどの固定装置を設けなければならな

い。 
-4. 規則 CS 編 21.3.8-2.(1)に規定する船橋及び操作パネルに設けられる表示装置は，少

なくとも，ドアの閉及びロック装置の施錠がドア毎にそれぞれ別個に表示されるものとす

ること。また，同規定で要求される可視警報装置についても，ドアの開放及びロック装置

の解除がドア毎にそれぞれ別個に表示されるものとすること。なお，締付け装置の表示に

ついては，ロック装置の表示と兼用して差し支えない。 
-5. 規則 CS 編 21.3.8-2.(1)に規定される可視可聴警報装置は，同編 21.3.8-2.(3)に規定す

るモード切替器と連動して作動するものとすること。なお，可聴警報装置には，鳴動停止

スイッチを設けて差し支えない。 
-6. 規則 CS 編 21.3.8-2.(2)(a)に規定される「フェイルセーフの思想により設計されたも

の」とは，次のことをいう。 
(1) 表示警報装置は，次の機能を有すること。 

(a) 電源喪失警報 
(b) ランプ試験 
(c) ドア及びロック装置の開閉についてそれぞれ独立した表示 

(2) ドアの閉鎖に関するリミットスイッチは，ドアが閉鎖された状態で通電すること。

（リミットスイッチが複数ある場合，直列回路として差し支えない。） 
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(3) 締付け装置に関するリミットスイッチは，締付け装置が適正な状態で通電すること。

（リミットスイッチが複数ある場合，直列回路として差し支えない。） 
(4) ドアの開閉表示とロック装置の開閉表示は独立の回路とすること。（多心ケーブル

を使用する場合であっても別々のケーブルとすること。） 
(5) リミットスイッチが正常に作動していない場合，ドアが閉鎖されていないこと，ロ

ックされていないこと，締付け装置が適正な状態にないこと等を表示するものであ

ること。 
-7. 規則 CS 編 21.3.8-2.(2)(c)に規定される「バックアップ電源」とは，常用電源喪失後，

45 秒以内に表示警報装置へ給電することができる電源（自動始動の非常発電機，蓄電池等）

又は 18 時間給電することができる無停電電源装置（UPS）をいう。 
-8. 規則 CS 編 21.3.8-2.(2)(d)に規定されるセンサーの水からの保護については，少なく

とも IP55 の保護外被を有するものとすること。 
-9. 規則 CS 編 21.3.8-2.(4)の適用上，「監視装置」については，CS21.3.8-6.にならいフェ

イルセーフの思想に基づき設計されたものとすること。 
-10. 規則 CS 編 21.3.8-2.(5)の適用上，「監視装置」については，CS21.3.8-6.にならいフェ

イルセーフの思想に基づき設計されたものとすること。 
-11. 規則 CS 編 21.3.8-2.(6)の適用上，「警報装置」については，CS21.3.8-6.にならいフェ

イルセーフの思想に基づき設計されたものとすること。 

CS21.3.10 操作及び保守マニュアル 
規則 CS 編 21.3.10-1.の操作及び保守マニュアルには，次の文章を記載すること。 
“乗組員はドアの締付け装置及び支持装置について，次のことを記録しなければならな

い。 
(1) 月ごとの点検 
(2) 荒天や接触等によりドア付近に損傷があったと思われる時の点検 

 
CS21.4 サイドドア及びスタンドア 

CS21.4.1 適用 
-1. 規則 CS 編 21.4.1 にいう「サイドドア」及び「スタンドア」とは，それぞれ船首隔

壁と船尾隔壁の間に設けられるドア及び船尾隔壁より後方に設けられるドアをいう。 
-2. 規則 CS 編 21.4 の適用上，「締付け装置」，「支持装置」及び「ロック装置」とは，

CS21.3.1 による。 

CS21.4.2 ドアの配置 
水先人の移乗に用いる船側戸については，安全設備規則 4 編 2.3.4 の規定に留意するこ

と。 

CS21.4.4 設計荷重 
複数の締付け装置及び支持装置が設けられる場合，垂直力及び水平力は，個々の装置間

に等分布するものとして差し支えない。 

CS21.4.6 ドアの締付け及び支持 
規則 CS 編 23.4.6-1.(4)にいう「所定の締付け位置」とは，運行中に想定されるドアの閉鎖
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位置をいい，一例を図 CS21.4.6-1.に示す。規則 CS 編 21.4.6-2.(4)にいう「全ての荷重伝達

要素」には，ピン及び支持肘板が含まれる。 
 

図 CS21.4.6-1. 所定の締付け位置及び間隙 

 
 

CS21.4.7 締付け装置及びロック装置 

-1. 規則 CS 編 21.4.7-1.(3)にいう「正しい順序でなければ操作できないようにインター

ロックされなければならない」とは，締付け装置及びロック装置が解除されていなければ

ドア閉鎖の操作が行えないようなインターロックを設けることなどをいう。 
-2. 規則 CS 編 21.4.7-1.(5)にいう「船長から許可を与えられた者以外が操作することが

できないような措置」とは，操作パネルに施錠装置を設けるなどの措置をいう。 
-3. 規則 CS 編 21.4.7-1.(6)の適用上，重力や摩擦などによって，機械的閉鎖状態を保持

できないロック装置については，別途，機械式ピンなどの固定装置を設けなければならな

い。 
-4. 規則 CS 編 21.4.7-2.にいう「ロールオン・ロールオフ貨物区域」とは，一般に，い

かなる方法によっても区画されることなく，船舶のかなりの長さ又は全長にわたって広が

っており，貨物を通常水平方向に積卸しできるような区域をいう。 
-5. 規則 CS 編 21.4.7-2.(2)に規定する船橋及び操作パネルに設けられる表示装置は，少

なくとも，ドアの閉鎖及びロック装置の施錠がドア毎にそれぞれ別個に表示されるものと

すること。また，同規定で要求される可視警報装置についても，ドアの開放及びロック装

置の解除がドア毎にそれぞれ別個に表示されるものとすること。なお，締付け装置の表示

については，ロック装置の表示と兼用して差し支えない。 
-6. 規則 CS 編 21.4.7-2.(2)(b)に規定される警報装置のうち可聴警報装置については，同

編 21.4.7-2.(4)に規定するモード切替器と連動して作動するものとすること。なお，可聴警

報装置には，鳴動停止スイッチを設けて差し支えない。 
-7. 規則 CS 編 21.4.7-2.(3)(a)に規定される「フェイルセーフの思想により設計されたも

の」とは，次のことをいう。 
(1) 表示警報装置は，次の機能を有すること。 

(a) 電源喪失警報 
(b) ランプ試験 
(c) ドア及びロック装置の開閉についてそれぞれ独立した表示 

(2) ドアの閉鎖に関するリミットスイッチは，ドアが閉鎖された状態で通電すること。

（リミットスイッチが複数ある場合，直列回路として差し支えない。） 
(3) 締付け装置に関するリミットスイッチは，締付け装置が適正な状態で通電すること。
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（リミットスイッチが複数ある場合，直列回路として差し支えない。） 
(4) ドアの開閉表示とロック装置の開閉表示は独立の回路とすること。（多心ケーブル

を使用する場合であっても別々のケーブルとすること。） 
(5) リミットスイッチが正常に作動していない場合，ドアが閉鎖されていないこと，ロ

ックされていないこと，締付け装置が適正な状態にないこと等を表示するものであ

ること。 
-8. 規則 CS 編 21.4.7-2.(3)(c)に規定される「バックアップ電源」とは，常用電源喪失後，

45 秒以内に表示警報装置へ給電することができる電源（自動始動の非常発電機，蓄電池等）

又は 18 時間給電することができる無停電電源装置（UPS）をいう。 
-9. 規則 CS 編 21.4.7-2.(3)(d)に規定されるセンサーの水からの保護については，少なく

とも IP55 の保護外被を有するものとすること。 

CS21.4.9 操作及び保守マニュアル 
規則 CS 編 21.4.9-1.の操作及び保守マニュアルには，次の文章を記載すること。 
“乗組員はドアの締付装置及び支持装置について，次のことを記録しなければならない。 
(1) 月ごとの点検 
(2) 荒天や接触等によりドア付近に損傷があったと思われる時の点検 

 
CS21.5 丸窓及び角窓 

CS21.5.1 一般適用 
-1. 規則 CS 編 21.5 の適用上，面積が 0.16 m2 を超える丸窓については，角窓として扱

う。 
-2. 規則 CS 編 21.5.1-1.の適用上，乾舷甲板上第 3 層目より上方の甲板室及び船楼の前

端壁に取り付けられ，かつ，L の前端から 0.5L の箇所より前方の位置に取り付けられる窓

の設計圧力は，表 CS21.5 により定まる最小設計圧力以上とすること。ただし，船首部の最

上層の甲板の高さが計画最大満載喫水線上 22 m 以上である船舶及び窓の前方の暴露甲板

上に常時貨物等を積載する船舶（例えば，コンテナ運搬船）にあってはこの限りでない。 
-3. 規則 CS 編 21.5.1-2.の適用上，乾舷甲板上第 3 層目までに設けられる航海船橋の窓

であって，かつ，規則 CS 編 21.5.6 の規定により角窓とすることが認められるものについ

ては，次の(1)及び(2)によることを条件として，E 級又は F 級以外の角窓を使用して差し支

えない。 

(1) 当該航海船橋は，次のいずれかにより乾舷甲板下の場所及び閉囲された船楼内の場

所と仕切られていること。 
(a) 風雨密閉鎖装置。 
(b) 2 枚以上の内部仕切り又は戸。この場合，航海船橋側の戸の縁材高さは，当該

窓の取り付け場所において風雨密閉鎖装置に要求される値以上とすること。 
(2) 当該窓の設計圧力は，規則 CS 編 21.5.8 による値以上で，窓枠等の構造は当該窓の

取り付け場所に応じて E 級又は F 級角窓に準じたものとし，かつ，全体として合

理的な風雨密性を有するものとすること。 

CS21.5.3 丸窓の適用 
規則 CS 編 21.5.3-5.にいう「本会の適当と認めるところ」とは，規則 CS 編 21.5.3-5.(1)及

び(2)に規定する船楼及び甲板室の高さが，V2.2.1-1.に規定する低船尾楼の標準高さ以上で
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ある場合に，当該丸窓は内蓋の無い A 級丸窓又は B 級丸窓として差し支えないことをい

う。 

CS21.5.5 丸窓の設計圧力と最大許容圧力 
規則 CS 編 21.5.5-1.の適用上，乾舷甲板下の場所及び船楼に設ける丸窓に対する係数 a

の値は，乾舷甲板上第 1 層目の甲板室として規則 CS 編 18.2.1-1.を適用すること。 

CS21.5.7 角窓の適用 
規則 CS 編 21.5.7-3.にいう「本会の適当と認めるところ」とは，当該角窓は内蓋又はシ

ャッタの無い角窓として差し支えないことをいう。この場合，以下の場所の上に設ける甲

板室について，乾舷甲板上の第二層の場所とみなして差し支えない。 
(1) 低船尾楼甲板であって，乾舷甲板からの高さが V2.2.1-1.に規定する低船尾楼の標準

高さ以上であるもの。 
(2) 船楼甲板であって，乾舷甲板からの高さが V2.2.1-1.に規定する低船尾楼の標準高さ

以上であるもの。 
(3) 甲板室頂部甲板であって，乾舷甲板からの高さが V2.2.1-1.に規定する低船尾楼の標

準高さ以上であるもの。 

 
CS21.6 通風筒 

CS21.6.5 閉鎖装置 
-1. 規則 CS 編 21.6.5 で要求される閉鎖装置については，鋼又は同等の材料のものとする

こと。さらに，規則 CS 編 21.6.5-1.で要求される機関室及び貨物区域の通風筒の閉鎖装置に

ついては，耐食性を有するもの又は適当な防食処理を施したものとすること。 
-2. 規則 CS 編 21.6.5 の適用上，機械式通風装置の閉鎖装置については，特に補強され

ている場合を除き，原則として通風機停止後に閉鎖する旨の注意銘板を備え付けること。 
-3. 規則 CS 編 21.6.5-1.の適用上，本船上の設備により内部の点検が困難な通風筒（例

えば，カウル等の取り外しが困難な大型のもの，閉鎖装置より上方に通風機を備えるもの

等）にあっては，直径が 150 mm 以上の点検孔を設けること。当該点検孔には，通風筒縁

材に要求される水密性/風雨密性及び耐火性を損なうことのないよう適切なカバーを備え

ること。 

CS21.6.7 非常用発電機室の通風筒 
-1. 規則 CS 編 21.6.7 の縁材の高さを満足できない場合，次の(1)または(2)の規定による

こと。 
(1) 非常用発電機室が閉囲船楼内に設けられる場合，規則 CS 編 21.6.1 の規定に従い縁

材を設け，さらに風雨密閉鎖装置を設けること。この場合，当該閉鎖装置を閉鎖し

た時も機器への給気を確保できるように，別の手段を設けること。 
(2) 前(1)以外であって甲板下に通じる開口を有さない場合，甲板上面上の高さが，規則

CS 編 19.1.2 に規定する位置 I にあっては 900 mm 以上，位置 II にあっては 760 mm
以上の縁材を設けること。また，通風筒の開口（非常用発電機室の囲壁に開口を設

ける場合にはその開口を含む。）には，海水の打ち込みに対しルーバ等の適当な保

護を設けること。 
-2. 前-1.に規定する風雨密閉鎖装置及びルーバは，規則 D 編 1.3.5-2.の規定にも適合す
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るものとすること。 

CS21.6.8 暴露甲板前方部分に設置される通風筒の追加要件 
規則 CS 編 21.6.8 の適用を受ける通風筒の強度及び閉鎖装置については，以下による。 
(1) 適用荷重 

通風筒及びその閉鎖装置の水平方向に作用する荷重は，次の算式により定まる圧力

p（kN/m2）及び各構成要素の最大投影面積を用いて計算する。 
𝑝 ൌ 0.5𝜌𝑉௪ଶ𝐶ௗ𝐶௦𝐶 
𝜌： 海水密度で 1.025（t/m3）とする。 
𝑉𝑤： 前方甲板を超える海水の速度（m/sec）で，次の算式による値 

ℎ𝑒𝑑  0.5ℎ𝑡の場合：13.5 

0.5ℎ௧ ൏ ℎௗ ൏ ℎ௧の場合：13.5ඨ2 ൬1 െ
ℎௗ
ℎ௧
൰ 

ℎ𝑒𝑑： 暴露甲板の計画最大満載喫水線からの高さ（m） 
ℎ𝑡 ： 0.1 L1 又は 22 m のいずれか小さい値 

𝐶𝑑： 形状係数で管部は，0.5，管頭部は，1.3（ただし，垂直方向にその軸をも

つ円筒形状の管頭に対しては，0.8）とする。 
𝐶𝑠： スラミング係数で 3.2 とする。 
𝐶𝑝： 保護係数でブレイクウォータ又は船首楼直後に位置する管及び管頭に対

して 0.7 とする。その他の位置及びブルワーク直後に位置する管及び管頭

に対しては 1.0 とする。 
(2) 強度要件 

(a) 通風筒の曲げモーメント及び応力は，貫通ピース位置，溶接又はフランジ継手

位置，支持肘板の先端位置等の応力が高い位置で計算すること。通風筒のネッ

ト寸法での断面積における曲げ応力は，0.8𝜎𝑦未満とする。ここで，𝜎𝑦は，室温

での鋼材の最小降伏応力又は 0.2 %耐力とする。また，防食措置に拘わらず，

ネット寸法の断面積に対して縁材の外周に厚さ 2 mm 以上の腐食予備厚を加え

ること。 
(b) 高さ 900 mm の標準通風筒について，表 CS21.6.8-1.に示す投影面積以下の管頭

を伴った通風筒の縁材厚さ及び肘板高さは，表 CS21.6.8-1.による。肘板が要求

される場合，3 箇所以上の肘板を放射状に設けること。肘板は，グロス板厚 8 
mm 以上，最小長さ 100 mm とし，高さは表 CS21.6.8-1.によるが，管頭の接合

フランジを超える必要はない。甲板における肘板の先端は，適切に支持するこ

と。 
(c) 表 CS21.6.8-1.に示す標準と異なるものについては，(1)に従った荷重を適用し，

支持の方法は，(a)の要件に適合すること。肘板を設ける場合，その高さに従い，

適切な板厚及び長さとすること。縁材の板厚は，規則 CS 編表 CS21.7 の欄 1 に

よる値未満としないこと。 
(d) 通風筒のすべての構成要素及び接合部は，(1)に規定する荷重に耐えること。 
(e) マッシュルーム型回転式管頭は，認められない。 
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表 CS21.6.8-1. 高さ 900 mm の通風筒の縁材厚さ及び肘板の標準 
呼び管径（mm） 最小縁材厚さ（mm） 管頭の最大投影面積（cm2） 肘板の高さ（mm） 

80 A 6.3 - 460 

100 A 7.0 - 380 

150 A  - 300 

200 A  550 - 

250 A  880 - 

300 A 8.5 1200 - 

350 A  2000 - 

400 A  2700 - 

450 A  3300 - 

500 A  4000 - 

 

CS21.7 歩路 

CS21.7.1 一般 
-1. 規則 CS 編 21.7.1 の規定により暴露する乾舷甲板または低船尾楼甲板に設ける船員

の往来を保護する設備については，当該船舶の乾舷及び設備の設置位置に応じ，表

CS21.7.1-1.によるいずれか 1 つのものを備える。 
-2. 表 CS21.7.1-1.において，a～f は設備の種類，1)～2)は設備の位置を表し，次による。 

a：甲板下通路 
クリアの幅及び高さをそれぞれ少なくとも 0.8 m 及び 2.0 m とし，出来る限り

乾舷甲板近くに設け，照明設備，通風設備及び必要な作業場所に通じる経路を

備える。 
b：船楼甲板と同じ又はそれ以上の高さの常設歩路 

幅 0.6 m 以上の表面が滑らないプラットフォーム構造とし，両側にガードレー

ル及びフット・ストップを設ける。ガードレールは高さ 1.0 m 以上とし，1.5 m 以

下の間隔で支柱を備え，その横棒の配置は規則 CS 編 21.1.2-2.及び 21.1.2-4.の規

定による。 
c：乾舷甲板上又は甲板と同じ高さの常設歩路 

幅 0.6 m 以上とし，両側にガードレールを設ける。ガードレールには 3 m 以下

の間隔で支柱を備え，その横棒の配置は規則 CS 編 21.1.2-2.及び 21.1.2-4.の規

定による。また，B 型船舶において倉口縁材の高さが 0.6 m 以上ある場合は，

倉口縁材をガードレールの片側と見なして差し支えない。ただし，倉口の間等

倉口縁材がない箇所では，2 列のガードレールを設ける。 
d：鋼製保護索又はこれと同等のハンドレール 

10 m 以内の間隔で設置された支柱により支持された，直径 10 mm 以上の鋼製

保護索，又は，倉口の間で連続的かつ適切に支持され，かつ，倉口縁材に取り

付けられた単一のハンドレールもしくは鋼索とすること。 
e：船楼甲板と同じ又はそれ以上の高さのタンカー用常設歩路 

甲板上の作業区域への容易な通行を妨げない位置で，出来るだけ船体中心線付

近に設ける。 
幅 1.0 m 以上とし，表面が滑らない耐火性の材料のプラットフォーム構造とす

る。 
両側にガードレール及びフットストップを設け，ガードレールの高さは 1.0 m
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以上とし，1.5 m 以下の間隔で支柱を備え，その横棒の配置は規則 CS 編 21.1.2-
2.及び 21.1.2-4.の規定による。 
40 m を越えない間隔で，上甲板への出入り設備を設ける。必要な場合は梯子を

備える。 
船首部までの暴露部の道のりが 70 m 以上ある場合には，45 m を越えない間隔

でシェルターを設ける。当該シェルターは 1 名以上を収容できる（大きさ 1×
1×2 m を標準とし，入口開口の幅は 0.6 m 以上とする）こととし，天井，船首

及び両舷の方向を風雨保護でき，その強度は規則 CS 編 18 章の規定による。 
f：乾舷甲板上又は甲板と同じ高さのタンカー用常設歩路 

フットストップを除く，前 e で要求される設備とする。B 型船舶で倉口及び倉

口縁材の合計高さが 1.0 m を越える場合は，倉口縁材をガードレールの片側と

見なして差し支えない。ただし，倉口の間には，2 列のガードレールを設ける。 
1)：船体中心線上もしくはその付近。船体中心線上もしくはその付近であれば，倉

口蓋上でも差し支えない。 
2)：両舷。 
3)：片舷。ただし，両舷に設けられるような設備が準備されていること。 
4)：片舷。 
5)：倉口の両側。ただし，実行可能な限り船体中心線上付近。 

-3. 前-1.の設備は，次のことに注意する。 
(1) ワイヤロープを取り付ける場合には，張りを確保するためにターンバックルを備え

る。 
(2) 船舶が通常の運用の妨げになる場合であって，制限された長さに限り，ガードレー

ルの代わりにワイヤロープが認められる。 
(3) 2 本の固定支柱の間に設けられる場合のみ，ガードレールの代わりにチェーンが認

められる。 
(4) 支柱を設ける場合には，少なくとも支柱 3 本毎に支柱を支持する肘板またはステイ

を設ける。 
(5) 取り外し式またはヒンジ式支柱の場合は，直立状態で固定できなければならない。 
(6) パイプライン等通行上障害となるものが当該設備内にある場合には，障害物を交わ

すことの出来るステップ等の設備を設ける。 
(7) 一般に歩路の幅は，1.5 m 以下とする。 
-4. 貨物を暴露甲板上に積載する船舶において，貨物を甲板上に積載した際，甲板上に

も甲板下にも適当な通路を確保出来ない場合には，甲板積載貨物上の船体中心線付近に保

護策又はガードレールを設ける。また，木材乾舷の指定を受ける場合は，前記に加え，甲

板積貨物の両側に保護索又は貨物の上方少なくとも 1 m の高さで横棒間の間隙が 350 mm
以下のガードレールを設ける。 
 
  



206/301 

表 CS21.7.1-1. 暴露甲板に設ける船員の往来を保護する設備 
設置場所 指定夏期乾舷 指定乾舷の型式による設備 

  A 型船舶 B-100 型船舶 B-60 型船舶 B&B+型船舶 

1.1 中央部船員室への歩路 

 
1.1.1 船尾楼と船橋楼との

間 
≦3000 mm 

a 
b1) 
e 

a 
b1) 
e 

a 
b1) 
c1) 
e 

f1) 

a 
b1) 
c1) 
c2) 
c4) 

1.1.2 船尾楼と内部に居住

設備または航海設備を有

する甲板室との間 
＞3000 mm 

a 
b1) 
e 

a 
b1) 
e 

a 
b1) 
c1) 
c2) 
e 

f1) 
f2) 

d1) 
d2) 
d3) 
e 

f1) 
f2) 
f4) 

1.2 船首尾部への歩路 

 
1.2.1 船橋楼がない場合の

船尾楼と船首部との間 
1.2.2 船橋楼と船首部との

間 

≦3000 mm 

a 
b1) 
c1) 
e 

f1) 

a 
b1) 
c1) 
c2) 
e 

f1) 
f2) 

a 
b1) 
c1) 
c2) 
e 

f1) 
f2) 

 

1.2.3 内部に居住設備また

は航海設備を有する甲板

室と船首部との間 
1.2.4 平甲板船の場合の船

員居住区と船舶の前後端

間 
＞3000 mm 

a 
b1) 
c1) 
d1) 
e 

f1) 

a 
b1) 
c1) 
c2) 
d1) 
d2) 
e 

f1) 
f2) 

a 
b1) 
c1) 
c2) 
c4) 
d1) 
d2) 
d3) 
e 

f1) 
f2) 
f4) 

 

 

CS21.7.2 タンカー等 
-1. CS21.7.1 の規定にかかわらず，船首部への常設歩路は，表 CS21.7.2-1.の各欄に掲げ

た設備のうちいずれか 1 つの設備を備える。 
-2. 表 CS21.7.2-1.中において，a～f は設備の種類，1)～5)は設備の位置を表し，CS21.7.1-

2.による。 
-3. Lfが 100 m 未満の船舶にあっては，歩路の幅を 0.6 m まで減ずることができる。 
-4. 液化ガスばら積船であって，乾舷甲板から十分に高い位置に常設歩路を設ける場合，

又は同等の安全性を有すると認められる常設歩路を設ける場合にあっては，本会の承認を

得て前-1.に規定する設備に対して要件の一部を参酌することができる。「乾舷甲板から十

分に高い」とは，乾舷甲板上から表 V2.2.1-1.に規定する船楼の標準高さの 3 倍以上をいう。 
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表 CS21.7.2-1. タンカー等の暴露甲板に設ける船員の往来を保護する設備 

設置場所 指定夏期乾舷 
指定乾舷の型式に

よる設備 

2.1 船首部への歩路  a 

 
 (𝐴  𝐻௦)* 

 
e 

2.1.1 船尾楼と船首部との間  f1) 

  f5) 

2.1.2 内部に居住設備又は航海設備を有する甲板室と船首部との間  a 
 ＞(𝐴  𝐻௦)* e 
2.1.3 平甲板船の場合の船員居住区と船舶の前端間  f1) 
  f2) 
2.2 船尾部への歩路  

2.2.1 平甲板船の場合の船員居住区と船舶の後端間 
表 CS21.7.1-1.に規定する 

1.2.4 による。 

* 

Af：実際に指定された乾舷の型式にかかわらず，A 型船舶として計算された最小夏期乾舷。 
Hs：船楼の標準高さで，表 V2.2.1-1.の規定による。 

 

CS21.8 及び CS21.9 として次の 2 節を加える。（日本籍船舶用） 
 

CS21.8 はしご及びステップ 

CS21.8.1 一般 
-1. 甲板間への出入りのための設備は，原則として固定はしご，階段又はステップとす

るが，この種の設備を設けることができない場合は，持運び式のはしごとして差し支えな

い。 
-2. 規則 CS 編 21.8.1-1.でいう「安全な通行を確保できる」とは次をいう。 
(1) はしご又はステップは，アクセスハッチのコーミングから必要以上に引き込んで設

備されていないこと。 
(2) 適宜ハンドグリップが設けられていること。 
(3) はしご又はステップは，十分に上方又は下方の必要場所まで達していること。 
(4) はしごの途中においては，凹所がないこと。 

 
CS21.9 乗降設備 

CS21.9.1 一般 
-1. 規則 CS 編 21.9.1 でいう「本会が特に認める場合」とは，当該船舶が専ら適当な陸

上の乗降設備を備えるような所定の港間の航海に従事する場合をいう。 
-2. 規則 CS 編 21.9.1 の適用上，乗降設備については以下によること。ただし，乾舷が

小さい船舶であって，乗降設備として船体に固定されるランプウェイ等を備える場合にあ

ってはこの限りではない。 
(1) 船側はしご及びギャングウェイは，ISO 5488:1979「船側はしご」，ISO 7061:1993「ア

ルミニウム製ギャングウェイ」又は本会が適当と認める基準もしくは規格に基づき

製造されたものとすること。また，船側はしご用のウインチについては，ISO 
7364:1983「船側はしご用ウインチ」もしくは本会が適当と認める基準もしくは規格
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に基づき製造されたもの，又はこれに準じたものとすること。 
(2) 船側はしご及びギャングウェイの構造並びにそれらの付属品及び留め具は，通常の

検査，すべての箇所の保守及び必要ならばピボットピンへの注油が可能なものであ

ること。また，溶接部には特段の注意を払うこと。 
(3) 可能な限り，乗降設備は作業区域外に設置し，貨物や吊り上げられた荷物が上方を

通過するような場所には設置しないこと。ただし，本会が止むを得ないと認める場

合にあっては，オペレーションマニュアルへの注記又は注意銘板の設置等により，

安全上の問題が無いことを確保することで，乗降設備を上記区域内及び場所に設置

することができる。 
(4) 船側はしごは，安全設備規則 3 編 1 章 1.1.2(11)に規定する最小航海状態（ただし，

トリムは最小航海状態として考慮する積付状態で実際に生じるものとすること）に

おいて，船側はしごの傾斜を最大設計傾斜角とした場合に，最下部のプラットホー

ムの高さが水面から 600 mm 以下となるものとすること。ただし，乗降デッキの高

さが水面から 20 m 以上である場合又は本会が適当と認める場合は，船舶へ安全に

通行することができる代替の設備又は船側はしごの最下部のプラットホームへ安

全に通行することができる補助装置を備え付けることとして差し支えない。 
(5) 船側はしごと甲板の間には，手すり及び把手で防護されたプラットホームを備え付

けること。また，船側はしごは横転することがないよう，船舶にしっかりと取り付

けられること。 
(6) 許容最大及び最小傾斜角度，設計荷重及び下端プレートの最大荷重等を含む安全な

使用と荷重に関する制限について，ギャングウェイ及び船側はしごの両端にプレー

トで明確に表示すること。また，最大作動荷重が設計荷重よりも小さい場合は，最

大作動荷重もプレートに表示すること。 
(7) ギャングウェイは水平から 30 °以上の傾斜で使用するものとしないこと。また，

船側はしごは水平から 55°以上の傾斜で使用するものとしないこと。ただし，こ

れ以上の傾斜で使用することを想定して設計及び建造され，その旨が表示されてい

る場合はこの限りではない。 
(8) ギャングウェイは船舶の手すりに固定するものとしないこと。ただし，そのような

意図で設計されている場合はこの限りではない。また，ブルワークや手すりの開口

部に設置する場合は，ブルワーク等とのすき間を適切に防護すること。 
(9) 乗降設備，甲板上の乗降場所及び制御装置を照らす適切な照明を備え付けること。 
(10) 乗降設備の近傍で直ちに使用可能なように，自己点火灯及び浮揚性の救命索を備え

た救命浮環を設置すること。なお，当該救命浮環は安全設備規則 3 編 2.1.1-1.で要

求される救命浮環の最低数及び配置には含まれない。 
(11) 乗降設備の配置が，当該乗降設備から又は船舶と岸壁の間に人が転落し得る危険性

を伴うものである場合，転落事故防止の為に安全ネットを備え，これを取り付ける

ことができるよう措置すること。 
-3. 国際航海に従事しない船舶及び総トン数 500 トン未満の船舶にあっては，前-2.に適

合する乗降設備に代えて，JIS F2605，JIS F2612，JIS F2613，JIS F2621 又は JIS F2623 等の

いずれかに適合する乗降設備とすることができる。 
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CS21.8 として次の 1 節を加える。（外国籍船舶用） 
 

CS21.8 乗降設備 

CS21.8.1 一般 
-1. 規則 CS 編 21.8.1 でいう「本会が特に認める場合」とは，当該船舶が専ら適当な陸

上の乗降設備を備えるような所定の港間の航海に従事する場合をいう。 
-2. 規則 CS 編 21.8.1 の適用上，乗降設備については以下によること。ただし，乾舷が

小さい船舶であって，乗降設備として船体に固定されるランプウェイ等を備える場合にあ

ってはこの限りではない。 
(1) 船側はしご及びギャングウェイは，ISO 5488:1979「船側はしご」，ISO 7061:1993「ア

ルミニウム製ギャングウェイ」又は本会が適当と認める基準もしくは規格に基づき

製造されたものとすること。また，船側はしご用のウインチについては，ISO 
7364:1983「船側はしご用ウインチ」もしくは本会が適当と認める基準もしくは規格

に基づき製造されたもの，又はこれに準じたものとすること。 
(2) 船側はしご及びギャングウェイの構造並びにそれらの付属品及び留め具は，通常の

検査，すべての箇所の保守及び必要ならばピボットピンへの注油が可能なものであ

ること。また，溶接部には特段の注意を払うこと。 
(3) 可能な限り，乗降設備は作業区域外に設置し，貨物や吊り上げられた荷物が上方を

通過するような場所には設置しないこと。ただし，本会が止むを得ないと認める場

合にあっては，オペレーションマニュアルへの注記又は注意銘板の設置等により，

安全上の問題が無いことを確保することで，乗降設備を上記区域内及び場所に設置

することができる。 
(4) 船側はしごは，SOLAS 条約 III 章第 3.13 規則に規定する最小航海状態（ただし，

トリムは最小航海状態として考慮する積付状態で実際に生じるものとすること）に

おいて，船側はしごの傾斜を最大設計傾斜角とした場合に，最下部のプラットホー

ムの高さが水面から 600 mm 以下となるものとすること。ただし，乗降デッキの高

さが水面から 20 m 以上である場合又は本会が適当と認める場合は，船舶へ安全に

通行することができる代替の設備又は船側はしごの最下部のプラットホームへ安

全に通行することができる補助装置を備え付けることとして差し支えない。 
(5) 船側はしごと甲板の間には，手すり及び把手で防護されたプラットホームを備え付

けること。また，船側はしごは横転することがないよう，船舶にしっかりと取り付

けられること。 
(6) 許容最大及び最小傾斜角度，設計荷重及び下端プレートの最大荷重等を含む安全な

使用と荷重に関する制限について，ギャングウェイ及び船側はしごの両端にプレー

トで明確に表示すること。また，最大作動荷重が設計荷重よりも小さい場合は，最

大作動荷重もプレートに表示すること。 
(7) ギャングウェイは水平から 30 °以上の傾斜で使用するものとしないこと。また，

船側はしごは水平から 55°以上の傾斜で使用するものとしないこと。ただし，こ

れ以上の傾斜で使用することを想定して設計及び建造され，その旨が表示されてい

る場合はこの限りではない。 
(8) ギャングウェイは船舶の手すりに固定するものとしないこと。ただし，そのような

意図で設計されている場合はこの限りではない。また，ブルワークや手すりの開口

部に設置する場合は，ブルワーク等とのすき間を適切に防護すること。 
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(9) 乗降設備，甲板上の乗降場所及び制御装置を照らす適切な照明を備え付けること。 
(10) 乗降設備の近傍で直ちに使用可能なように，自己点火灯及び浮揚性の救命索を備え

た救命浮環を設置すること。なお，当該救命浮環は SOLAS 条約 III 章第 32.1.1 規

則で要求される救命浮環の最低数及び配置には含まれない。 
(11) 乗降設備の配置が，当該乗降設備から又は船舶と岸壁の間に人が転落し得る危険性

を伴うものである場合，転落事故防止の為に安全ネットを備え，これを取り付ける

ことができるよう措置すること。 
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CS22 として次の 1 章を加える。 
 

CS22 内張板，セメント及びペイント工事 

CS22.2 船側内張板 

CS22.2.1 船側内張板 
-1. 規則 CS 編 22.2.1-1.の規定における「同等以上の効力」の肋骨の保護は，次の(1)及

び(2)の規定による。 
(1) 倉内肋骨は，次のいずれかの方法により保護すること。 

(a) 約 2m の間隔で，船側縦通材又は倒止肘板を取り付ける。 
(b) 約 1.5m の間隔で，倉内肋骨の面材に形鋼を縦方向に取り付ける。 
(c) 約 0.5m の間隔で，倉内肋骨の面材に 150×10（mm）程度の平鋼を縦方向に取

り付ける。 
(2) 外側肘板及びばら積貨物船型の船の倉内肋骨下部肘板の遊辺上面には，形鋼又は平

鋼（平鋼の場合は，少なくとも 2 条）を縦方向に取り付けること。ただし，ばら積

貨物船型の船の倉内肋骨で下部肘板の厚さ及び面材の幅が，次に定める値以上の場

合は，適当に斟酌して差し支えない。 
肘板の厚さ（t）は，図 CS22.2.1-2.中の腕の長さを肘板の長腕の長さとし，規則 CS
編表 CS1.4 を適用して定まる値 
面材の幅は，次の算式による値 

128ඥ𝑑𝑙（mm） 
𝑑0：肘板ののどの深さ（m） 
𝑙：肘板の遊辺の長さ（m） 

-2. 木材を運搬する船舶の倉内肋骨に対する特別な保護は，前-1 に加え，次の(1)及び(2)
の規定にもよること。 

(1) 船首尾部等で，倉口直下に倉内肋骨がある場合は，さらに適当な補強をする。 

(2) 深い倉内肋骨等，倉内に突出する部分が大きい部材は，その寸法及び倒止肘板の配

置に十分注意する。 
 

図 CS22.2.1-2. 
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CS22.4 ペイント工事 

CS22.4.1 一般 
-1. アルミペイントの使用制限 
タンカー及び危険化学品ばら積船であって，引火点が 60℃以下の原油及び石油生成品で

レイド蒸気圧が大気圧より低いもの又はこれらと同様の火災危険性を有する液体貨物を

運送する船舶においては，乾燥塗膜における重量比で 10%を超えるアルミニウムを含む塗

料を規則 H 編 4.2.3-1.又は-2.で定義される危険場所で使用することは出来ない。 
-2. 電気防食 
規則 CS 編 22.4 の適用上，塗装のバックアップ又は塗装の省略にあたり電気防食を採用

する場合，タンカー及び危険化学品ばら積船であって，引火点が 60℃以下の原油及び石油

精製品でレイド蒸気圧が大気圧より低いもの又はこれらと同様の火災危険性を有する液

体貨物を運送する船舶の貨物タンク及び貨物タンクに隣接する区画においては，次の(1)か
ら(4)によること。 

(1) 電気防食用の陽極は，船体構造と共振を起こさず，かつ，衰耗した陽極が容易に脱

落しないように，芯材を鋼製とした十分な剛性を有するものとすること。 
(2) 陽極の取付けは次のいずれかによること。この時，芯材又は支持材の溶接にあたっ

ては，応力集中が生じないよう配慮すること。また，陽極両端において別々の挙動

が生じるような部材に取付けないこと。 
(a) 陽極芯材部分を船体構造に直接連続溶接する。 
(b) 連続溶接により取付けられた支持材に，最低 2 組のボルト及びロックナットに

よるボルト締め又は本会がこれと同等と認める機械的締付手段による。 
(3) アルミニウム又はアルミニウム合金の陽極を使用する場合，次の(a)及び(b)による

こと。 
(a) 陽極は，位置エネルギーが 274.68 N-m を超えないように設置すること。この

時，陽極の高さはタンク底から当該陽極の中心までの垂直距離とし，当該陽極

の質量は設置時の附属物等の質量を含むものとすること。また，当該陽極が，

1 m 以上の幅を有し，かつ，水平面からの深さが 75 mm 以上の縁材を備えた水

平部材に取付けられる場合，陽極の高さは当該水平部材から計測するものとし

て差し支えない。 
(b) 陽極は，直近の構造物により落下物との接触から保護されない限り，タンクの

ハッチ又はバタワースハッチの下方に配置しないこと。 
(4) マグネシウム又はマグネシウム合金の陽極は，認められない。 
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図 CS22.4.1-1. ばら積貨物船の貨物倉内のペイント塗装範囲 

 
 

CS22.4.2 海水バラストタンク及び二重船側部の塗装 

-1. 規則 CS 編 22.4.2 の適用上，IACS 統一解釈 SC223（以後の改正を含む。）によるこ

と。 
-2. 規則 CS 編 22.4.2 の「近海区域」及び「限定近海船」については，それぞれ船舶安

全法施行規則第一条第 8 項及び船舶救命設備規則第一条の二第 7 項において定められたも

のとする。 
-3. 規則 CS 編 22.4.2 の適用上，次に掲げるタンクについては，海水バラストタンクと

みなすことを要しない。ただし，(2)に規定するタンクに施す塗装は，当該タンクの積載物

に対し有効であるものと塗装メーカーにより確認されたものとし，塗装メーカーの手順に

従い施されたものとすること。 
(1) 1969 年の船舶のトン数測度に関する国際条約において，純トン数に含まれるタン

ク 
(2) 家畜運搬船における家畜の排泄物も積載する兼用タンク 

CS22.4.3 貨物油タンクの防食措置 
-1. 規則 CS 編 22.4.3 にいう「原油タンカー」とは，海洋汚染防止のための構造及び設

備規則 1 編 2.1.1(19)で定義される船舶であって，国際油汚染防止証書（IOPP 証書）の追補

Form B の 1.11.1 及び 1.11.4 に該当する船舶をいう。 
-2. 規則 CS 編 22.4.3 の要件は，海洋汚染防止のための構造及び設備規則 1 編 2.1.1(8)で

定義される「兼用船」及び「危険化学品ばら積船」（同規則 1 編 2.1.1(1)で規定される油を運

搬することが認められたものも含む）に適用する必要はない。 
-3. 規則 CS 編 22.4.3(1)の適用上，IACS 統一解釈 SC259（以後の改正を含む。）による

こと。 
-4. 規則 CS 編 22.4.3(2)の適用上，IACS 統一解釈 SC258（以後の改正を含む。）による

こと。  
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CS23 艤装 

CS23.1 アンカー，チェーン 

CS23.1.1 及び CS23.1.2 として次の 2 条を加える。 

CS23.1.1 一般 

規則 CS 編 27.1.1-3.にいう「特別な考慮」とは，アンカー，アンカーチェーン及び揚錨装

置の設計及び妥当性の評価をいう。 

CS23.1.2 艤装数 

-1 有効数字の採り方及び端数の処理 
有効数字の採り方等は，次のとおりとする。 
(1) 長さ，高さ，幅等の寸法の単位は，m 以下 2 位までとし，第 3 位を四捨五入する。 
(2) W の値は，整数位のみとする。 
(3) 算式の各項（W2/3，2.0(hB+Sfun)，0.1A）は，整数位とし，小数第 1 位を四捨五入す

る。 
〔計算例〕 
L2=313.00m（Designed） 
L2=313.06m（Scantling） 
B=48.20m 
D=25.50m 
d=19.00m（Designed） 
𝑑𝑠=19.80m（Scantling） 
W=253800t（Scantling） 
f=25.50-19.80=5.70 

ℎ′=2.70×4+2.80×1=13.60 
h=5.70+13.60=19.30 
f×L2=5.70×313.06=1784.4（小数第 2 位以下切捨て） 

(ℎ″×l) 
𝑈𝑝. DK. H=2.70×40.85=110.2（小数第 2 位切捨て） 
A DK. H=2.70×40.85=110.2（ 〃 ） 
B DK. H=2.70×34.85=94.0（ 〃 ） 
+)C DK. H=2.70×34.85=94.0（ 〃 ） 

∑ሺℎ″ ൈ 𝑙ሻ ൌ 408.4 
A=1784.4+408.4=2192（小数以下切捨て） 
W2/3=2538002/3=4009（小数第 1 位を四捨五入） 
2.0hB=2.0×19.30×48.20=1,861（ 〃 ） 
+)0.1A=0.1×2192 = 219（ 〃 ） 
艤装数 6089 

-2. 規則 CS 編 23.1.2 の算式第 2 項における構造物の測り方 
(1) 構造物は，甲板により上下に分離したものとして扱い，1 つの層において，連続す

る船楼又は甲板室等は，その幅及び高さが連続的に変化している場合も不連続に変

化している場合も，1 個の構造物として取扱い，その幅は図 CS23.1.2-1.のように最
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大幅とする。 
(2) 1 つの層において，分離されている独立の甲板室は，各々について，前(1)によって

幅を求め，算入の可否を決定する。（図 CS23.1.2-2.参照） 
(3) B/4 を超えない甲板室の上部に B/4 を超える甲板室がある場合，B/4 を超える甲板

室のみ第 2 項に算入する。（図 CS23.1.2-3.参照） 
(4) h を計算する際，舷弧やトリムは考慮しなくて差し支えない。（図 CS23.1.2-4.参照） 
-3. 船側投影面積 A は次によることができる。 
(1) 規則 CS 編 23.1.2-3 の適用上，船側投影面積 A の算出にあっては，デッキキャンバ

ーは含めなくて差支えない。 
(2) 船側投影面積 A は次の算式により求めて差し支えない。 

(a) A: 次の算式による値 
𝑎𝐿ଶ  ∑ℎᇳ𝑙 
∑ℎᇳ𝑙: 最上層全通甲板よりも上方にあって，幅が B/4 を超え，高さが 1.5m 以上の

船楼，甲板室又はトランク，並びに幅が B/4 を超えるファンネルの高さℎ″（m）

と長さ l（m）の積の和。ただし，L2 の範囲外にあるものは算入する必要はな

い。 

(b) 構造物は，甲板により上下に分離したものとして扱い，1 つの層において連続

した船楼又は甲板室は，その幅又は高さが不連続に変化している場合でも，1
個の船楼又は甲板室として取扱う。長さは，最大の箇所における値とする。た

だし，高さが，変化する場合で端部あるいは中間に高さが 1.5m 以下の甲板室

があるときは，その甲板室の部分はないものとして取扱う。（図 CS23.1.2-5.参
照） 

(c) 構造物の高さ（ℎ″）は，船体中心線における各層の甲板間高さとし，船体中心

線にかからない構造物の高さは，中心線側で測る。 
-4. 規則 CS 編 23.1.2 の算式第 3 項に算入する範囲 
次に掲げるものは，船側投影面積 A の算入の対象とする必要はない。 

(a) L の前後端の外方 
(b) 船楼又は甲板室と連続しているデリック柱，通風筒等 
(c) 甲板積み貨物 
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図 CS23.1.2-1. 

 
 

図 CS23.1.2-2. 

 
 

図 CS23.1.2-3. 
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図 CS23.1.2-4. 

 

 

図 CS23.1.2-5. 

 
 

CS23.1.5 として次の 1 条を加える。 

CS23.1.5 チェーンロッカ 

規則 CS 編 23.1.5-5.でいう「本会が適当と認めるもの」とは，JIS F 2304，JIS F 2329 もし

くは ISO 5894:1999 によるもの又はこれと同等のものをいう。 

 
CS23.2 として次の 1 節を加える。 
 

CS23.2 曳航及び係留のための設備 

CS23.2.1 一般 
規則 CS 編 23.2 の適用上，引綱，係船索，曳航設備，係留設備及び船体支持構造の選定

及び設計フローは，図 CS23.2.1-1.及び図 CS23.2.1-2.を標準とする。 
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図 CS23.2.1-1. 引綱，曳航設備及びその船体支持構造の選定及び設計の標準フロー 
（参考） 

 
 

 
  

（通常の曳航） 

本会が適当と認める規格から選択 
（規格上の SWL ≧ 最大曳航荷重） 

任意に設計する 
（金物強度 ≧最大曳航荷重 x 1.25） 

曳航金物の船体支持構造の強度評価 
（船体支持構造 ≧ 最大曳航荷重 x 1.25 倍） 

金物に表示する TOW の決定 
（TOW ≦ 最大曳航荷重） 

任意の最大曳航荷重を決定 

曳航金物を選択 

（その他の曳航） 

EN に基づく引綱の要求切断荷重 

曳航金物を選択 

本会が適当と認める規格から選択 
（規格上の SWL ≧ 引綱の要求切断荷重） 

任意に設計する 
（金物強度 ≧引綱の要求切断荷重） 

曳航金物の船体支持構造の強度評価 
（船体支持構造 ≧ 引綱の要求切断荷重） 

金物に表示する TOW の決定 
（TOW ≦ 0.8 x 引綱の要求切断荷重） 



219/301 

図 CS23.2.1-2. 係船索，係留設備及びその船体支持構造の選定及び設計の標準フロー 
（参考） 

 
 

CS23.2.3 曳航設備 
-1. 規則 CS 編 23.2.3-3.(1)にいう「本会が適当と認める規格」とは，ISO，JIS 等の国際

若しくは国家規格をいう。 
-2. 規則 CS 編 23.2.3-6.の安全曳航荷重に関する要件は，単一の引綱の使用について適

用する。また，曳航ビット（ダブルボラード）の安全曳航荷重は，アイスプライス以外の

状態で使用するものでない限り，アイスプライスによる制限荷重とすること。 
-3. 曳航設備は，以下の配置とすることが望ましい。 
(1) 引綱は，クローズドチョックを通じて導くものとし，ローラー付き開放型フェアリ

ード又はローラー付き閉鎖型フェアリードを使用しない。 

環境条件を決定（EN ＞ 2,000 の場合のみ） 

規則 CS 編 23.2.5 に従い係船索の MBL を決定 

船舶設計最小切断荷重（MBLsd）を決定 
（必要であれば，索の本数による本数調整，

業界標準などを考慮する） 

索の設計切断荷重を決定 
LDBF ≧ MBLsd 

（繊維ロープを使用する場合は，規則 CS 編 23.2.5-1(3)に従うこと） 

係船金物を選択 

本会が適当と認める規格から選択 
（規格上の SWL(8 の字巻) ≧ MBLsd） 

任意に設計する 
（金物強度 ≧MBLsd x 1.15） 

係留金物の船体支持構造の強度評価 
（船体支持構造 ≧ MBLsd x 1.15） 

金物に表示する SWL の決定 
（SWL ≦ MBLsd） 
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(2) 船舶の前後の船体中心線の近くに少なくとも 1 つのチョックを設置する。また，船

首及び船尾の左右両舷に追加のチョックを設置する。 
(3) 引綱は，ビット又はボラードを通じてチョックに真直ぐに導くものとし，ビット又

はボラードは，チョックに対して斜めに配置し，チョックから最低 2 m 離して配置

する（図 CS23.2.3-1.参照）。 
(4) ワーピングドラムは，チョックからの引綱の長さが 20 m 以下となる範囲に配置す

る。 
(5) 曳航設備は，できる限り係留設備と相互に干渉しないように配置する。 
 

図 CS23.2.3-1. 曳航設備配置例 

 
 

CS23.2.6 係留設備 
-1. 追加の係留設備（係船索の増し取り用の係留設備等）及びその支持構造であっても，

規則 CS 編 23.2 の規定を適用すること。ただし，規則 CS 編 23.2.6-3.(1)でいう「MBLsd」及

び規則 CS 編 23.2.6-4.でいう「MBLsd」は，想定する任意の荷重として差し支えない。この

場合，規則 CS 編 23.2.9 に規定する曳航及び係留設備配置図に当該設備が増し取り専用の

係留設備である旨の情報を記載すること。 
-2. 規則 CS 編 23.2.6-3.(1)にいう「本会が適当と認める規格」とは，ISO，JIS 等の国際

若しくは国家規格をいう。 
-3. 規則 CS 編 23.2.6-6.の適用上，係留設備に単一の係船索がかけられた状態を想定し

ている。 
-4. 係留設備は，以下の配置とすることが望ましい。 
(1) 全ての係船索を巻きつけることができるよう十分な数のムアリングウインチを備

える。係留設備が係船索を部分的にビット又はボラードに巻きつけるように設計さ

れている場合，ムアリングウインチに巻きつける場合に比べて効果的ではないこと

を考慮する。係船索は，係留ドラムからフェアリードにかけて可能な限り真直ぐ導

く。 
(2) 係留設備は，係船索との接触による磨耗を最小化するよう係船索の製造者の推奨す

る十分に大きな径を有するものとする。 
(3) 係留設備は，できる限り曳航設備と相互に干渉しないように配置する。 

CS23.2.9 曳航及び係留設備配置図 

-1. 規則 CS 編 23.2.9 に規定する曳航及び係留設備配置図に記載の安全に曳航及び係留

作業を行う際に必要な情報は，水先人が船舶に搭乗する際に手渡すパイロットカードに記
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載することを推奨する。 
-2. 規則 CS 編 23.2.9-2.(6)の適用上，規則 CS 編 23.2.5-3.(2)を適用した場合，特記事項

として記載すること。 
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CS24 として次の 1 章を加える。 
 

CS24 タンカー 

CS24.1 一般 

CS24.1.1 適用 
-1. 石油以外の液状貨物を運送する船舶 
規則 CS 編 24.1.1-2.の適用上，原油及び石油精製品以外の 37.8℃における蒸気圧が

0.28MPa 未満の液状貨物を運送する場合については，次によること。 
(1) 比重𝜌が 1 を超える液状貨物を積載する油タンカーの貨物油タンク部の各部材の寸

法は，次の 2 つの方法により算出した値のうちの大きい方のものとする。 
(a) 全部材について規則どおりに計算する。 
(b) 各部材に応じ，次の各規定により計算する。 

i) 隔壁板，隔壁板付防撓材及び隔壁板付縦横桁の寸法は，規則 CS 編 24.3，
同 24.4 及び同 24.7 の算式中の h を𝜌倍として計算する。 

ii) 二重底内部の桁部材及び二重船側部の桁部材の寸法は，規則 CS 編 24.6.3

及び同 24.6.4 の計算式のℎ′を𝜌倍として計算する。また，CS24.5.1(1)の規定

中のℎ𝑖の決定に際して貨物油タンクからの荷重を考慮する場合には，その

荷重を𝜌倍するものとする。 
iii) 𝜌の値は，表 CS24.1.1-1.によるほかは，その都度定める。 

(2) 危険化学品を運送するタンカーについては，規則 S 編にもよること。 
 

表 CS24.1.1-1. 𝜌の値 
貨物の種類 𝜌 

糖蜜 1.4 
アスファルト 1.1 

濃硫酸 1.85 

 
-2. 新しい構造様式の提案 
新しい構造が提案された場合は，規則における標準構造のモデルとの比較計算を行い構

造部材の寸法を決定する。なお，必要に応じ模型実験又は実船計測の資料の提出を要求す

ることがある。 

CS24.1.2 配置及び隔離 

-1. 貨物油タンクの大きさ及び配置制限 
(1) 貨物油タンクの大きさ及び配置については，「海洋汚染防止のための構造及び設備

規則」3 編 3.2.1 の規定に適合すること。 
-2. 二重船側部及び二重底部の配置制限 
(1) 二重船側及び二重底の配置については，「海洋汚染防止のための構造及び設備規則」

3 編 3.2.4 の規定に適合すること。 
-3. 縦通隔壁の連続性 
(1) 貨物油タンク前後端部において，縦通隔壁の前後端とその前後端部の甲板縦部材等

との連続性を保つようにすること。（図 CS24.1.2-1.参照） 
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図 CS24.1.2-1. 縦通隔壁端部の連続性 

 
 
-4. コファダム等貨物油タンクの隔壁 
(1) 規則 CS 編 24.1.2-2.にいう「コファダム」とは，隣接する 2 つの隔壁又は甲板を隔

離する空所をいう。隔壁を隔離する場合は，隔壁間の距離が少なくとも 600mm と

なるような配置を標準とする。 
(2) 貨物油タンクと船首倉（船首タンク）とが隣接する場合，船首隔壁は無開口の構造

とする必要がある（規則 D 編 14.3.2 及び同 14.3.3 参照） 
(3) コファダムの適用を受ける区画とその他の区画（ただし，貨物油タンク及び燃料油

タンクを除く）との間には，いかなる開口を設けることはできない。ただし，チェ

ーンロッカ囲壁等に設けるボルト締めの水密マンホールは，この限りではない。（水

密戸は不可） 
(4) 電気機器については，規則 H 編 4 章の該当規定を参照する必要がある。 
-5. 気密隔壁 
(1) 主又は補助ポンプ室に兼用しないコファダム及び乾舷甲板下のコファダム適用区

画は，深水タンクとしての強度を満足する必要がある。主ポンプ室と機関室との間

の隔壁の寸法は，気密隔壁の寸法以上のものとする必要がある。 
(2) 水圧試験を行う必要がない気密隔壁の寸法は次の値を標準とする。なお，気密試験

は射水試験に代えることができる。 
板厚は 4.5mm 以上とする。防撓材及び桁の断面係数は水密隔壁の規定の 50%とす

る。ただし，外板及び甲板と取合う箇所は，肋骨，梁等同等効力のものとする必要

がある。 
-6. 船楼及び甲板室 
ポンプ室の昇降口を保護する甲板室は下記による。 
(1) 前端壁は，船橋楼前端壁と同等強度 
(2) 側壁及び後端壁は，船尾楼前端壁と同等強度 
(3) 出入口の戸のコーミングの高さは，乾舷甲板上 600mm 以上とする。ただし，Coasting 

Service の付記符号をとる場合は，450mm 以上とすることができる。 

CS24.4.2 制水隔壁 

-1. 制水隔壁の配置 
貨物油タンクにおいては，貨物油タンクの長さ又は幅が 15m 及び 0.1L（m）の大きい方

を超える場合，制水隔壁を配置する必要がある。ただし，スロッシングに対して特別に考

慮されている場合はこの限りでない。 
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(1) 中心線制水隔壁の最上層及び最下層の板の幅及び厚さは，油密縦通隔壁の最上及び

最下層の板に対する規定の 90%とすることができる。 
(2) 開口比とは，スロット及びスカラップを除く他の開口面積の和とその隔壁の面積と

の比をいう。 
(3) 防撓材の断面係数は，次の算式による値とする。 

𝐶𝑆ℎௌ𝑙ଶ（cm3） 
𝑆: 防撓材の心距（m） 
𝑙 : 防撓材の支点間の全長（m） 
𝐶: 係数で次による。 

防撓材の両端を有効な肘板固着するとき:7.1 
防撓材の一端を有効な肘板固着とし，他端を防撓桁で支えるとき:8.4 
防撓材の両端を防撓桁で支えるとき:10.0 

ℎ𝑆 : 次式による。ただし，ℎ𝑆は 2.0 以下とすることができない。 

൬0.176 െ
0.025
100

𝐿൰ ሺ1 െ 𝛼ሻ𝑙௧ 

𝐿 : 船の長さ（m） 
𝛼 : 隔壁板の開口率 
𝑙𝑡 : タンクの長さ（m） 

(4) 防撓材を支持する桁は，規則 CS 編 24.7.1-1.から-3.の規定を適用するにあたり，当

該規定中の h を(3)に規定するℎ𝑆に置き換えて算定したもの以上とする。 

CS24.9.4 独立型方形タンクの支持構造 

-1. 一般 
規則 CS 編 24.7.4 の適用上，独立型方形タンクの支持構造の配置及び寸法は本条の規定

によること。ただし，他の適当な方法で検討し配置及び寸法を定める場合は，この限りで

はない。 

-2. 評価基準 
支持構造を構成する部材のうち，頂板以外の各板部材に作用する圧縮応力𝜎𝑎（N/mm2）

は，次の基準を満足しなければならない。 
𝜎𝑎 ൏ 𝜎𝑐𝑟 
𝜎𝑎：考慮する支持構造を構成する部材のうち，頂板以外の各板部材に作用する圧縮

応力で次による。 

𝜎 ൌ
ிೌ

ౣ
（N/mm2） 

𝐹𝑎：支持構造に作用する荷重で次による。 
𝐹𝑎 ൌ 1000𝜌𝑉𝑡ሺ1𝑎𝑧ሻ𝑔（N） 
𝜌 ：貨物密度（ton/m3） 
𝑉𝑡：考慮する支持構造が受け持つタンクの体積（m3） 
𝑎𝑧：考慮する貨物タンクの重心に働く上下方向の無次元化された最大の加

速度（すなわち重力加速度との比）で次による。なお，静荷重による成

分を含まない。 

𝑎௭ ൌ േ𝑎ඨ1  ൬5.3 െ
45
𝐿
൰
ଶ

ቀ
𝑥
𝐿
 0.05ቁ

ଶ
൬

0.6
𝐶
൰
ଵ.ହ
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𝑎0：次式により定まる値 

𝑎 ൌ 0.2
𝑉

√𝐿


34 െ 600
𝐿

𝐿
 

𝑉：規則 A 編 2.1.8 による船の速力（kt） 
𝑥：船舶の中央から貨物タンクの重心位置までの船舶の長さ方向の距離

（m）。ただし，船舶の中央から前方を正，後方を負で表す。 
𝑔：重力加速度で 9.81（m/s2） 

𝐴min：支持構造の最小水平断面積（mm2）で，板部材の周りから 0.5mm 差し引い

た後の値。（図 CS24.7.4-1.参照） 
𝜎𝑐𝑟：許容応力で，次の 2 つのうち小さい方の値 

ఙ
ଵ.ଷଷ

（N/mm2） 

𝐶𝑥𝜎𝑦𝑑（N/mm2） 
𝜎𝑦𝑑：支持構造に使用する材料の降伏応力（N/mm2） 

𝐶𝑥 ： 支持構造を構成する部材のうち，頂板以外の各板部材に対する軽減係数で，

表CS24.7.4-1.による。なお，評価する板部材が矩形でない場合は，表CS24.7.4-
2.を用いて近似する。 

 
図 CS24.7.4-1. 支持構造（頂板以外）の一例及び対応する 

最小水平断面積 

 

最小水平断面積 
0.5mm 

0.5mm 
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表 CS24.7.4-1. 平面パネルの軽減係数 
 アスペクト比𝛼 座屈係数 K 軽減係数 𝐶௫ 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

𝛼  1 𝐾 ൌ 4 
𝜆  0.8の場合： 𝐶௫ ൌ 1 

𝜆  0.8の場合： 𝐶௫ ൌ 1.13 ቀ
ଵ

ఒ
െ

.ଶଶ

ఒమ
ቁ 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

𝛼  0 𝐾 ൌ 0.425 
1
𝛼ଶ

 
𝜆  0.7の場合：𝐶௫ ൌ 1 

𝜆  0.7の場合：𝐶௫ ൌ
ଵ

ఒమା.ହଵ
 

板部材の周縁の境界条件： 
 - - - - -  自由端   
──── 単純支持  

𝜆：細長比の参照次数で，次式による。 

𝜆 ൌ ට
𝜎𝑦𝑑

𝐾𝜎𝐸
 

𝜎ா：参照応力（N/mm2）で，次式による。 

𝜎𝐸 ൌ 0.9𝐸 ൬
𝑡

𝑙𝑎
൰

2

 

E：弾性係数で，206,000（N/mm2）とする。 

𝑡 ：次式により定まる値 

𝑡 ൌ 𝑡௦ି௨௧ െ 1.0（mm） 

𝑡௦ି௨௧：板部材の図面板厚（mm） 

𝑙：板部材の幅（mm） 

 

al

al

a

t

al

a

al

t
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表 CS24.7.4-2. 矩形パネルへの近似方法 
形状 近似方法 

 
 
 
 
 
 
 
 

上底及び下底の平均値を a とし，原型

パネルの高さを b とする矩形パネルと

する。 

 

CS24.11.5 放水設備 

-1. 有効な放水設備 
乾舷甲板の暴露部の長さの半分以上にわたりガードレールを設ける代りに，ブルワーク

の全面積の 33%以上の放水口をブルワークの下方に設けても差し支えない。 
  

a

b
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CS25 ローディングマニュアル 

CS25.1 一般 

CS25.1.1 一般 
 
-1.を次のように改める。 
 

-1. 規則 CS 編 25.1.1-2.にいう「本会が適当と認める船舶」とは，最大積貨重量が最大

排水量の 30%を超えない次の船舶をいう。 
(1) 貨物及びバラストの積付分布が変動する可能性が低いタンク，貨物倉等の船体配置

である船舶 
(2) 定期的な航路で一定の積付を行う船舶。ただし，一定の積付以外を行わない旨を B

編 2.3.2-1.による復原性資料等に記載しなければならない。 
(3) 規則 C 編 34.1.1-2.1 編 3.8.1.1-2 に規定するもの以外の船舶 

 
CS25.1.2 として次の 1 条を加える。 

CS25.1.2 ローディングマニュアル 

-1. 規則 CS 編 25.1.2 により本会が承認するローディングマニュアルは，規則 C 編 1 編

附属書 3.8 により，船長が理解できる言語で作成すること。その言語が英語でない場合に

は，英語の翻訳を付ける。 
-2. 規則 CS 編 25.1.2 にいう「標準積付状態」とは，各船舶の種類に応じて規則 C 編１

編附属書 3.8 An1.3 に規定する積付状態をいう。 
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CS26 点検設備 

CS26.1 として次の 1 節を加える。 
 

CS26.1 通則 

CS26.1.1 一般 
-1. 規則 CS 編 26.1.1 に規定する「点検設備」は，当該区画内に取付けられた主要構造

部材（各種の桁，支材，肋骨等）に生じた異常（衰耗，腐食，クラック等）の早期発見を

目的としたものであり，原則として主要構造部材を約 3 m 以内の距離から安全かつ容易に

点検できるものとすること。ただし，本会は，当該区画の照明，用途等により点検距離を

増減することがある。 
-2. 点検設備は足場，通路及びはしご又はステップ等船体に恒久的に取付けられた設備

（以下，「固定点検設備」という。）と，ボート，可搬式はしご等の一時的な設備とする。

ただし，船体構造部材が足場又は通路として利用できる場合は，これを固定設備の一部と

みなすことができる。 

CS26.1.2 区画への交通 
-1. 規則 CS 編 26.1.2 の適用上，固定点検設備を設けることができないと本会が認める

場合にあっては，可搬式はしごとして差し支えない。 
-2. 独立型タンクが設置されたホールドスペース内への交通のためのハッチ又はマン

ホールの開口は，表 CS26.1.2 中の g.に規定する寸法以上とする。 

CS26.1.3 区画内の交通 
-1. 規則 CS 編 26.1.3 の適用上，次の区画及び場所には固定点検設備を設ける必要があ

る。 
(1) 船首倉 
(2) 船尾倉 
(3) コファダム 
(4) 船側タンクのうち船体平行部前端付近の 1 つのタンク，及びその他の部分の 1 つ以

上のタンク（なるべくバラストタンク） 
(5) 中央タンクのうちいずれか 1 つ以上のタンク 
(6) 水平桁のある水，油密隔壁 
(7) 内底板の上面から船側におけるビルジホッパの上端に至る高さが 3m を超えるビル

ジホッパを有する貨物倉。 
-2. 前-1.に定められた区画及び場所の固定点検設備の配置は次による必要がある。 
(1) 船側タンクでは，1 つ以上のトランスリング（なるべく中央部）の各コーナ部，支

材端付近を点検しうるはしご又はステップを設ける。 
(2) 中央タンクでは 1 つ以上の船底横桁（なるべく中央部）の両端を点検しうるはしご

又はステップを設ける。 
(3) 水平桁のある水，油密隔壁には水平桁への昇降のためのはしご又はステップを設け

る。 
(4) 船底又は水平桁から上方 1.5 m 程度までは，ロンジあるいは水平防撓材等を利用し

て上がることができれば，はしご又はステップを省略することができる。 
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(5) 前-1.(7)に規定する貨物倉においては，当該貨物倉の前部，中央部及び後部の両舷に

端部肘板を含む倉内肋骨の下端が点検できるはしご（又はステップ）及びハンドグ

リップ（少なくとも 3 本の倉内肋骨にわたるもの）を設ける。ただし，本会の承認

を得て，はしご（又はステップ）は可搬式はしごにすることができ，ハンドグリッ

プは省略することができる。 
-3. 独立型タンクが設置されたホールドスペース内の交通及び点検のための間隙は，表

CS26.1.2 中の a.から f.に規定する寸法以上とする。 
 

表 CS26.1.2 

対象箇所(1) 
載貨重量 5,000 トン 

以上の船舶 

載貨重量 5,000 トン未満の船舶 

国際航海に従事する

船舶 
国際航海に従事しない

船舶 

a. 防熱材～内底板 600 mm 600 mm 600 mm (3) (4) 
b. 防熱材～船側肋骨 600 mm 450 mm 450 mm 
c. 防熱材～船側桁 450 mm (2) 450 mm (2) 450 mm (2) 
d. 防熱材～上甲板 600 mm 600 mm 600 mm (3) (4) 

e. 防熱材～甲板梁 600 mm 450 mm 450 mm(4) 

f. 防熱材～甲板桁 450 mm (2) 450 mm (2) 450 mm (2) (4) 

g. 水平面の開口 600 mmൈ600 mm 500 mmൈ500 mm 500 mmൈ500 mm 

（備考） 

(1) 対象箇所については図 CS26.1.2 を参照すること。 

(2) 通過しなくても対象箇所に両側から容易に近づけるように開口が設けられる場合は面材の幅の 1/2 又は 50 mm のいずれか大

きい方として差し支えない。 

(3) 検査を妨げる部材(タンク支持材を除く)がない場合は 450 mm として差し支えない。 

(4) 本会が認める場合は，貨物タンク周囲の各部に何らかの異常が発生し検査を実施する際にタンクを吊り上げる等により検査

スペースを確保することで，表中の値によらなくても差し支えない。 

 
図 CS26.1.2 
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b
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g
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CS26.1.4 点検設備及びはしごの仕様 
-1. 規則 CS 編 26.1.4-1.でいう「安全な通行を確保できる」とは次をいう。 
(1) はしご又はステップは，アクセスハッチのコーミングから必要以上に引き込んで設

備されていないこと。 
(2) 適宜ハンドグリップが設けられていること。 
(3) はしご又はステップは，十分に上方又は下方の必要な場所まで達していること。 
(4) はしごの途中においては，凹所がないこと。 
-2. 規則CS編 26.1.4の適用上，固定点検設備の一部として設けられる足場又は通路は，

次によること。 
(1) 足場又は通路のクリア幅は，600 mm 以上とすること。ただし，垂直桁部材のウェ

ブを迂回する必要のある部分においては，クリア幅を 450 mm として差し支えない。 
(2) 高所に設けられる足場又は通路には，開放された側に高さ 750 mm 以上の手摺を設

けること。 
(3) 水平桁等を足場等に利用する場合，直径が約 100 mm を超える軽目孔には固定され

たグレーチングを設ける。 
-3. 規則 CS 編 26.1.4 の適用上，固定点検設備のはしご又はステップは次によること。 
(1) はしご又はステップの幅は 250 mm 以上，壁面から踏板の遠端までの距離は 120 mm

以上とし，踏板は 250 mm 以上 350 mm 以下の心距をもって等間隔に配置したもの，

又はこれと同等のもの。ただし，CS26.1.3-1.(7)に定める固定点検設備として，ステ

ップを設ける場合は，ステップの両側に保護索等を取り付けることにより，壁面か

ら踏板の遠端までの距離を減ずることができる。 
(2) 垂直はしごは 9 m 以内の間隔で，傾斜はしごでは垂直距離で 12 m 以内の間隔で踊

り場を設けたもの。 
-4. CS26.1.3-2.(5)の規定により可搬式はしごを用いる場合には，はしごのフックをかけ

るための横棒を横肋骨間に設ける等，安全にはしごを固定できるものとする必要がある。 
-5. 点検設備としてボートを用いる場合は，次による必要がある。 
(1) 通常のバラストタンクの程度の注排水設備をタンクに設ける。 
(2) 制水隔壁を有するタンクには，制水隔壁上部に交通孔を設けるか，又は制水隔壁で

仕切られた部分ごとに点検用倉口又はマンホールを設ける。ただし，ゴムボートを

使用する場合，これらの倉口等の大きさはゴムボートをタンク内で展張することを

前提として定めることができる。 
(3) ボートは 3 人乗り以上のものとし，ゴムボートについては 1 個の気密室が破損して

も安全なものとする必要がある。ボートの隻数は最低 1 隻とするが，2 隻以上持つ

ことを推奨する。 

 
CS26.2 油タンカーに対する特別要件 

CS26.2.1 として次の 1 条を加える。 

CS26.2.1 適用 

-1. 規則 CS 編 26.2 の目的上，独立型タンクのみにより油を運送する油タンカーについ

ては，規則 CS 編 26.2 の規定を適用する必要はない。規則 CS 編 26.2 の規定を適用する場

合であっても独立型タンクが設置されたホールドスペースの交通にあっては CS26.1.2-2.
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及び CS26.1.3-3.の規定を適用すること。 
 
CS26.2.2 として次の 1 条を加える。 

CS26.2.2 一般 

-1. 規則 CS 編 26.2 の目的上，規則 B 編の該当する規定により精密検査又は板厚計測が

要求される場所及び構造的に重要な場所の精密検査を実施できるように，適切な点検設備

を設けること。この場合，「構造的に重要な場所」とは，計算により監視が必要であると認

識された位置又は類似船もしくは姉妹船の実績により船体構造の健全性に影響を与える

であろう亀裂，座屈，変形もしくは腐食が発生しやすいと認識された位置とする。燃料油

タンク及び貨物エリア前方の空所のような精密検査が要求されない区画にあっては，船体

構造の現状を報告するための概観検査に必要な点検設備を設けることとして差し支えな

い。 
-2. 規則 CS 編 26.2 において使用される用語の定義は，次のとおりとする。 
(1) 横木とは，垂直はしごのステップ又は垂直面のステップ（足掛け）をいう。 
(2) 踏み板とは，傾斜はしごのステップ又は垂直面の交通口のためのステップをいう。 
(3) 傾斜はしごによる移動とは，傾斜はしご側板の実長をいう。垂直はしごについては，

踊り場間の距離とする。 
(4) 水平桁とは，外板，横置隔壁及び／又は縦通隔壁に取り付けられる防撓された水平

板部材をいう。二重船側区画を形成する幅が 5 m 未満のバラストタンクにおいて

は，船側外板又は縦通隔壁に取り付けられた縦通材又は防撓材の部分における幅が

600 mm 以上の全長にわたる通路が設けられる場合，水平板部材を水平桁とみなし，

縦通の固定点検設備として認める。固定点検設備として使用する水平部材の開口に

は，水平部材上又はそれぞれのトランスウェブへの安全交通を阻害しないように手

摺又は格子の蓋を設けること。 
(5) 垂直はしごとは，傾斜角が 70 度以上 90 度以下のはしごをいう。垂直はしごの横倒

れは，2 度以下としなければならない。 
(6) 上部甲板支持構造とは，防撓材を含む甲板構造又は水平桁構造であって点検設備の

上方に配置されているものをいう。 
(7) 甲板下面下方の距離とは，板の下面から下方の距離をいう。 
(8) 甲板口側線内甲板とは，主甲板であって，倉口側縁材より船体中心線側の範囲をい

う。 
(9) 貨物エリアとは，油タンカーについては，規則 A 編 2.1.35 に規定される場所から

開放甲板区域を除いたものとする。ばら積貨物船については，貨物区域及びバラス

トタンク，コファダム，空所等であって，貨物区域に含まれる場所又は船体横断面

において貨物区域に隣接する場所をいう。ただし，図 CS26.2.2 に示すような機関

室船側に配置される燃料油タンクを保護する区画については，貨物油タンク又はス

ロップタンクと線接触となる場合であっても，規則 CS 編 26.2 の規定を適用する

ことを要しない。 
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図 CS26.2.2 

 

 
CS26.2.3 を次のように改める。 

CS26.2.3 区画への交通 
-1. 規則 CS 編 26.2.3-2.の適用上，「油もしくは危険な貨物を積載する計画のない」は

「これらと同様の区画」のみに適用され，ポンプ室，ディープ・コファダム，パイプ・ト

ンネル，貨物倉，二重船殻区画を経由して交通を行なうものとして差し支えない。 
-2. 規則 CS 編 26.2.3-3.にいう「甲板」とは，暴露甲板をいう。 
-1. 規則 CS 編 26.2.3 の適用上，甲板と水平桁，水平桁間，甲板間，甲板若しくは水平

桁と当該区画の底部，甲板若しくは水平桁と踊り場又は踊り場間の垂直距離とは，当該場

所における，下方の甲板，水平桁板又は踊り場の上面から上方の甲板，水平桁板又は踊り

場の下面までの垂直距離とする。 

-2. 規則 CS 編 26.2.3 の適用上，甲板からの交通口の設置にあたっては，構造強度上の

影響に十分配慮すること。 
-3. 規則 CS 編 26.2.3-2.の適用上，「油もしくは危険な貨物を積載する計画のない」は

「これらと同様の区画」のみに適用され，ポンプ室，ディープ・コファダム，パイプ・ト

ンネル，貨物倉，二重船殻区画を経由して交通を行なうものとして差し支えない。 
-4. 規則 CS 編 26.2.3-3.にいう「甲板」とは，暴露甲板をいう。 
-5. 規則 CS 編 26.2.3-4.の適用上，踊り場の配置を船体構造と整合させるために必要と

判断される場合，踊り場間の垂直距離を 6.6 m として差し支えない。 
-6. 規則 CS 編 26.2.3-4.(2)及び(4)の適用上，隣接する垂直はしごは，次の(1)から(3)によ

ること。（図 CS26.2.3-1.，図 CS26.2.3-2.及び表 CS26.2.3.参照） 
(1) 隣接する 2 つの垂直はしごの側板は，各側板の厚さの中心から少なくとも 200 mm

離れていること。 
(2) 隣接する上下の垂直はしごは，はしご間の移動が安全なものとなるように，下方の

垂直はしごは，踊り場から垂直方向に少なくとも 1,500 mm 重なるように配置しな

ければならない。ただし，側桁などの船体構造部材を隣接する垂直はしご間の移動
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のための足場として利用する場合であって，当該足場に手すりなどの安全な措置が

備えられたものにあってはこの限りではない。 
(3) 上方の垂直はしごは，その一部であっても，交通のための開口上に配置してはなら

ない。 
 

図 CS26.2.3-1. 踊り場の開口に設ける垂直はしご 

 
 

  

下方の垂直はしご C 

上方の垂直はしご 

踊り場 

B 

A 

A 
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図 CS26.2.3-2. 踊り場に近接して設ける垂直はしご 

 
 

表 CS26.2.3 寸法 
A 隣接する垂直はしごの側板間の水平距離 ≧200 mm 

B 踊り場から下方の垂直はしごの上端までの高さ ≧1,500* mm 

C 垂直はしごと踊り場の水平距離 100 mm≦C＜300 mm 

備考 

*：踊り場の手摺の高さは，少なくとも 1,000 mm であること。 

 
 

CS26.2.4 として次の 1 条を加える。 

CS26.2.4 区画内の交通 

-1. 規則 CS 編 26.2.4 にいう｢本会が適当と認める代替設備｣とは，例えば次の設備をい

う。 
(1) 安定した基台に設置された油圧式アーム 
(2) ワイヤにより昇降する作業台 
(3) 足場 
(4) ボート 
(5) ロボット・アーム又は遠隔制御機器 
(6) 長さが 5 m を超える可搬式はしご。ただし，その上部が機械的な装置によって固定

される場合にのみ使用することができる。ここでいう機械的な装置としてフックの

ようなものを使用する場合，はしごの上端が移動することを防止する措置を講ずる

こと。 
(7) その他の本会が適当と認めるもの 
-2. 規則 CS 編 26.2.4 の適用上，代替設備の選択に当たっては，次の事項を確保するこ

と。詳細については，規則 C 編 1 編附属書 14.16 を参照すること。 

下方の垂直はしご 

A 

B 

C 
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(1) 当該代替設備が，固定点検設備と同等の交通性及び安全性を与えること。 
(2) 当該代替設備が，使用される環境に適合したものであること。 
(3) タンク内の甲板支持構造を点検するために ROV 等を使用する場合については，開

放甲板から当該区画へのハッチ等から直接投入できるものであること。 
(4) 適当な安全規格等に適合したもの又は準じたものであること。 
(5) CS26.2.4-1.(3)，(4)及び(6)以外の代替設備を使用する場合にあっては，船籍国主管

庁及び船主が認めたものであること。 
-3. 代替設備としてボートを使用する場合にあっては，CS26.1.4-5.によること。また，

タンク又は区画における甲板下部分について，ウェブの深さが 1.5 m 以下の場合，ボート

単独で検査することが認められ得るが，ウェブの深さが 1.5 m を超える場合については，

甲板横桁で区切られた場所（以下，「ベイ」という。）に安全な出入りが可能となる固定設

備を設けること。ここでいう固定設備とは，次のいずれかとする。 
(1) 甲板の上方へ直接通ずる垂直はしご及び甲板から約 2 m 下方の位置に配置される

踊り場を，各ベイ毎に設けること。 
(2) タンク又は区画全長に亘る縦通固定プラットフォームであって，甲板下構造のボー

ト検査のために必要な最高漲水レベル以上に配置され，かつ，その前後端に甲板の

上方へ通ずるはしごが備えられているものを設けること。この場合，最高漲水レベ

ルは，甲板から下方への距離（タンクの長さ方向の中央における甲板横桁のスパン

中央の位置で計測する。）が 3 m を超えない位置を想定すること。（図 CS26.2.4 参

照）また，当該プラットフォームには，各ベイ毎に，最高漲水レベルにあるボート

からプラットフォームに安全に交通することが可能な適当な固定設備を備えるこ

と。（例えば，各ベイのいずれかの甲板横桁のウェブに，最高漲水レベルからプラ

ットフォームに乗り移るのに十分な高さまで，垂直はしご又はステップ（足掛け）

を設ける等。） 
-4. 規則 CS 編 26.2.4 の適用上，可搬式の点検設備の使用が必要な場所については，当

該可搬式設備の搬入及び架設が容易に行えることを検証すること。 
-5. 規則 CS 編 26.2.4 の適用上，区画の高さとは，それぞれの区画における区画の底板

の上面から頂板の下面までの垂直距離をいう。一般に，当該区画の高さは当該区画の最も

低い位置と最も高い位置で計るが，区画の高さが船長方向で変化する場合については，そ

れぞれの位置における高さを用いて当該場所における固定点検設備の要件を決定して差

し支えない。 
-6. 規則 CS 編 26.2.4 の適用上，構造部材への交通口の設置にあたっては，構造強度上

の影響に十分配慮すること。 
-7. 規則 CS 編 26.2.4 において別に規定される場合を除き，垂直部材の点検用に垂直は

しごを設ける場合については，垂直距離が 6m を超えない間隔で踊り場を備え，かつ，踊

り場で次のはしごに接続するよう千鳥に配置すること。また，隣接する上下のはしごは，

少なくとも当該はしごの幅の分だけ，水平方向にずらして配置すること。この規定の適用

上，隣接する垂直はしごは，CS26.2.3-6.によること。 
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図 CS26.2.4 いかだ／ボートの使用 

 
 
-8. 規則 CS 編 26.2.4-1.の適用上，貨物エリア内の空所及びコファダムであって，貨物

油タンク又はバラストタンクと同様の大きさを有する場所については，規則 CS 編 26.2.4-
1.の規定を適用する。 

-9. 規則 CS 編 26.2.4-1.(1)の適用上，(a)から(c)の規定は甲板支持構造部材の点検のため

の設備を，(d)から(f)の規定は垂直部材の点検のための設備を，それぞれ与えるものであり，

該当する部材がない場合，それぞれの規定を適用する必要は無い。ただし，甲板支持構造

部材（甲板横桁及び及び甲板縦通梁）は配置されていないが，横置隔壁及び縦通隔壁を支

持する垂直部材（甲板横桁下部の肘板を含む。）が配置されている場合については，規則

CS 編 26.2.4-1.(1)(d)から(f)の該当する規定に従うことに加え，当該垂直部材上部の点検の

ために，規則 CS 編 26.2.4-1.(1)(a)から(c)の規定に従った固定点検設備（例えば，甲板横桁

下部の肘板のみが配置される場合については，規則 CS 編 26.2.4-1.(1)(b)の縦通固定点検設

備のみで差し支えない。）を備えること。 
-10. 規則 CS 編 26.2.4-1.(1)(d)の適用において，鉱石運搬船の二重船側部を形成する幅が

5m 以上のバラストタンクについては，「縦通隔壁」を「縦通隔壁及び船側外板」と読み替

えて適用すること。 
-11. 前-1.にかかわらず，規則 CS 編 26.2.4-1.(1)(d)の適用において「本会が適当と認める

代替設備」とは，CS26.2.4-1.(2)のワイヤにより昇降する作業台又は固定点検設備と同等の

安全性を有するその他の設備を想定しており，ボート及びこれを使用するための固定装備

を備えることにより船舶の長さ方向に連続する固定点検設備の省略を認めるものではな

い。 
-12. 規則 CS 編 26.2.4-1.(4)の適用上，「本会が適当と認める設備」については，一般に，

ボートを使用することを想定している。ボートを使用する場合にあっては，前-3.によるこ

と。 
-13. 規則 CS 編 26.2.4-2.の適用上，空所及びコファダムであっても，規則 CS 編 26.2.4-2.

の規定を適用する。 
-14. 規則 CS 編 26.2.4-2.の適用上，船舶の長さ方向に連続した固定点検設備は，船側外

板又は縦通隔壁に取付けられる縦通肋骨を利用したものとすることができる。この場合，

固定点検設備が取り付けられた側と反対側の場所（船側外板側に取り付けられた場合は縦

通隔壁側，縦通隔壁側に取り付けられた場合は船側外板側の場所）の点検が必要と考えら

れる場所については，必要に応じて反対側の場所に交通するための踊り場を設けること。

また，トランスウェブの位置で交通口を通過する必要がある場合には，安全に交通するた
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めに当該トランスウェブの両側に適切な踊り場を設けること。 
-15 規則 CS 編 26.2.4-2.(1)の適用上，固定点検設備を船体構造の一部とするために設計

上必要であると認められる場合にあっては，その 10%を限度として，同(a)及び(b)に規定さ

れる垂直距離 6 m を超えることができる。 
-16. 規則 CS 編 26.2.4-2.(1)(a)の固定点検設備は，規則 CS 編 26.2.3-1.に規定する甲板か

らのはしごに接続すること。同規定により 2 組のはしごが設けられる場合には，いずれの

はしごにも接続すること。 
-17. 規則 CS 編 26.2.4-2.(2)の適用上，船体平行部を外れた場所におけるビルジホッパ部

の高さについては，前-5.にかかわらず，それぞれの位置におけるタンク底板からタンク斜

板までの垂直距離として差し支えない。 
-18. 規則 CS 編 26.2.4-2.(2)の適用上，最も船首側又は船尾側のタンクであって，船底外

板が基線より上方となる場合については，縦通固定点検設備に代えて，それぞれのトラン

スウェブに，上部ナックル点に交通可能な点検設備を設けることとして差し支えない。 
-19. 規則 CS 編 26.2.4-2.(2)の固定点検設備には，タンク底部から交通するはしごを設け

ること。 
-20. 規則 CS 編 26.2.4-4.にいう「本会が認める場合」とは，次のいずれにも該当する場

合をいう。 
(1) 当該代替設備が，固定点検設備と同等の交通性及び安全性を与える場合。 
(2) 船籍国主管庁及び船主が認める場合。 

 
CS26.2.5 として次の 1 条を加える。 

CS26.2.5 点検設備及びはしごの仕様 

-1. 規則 CS 編 26.2.5-1.にいう「十分な強度を有するもの」とは，船舶の耐用年数にお

いて十分な残存強度を有するよう設計されたものをいい，通常，船体構造と同様の防食措

置が採用されたものとする。 
-2. 規則 CS 編 26.2.5-3.にいう「歩路面が傾斜している場合」とは，船舶がトリム及び

横傾斜を生じていない状態の水平面から 5 度以上の傾斜を有する場合をいう。滑り防止措

置については，歩路面が濡れており，かつ，薄い残滓に覆われた状態で，靴底との間に十

分な摩擦力を生じるものとすること。 
-3. 規則 CS 編 26.2.5-4.で要求される手摺の詳細については，次による。 
(1) 手摺を分割式とする場合，頂部レールにおける間隙が 50 mm を超えないものとす

ること。頂部レールと中間レールを結合する構造とする場合であって結合部を湾曲

構造とするものについては，図 CS26.2.5-1.による。 
(2) 船体構造等による断続部分においては，頂部レールと船体構造等との間隙が 50 mm

を超えないものとすること。 
(3) 手摺を分割式とする場合，分割部において隣接する支柱の間隔は，通常，最大 350 

mm とすること。ただし，頂部レールと中間レールを結合する構造とする場合，分

割部における支柱の間隔を 550 mm として差し支えない。（図 CS26.2.5-1.参照） 
(4) 船体構造等による断続部分においては，支柱と船体構造との間隔は，通常，最大 200 

mm とすること。ただし，頂部レールと中間レールを結合する構造とする場合，分

割部における支柱の間隔を 300 mm として差し支えない。（図 CS26.2.5-1.参照） 
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図 CS26.2.5-1. 手摺の詳細 

 
 
-4. 規則 CS 編 26.2.5-4.で要求される手摺に GRP 等，鋼又はこれと同等のもの以外の材

料を採用する場合にあっては，当該タンクに積載される液体との適合性を考慮すること。

また，高温となるような状況において脱出経路として使用される可能性のある場所につい

ては，耐火性を有しない材料を使用しないこと。 
-5. 規則 CS 編 26.2.5-5.のに規定する 600 mmൈ600 mm 以上の開口については，その四す

みに適当な丸みを付けること。600 mmൈ600 mm の開口とする場合，その R は 100 mm 以下

とすること。開口周りの応力集中を避けるために，四すみの R を大きくする場合について

は，上記 600 mmൈ600 mm の開口と同等の交通性を確保するために，さらに大きな開口と

すること。例えば，600 mmൈ800 mm の開口とする場合には，300 mm 以下の R とすること

ができる。 
-6. 規則 CS 編 26.2.5-6.に規定する 600 mmൈ800 mm 以上の開口については，その四すみ

に適当な丸みを付けること。600 mmൈ800 mm の開口とする場合，その R は 300 mm 以下と

すること。また，上記 600 mmൈ800 mm の開口は，原則として垂直方向を 800 mm とする

が，二重底区画の桁板又は肋板のように，構造強度上大きな開口を設けることが望ましく

ない場合については，垂直方向を 600 mm として差し支えない。 
-7. 規則 CS 編 26.2.5-6.の適用上，担架に載せた負傷者を容易に搬出することが可能な

ことが検証される場合，通常の 600 mmൈ800 mm の開口とは異なる寸法の開口（例えば，

図 CS26.2.5-2.のようなもの。）とすることができる。 
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図 CS26.2.5-2. 垂直面に設ける交通口の例 

 
 
-8. 規則 CS 編 26.2.5-6.の適用上，船底外板から当該開口までの高さが 600 mm を超え

る場合にあっては，担架に載せた負傷者を容易に搬出することが可能なことを実証するこ

と。 
-9. 規則 CS 編 26.2.5-7.でいう「より小さい寸法」については，鋼船規則検査要領 S 編

表 S3.4.4 の規定を準用する。 
-10. 規則 CS 編 26.2.5-8.の適用上，船底外板から当該開口までの高さが 600 mm を超え

る場合にあっては，担架に載せた負傷者を容易に搬出することが可能なことを実証するこ

と。 
-11. 規則 CS 編 26.2.5-9.の適用上，はしご等の詳細は次によること。 
(1) 固定傾斜はしごは，その傾斜角を 70 度未満とすること。また，当該傾斜はしごの

表面から 750 mm の範囲は，障害物が無いようにすること。ただし，開口部分につ

いては，障害物の無い範囲を 600 mm として差し支えない。なお，この距離は当該

はしごの取付け斜面に対して垂直に計ること。幅方向については，600 mm の範囲

に手摺以外の障害物が無いようにすること。また，通常，垂直距離で 6 m を超えな

い間隔で，適当な大きさの踊り場を設けること。ただし，踊り場の配置を船体構造

と整合させるために必要と判断される場合，踊り場間の垂直距離を 6.6 m として差

し支えない。この場合，傾斜はしごによる移動は，実長で 9 m 以下とすること。は

しご及び手摺は，適切な強度と剛性を有する鋼又はこれと同等の材料で造られたも

のとし，支柱によりタンクの構造部材にしっかりと取り付けること。この時，支持

の方法及び支柱の長さについては，有害な振動を発生しないように配慮すること。

貨物倉内のはしごは，貨物荷役装置の接触に配慮して設計・配置すること。 
(2) 傾斜はしごの側板の間隔は，400 mm 以上とすること。ただし，ばら積貨物船の貨

物倉内に備える傾斜はしごについては，側板の間隔を 450 mm 以上とすること。横

木は等間隔に配置するものとし，その間隔は垂直距離で 200 mm から 300 mm の間

とすること。鋼構造のはしごとする場合，横木は，断面が 22 mmൈ22 mm 以上の角

棒 2 本から成るものとし，歩行面が水平となり，かつ，角棒の角が垂直上方となる

ように配置すること。これらの横木は，側桁間に間隙を設けることなく両側連続溶

接により取り付けられるものとする。すべての傾斜はしごには，堅固な構造であっ

て横木からの高さが 890 mm 以上の手摺を両側に備えること。側板と手摺の頂部レ

ールの間隙が 500 mm を超える場合は，当該手摺に中間レールを備えること。 
(3) 垂直はしごの幅及び構造については，次によること。その他詳細については，本会

が適当と認める国際又は国内規格によること。 
(a) 側板の間隔は，350 mm 以上とすること。 
(b) 横木は等間隔に配置するものとし，その間隔は垂直距離で 250 mm から 350 mm

の間とすること。 
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(c) 横木は，断面が 22 mmൈ22 mm 以上の角棒とし，歩行面が水平となり，かつ，

角棒の角が垂直上方となるように配置すること。 
(d) 2.5 m を超えない間隔で支柱を設け，タンクの構造部材にしっかりと取り付け

ること。 
(e) ばら積貨物船の倉内肋骨間に取り付けられるものを除き，当該はしごの移動面

の幅 600 mm の範囲については，障害物がないようにすること。また，はしご

の移動面から垂直方向 600 mm の範囲についても，実行可能な限りクリアとす

ること。 
(4) 螺旋階段については，その幅及び構造は本会が適当と認める国際又は国内規格によ

ること。 
(5) はしごに設けられる踊り場については，規則 CS 編 26.2.5-1.から-4.にならうこと。 
(6) 自立構造の可搬式はしごは，CS26.2.4-1.(6)で認められるものを除き，長さが 5 m 以

下のものとすること。また，適当な安全規格等に適合したものとすること。 
(7) 可搬式及び移動式点検設備の選択にあたっては，規則 C 編 1 編附属書 14.16 を参照

すること。 
 
CS26.2.6 として次の 1 条を加える。 

CS26.2.6 点検設備に関する手引書 

-1. 規則 CS 編 26.2.6-1.で要求される点検設備に関する手引書は，次の 2 部構成とする

こと。 
(1) 第 I 部 

規則 CS 編 26.2.6-1.(1)から(7)に規定される内容を含むものであり，以下の事項が明

記されていること。内容に変更が生じた際は，本会の承認を受けること。 
(a) 規則 CS 編 26.2 の規定により要求される点検設備に変更が生じた際等に，内容

を修正のうえ，本会の承認を受ける必要があること及びその手順。 
(b) 点検設備の有効性の検証が，当該設備が取り付けられている区画の検査の一部

であること。 
(c) 船舶の乗務員及び当該船舶の管理会社の責任ある人間による点検設備の点検

が，定期的な点検及び保守の一環として行われなければならないこと。 
(d) 点検設備に不具合が生じた時の措置。 
(e) 可搬式の点検設備を使用することになっている場合については，当該設備をど

こからどのように対象となる区画内に搬入するかを示す図。 
(2) 第 II 部 

規則 CS 編 26.2.6-1.(8)に規定される点検及び保守の記録並びに就航後の可搬式の点

検設備の変更に関する記録のための様式。本会は，製造中登録検査においてその様

式のみを承認する。 
-2. 規則 CS 編 26.2.6-1.で要求される点検設備に関する手引書は，当該船舶の乗務員が

理解できる言語により作成されること。その言語が英語でない場合，少なくとも英語によ

る翻訳が付されること。 
-3. 規則 CS 編 26.2.6-1.(3)にいう「構造的に重要な場所」については，CS26.2.2-1.の規

定によること。 
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附属書 CS1.3.1-1.として次の附属書を加える。 
 

附属書 CS1.3.1-1. 高張力鋼を使用する場合の船体構造に関する検査要領 

1.1 一般 

1.1.1 適用 
規則 K 編 3 章に規定する高張力鋼 KA32，KD32，KE32 及び KF32（以下「HT32」と記

す），KA36，KD36，KE36 及び KF36（以下「HT36」と記す）並びに KA40，KD40，KE40
及び KF40（以下「HT40」と記す）を使用する場合の構造及び部材寸法は，規則に定める

ほかは，以下の規定による。また，HT32，HT36 及び HT40 以外の高張力鋼を使用する場

合の構造及び部材寸法等は，使用する材料の機械的性質を勘案して適当に増減することが

ある。 

1.1.2 構造詳細等 
-1. 船体構造に強さの異なる鋼材を混用して配置する場合，強さの高い鋼材に隣接する

強さの低い方の鋼材に生じる応力については，十分に配慮すること。 
-2. 桁に高張力鋼を使用し，桁に支持される防撓材には桁板の鋼材より強さの低い鋼材

を使用する場合には，防撓材に過大な付加応力を生じないよう，桁の剛性，あるいは防撓

材の寸法について十分考慮を払うこと。 
-3. 高張力鋼を使用する部材については，著しい応力集中を生じないよう構造の詳細に

考慮を払うこと。 
-4. 船体構造の広範囲にわたり，高張力鋼を使用する場合には，詳細な強度検討を行い，

その結果を本会に提出すること。 
 

1.2 構造部材 

1.2.1 一般 
-1. 部材寸法 
(1) 高張力鋼を使用する部材の寸法は，1.2.2 に示す方法により算定された値以上とす

る。 
(2) 高張力鋼を使用して，規則 CS 編 1.3.1-2.(1)により船の中央部における船体横断面

の断面係数を低減する船で，強力甲板及び船底を縦式構造とする船の構造及び寸法

は，前(1)によるほか，1.2.3 の規定にも適合すること。強力甲板あるいは船底を横

式構造とする船の場合については，その構造及び部材寸法は，本会の適当と認める

ところによる。 
-2. 記号 
本要領において用いる記号は，特に定める場合を除き，次の(1)から(4)による。 
(1) 𝑓ு及び𝑓ுは，次による。 

𝑓ு ൌ
𝑍ெ 

𝑍ு  ௦
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𝑓ு ൌ
𝑍ெ 

𝑍ு ௦
 

𝑍ெ :規則 CS 編 15 章の規定により定まる軟鋼を使用する場合の船体横断面係数 
𝑍ு ௦及び𝑍ு ௦:それぞれ，強力甲板及び船底に対する船の実際の船体横断面係

数 
(2) K は使用する鋼材の材料強度に応じた係数で，次による。 

HT32 に対して 0.78 
HT36 に対して 0.72 
HT40 に対して 0.68（ただし，構造の疲労強度評価の結果に基づき，本会が適当と

認める場合には 0.66 とすることができる。） 
ステンレス圧延鋼材及びステンレスクラッド鋼板に対して規則 CS 編 1.3.1-4.に規

定する値 
(3) 板の厚さ𝑡ெ，断面係数𝑍ெ及び断面二次モーメント𝐼ெは，軟鋼を使用した場合に規

則により規定される値を示し，𝑡ு，𝑍ு及び𝐼ுは，高張力鋼を使用した場合の値を示

す。 
(4) 特に規定しない記号については，規則 CS 編の該当各章による。 

1.2.2 部材寸法の算定法等 
-1. 二重底 
規則 CS 編 6 章に規定する二重底の構造諸材の部材寸法に関する算式を表 1.2-1.に示す

算式におきかえる。 
-2. 肋骨 
(1) 規則 CS 編 7 章に規定する肋骨の部材寸法に関する算式を表 1.2-2.に示す算式にお

きかえる。 
(2) 肋骨下端部 

倉内横肋骨及び特設肋骨の下端部において，下部股板の上端から上方約 300mm の

位置までの肋骨の断面係数は次式により定まる値未満としないこと。 
𝑍ு ൌ 𝑍ெ 
ただし，肋骨下端部の構造について十分な配慮がなされる場合には，表 1.2-2.の算

式により定まる値として差し支えない。 
-3. 梁，梁柱及び甲板桁 
規則 CS 編 10 章，11 章及び 12 章に規定する梁，梁柱及び甲板桁の部材寸法に関する算

式を表 1.2-3.に示す算式におきかえる。 
-4. 水密隔壁 
規則 CS 編 13 章に規定する水密隔壁の部材寸法に関する算式を表 1.2-4.に示す算式にお

きかえる。 
-5. 深水タンク 
規則 CS 編 14 章に規定する深水タンクの部材寸法に関する算式を表 1.2-5.に示す算式に

おきかえる。 
-6. 外板 
規則CS編 16章に規定する外板の寸法に関する算式を表 1.2-6.に示す算式におきかえる。 
-7. 甲板 
規則 CS 編 17 章に規定する甲板の厚さに関する算式を次の算式におきかえる。 
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𝑡ு ൌ √𝐾ሺ𝑡ெ െ 2.5ሻ  2.5 (mm) 

1.2.3 縦強度部材に関する特別規定 
-1. 適用 
本項の規定は，強力甲板及び船底を縦式構造とする船で，規則 CS 編 1.3.1-2.(1)により，

高張力鋼を使用して船の中央部における船体横断面の係数を低減する場合に適用する。 
-2. 高張力鋼の使用範囲 
次の(1)から(7)までに示す範囲には，高張力鋼を使用すること。 
(1) 強力甲板あるいは船底から次に定める点までの縦強度部材（図 1.2-1.及び図 1.2-2.

参照） 
(a) 強力甲板部 

𝑏 ൌ 𝑦 ቀ1 െ ଵ

ವಹ
ቁ (m) 

𝑦：船体横断面の中性軸から強力甲板までの距離（m） 
(b) 船底部 

𝑏 ൌ 𝑦 ቀ1 െ ଵ

ಳಹ
ቁ (m) 

𝑦：船体横断面の中性軸から竜骨上面までの距離（m） 
 

図 1.2-1. 甲板と船底に高張力綱を 
使用する場合 

図 1.2-2. 甲板のみに高張力綱を 
使用する場合 

  
 

(2) 強力甲板上の縦強度部材 
(3) 倉口側線内の甲板のうち図 1.2-3.に示す範囲 
(4) 倉口縁材とその水平防撓材のうち図 1.2-4.に示す範囲 
(5) 高張力鋼に溶接される，ガッタバーとビルジキール。ただし，ビルジキールがリベ

ット構造の場合は，船体付平鋼以外は高張力鋼とする必要はない。 
(6) 開孔を補強する為に取付けるダブリング等で，高張力鋼の縦強度部材に対応するも

の。 
(7) 船の中央部 0.5L 間は高張力鋼とすることを推挙する。船の中央部 0.5L 間を高張力

鋼としない場合は，船の中央部の 0.4L と 0.5L の間の船体横断面係数の連続性に対

し特に考慮を払う必要がある。 
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図 1.2-3. 甲板 

 
 

図 1.2-4. 倉口縁材 

 
 

-3. 部材寸法 
(1) 高張力鋼を使用する部材の部材寸法は，前 1.2.2 によるほか，次の(3)による。 
(2) 軟鋼を使用する部材の寸法は規則によるほか，次の(3)による。ただし，規則の該当

各規定の算式中の𝑓及び𝑓に代えて，前 1.2.1-2.の𝑓ு及び𝑓ுを使用する。 
(3) 縦通梁及び縦通肋骨に用いる平鋼の深さと厚さの比，並びに縦通梁及び舷側厚板に

固着される船側縦通肋骨の細長比は規則による。 
-4. 縦強度部材のテーパ 
(1) 高張力鋼を使用した縦強度部材のテーパは，船の全長にわたり高張力鋼で建造され

る場合を想定して，規則のテーパに関する規定による。 
(2) 船の中央部に高張力鋼を使用する船の中央部の前後における軟鋼の部材の寸法は

図 1.2-5.による。 
(3) 高張力鋼と軟鋼の接合部においては，両者の板厚に著しく差が生じない等，連続性

に対して考慮を払う必要がある。 
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図 1.2-5. 船の前後部における軟綱の部材寸法 

 
𝛼：規定の位置における規定の軽減量 
𝑎：L の中央部における高張力鋼の実際の寸法 
𝑏：軟鋼で建造する場合の L の中央部における部材寸法で次による。 

 

(a) 外板及び縦通隔壁の板厚 
ଵ

√
ሺ𝑎 െ 𝑡ሻ  𝑡 (mm) 

𝑡：次による。 
船側外板 

タンカー：2.5（ただし，バラストを漲水する予定のある貨物油タンクの囲壁を

構成する場合には，3.0）(mm) 
その他の船舶：2.5(mm) 

縦通隔壁 
タンカー：3.5 (mm) 
その他の船舶：2.5(mm) 

(b) 強力甲板の縦強度部材の有効断面積 
𝑏 ൌ 𝛽𝑎 
𝛽：次による。 

タンカーの場合 
HT32 に対して 1.27 
HT36 に対して 1.38 
HT40 に対して 1.46 

その他の船舶の場合 
HT32 に対して 1.34 
HT36 に対して 1.45 
HT40 に対して 1.54 

ただし，軟鋼で建造される場合を想定した時の L の中央における強力甲板の縦

強度部材の有効断面積が求められている場合は，次の値とすることができる。 

𝛽 ൌ
𝑆ଵ
𝑆ଶ

 

𝑆ଵ:軟鋼で建造される場合を想定した時の L の中央における強力甲板の有効断

面積 
𝑆ଶ:高張力鋼の船の L の中央における強力甲板の有効断面積 
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(c) 縦通肋骨，縦通梁及び隔壁の防撓材の断面係数 
𝑎
𝐾

 

 

表 1.2-1. 二重底 
部材 規則条項番号 部材寸法 

組立肋板 6.5.2-1. 断面係数：K𝐶𝑆ℎ𝑙ଶ（cm3） 

船底縦通肋骨 6.6.2-1. 断面係数：K𝐶𝑆ℎ𝑙ଶ（cm3） 

型鋼支柱 6.6.3-2. 断面積：2.2𝐾𝑆𝑏ℎ (cm2) 

内底板 6.7.1 内底板の厚さ：3.8𝑆√𝑑𝐾  2.5（mm） 

船首船底補強部の外板縦通

防撓材及び船底縦通肋骨 
6.9.4 断面係数：0.53𝐾𝑃𝜆𝑙ଶ (cm3) 

 

表 1.2-2. 肋骨 
部材 規則条項番号 部材寸法 

倉内横肋骨 7.3.2 断面係数： 𝑍ு ൌ 𝐾𝑍ெ 

船側縦通肋骨 7.4.1 断面係数： 𝑍ு ൌ 𝐾𝑍ெ 

特設肋骨 7.4.2 
断面係数：𝑍ு ൌ 𝐾𝑍ெ 

ウェブの厚さ：
మ

ଵ
⋅
ௌ

ௗభ
 2.5 (mm) 

甲板間肋骨 7.5.2 断面係数：𝑍ு ൌ 𝐾𝑍ெ 

船首隔壁より前方の乾舷甲

板下の横肋骨 
7.6.1 断面係数：𝑍ு ൌ 𝐾𝑍ெ 

船首隔壁より前方の乾舷甲

板下の縦通肋骨 
7.6.2 断面係数：𝑍ு ൌ 𝐾𝑍ெ 
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表 1.2-3. 梁，梁柱及び甲板桁 
部材 規則条項番号 部材寸法 

縦通梁及び横置梁 10.2.3 及び 10.3.3 断面係数：𝑍ு ൌ 𝐾𝑍ெ 

梁柱 11.2.1 断面積：
.ଶଶଷఠ

ଶ.ଶି


ೖబ√಼

 (cm2) 

甲板桁 12.2.1 及び 12.3.1 断面係数：𝑍ு ൌ 𝐾𝑍ெ 

 12.2.2 及び 12.3.2 断面二次モーメント：𝐼ு ൌ 𝐼ெ 

 

12.2.3 及び 12.3.3 ウェブの厚さ 
(i) 強力甲板の甲板口側線外で船の中央部に設ける縦桁 

10ඥ𝑓ு𝑆ଵ  2.5 (mm) 
その他の縦横桁 

10S1+2.5 (mm) 
(ii) 端部 0.2l 間 

ସ.ସଷ

ଵ
⋅


ௗబ
 2.5 (mm) 

0.813 ∙ ට
ௌభ

మ

ௗబ

య
 2.5 (mm) 

 
表 1.2-4. 水密隔壁 

部材 規則条項番号 部材寸法 

隔壁板 13.2.1 
厚さ：3.2𝑆√𝐾ℎ  2.5 (mm) 
ただし，5.9S+2.5 (mm)未満としないこと。 

防撓材 13.2.3 断面係数：𝑍ு ൌ 𝐾𝑍ெ 

防撓桁 13.2.5 
断面係数：𝑍ு ൌ 𝐾𝑍ெ 
断面二次モーメント：𝐼ு ൌ 𝐾𝐼ெ 

波形隔壁 13.2.9 

厚さ：3.4𝐶𝑆ଵ√𝐾ℎ  2.5 (mm) 
ただし，5.9CS1+2.5 (mm)未満としないこと。 
径間の断面係数：𝑍ு ൌ 𝐾𝑍ெ 
母線方向の端部 0.2l 間の板の厚さ 

ウェブ部の板：0.0417
ௌ

ௗబ
 2.5 (mm)及び 1.74 ∙ ට

ௌమ

ௗబ

య
 2.5 (mm) 

面材部の板：
ଵଶ

√
𝑎  2.5 (mm) 
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表 1.2-5. 深水タンク 
部材 規則条項番号 部材寸法 

隔壁板 14.2.2 厚さ：3.6𝑆√𝐾ℎ  3.5 (mm) 

防撓材 14.2.3 断面係数：𝑍ு ൌ 𝐾𝑍ெ 

防撓桁 14.2.4 

断面係数: 𝑍ு ൌ 𝐾𝑍ெ 
断面二次モーメント: 𝐼ு ൌ 𝐾𝐼ெ 

10S1+3.5 (mm) 

波形隔壁 14.2.8 

厚さ：3.6𝐶𝑆ଵ√𝐾ℎ  3.5 (mm) 
径間の断面係数：𝑍ு ൌ 𝐾𝑍ெ 
端部 0.2l 間の板の厚さ 

ウェブ部の板：0.0417
ௌ

ௗబ
 3.5 (mm)及び 1.74 ∙ ට

ௌమ

ௗబ

య
 3.5 (mm) 

面材部の板：
ଵଶ

√
𝑎  3.5 (mm) 

 
表 1.2-6. 外板 

部材 規則条項番号 部材寸法 

強力甲板より下方の外

板 
16.3.1 最小板厚：ሺ0.044𝐿  5.6ሻ√𝐾（mm） 

船側外板 16.3.2 横式構造の場合の厚さ：4.1𝑆ඥሺ𝑑  0.04𝐿ሻ𝐾  2.5（mm） 

船底外板 16.3.4 (1) 横肋骨式構造の場合 

4.7𝑆ඥሺ𝑑  0.035𝐿ሻ𝐾  2.5（mm） 

(2) 縦肋骨式構造の場合 

4.0𝑆ඥሺ𝑑  0.035𝐿ሻ𝐾  2.5（mm） 

前後部の外板 16.4.1 厚さ：ሺ0.044𝐿  5.6ሻ√𝐾（mm） 

船首端から 0.3L 間の外

板 
16.4.2 厚さ：1.34𝑆√𝐾𝐿  2.5（mm） 

船尾端から 0.3L 間の外

板 
16.4.3 厚さ：1.20𝑆√𝐾𝐿  2.5（mm） 

船首船底補強部の外板 16.4.4 厚さ：𝐶𝑆√𝐾𝑃  2.5（mm） 
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付録 1 を削る。 
 

付録 1 検査要領 C 編の準用 

以下，規則 CS 編の規定に関する検査要領は，表 CS 検査要領対応表に示す通り鋼船規

則検査要領 C 編を準用する。 
 

表 CS 検査要領対応表 
規則 CS 編 検査要領 C 編 規則 CS 編 検査要領 C 編 規則 CS 編 検査要領 C 編 

1.1.3 C1.1.3[注 1] 14.1.3 C14.1.3 21.1.2 C23.1.2[注 21] 

1.3.1 

C1.1.7 14.2.3 C14.2.3 21.1.3 C23.1.3[注 22] 

C1.1.11 及び 15.1.1 C15.1.1 21.2.1 C23.2.1[注 23] 

C1.1.12 15.2.1 C15.2.1 21.2.2 C23.2.2[注 24] 

2.1.1 C2.1.1 15.2.3 C15.2.3 21.2.3 C23.2.3 

2.2.2 C2.2.2 16.3.3 C16.3.3 21.3 C23.3 

2.2.3 C2.2.3 16.4.4 C16.4.4 21.4 C23.4[注 25] 

2.2.4 C2.2.4 16.5.3 C16.6.1 21.5.1 C23.5.1[注 26] 

3 章 C3 16.6.1 C16.7.1 21.5.3 C23.5.3[注 27] 

4 章 C4[注 2] 16.6.2 C16.7.2 21.5.7 C23.5.7[注 28] 

5 章 C5 17.1.1-1 C10.2.1[注 10] 21.6.5 C23.6.5[注 29] 

6.6.2-1 C6.4.3-2. 17.2.1 C17.1.1 21.6.7 C23.6.7[注 30] 

6.7.1 C6.5.1-1.及び-4. 17.2.2 C17.1.2 21.6.8 C23.6.8 

6.9 C6.8 17.2.4 C17.1.4[注 11] 21.7.1 C23.7.1[注 31] 

7.5.2 C7.6.2[注 5] 17.2.5 C17.1.5 21.7.2 C23.7.2 

7.5.3 C7.6.3[注 6] 17.3.2 C17.2.2 21.8.1 C23.8.1[注 32] 

8.3 C7.5.3 17.3.4 C17.2.4 21.9.1 C23.9.1[注 33] 

9.1.2 C9.1.2[注 7] 17.3.5 C17.2.5 22.2.1 C24.2.1 

9.1.3 C9.1.3 17.4.1 C17.3.1 22.4.1 C25.2.1[注 34] 

10.1.2 C10.1.2 17.4.5 C17.3.5 22.4.2 C25.2.2 

10.2.3 C10.3.3[注 8] 18 章 C18 22.4.3 C25.2.3[注 35] 

10.3.2 C10.4.2 19.1.2 C20.1.2[注 12] 23 章 C27 

10.7.1 C10.9.1 19.2.4 C20.2.4[注 13] 
24.1.1 

C29.1.1[注 36] 
       [注 37] 11.1.2 C11.1.2 19.2.5 C20.2.5[注 14] 

11.2.1 C11.2.1 19.2.6 C20.2.6[注 15] 24.1.2 C29.1.2[注 38] 

12.1.3 C12.1.3 19.2.10 C20.2.10[注 16] 24.3.2 C29.4.2 

12.1.4 C12.1.4 19.2.12 C20.2.12[注 17] 24.9.4 C29.7.4[注 39] 

12.2.1 C12.2.1[注 9] 19.2.13 C20.2.13[注 18] 24.11.5 C29.12.4 

13.1.1 C13.1.1 19.3.5 C20.3.5[注 19] 25.1.2 C34.1.2[注 40] 

13.1.4 C13.1.4 19.4.2 C20.4.2 26 章 C35 

13.2.3 C13.2.3 20.2.2 C21.2.2  

13.3 C13.3 21.1.1 C23.1.1[注 20] 

注 

[注 1] C1.1.3-2.(2)(a)中，規則 C 編 5 章は規則 CS 編 5 章に，規則 C 編 5.5.2 は，規則 CS 編 5.4.3 と読替える。 

 C1.1.3-2.(2)(b)中，規則 C 編 7 章は規則 CS 編 7 章に，7.6.2-2.は 7.5.2-1.と読替える。 

 C1.1.3-2.(2)(c)中，規則 C 編 10 章は，規則 CS 編 17 章に，10.2.1-2.は 17.1.1-2.と読替える。 

 C1.1.3-2.(2)(d)中，規則 C 編 16 章は，規則 CS 編 16 章と読替える。 

 C1.1.3-2.(2)(e)中，規則 C 編 18 章は，規則 CS 編 18 章と読替える。 

 C1.1.3-2.(2)(g)中，規則 C 編 20 章は，規則 CS 編 19 章と読替える。 

[注 2] C4.2.3-2.中，規則 C 編 23.6.5-2.は規則 CS 編 21.6.5-2.と読替える。 

[注 3]（削除） 

[注 4]（削除） 

[注 5] C7.6.2 中，規則 C 編 7.6.2 は規則 CS 編 7.5.2 と読替える。 
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[注 6] C7.6.3 中，規則 C 編 7.6.2-2.，7.7.1 及び 7.8.1 はそれぞれ規則 CS 編 7.5.2-1.，7.6.1 及び 7.6.3 と読替える。 

[注 7] C9.1.2 中，規則 C 編 9.2.2-2.(2)は規則 CS 編 9.2.2-5.と読替える。 

[注 8] C10.3.3 中，規則 C 編 10.3.3-1.及び-2.は規則 CS 編 10.2.3-1.及び-2.と読替える。 

[注 9] C12.2.1 中，規則 C 編 12.2.1-1.および-2.は規則 CS 編 12.2.1-1.及び-2.と読替える。 

[注 10] C10.2.1 中，規則 C 編 10.2.1-1.は，規則 CS 編 17.1.1-1.と読替える。 

[注 11] C17.1.4 中，規則 C 編 17.1.4-2.は，規則 CS 編 17.2.4-2.と読替える。 

[注 12] C20.1.2 中，規則 C 編 20.1.2 は規則 CS 編 19.1.2 と読替える。 

[注 13] C20.2.4 中，規則 C 編 20.2.4 は規則 CS 編 19.2.4 に，規則 C 編 20.2.10 は規則 CS 編 19.2.10 と読替える。 

[注 14] C20.2.5 中，規則 C 編 20.2.4，規則 C 編 20.2.5 はそれぞれ規則 CS 編 19.2.4，規則 CS 編 19.2.5 と読替える。 

[注 15] C20.2.6 中，規則 C 編 20.2，規則 C 編 20.2.4，規則 C 編 20.2.6，規則 C 編 20.2.5 はそれぞれ規則 CS 編 19.2，規則 CS

編 19.2.4，規則 CS 編 19.2.6，規則 CS 編 19.2.5 と読替える。 

[注 16] C20.2.10 中，規則 C 編 20.2.10-2.は，規則 CS 編 19.2.10-2.と読替える。 

[注 17] C20.2.12 中，規則 C 編 20.2.12 は規則 CS 編 19.2.12 と読替える。 

[注 18] C20.2.13 中，規則 C 編 20.2.13 は規則 CS 編 19.2.13 と読替える。 

[注 19] C20.3.5 中，規則 C 編 20.3.5 及び 20.1.2 はそれぞれ規則 CS 編 19.3.5 及び 19.1.2 と読替える。 

[注 20] C23.1.1 中，規則 C 編 23.1.1-2.(2)は規則 CS 編 21.1.1-2.(2)と読替える。 

[注 21] C23.1.2 中，規則 C 編 23.1.2 は規則 CS 編 21.1.2 と読替える。 

[注 22] C23.1.3 中，規則 C 編 23.1.3-4.は規則 CS 編 21.1.3-4.と読替える。 

[注 23] C23.2.1 中，規則 C 編 23.2.1-3.，23.2.1-4.及び 23.2.2-4.は，それぞれ規則 CS 編 21.2.1-3.，21.2.1-4.及び 21.2.2-4.と読替

える。 

[注 24] C23.2.2 中，規則 C 編 23.2.2，23.2.2-1.，23.2.2-2.及び 23.2.2-3.は，それぞれ規則 CS 編 21.2.2，21.2.2-1.，21.2.2-2.及び

21.2.2-3.と読替える。 

[注 25] C23.4.5-2.中，L’は L と読替える。L は規則 A 編 2.1.2 による船の長さ。 

[注 26] C23.5.1-2.中，規則 C 編 23.5.1-1.及び表 C23.5 はそれぞれ規則 CS 編 21.5.1-1.及び表 CS21.5 と読替える。 

[注 27] C23.5.3 中，規則 C 編 23.5.3-5.は規則 CS 編 21.5.3-5.と読替える。 

[注 28] C23.5.7 中，規則 C 編 23.5.7-3.は規則 CS 編 21.5.7-3.と読替える。 

[注 29] C23.6.5 中，規則 C 編 23.6.5 及び 23.6.5-1.はそれぞれ規則 CS 編 21.6.5 及び 21.6.5-1.と読替える。 

[注 30] C23.6.7 中，規則 C 編 23.6.7，23.6.1 及び 20.1.2 はそれぞれ規則 CS 編 21.6.7，21.6.1 及び 19.1.2 と読替える。 

[注 31] C23.7.1 中，規則 C 編 19 章，23.1.2-2.及び 23.7.1 は規則 CS 編 18 章 21.1.2-2.及び 21.7.1 と読替える。 

[注 32] C23.8.1 中，規則 C 編 23.8.1-1.を規則 CS 編 21.8.1-1.と読替える。 

[注 33] C23.9.1 中，規則 C 編 23.9.1 は規則 CS 編 21.9.1 と読替える。 

[注 34] 国際航海に従事しない船舶については，C25.2.1-2 の規定を適用する必要はない。 

[注 35] C25.2.3 中，規則 C 編 25.2.3 は規則 CS 編 22.4.3 と読替える。 

[注 36] C29.1.1-1.(1)中，規則 C 編 29 章は規則 CS 編 24 章と読替える。 

[注 37] C29.1.1-3.(1)(b)i)中，規則 C 編 29.4，29.5 及び 29.6 は規則 CS 編 24.3，24.4 及び 24.7 と読替える。 

[注 38] C29.1.2-4.(1)中，規則 C 編 29.1.2-2.は規則 CS 編 24.1.2-2.と読替える。 

[注 39] C29.7.4 中，規則 C 編 29.7.4 は規則 CS 編 24.9.4 と読替える。 

[注 40] C34.1.2 中，規則 C 編 34.1.2-1.は規則 CS 編 25.1.2-1.と読替える。 
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D 編 機関 

D13 管艤装 

D13.2 配管 

D13.2.5 隔壁弁 
 
-3.を次のように改める。 
 

-3. 規則 D 編 13.2.5-1.及び-2.にいう船首隔壁は，当該隔壁の乾舷甲板より下方の部分と

する。ただし，規則 C 編 13.1.5(2)1 編 2.2.1.5(2)による船首隔壁の延長部（乾舷甲板より上

方の風雨密とする部分）を貫通する管であって，当該隔壁より後方の閉囲区画内に開口す

るものにあっては，当該隔壁の後側に自動逆止弁を設けること。 

 
D13.5 ビルジ管装置及びバラスト管装置 

D13.5.3 ビルジ吸引管の内径 
 
-3.を次のように改める。 
 

-3. 特に大きい乾舷を有する船舶のビルジ吸引管の内径 
特に大きい乾舷を有するビルジ吸引管の内径を算定する場合には，C1.1.3-2.(2)(i)を参照

のことDを「竜骨の上面から仮想乾舷甲板までの垂直距離」に代えることができる。 

 
D13.8 測深装置 

D13.8.5 ばら積貨物船等の水位検知警報装置 
 
-3.(2)を次のように改める。 
 

-3. 規則 D 編 13.8.5-1.(4)にいう｢本会が適当と認める構造及び機能を有するもの｣とは，

次の(1)から(8)の要件を満足し，船用材料・機器等の承認及び認定要領第 7 編 5 章の規定に

基づき承認されたもの又は IMO 決議 MSC.188(79)に基づき本会が適当と認める機関により

承認されたものをいう。 
(1) （省略） 
(2) 水位検知警報装置に使用される電気機器の保護外被は，設置場所に応じて次の(a)

から(c)によること。 
(a) 設置が要求される区画内（規則 C 編 4 章 1 編 2.3 の浸水損傷時復原性要件及び

規則 V 編において乾舷を減じる船舶に適用される一区画可浸要件の適用にお

いて，当該区画の浸水時に同時に浸水する隣接区画を含む。）：IP68 
(b) 暴露甲板上であって貨物倉又はバラストタンクの上方となる場所：IP56 以上 
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(c) 前(a)又は(b)以外の場所：規則 H 編の規定による 
（(3)から(8)は省略） 

 
 
 

D14 タンカーの管装置 

D14.3 貨物油ポンプ室，コファダム，貨物油タンクに隣接するタンクの諸管装置 

D14.3.2 貨物油タンクに隣接するバラストタンク 
 
-3.(2)を次のように改める。 
 

-3. 貨物油タンクに隣接するバラストタンクの空気管（規則 D 編 14.3.2-4.） 
(1) （省略） 
(2) 貨物油タンクに隣接するバラストタンクに高位液面警報装置又は規則 C 編

29.12.22-7 編 14.1.2.1 の規定による倉口を設ける場合の空気管の合計断面積は，規

則 D 編 13.6.3(1)の規定による断面積又は 1000 cm2 のうち，小さい方以上とするこ

とができる。 
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D15 操舵装置 

D15.1 一般 

D15.1.1 適用 
 
-2.を次のように改める。 
 

-2. 手動の操舵装置のコドラントチェーン，円材，滑車等については次による。 
(1) コドラントの寸法は次に定めるところによる。 

(a) 3 個の腕を有する場合の各部の寸法は，次の算式による値以上としなければな

らない。 
i) ボスの寸法 

𝐻 ൌ 4.27 ∙ ඥ𝑇ோ𝐾ொ
య （mm） 

𝐷 ൌ 7.69 ∙ ඥ𝑇ோ𝐾ொ
య （mm） 

ii) ボスに連続する箇所の腕の寸法 

𝐵 ൌ 3.29 ∙ ඥ𝑇ோ𝐾ொ
య （mm） 

𝑇 ൌ 1.67 ∙ ඥ𝑇ோ𝐾ொ
య （mm） 

iii) 外端における腕の寸法 

𝐵 ൌ 2.22 ∙ ඥ𝑇ோ𝐾ொ
య （mm） 

𝑇 ൌ 1.07 ∙ ඥ𝑇ோ𝐾ொ
య （mm） 

𝑇ோ : 規則 C 編 3.31 編 13.2.3 の規定による舵トルク（N-m） 
𝐾ொ : 規則 C 編 3.1.21 編 13.2.1.2 の規定によるコドラント材料に対する材

料係数 
𝐻 : ボスの所要深さ（mm） 
𝐷 : ボスの所要外径（mm） 
𝐵 : 腕の幅（mm） 
𝑇 : 腕の厚さ（mm） 
𝐵 : 外端における腕の幅（mm） 
𝑇 : 外端における腕の厚さ（mm） 

(b) 2 個の腕を有する場合の腕の幅及び厚さは，前(a)の規定によるものの 1.1 倍以

上としなければならない。また，4 個の腕を有する場合の腕の幅及び厚さは，

前(a)の規定によるものの 0.9 倍まで減じて差し支えない。 
(c) 舵頭材に固定したチラーと， これに固定しない遊動コドラントを併用すると

きの遊動コドラントの腕の寸法は，その全長を通じ，前(a)iii)によるものとして

差し支えない。 
(2) スタッドなし操舵用チェーンの径は，次の算式による値以上とすること。ただし 9.5 

mm 未満としてはならない。 

𝑑௦ ൌ 3.36ඨ
𝑇ோ𝐾
𝑅
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𝑑ௌ : 操舵用チェーンの所要径（mm） 
𝑇ோ : 規則 C 編 3.31 編 13.2.3 の規定による舵トルク（N-m） 
𝐾 : 規則 C 編 3.1.21 編 13.2.1.2 の規定によるチェーン材料に対する材料係数 
𝑅 : 舵頭材の中心から操舵用チェーンの中心線まで測ったチラーの長さ又はコド

ラントの半径（mm） 
（(3)から(8)は省略） 

 
 
 

D16 ウインドラス及びムアリングウインチ 

D16.2 ウインドラス 

D16.2.4 設計 
 
-1.を次のように改める。 
 

-1. 規則 D 編 16.2.4-2.(2)(a)に規定する連続使用荷重は，次の条件に基づいている。 
(1) 通常のストックレスアンカーを使用する。 
(2) アンカーの質量は，規則 C 編 27 章 1 編 14.3 及び規則 L 編 2 章の規定による。 
(3) 1 のアンカーを巻き上げる。 
(4) 浮力及びホースパイプの効率による影響を考慮する。（ホースパイプの効率は 70 %

とする。） 
 

 
  



256/301 

附属書 12.1.6 プラスチック管 

1.5 管の用途及び配置場所に対する要件 

1.5.1 耐火性 
 
表 1 を次のように改める。 
 

表 1 耐火要件マトリックス 
番号 管装置 使用場所 

  A B C D E F G H I J K 
（省略） 

25 排水装置（船外） ○1,8 ○1,8 ○1,8 ○1,8 ○1,8 ○ ○ ○ ○ ○1,8 ○ 

（省略） 

（備考） 

（(1)及び(2)は省略） 

(3) 脚注 

（1 から 7 は省略） 

8 : 規則 C 編 20.1.21 編 1.4.3.2 で定義する位置 I と位置 II における暴露甲板の排水装置は，下部への浸水を防ぐた

めに乾舷甲板の上にある位置から操作できる閉鎖手段を上端に設けていない限り “×” でなければならない 

（9 から 15 は省略） 
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GF 編 低引火点燃料船 

GF6 燃料格納設備 

GF6.4 液化ガス燃料格納設備 

GF6.4.6 支持構造 
 
-2.を次のように改める。 
 

-2. 規則 GF 編 6.4.9-3.(3)(h)及び 6.4.9-4.(1)(a)の規定に定める荷重状態に対する支持構

造の解析は，次の(1)及び(2)に示す状態を考慮したものとすること。 
(1) 30 度の横傾斜時における液化ガス燃料を含む液化ガス燃料タンク重量による静荷

重及び波浪変動圧を含まない静的外水圧を受けた状態 
(2) 液化ガス燃料を含む液化ガス燃料タンク重量に規則 GF 編 6.4.9-4.(1)(a)の規定に定

める船体運動に起因する加速度が加わり波浪変動圧を受けた状態。この波浪変動圧

は，検査要領 C 編 C31.1.3 規則 C 編 2-9 編 4.3 の規定によって差し支えない。 
 
GF6.4.15 を次のように改める。 

GF6.4.15 タンクタイプ 
-1. （省略） 
-2. 規則 GF 編 6.4.15-1.(3)(a)の規定にいう「古典的な方法規範的な船体構造強度評価と

等価な評価」とは，梁理論をいい，対象とする応力の種類は，曲げ応力と軸応力を加え合

わせたものとする規則 C 編 2-9 編 6 章に従うことをいう。 
-3. （省略） 
-4. 規則 GF 編 6.4.15-1.(3)(b)の規定の適用上，内圧による膜力又は軸力を無視できない

構造にあっては，規則 C 編 14 章 2-9 編 6 章の規定に定める算式を適当に修正して適用す

ること。 
-5. 規則 GF 編 6.4.15-1.(3)(b)の規定の適用上，規則 GF 編 6.4.1-7.の規定による腐食予

備厚を考慮しない場合，防撓材の断面係数は，規則 C 編 14.2.3 の規定を準用して算出した

値を 1.2 で除したもの以上であること。 
 

表 GF6.4.15 一次等価応力に対する許容応力 
フェライト鋼 オーステナイト鋼 アルミニウム合金 

0.79𝑅 0.84𝑅 0.79𝑅 

0.53𝑅 0.42𝑅 0.42𝑅 

（備考） 

各々の材料に対して上記値のいずれか小さい方の値とする。𝑅及び𝑅は，

規則 GF 編 6.4.12-1.(1)(c)の規定に定めるところによる。 

 
-65. （省略） 
-76. （省略） 
-87. （省略） 
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-98. 規則 GF 編 6.4.15-3.(3)(b)の規定にいう「一般的に受け入れられている圧力容器の座

屈理論に基づく計算」とは，JIS，ASME 等の規格に基づく計算をいう。また，設計外圧 Pe

のうち，P4 は，液化ガス燃料タンクの配置に応じて，規則 C 編 10.21 編 4.4.2.7，18.24.4.2.8
及び 19.24.9.2.2 の規定を準用して算出したものとすること。 

-109. （省略） 
-1110. （省略） 
-1211. 前-110.に示す検討は，実船に対する寸法効果，材料，工作精度のばらつき等の影

響を考慮したタンク，二次防壁，防熱構造及びタンク支持構造要素を組み合せたモデルに

ついて疲労試験を行って確認するものとすること。この試験は，規則 GF 編 16.5.5-1.(1)の
規定に定める試験の一環として行うこと。 

-1312. （省略） 
-1413. 規則 GF 編 6.4.15-4.(4)(b)の規定の適用上，メンブレンタンクに隣接する船体構造

は，規則 C 編 14 章 1 編 6 章の規定による他，必要がある場合は，メンブレンタンクの構

造強度上，船体構造の応力を制限することを考慮しなければならない。メンブレン，メン

ブレン支持構造及び防熱材の許容応力は，材料の機械的性質，建造実績，製品仕様及び品

質管理状況に応じてその都度定める。 
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L 編 艤装品 

L3 チェーン 

L3.1 チェーン等 

L3.1.7 形状及び寸法 
 
-2.を次のように改める。 
 

-2. 規則 C 編 27.1.41 編 14.3 に規定するアンカー用のアンカーチェーンにあっては，チ

ェーンの 1 連の長さにシャックル等のチェーン用部品の長さを含めて差し支えない。 
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M 編 溶接 

M2 溶接工事 

M2.4 溶接施工 

M2.4.1 溶接材料の選定 
 
-5.を次のように改める。 
 

-5. 規則 M 編表 M2.1 備考(4)にいう「本会が適当と認める措置」とは，溶接部に対し規

則 C 編 25.2.3(1)1 編 3.3.5.4-1.(1)又は CS 編 22.4.3(1)の規定による防食措置を施すことをい

う。 

 
M8.6 非破壊試験に関する各基準 

M8.6.2 を次のように改める。 

M8.6.2 溶接継手の要求品質水準 
規則 M 編 8.6.2-1.にいう「本会が必要と認める場合」とは，規則 C 編 32.132-1 編 10.5 の

規定の適用を受ける極厚鋼板を使用するコンテナ運搬船のハッチサイドコーミングにお

ける船体ブロック間のバット継手に対し，エレクトロガス溶接を適用する場合をいう。 
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N 編 液化ガスばら積船 

N2 船舶の残存能力及び貨物タンクの位置 

N2.5 浸水の仮定 

N2.5.8 船楼の浮力算入 
 
-2.を次のように改める。 
 

-2. 規則 N 編 2.5.8(2)の規定に定める水密滑り戸は，損傷時に容易に近づける場所から

遠隔操作できるものとし，本編に他に規定のない限り，規則 C 編 13 章 13.31 編 2.2.2 の要

件を満足すること。また，残存復原力の最小範囲内での水没が認められる風雨密の開口は，

浸水後の最終平衡状態において確実に閉鎖できるものであること。 

 
N2.7 残存要件 

N2.7.1 残存要件 
 
-2.を次のように改める。 
 

-2. 規則 N 編 2.7.1-2.(1)でいう「遠隔操作の滑り戸」とは，本編に他に規定のない限り，

規則 C 編 13 章 13.31 編 2.2.2 の要件を満足するものをいう。 
 
-4.を次のように改める。 
 

-4. 規則 N 編 2.7.1-3.(1)の規定の適用上，「風雨密に閉鎖しうる他の開口」には，規則 C 編

23.6.5-2.1 編 14.12.3.1-3.又は規則 CS 編 21.6.5-2.に従って風雨密の閉鎖装置を備える通風筒

であっても，運航上の理由から，機関室又は非常用発電機室（非常用発電機室は，復原性

計算において浮力に算入されている場合又は下方に通じる開口を保護している場合）に給

気を行うために開放しておく必要がある通風筒を含めない。 
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N3 船体の配置 

N3.1 貨物エリアの隔離 

N3.1.7 を次のように改める。 

N3.1.7 貨物格納設備用の暴露甲板の開口 
規則 N 編 3.1.7 の規定でいう「有効に閉鎖する設備」とは，規則 C 編 20.2.1，20.2.2，

20.2.31 編 14.6.1，14.6.2 及び 20.2.5-4.(3)14.6.3 の規定を満足する設備をいう。 
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N4 貨物格納設備 

N4.8 支持構造 

N4.8.1 一般 
 
-2.を次のように改める。 
 

-2. 規則 N 編 4.13.9 及び 4.14.1 の規定に定める荷重状態に対する支持構造の解析は，次

の(1)及び(2)に示す状態を考慮したものとすること。 
(1) 30 度の横傾斜時における貨物を含む貨物タンク重量による静荷重及び波浪変動圧

を含まない静的外水圧を受けた状態 
(2) 貨物を含む貨物タンク重量に規則 N 編 4.14.1 の規定に定める船体運動に起因する

加速度が加わり波浪変動圧を受けた状態。この波浪変動圧は，C31.1.3 規則 C 編 1
編 4.6 及び 2-9 編 4.3 の規定によって差し支えない。 

 
N4.23 独立型タンクタイプ C 

N4.23.3 最終設計条件 
 
-2.を次のように改める。 
 

-2. 規則 N 編 4.23.3-2.の規定にいう「一般的に受け入れられている圧力容器の座屈理論

に基づく計算」とは，JIS，ASME 等の規格に基づく計算をいう。また，設計外圧 Peのうち，

P4 は，貨物タンクの配置に応じて，規則 C 編 10.21 編 4.4.2.7，18.24.4.2.8 及び 19.24.9.2.2
の規定を準用して算出したものとすること。 

 
N4.24 メンブレンタンク 

N4.24.4 を次のように改める。 

N4.24.4 構造解析 
規則 N 編 4.24.4-2.の規定の適用上，メンブレンタンクに隣接する船体構造は，規則 C 編

14 章 1 編 6 章の規定による他，必要がある場合は，メンブレンタンクの構造強度上，船体

構造の応力を制限することを考慮しなければならない。メンブレン，メンブレン支持構造

及び防熱材の許容応力は，材料の機的性質，建造実績，製品仕様及び品質管理状況に応じ

てその都度定める。 
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N4.25 一体型タンク 

N4.25.3 を次のように改める。 

N4.25.3 最終設計条件 
規則 N 編 4.25.3-2.の規定の許容応力は，C31.1.3 規則 C 編 1 編 8.6.1.2 に示すものをい

う。 
 
 
 

N14 人身保護設備 

N14.4 個々のプロダクトに対する人身保護の要件 

N14.4.3 を次のように改める。 

N14.4.3 除染シャワー及び洗眼場所 
除染シャワー及び洗眼場所は，カーゴマニホールド部や貨物ポンプ室等の直接貨物の飛

散を受けやすい場所の近くに設け，洗浄中に，さらに貨物の飛散を受けないよう，周囲壁

を設けること。この周囲壁の構造は，規則 C 編 19 章 1 編 11.3.3 の規定によること。また，

この配管は規則 D 編 12 章の規定に適合した金属製の固定配管とし，凍結防止のため防熱

を施すか，又は適当な位置にドレン抜きを設備すること。 
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S 編 危険化学品ばら積船 

S2 船舶の残存能力及び貨物タンクの位置 

S2.7 浸水の仮定 

S2.7.8 船楼の浮力 
 
-2.を次のように改める。 
 

-2. 規則 S 編 2.7.8(2)において，水密滑り戸は本編に他に規定のない限り，規則 C 編

13.31 編 2.2.2 の要件を満足するものとし，その遠隔操作は，安全にかつ迅速に近づける場

所から行えること。また，残存復原性の規定最小範囲内に水没する風雨密の開口は，平衡

状態において確実に閉鎖できること。 

 
S2.9 残存要件 

S2.9.2 浸水のすべての段階における残存基準 
 
-1.を次のように改める。 
 

-1. 規則 S 編 2.9.2(1)にいう水密滑り戸は，本編に他に規定のない限り，規則 C 編 13.31
編 2.2.2 の要件を満足するものをいう。 

S2.9.3 最終平衡状態における残存基準 
 
-3.を次のように改める。 
 

-3. 規則 S 編 2.9.3(1)の規定の適用上，「風雨密に閉鎖し得る他の開口」には，規則 C 編

23.6.5-2.1 編 14.12.3.1-3.又は規則 CS 編 21.6.5-2.に従って風雨密の閉鎖装置を備える通風筒

であっても，運航上の理由から，機関室又は非常用発電機室（非常用発電機室は，復原性

計算において浮力に算入されている場合又は下方に通じる開口を保護している場合）に給

気を行うために開放しておく必要がある通風筒を含めない。 
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S14 人身保護設備 

S14.1 保護装具 

 
S.14.1.2 を次のように改める。 
 

S14.1.2 保管場所 
本編の適用を受ける貨物を取扱うために一度以上使用した保護装具は，貨物エリア内に

設置されたロッカのみに保管することを原則とする。うち 1 組は常に貨物ポンプ室近くの

ロッカに格納する。貨物エリア内に設けられる保護装具のための専用ロッカの構造は，規

則 C 編 19 章 1 章 11.3.3 の規定に従うこと。ただし，やむを得ない場合には，図 S14.1.2-1.
に示すような居住区域及び業務区域との間に何らかの開口を有しないストア又はロッカ

で貨物エリア外にあるものに格納してよい。なお，本規定は新品又は未使用品若しくは十

分に洗浄した後使用していないものには適用しない。 

 
S14.2 安全装具 

S14.2.10 を次のように改める。 

S14.2.10 除染シャワー及び洗眼器 
除染シャワー及び洗眼器は，カーゴマニホールド部や貨物ポンプ室等の直接貨物の飛散

を受けやすい場所の近くに設け，洗浄中に，さらに貨物の飛散を受けないよう，周囲壁を

設けること。この周囲壁の構造は，規則 C 編 19 章 1 章 11.3.3 の規定によること。また，

この配管は規則 S 編 6 章の規定に適合した金属製の固定配管とし，凍結防止のため防熱を

施すか，又は適当な位置にドレン抜きを設備すること。 
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O 編 作業船 

O4 曳航作業に従事する船舶 

O4.3 船体構造 

O4.3.5 を次のように改める。 

O4.3.5 曳航設備の支持構造 
規則 O 編 4.3.5 の適用上，曳航設備の支持構造の各部材の応力の許容値は次による。た

だし，支持構造の配置や形状等に応じて，これと異なる値とすることがある。 
𝜎 ൌ 166/𝐾（N/mm2） 
𝜏 ൌ 96/𝐾（N/mm2） 
𝜎 ൌ 196/𝐾（N/mm2） 

𝜎: 𝜎  𝜎（直応力） 
𝜎: 軸応力 
𝜎: 曲げ応力 
𝜏: 面内のせん断応力 

𝜎: 𝜎 ൌ √𝜎ଶ  3𝜏ଶ（等価応力） 
𝐾: 使用する鋼材の材料強度に応じた係数で，軟鋼材の場合は，1.00，高張力

鋼材の場合は，規則 C 編 1.1.7-2.(1)1 編 3.2.1.2-2.に規定する値とする。 
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O8 揚錨船 

O8.3 船体構造 

O8.3.2 を次のように改める。 

O8.3.2 揚錨設備の支持構造 
規則 O 編 8.3.2 の適用上，揚錨設備及びアンカーを積載する個所の支持構造の各部材の

応力の許容値は次による。ただし，支持構造の配置や形状等に応じて，これと異なる値と

することがある。 
𝜎 ൌ 166/𝐾（N/mm2） 
𝜏 ൌ 96/𝐾（N/mm2） 
𝜎 ൌ 196/𝐾（N/mm2） 

𝜎: 𝜎  𝜎（直応力） 
𝜎: 軸応力 
𝜎: 曲げ応力 
𝜏: 面内のせん断応力 

𝜎: 𝜎 ൌ √𝜎ଶ  3𝜏ଶ（等価応力） 
𝐾: 使用する鋼材の材料強度に応じた係数で，軟鋼材の場合は，1.00，高張力

鋼材の場合は，規則 C 編 1.1.7-2.(1)1 編 3.2.1.2-2.に規定する値とする。 
 
 
 

O11 洋上風力発電設備設置船 

O11.5 船体艤装 

O11.5.1 を次のように改める。 

O11.5.1 一般 
規則 O 編 11.5.1-2.を適用する場合にあって，規則 P 編 10.2.1(2)に規定される自動船位保

持設備を備える場合には，一組の一時係留設備を軽減することができる。ただし，自動船

位保持設備は，次の(1)から(3)を有すること。 
(1) 規則 P編 10.2.3に規定される 2級もしくは 3級の自動船位保持設備を備えること。 
(2) 規則 C 編 27 章表 C27.11 編表 14.3.1-1.に規定される環境条件及び想定される位置

保持時間を考慮すること。ただし，航路が制限されている船舶にあっては，所有者

の指定する環境条件としてもよい。 
(3) 一時係留設備と併用して自動船位保持設備を使用する場合の操作手順を規則 P 編

18.2.2 に規定されるオペレーションマニュアルに含むこと。 
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P 編 海洋構造物等 

P9 船体艤装 

P9.6 点検設備 

P9.6.3 区画内の交通 
 
-2.を次のように改める。 
 

-2. 規則 P 編 9.6.3 の適用上，代替設備の選択に当たっては，次の事項を確保すること。

詳細については，鋼船規則検査要領 C 編附属書 C35.2.4 規則 C 編 1 編附属書 14.16 を参照

すること。 
（(1)から(5)は省略） 

 
-3.を次のように改める。 
 

-3. 代替設備としてボートを使用する場合にあっては，鋼船規則検査要領 C 編 C35.1.4-
5.規則 C 編 1 編 14.16.2.4-6.によること。また，タンク又は区画における甲板下部分につい

て，ウェブの深さが 1.5 m 以下の場合，ボート単独で検査することが認められ得るが，ウ

ェブの深さが 1.5 m を超える場合については，甲板横桁で区切られた場所（以下，「ベイ」

という。）に安全な出入りが可能となる固定設備を設けること。ここでいう固定設備とは，

次のいずれかとする。 
（(1)及び(2)は省略） 

P9.6.4 点検設備及びはしごの仕様 
 
-11.(7)を次のように改める。 
 

-11. 規則 P 編 9.6.4-9.の適用上，はしご等の詳細は次によること。 
（(1)から(6)は省略） 
(7) 可搬式及び移動式点検設備の選択にあたっては，鋼船規則検査要領 C 編附属書

C35.2.4 規則 C 編 1 編附属書 14.16 を参照すること。 
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PS 編 浮体式海洋石油・ガス生産，貯蔵，積出し設備 

PS3 船体構造及び艤装 

PS3.7 疲労強度 

PS3.7.2 を次のように改める。 

PS3.7.2 疲労強度評価 
疲労強度は，検査要領 P 編付録 P1 又は以下のいずれか，規則 C 編 1 編 9 章又は規則

CSR-B&T編 1編 9章の規定を準用して累積疲労被害度を算定して差し支えない。ただし，

防撓材の参照応力は，規則 PS 編 2 章における確率レベル 10-4 の設計荷重に基づき算定す

ること。 
(1) 縦通防撓材にあっては，以下による。 

(a) 検査要領 C 編 附属書 C1.1.23-1.。この場合，補正係数は 1.0 とする。 
(b) 規則 CSR-B&T 編 1 編 9 章 

(2) 船型の浮体施設の縦通防撓材以外の部材にあっては，規則 CSR-B&T 編 1 編 9 章

による。 
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Q 編 鋼製はしけ 

Q12 縦強度 

Q12.1 縦強度 

Q12.1.3 を次のように改める。 

Q12.1.3 ローディングマニュアル 
鋼製はしけに要求されるローディングマニュアルについては，C34.1.2 規則 C 編 1 編

3.8.2 の規定を準用する。 
 
 
 

Q13 外板 

Q13.6 外板の局部補強 

Q13.6.2 を次のように改める。 

Q13.6.2 横式構造の外板 
-1. 甲板及び船側構造が横肋骨式の場合，造船所は，座屈に関する計算書を本会に提出

して，承認を得る必要がある。 
-2. 船の中央部において，横式構造の強力甲板，船底外板及び強力甲板が横式構造であ

る場合の横式構造の船側外板には，次式を満足する程度の間隔で縦方向にカーリング（標

準 100×10 FB）を設ける。なお，本会の承認を得た場合は，この規定によらないことがで

きる。 




















2

2

22

1
10

6.16
C

S

S

t  

t ： 甲板又は外板の厚さ （mm） 

C： カーリングの心距 （m） 

S : 横置梁の心距 （m） 

 : 次による。 

強力甲板では， 
   3min. 10


D

WS

Z

MM
（N/mm2） 

船底外板では， 
   3max. 10


B

WS

Z

MM
（N/mm2） 

min.SM 及び max.SM : それぞれ規則 Q 編 12.1.1-2.に規定する静水中の縦曲げモー

メントのうち，最小値及び最大値（kN-m） 
 WM 及び  WM : 規則 C 編 1 編 4.3.2.3 による。 
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DZ 及び BZ : それぞれ考慮している船の長さ方向の位置の船体横断面の断面

係数で，規則 Q 編 12.1.2 の規定により定まる強力甲板及び船底

に対する値（cm3） 
 : 強力甲板及び船底外板では 1.0 とし，船側外板では次による値。 

船体横断面の中性軸より上部材では
Dy

y1  

船体横断面の中性軸より下部材では
By

y 2  

Dy : 中性軸から船側における甲板までの距離（m） 

By : ベースラインから中性軸までの距離（m） 

1y : 中性軸より各条板の上縁までの距離（m）。ただし， Dy より大きくする必要

はない。 

2y : 中性軸より各条板の下縁までの距離（m）。ただし， By より大きくする必要

はない。 
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付録 1 を次のように改める。 
 

付録 1 鋼船規則検査要領 CCS 編の準用 

船体構造及び船体艤装についての規則 Q 編の規定に関する検査要領は，表 Q 検査要領

対応表に示す通り，鋼船規則検査要領 CCS 編を準用する。 
 

表 Q 検査要領対応表 
規則 Q 編 検査要領 CCS 編 規則 Q 編 検査要領 CCS 編 

1.1.1 C1.1.3CS1.1.3 11.2.2 C14.2.3CS14.2.3 

1.1.6 C1.1.10CS26.1 12.1.1 C15.2.1CS15.2.1 

2.1.1 C1.1.11 及び C1.1.12 12.1.2 C15.2.3CS15.2.3 

2.1.2 C1.1.7CS1.3.1 13.3.3 C16.3.3CS16.3.3 

7.1.2 C10.1.2CS10.1.2 14.1.1-1. C10.2.1CS17.1.1[注 1] 

7.3.2 C10.4.2CS10.3.2 14.2.1 C17.1.1CS17.2.1 

8.1.1 C11.1.2CS11.1.2 14.2.3 C17.1.4CS17.2.4 

8.2.1 C11.2.1CS11.2.1 14.3.2 C17.2.2CS17.3.2 

9.1.3 C12.1.3CS12.1.3 14.4.1 C15.4.1-2.及び C17.3.1 

CS17.4.1 

9.1.4 C12.1.4CS12.1.4 15.3.1 C18.3.1CS18.3.1 

9.2.1 C12.2.1CS12.2.1 19.1.1 C27.1.1CS23.1.1 

10.2.3 C13.2.3CS13.2.3 19.1.3 C27.1.2CS23.1.2 

11.1.3 C14.1.3CS14.1.3 19.1.5 C27.1.5[注 2] 

（注） 

 1 要領 C10.2.1CS17.1.1 中，規則 C 編 10.2.1-1.CS 編 17.1.1-1.は，規則 Q 編 14.1.1-1.と読み替える。 
 2 要領 C27.1.5 中，規則 C 編 27.1.5 は，規則 Q 編 19.1.5 と読み替える。 
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R 編 防火構造，脱出設備及び消火設備 

R3 定義 

R3.2 定義 

R3.2.14 を削る。 

R3.2.14 兼用船 
規則 R 編 3.2.14 の「兼用船」には，規則 C 編 30.7.1 に規定された鉱石兼油タンカー及び

規則 C 編 31.8.1 に規定されたばら積兼油タンカーが含まれる。 
 
 
 

R4 発火の危険性 

R4.5 タンカーの貨物エリア 

R4.5.1 貨物タンクの隔離及び燃料タンクの配置 
 
-8.を削り，-9.から-12.をそれぞれ-8.から-11.に改める。 
 

-8. 規則 R 編 4.5.1-4.(1)の適用上，兼用船の区画の配置及び隔離については，規則 C 編

30.7 の鉱石兼油タンカーに対する規定並びに規則 C 編 31.8 のばら積兼油タンカーに対す

る規定にも適合すること。 
-98. 規則 R 編 4.5.1-4.(1)に規定するコファダムは，専用バラストタンクと兼用して差し

支えない。 
-109. 規則 R 編 4.5.1-6.にいう「少なくとも 300 mm の高さの恒久的かつ連続的なコーミ

ング」の配置については，図 R4.5.1-4.によるものとし，舷側厚板の甲板上の伸ばしの上方

50 mm の位置より低くしないこと。 
-1110. 規則 R 編 4.5.1-6.にいう「船尾荷役に伴う措置」として，規則 D 編 14.2.4-4.及び

R 編 4.5.2-6.に適合することに加えて泡消火装置等適当な消火設備を配置し，さらに，十分

な大きさの油受け又はスピルコーミングを設けること。 
-1211. 規則 R 編 4.5.1-8.に定義する「貨物タンクブロック」の例を図 R4.5.1-5.に示す。 
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R5 火災の成長性 

R5.2 当該場所への空気の供給及び可燃性液体の制御 

R5.2.1 閉鎖装置及び通風停止装置 
 
-1.(2)を次のように改める。 
 

-1. 規則 R 編 5.2.1-1.の適用上，蓄電池室については，次の(1)から(3)に掲げる条件を全

て満足する場合，通風装置の閉鎖装置を省略して差し支えない。 
(1) （省略） 
(2) 蓄電池室における通風装置の開口の甲板上面上の高さが，規則 C 編 20.1.21 編

1.4.3.2 に規定する位置 I において 4.5 m 以上，位置 II において 2.3 m 以上であるこ

と。 
(3) （省略） 
 
 
 

R9 火災の抑制 

R9.4 耐火仕切りの開口の保護 

R9.4.1 戸の耐火性 
 
-2.を次のように改める。 
 

-2. 規則 R 編 9.4.1 の適用上，規則 C 編 13.1.1-3.1 編 2.2.1.1-5.及び -46.並びに

13.1.5(2)2.2.1.5(2)の規定により風雨密戸を設ける場合であって，かつ，居住エリアから分離

し，独立して配置されるものにあっては，その耐火性については規則 R 編 9.4.4 の規定に

よることとして差し支えない。 
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R10 消火 

R10.7 貨物区域における消火措置 

R10.7.1 一般貨物に対する固定式消火装置 
 
-1.を次のように改める。 
 

-1. 規則 R 編 10.7 の適用上，固定式ガス消火装置を備える場合，規則 C 編 20.2.71 編

14.6.7 の規定に従った非風雨密倉口蓋を備えるコンテナ運搬船にあっては，R25.2.2-4.の規

定に従って炭酸ガスを増量することを条件に，規則 R 編 10.4.2 の規定による倉口蓋の間隙

に対する閉鎖手段を備えることを要しない。 
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R19 危険物の運送 

R19.2 総則 

R19.2.1 適用 
 
-2.を次のように改める。 
 

-2. 規則 R 編 19.2.1 の適用上，規則 C 編 20.2.71 編 14.6.7 の規定に従い非風雨密倉口蓋

を使用するコンテナ運搬船については，MSC/Circ.1087 の第 3 節の規定に注意すること。 

 
R19.3 特別要件 

R19.3.1 給水装置 
 
-4.を次のように改める。 
 

-4. 規則 R 編 19.3.1-3.でいう「付加重量及び水の自由表面が復原性に及ぼす悪影響を考

慮する」とは，散水又は張水装置から放出された水が貨物区域に滞留していくいかなる過

程においても，規則 U 編 2.2.1-1.の要件を満足することをいう。なお，本検討における積

載初期条件については，C31A.2 規則 C 編 2-2 編附属書 1.1An2.に倣う。 

R19.3.9 水噴霧装置 
 
-3.を次のように改める。 
 

-3. 規則 R 編 19.3.9 でいう「付加重量及び水の自由表面が復原性に及ぼす悪影響を考慮

する」とは，固定式加圧水噴霧装置から放出された水が貨物区域に滞留していくいかなる

過程においても，規則 U 編 2.2.1-1.の要件を満足することをいう。なお，本検討における

積載初期条件については，C31A.2 規則 C 編 2-2 編附属書 1.1An2.によること。 
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R20 車両積載区域及びロールオン・ロールオフ区域の保護 

R20.5 消火 

R20.5.1 固定式消火設備 
 
-2.を次のように改める。 
 

-2. 規則 R 編 20.5.1 の適用上，コンテナ運搬船の貨物倉を車両積載区域とする場合であ

って，規則 C 編 20.2.71 編 14.6.7 の規定に従った非風雨密倉口蓋を備えるものにあっては，

R25.2.2-5.の規定に従うことを条件に，固定式消火装置として炭酸ガス消火装置を使用して

差し支えない。 
 
-4.(1)を次のように改める。 
 

-4. 規則 R 編 20.5.1-4.でいう排水装置は，次の(1)又は(2)の該当する方の要件によるこ

と。ただし，船外への直接排水するための設備又はビルジ装置が，固定式消火装置及び要

求される数の消火ホースから射出される追加の水量に対して十分な能力を有する場合に

ついては，この限りでない。 
(1) 隔壁甲板上の場所のための排水装置については，次の(a)から(d)の要件に適合する

こと。 
（(a)から(c)は省略） 
(d) 排水口及び放水口又はそれらを接続する管の最小断面積は，次の(i)又は(ii)によ

ること。 
(i) （省略） 
(ii) 放水口の最小要求断面積は次の算式により決定すること。ただし，規則 C

編 23.2.21 編 14.9.2 で要求される放水口の断面積が次式で決定される断面

積以上である場合にあっては，放水口の追加を要しない。 

𝐴 ൌ  
𝑄

0.5ඥ19.62ሺℎଵ െ ℎଶሻ
 

ここで， 
A： 船舶の各舷側の放水口の要求合計断面積（m2） 
𝑄： 固定式消火装置及び要求される数の消火ホースからの射水の合計値

（m3/s） 
h1 – h2： 固定式消火装置用水ポンプの最大流量及び 2 本の消火ホース（た

だし，規則 R 編 19.3.1-2.で要求される場合，4 本の消火ホースと

する。）からの射水の合計値に作動時間として 30 分を乗じること

により算出される水量を，考慮する甲板の面積で割った値（m） 
(2) （省略） 
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-5.を次のように改める。 
 

-5. 規則 R 編 20.5.1-4.でいう「付加重量及び水の自由表面が復原性に及ぼす悪影響を考

慮する」とは，散水又は張水装置から放出された水が貨物区域に滞留していくいかなる過

程においても，規則 U 編 2.2.1-1.の要件を満足することをいう。なお，本検討における積

載初期条件については，C31A.2 規則 C 編 2-2 編附属書 1.1An2.によること。 
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R25 固定式ガス消火装置 

R25.2 工学的仕様 

R25.2.2 炭酸ガス装置 
 
-5.を次のように改める。 
 

-5. 規則 R 編 25.2.2-1.(1)の適用上，規則 C 編 20.2.71 編 14.6.7 の規定に従った非風雨密

倉口蓋を備えるコンテナ運搬船にあっては，それぞれの貨物倉に対する炭酸ガスの必要量

は，次の(1)及び(2)によること。 
（(1)及び(2)は省略） 
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「海洋汚染防止のための構造及び設備規則検査要領」の一部を次のように改正する。 
 

3 編 油による海洋汚染防止のための構造及び設備 

3 章 ばら積みの油による海洋汚染防止のための構造及び設備 

3.2 船体構造 

3.2.2 区画及び復原性 
 
-7.及び-8.を次のように改める。 
 

-7. 規則 3 編 3.2.2-3.(1)にいう水密滑り戸は，本編に他に規定のない限り，鋼船規則 C
編 13 章 13.31 編 2.2.2 の要件を満足するものとする。 

-8. 規則 3 編 3.2.2-3.(3)の規定の適用上，「その他風雨密で閉鎖することのできる開口」

には，鋼船規則 C 編 23.6.5-2.1 編 14.12.3.1-3.又は鋼船規則 CS 編 21.6.5-2.に従って風雨密

の閉鎖装置を備える通風筒であっても，運航上の理由から，機関室又は非常用発電機室（非

常用発電機室は，復原性計算において浮力に算入されている場合又は下方に通じる開口を

保護している場合）に給気を行うために開放しておく必要がある通風筒を含めない。 
 
 
 

4 章 有害液体物質排出防止設備 

4.7 SBT 

表 4.4.7-1.を次のように改める。 
 

表 4.4.7-1. SBT の容量の要件 
ケース 船の中央における

喫水条件 
船尾トリム条件 追加条件 

1 ○ ○ － 

2 ○ × 船首喫水0.025Lf 

3 ○ × 船首喫水0.025Lf 

   鋼船規則 C 編 16.4.4(1)1 編 10.6.2.4(1)に適合

すること 

（備考） 

〇：適合 

×：不適合 
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「安全設備規則要領」の一部を次のように改正する。 
 

3 編 救命設備 

2 章 救命設備 

2.1 個人用救命設備 (SOLAS Chapter III Reg.7, Reg.32) 

2.1.1 を次のように改める。 

2.1.1 救命浮環 (SOLAS Chapter III Reg.7.1, Reg.32) 
規則 3 編 2.1.1-1.に規定される救命浮環の最低数及び配置には，鋼船規則検査要領 C 編

C23.9.1-2.(10)C 編 1 編 14.14.1.1-2(10)で備え付けが要求される救命浮環を含めない。 
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「揚貨設備規則検査要領」の一部を次のように改正する。 
 

1 章 総則 

1.3 配置，構造，材料，溶接等 

1.3.5 溶接 
 
-1.(3)を次のように改める。 
 

-1. デリック装置の溶接については，次の(1)から(8)の規定によること。 
（(1)及び(2)は省略） 
(3) ポータルを構成する側板と上下板との溶接部で，ポータルの端部及びトッピングブ

ラケット，アイ等が取付けられる部分の溶接の脚長は，鋼船規則 C 編表 C1.51 編

表 12.2.1-2.に定める F1 溶接以上とすること。 
（(4)から(8)は省略） 

 
-2.(4)を次のように改める。 
 

-2. クレーン装置の溶接については，次の(1)から(4)の規定によること。 
（(1)及び(3)は省略） 
(4) 主要構造部の一次部材に適用されるすみ肉溶接は，原則として鋼船規則 C 編表

C1.41 編表 12.2.1-1.に定める F1 溶接と同等以上の効力のものとすること。 
 
-5.を次のように改める。 
 

-5. 鋳鋼品又は鍛鋼品と鋼板とを突合せ溶接又は重ね溶接によって固着する場合の溶

接継手の詳細は，鋼船規則 C 編 1.2.31 編 12.2 の規定による。 
  



284/301 

「高速船規則規要領」の一部を次のように改正する。 
 

1 編 総則 

1 章 通則 

1.1 一般 

1.1.5 を次のように改める。 

1.1.5 特殊な形状又は特殊な主要寸法比を有する船舶 
特に大きい乾玄を有する船舶の取扱い 
(1) ここで，「特に大きい乾玄を有する船舶」とは，鋼船規則検査要領 C 編 C1.1.3-2.(1)C

編 1 編 1.4.3.5 に規定する船舶をいう。 
(2) 特に大きい乾玄を有する船舶にあっては，高速船規則（以下，「規則」という。）7

編及び 9 編の規定の適用にあたり，次によることができる。 
(a) 規則 7 編 2 章 

規則 7 編 2.1.2 に規定する「暴露甲板の位置」を定めるにあたり，仮想乾玄甲

板から暴露甲板までの船側における垂直距離（HD）及び鋼船規則検査要領 V 編

V2.2.1 に規定する船楼の標準高さ（hs）の関係に応じ，当該暴露甲板を次のよ

うに扱う。 
ℎௌ  𝐻 ൏ 2ℎௌのとき : 乾玄甲板直上の船楼甲板 
2ℎௌ  𝐻 ൏ 3ℎௌのとき : 乾玄甲板上第二層目の船楼甲板 
3ℎௌ  𝐻とき : 乾玄甲板上第三層目以上の船楼甲板 

(b) 規則 9 編 8 章 
規則 9 編 8.4 で引用されている鋼船規則 D 編 13.5.3 に規定するビルジ吸引管の

内径を算定するにあたって，算式中の「D」を「竜骨の上面から仮想乾玄甲板

までの垂直距離（𝐷ᇱ）（鋼船規則検査要領 C 編図 C1.1.3-2.C 編 1 編図 1.4.3-4.参
照）」に代えて適用する。 
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2 章 定義 

2.1 一般 

2.1.15 乾玄甲板 
 
-1.を次のように改める。 
 

-1. 規則 1 編 2.1.15-3.にいう「適切な幅」については，船舶の構造及びオペレーション

を考慮したものとするとともに，少なくとも鋼船規則 C 編 23.71 編 14.13 に規定する歩路

を確保でき，かつ，甲板部における船側外板又は水密隔壁からの幅が次に掲げる値以上の

ものとすること。 
（(1)及び(2)は省略） 

 
 
 

6 編 船体構造 

3 章 座屈強度計算 

3.1 通則 

3.1.1 を次のように改める。 

3.1.1 一般 
船体構造の各部材の座屈強度を検討する場合には，鋼船規則検査要領 C 編 附属書

C1.1.22-2.C 編 1 編 8.6.2「座屈強度計算に関する検査要領」によること。 
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「旅客船規則検査要領」の一部を次のように改正する。 
 

2 編 船級検査 

1 章 通則 

1.1 検査 

1.1.3 船級維持検査の時期 
 
-1.(3)を次のように改める。 
 

-1. 規則 2 編 1.1.3-3.の適用において，鋼船規則検査要領 B1.1.3-9.（(22)を除く。）に規

定するものに加えて，次による。 
（(1)及び(2)は省略） 
(3) 2010 年 1 月 1 日前に建造開始段階にあった国際航海に従事する船舶は，2010 年 1

月 1 日までに，規則 3 編 1.1.1-4.で参照される非常用曳航手順書の要件（鋼船規則

C 編 27.41 編 14.5.3 又は CS 編 23.3）に適合していることを，検査により確認を受

ける。 
（(4)から(7)は省略） 
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3 編 船体構造及び艤装 

1 章 通則 

1.1 一般 

1.1.4 直接強度計算 
 
-1.及び-2.を次のように改める。 
 

-1. 規則 3 編 1.1.4 を適用して，直接強度計算により船体構造の各部材の寸法を定める

場合には，鋼船規則検査要領 C 編附属書 C1.1.22-1.「直接強度計算に関する検査要領」鋼

船規則 C 編 1 編 8 章にもよること。ただし，同要領及び規則 3 編の関連規定によりがたい

と認められる場合には，その解析方法，荷重，許容応力等について，本会の適当と認める

ところによる。 
-2. 直接強度計算により各部材の寸法を定めた場合には，直接強度計算により得られた

結果に基づいて，各構造部材の座屈強度を検討すること。この場合，鋼船規則検査要領 C
編附属書 C1.1.22-2.「座屈強度計算に関する検査要領」C 編 1 編 8.6.2 によること。 

 
 
 

2 章 材料及び溶接 

2.1 材料 

2.1.1 を次のように改める。 

2.1.1 適用 
高張力鋼を使用する場合の構造及び部材寸法については，特に規定しない限り，鋼船規則

検査要領 C 編附属書 C1.1.7-1.「高張力鋼を使用する場合の船体構造に関する検査要領」の

関連規定によること。 
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3 章を次のように改める。 
 

3 章 縦強度 

3.21 曲げ強度 

3.21.1 船の中央部の曲げ強度 
-1. 強力甲板上に長大な甲板室が多層ある船舶の中央部の曲げ強度については，以下次

によること。 
(1) 規則 3 編 3.21.1-1.を満足すること。 
(2) 前(1)に加えて，船体横断面の断面係数および断面二次モーメントの算定にあたっ

ては，各層ごとの甲板室の船長方向長さと甲板室の横断面の周長（甲板室の幅と甲

板室の高さを 2 倍した値との和）との比が 5 未満となる甲板室の直下の甲板（以

下，「縦強度検討が必要な甲板」という。）及びその下方にあって縦強度に寄与する

とみなされるすべての縦通部材を算入部材として，鋼船規則 C 編 15.21 編 5.2.1 の

規定を適用すること。この場合，強力甲板以外の甲板の開口についても強力甲板の

開口と同様に扱う。ただし，航海中に発生するサギングモーメントに対して，圧縮

座屈強度が十分でなく縦強度に寄与しないとみなされる縦通板部材が強力甲板よ

り上方にある場合には，次の(a)及び(b)によること。 
(a) 圧縮座屈強度が十分でなく縦強度に寄与しないとみなされる縦通板部材を船

体横断面の断面係数および断面二次モーメントの算入部材から除いて，(2)を適

用すること。 
(b) 骨部材に関しては，鋼船規則 C 編 31.9.31 編 14.6.5.6(3)により算出される有効

幅の板部材は骨部材のフランジ部とみなして算入部材とすることができる。 
(3) 本会の承認を得た場合には，前(1)及び(2)にかかわらず，特別な考慮を払った別の

方法により曲げ強度の検討を行うことができる。 
-2. 船の中央部の甲板に，アトリウム及びエレベータを含む階段室等が集中配置されて

いる場合には，直接強度計算の結果より開口部周囲の曲げ強度を確認すること。許容応力

については，鋼船規則 C 編 15 章 1 編 5 章の規定に整合させる必要があるが，コーナー部

の許容応力については，鋼船規則検査要領 C 編 C31.1.3C 編 1 編 8.6 を準用してよい。 

 
3.32 座屈強度 

3.32.1 圧縮座屈強度 
-1. 強力甲板上に長大な甲板室が多層ある船舶の中央部での圧縮座屈強度については，

以下によること。 
(1) （省略） 
(2) 前(1)に加えて，3.21.1 に規定する縦強度検討が必要な甲板及びその下方にある縦強

度に寄与する全ての外板，甲板，船楼側板及び縦通隔壁の板部材の圧縮座屈強度並

びにその縦式防撓材の圧縮座屈，捩り座屈及びウェブの圧縮座屈強度について，鋼

船規則 C 編 15.41 編附属書 5.3 の規定を適用する。この場合，船体横断面の断面二

次モーメントの算定にあたっては，3.21.1-1.(2)の規定からただし書きを除いたもの

によること。また，鋼船規則 C 編 15.4.21 編 5.3.2 における部材に作用する圧縮応
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力の最小値については，30/K(N/mm2)（K は材料係数で，規則 3 編 5.2.1-1.(1)による。）

とする必要はない。ただし，航海中に発生するサギングモーメントに対して，圧縮

座屈強度が十分でなく縦強度に寄与しないとみなされる縦通板部材が強力甲板よ

り上方にある場合には，次の(a)及び(b)によること。 
(a) 圧縮座屈強度が十分でなく縦強度に寄与しないとみなされる縦通板部材を船

体横断面の断面係数および断面二次モーメントの算入部材から除いて，骨部材

のみを考慮して，(2)を適用すること。 
(b) 骨部材に関しては，3.21.1-1.(2)(b)によることができる。 

(3) （省略） 
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4 章を次のように改める。 
 

4 章 二重底構造 

4.21 配置 

4.21.1 配置 
-1. （省略） 
-2. 規則 3 編 4.21.1-2.で「船舶の安全が害されないことを条件に」とは，規則 4 編の損

傷時の復原性の要件を満足することをいう。 
-3. 規則 3 編 4.21.1-2.の規定により二重底を省略する場合，及び特殊な船底構造とする

場合には，次の(1)及び(2)によること。なお，特殊な船底構造とは，例えば，内底板が船の

全幅にわたるものとなっていない構造や，内底板が規則 1 編 2.1.12 に定義する部分積載区

画喫水(dp)よりも上方に位置する構造をいう。 
(1) 船底損傷の影響を受ける可能性がある場合，二重底を省略する区画について，規則

4 編 2.3.6 の規定に従って残存確率 si を計算し，規則 4 編 2.3.4-2.に規定する到達区

画指数 A の計算に用いられる 3 つの喫水における航海状態において，siが 1 以上と

なるよう区画を配置すること。損傷範囲については，規則 4 編 2.3.4-3.(3)の規定に

替えて，表 3.4.21.1 に規定する損傷範囲を適用すること。また，より狭い範囲の損

傷の方がより厳しい状態を生じる場合には，そのような損傷範囲を考慮すること。 
(2) 二重底を省略する区画の浸水が，船舶の他の場所にある非常電源，照明，船内の通

信，信号装置及びその他の非常用装置を操作不能な状態にするものでないこと。 
 

表 3.4.21.1 仮想損傷範囲 

 船首垂線から 0.3L の範囲 その他の範囲 

船長方向範囲 
1 3⁄ 𝐿

ଶ ଷ⁄
又は 14.5m の 

いずれか小さい方 

1 3⁄ 𝐿
ଶ ଷ⁄

又は 14.5m の 

いずれか小さい方 

船幅方向範囲 
B'/6 又は 10 m の 
いずれか小さい方 

B'/6 又は 5 m の 
いずれか小さい方 

キール線から測った 
垂直方向範囲 

B'/20 
ただし，0.76 m 以上かつ 
2 m 以下とする。 

B'/20 
ただし，0.76 m 以上かつ 
2 m 以下とする。 

（備考） 

 1．キール線は，規則 1 編 2.1.22 の規定による。 

 2．船の幅（B'）は，規則 1 編 2.1.5-1.の規定による。 

 
-4. 規則 3 編 4.21.1-4.にいう「本会が適当と認める方法」とは，前-3.(1)に規定する要件

を満足することをいう。 
-5. 規則 3 編 4.21.1-4.にいう「本章に規定する二重底と同程度の保護」とは，前-3.(1)に

規定する要件を満足することをいう。ただし，主機関下の潤滑油用のウェルにあっては，

ウェルの底面からキール線に一致する平面までの垂直距離が規則 3 編 4.21.1-3.に規定する

h の値の 0.5 倍若しくは 500 mm のいずれか大きい方以上となる場合，二重底内の距離 h に

より定義される境界線の下方へ突出しても差し支えない。 
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-6. 規則 3 編 4.21.1-5.の適用上，前-3.の規定により浸水計算を実施する場合にあっては，

垂直方向の損傷範囲を増すことを要求することがある。 
 
 
 

6 章 水密隔壁及びその開口 

6.4 水密戸 

6.4.1 一般 
 
-2.を次のように改める。 
 

-2. 規則 3 編 6.4.1-2.の適用上，敷居より少なくとも 1 m の水位に相当する静水圧が作

用する状態における閉鎖については，規則 3 編 6.1.1 の規定により適用されるプロトタイ

プ試験（鋼船規則検査要領 C13.3.3-1.C 編 1 編 2.2.2.3-1.又は CS13.3.3-1.を参照）において，

当該戸のいずれの側から静水圧が作用した場合についても，機能し得ることを確認するこ

と。 
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5 編 機関 

3 章 操舵装置 

3.1 一般 

3.1.1 適用 
 
-2.(1)及び(2)を次のように改める。 
 

-2. 手動の操舵装置のコドラント，チェーン，円材，導滑車等については次による。 
(1) コドラントの寸法は次に定めるところによる。 

(a) 3 個の腕を有する場合の各部の寸法は，次の算式による値以上としなければな

らない。 
i) ボスの寸法  

𝐻 ൌ 4.27 ∙ ඥ𝑇ோ𝐾ொయ  (mm) 

𝐷 ൌ 7.69 ∙ ඥ𝑇ோ𝐾ொయ  (mm) 

ii) ボスに連続する箇所の腕の寸法  
𝐵 ൌ 3.29 ∙ ඥ𝑇ோ𝐾ொయ  (mm) 

𝑇 ൌ 1.67 ∙ ඥ𝑇ோ𝐾ொయ  (mm) 

iii) 外端における腕の寸法 
𝐵 ൌ 2.22 ∙ ඥ𝑇ோ𝐾ொయ  (mm) 

𝑇 ൌ 1.07 ∙ ඥ𝑇ோ𝐾ொయ  (mm) 

𝑇ோ : 鋼船規則 C 編 3.31 編 13.2.3 の規定による舵トルク(N-m) 
𝐾ொ : 鋼船規則 C 編 3.1.21 編 13.2.1.2 の規定によるコドラント材料に対す

る材料係数 
𝐻 : ボスの所要深さ (mm) 
𝐷 : ボスの所要外径 (mm) 
𝐵 : 腕の幅 (mm) 
𝑇 : 腕の厚さ (mm) 
𝐵 : 外端における腕の幅 (mm) 
𝑇 : 外端における腕の厚さ (mm) 

（(b)及び(c)は省略） 
(2) スタッドなし操舵用チェーンの径は，次の算式による値以上とすること。ただし 9.5 

mm 未満としてはならない。  

𝑑ௌ ൌ 3.36ඨ
𝑇ோ𝐾
𝑅

 

𝑑ௌ: 操舵用チェーンの所要径 (mm) 
𝑇ோ: 鋼船規則 C 編 3.31 編 13.2.3 の規定による舵トルク (N-m) 
𝐾: 鋼船規則 C 編 3.1.21 編 13.2.1.2 の規定によるチェーン材料に対する材料係数 
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𝑅 : 舵頭材の中心から操舵用チェーンの中心線まで測ったチラーの長さ又はコドラ

ントの半径 (mm) 
（(3)から(8)は省略） 

 
 
 

付録 7-1 SOLAS II-2 章の旅客船関係の条文解釈 

2 火災安全設備コードの条文解釈 

2.1 条文解釈 

2000 年 12 月 5 日に第 73 回海上安全委員会において決議 MSC.98(73)として採択された

火災安全設備のための国際規則（火災安全設備コード）の条文の解釈は，表 7-1-B1 によ

ること。なお，条文の解釈中で引用している図表については，それぞれ 2.2 によること。 
 
表 7-1-B1 を次のように改める。 
 

表 7-1-B1 火災安全設備コードの条文解釈 
条項番号 FSS Code 条文 条文解釈 

（省略） 

FSS9 第 9 章 固定式火災探知警報装置  

FSS 
9.2.1.2.4 

固定式火災探知警報装置は，次を含む他の火災安

全装置に対して信号を出力するものであっても差

し支えない。 
.1 ページングシステム，火災警報又は船内通報装

置 
.2 送風機の停止装置 
.3 防火扉 * 
.4 防火ダンパ 
.5 スプリンクラ装置 
.6 試料抽出装置 
.7 低位置照明装置 
.8 固定式局所消火装置 
.9 閉回路テレビ（CCTV）装置 
.10 その他の火災安全装置 

*： 規則 C 編 13.3.3 鋼船規則 C 編 1 編 2.2.2.3 に従っ

て設置される水密戸であって防火扉としても使用さ

れる水密戸は，火災を検知した際に自動閉鎖しないも

のであること。 

（省略） 
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「内陸水路航行船規則検査要領」の一部を次のように改正する。 
 

4 編 引船及び押船の構造及び艤装 

2 章 舵及び船尾材 

2.1 舵 

2.1.1 適用 
 
-1.を次のように改める。 
 

-1. マリナ型の舵（図 4.2.1.1-1.参照）を採用する場合には，その寸法は鋼船規則 C 編 3
章 1 編 13 章を準用して定める。 

 

2.1 舵 

2.1.11 舵頭材と舵心材との接合部 
 
-3.(6)を次のように改める。 
 

-3. 規則 4 編 2.1.11-2.を適用するにあたっては，以下の(1)から(7)の要件も満足すること。 
（(1)から(5)は省略）  
(6) キーと舵頭材及びキーと舵本体との片面の接触面積𝐴はそれぞれ次の算式による

値以上とする。 

𝐴 ൌ
10𝑇𝑅𝐾𝑚𝑎𝑥

𝑑𝐾
（mm2） 

𝑑及び𝑇ோ: 前(5)による。 
𝐾௫:規則 C 編 3.1.2 鋼船規則 C 編 1 編 13.2.1.2 の規定によるキー，舵頭材及び舵

本体の材料係数のうち接触するキーと舵頭材及びキーと舵本体についてそれ

ぞれ大きい方の値。 
(7) （省略） 
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10 章 縦強度 

10.2 曲げ強度 

10.2.3 船体横断面係数の算定 
 
-2.(1)を次のように改める。 
 

-2. 縦強度算入部材 
縦強度算入部材の算入の割合は次による。 
(1) 断切板は，そのすみ肉溶接が鋼船規則 C 編表 C1.5 の備考 11 編 12.2.1.3-2.による場

合には 100%算入する。 
（(2)から(5)は省略） 

 
10.2.4 を次のように改める。 

10.2.4 ローディングマニュアル 
L が 65m を超える船舶に要求されるローディングマニュアルについては，鋼船規則検査

要領 C 編 C34.1.2C 編 1 編 3.8.2 の規定を準用する。 
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5 編 はしけの構造及び艤装 

9 章 縦強度 

9.1 縦強度 

9.1.2 船体横断面係数の算定 
 
-2.(1)を次のように改める。 
 

-2. 縦強度算入部材 
縦強度算入部材の算入の割合は次による。 
(1) 断切板は，そのすみ肉溶接が鋼船規則 C 編表 C1.5 の備考 11 編 12.2.1.3-2.による場

合には 100%算入する。 
（(2)から(6)は省略） 

 
9.1 縦強度 

9.1.3 を次のように改める。 

9.1.3 ローディングマニュアル 
船舶に要求されるローディングマニュアルについては，鋼船規則検査要領 C 編 C34.1.2C

編 1 編 3.8.2 の規定を準用する。 
 
 
 

7 編 機関 

12 章 操舵装置 

12.4 操舵装置の材料，構造及び強度 

12.4.7 チラー等 
 
-2.を次のように改める。 
 

-2. 規則 7 編 12.4.7-5.ただし書きの「本会が適当と認めるところ」とは鋼船規則検査要

領 C 編「付録 C1 設計に関する参考資料」のキー付「コーンカップリングによる舵頭材と

舵心材の結合」をいう。 
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「船用材料・機器等の承認及び認定要領」の一部を次のように改正する。 
 

第 2 編 艤装品 

1 章 アンカーの製造方法の承認 

1.1 一般 

1.1.1 適用 
 
-1.を次のように改める。 
 

-1. 本章の規定は，鋼船規則 L 編 2.1.4 及び鋼船規則 L 編 2.2.4 の規定に基づき，鋼船

規則 C 編 27 章 1 編 14.3 の規定により装備するアンカー及び位置保持設備用アンカー（以

下，本章において「アンカー」という。）の製造方法の承認に関する試験，検査等に適用す

る。 
 
 
 

6 章 非常曳航設備 

6.1 一般 

6.1.1 適用 
 
-1.を次のように改める。 
 

-1. 本章の規定は，鋼船規則検査要領 C27.3.2-1.C 編 1 編 14.5.2.4 の規定に基づき，非常

曳航設備のプロトタイプの承認及び製品検査に関する試験，検査等に適用する。ここで，

非常曳航設備のプロトタイプの承認試験・検査は，C27.3.2-2.鋼船規則 C 編 1 編 14.5.2.3 に

掲げる部品から構成される当該設備が鋼船規則検査要領 C27.3C 編 1 編 14.5.2 に掲げる規

定を満足することを確認する試験，検査をいい，非常曳航設備の製品検査とは，本会のプ

ロトタイプの承認を得た非常曳航設備の構成部品として出荷される製品に対して行う試

験・検査をいう。 
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7 章 繊維強化プラスチック（FRP）製品の使用承認 

7.1 適用 

7.1.1 を次のように改める。 

7.1.1 適用 
本章の規定は，鋼船規則検査要領 C 編附属書 C1.1.7-5.C 編 1 編附属書 3.2 の規定に基づ

き，繊維強化プラスチック（以下，「FRP」という。）製品の使用承認に関する試験及び検

査等に適用する。 

 
7.4 製造法承認試験 

7.4.2 を次のように改める。 

7.4.2 製造法承認試験の基準 
-1. 防火保全性試験 
FRP 製品に関する防火保全性については，次の(1)から(4)によること。 
（(1)から(3)は省略） 
(4) 鋼船規則 C 編 23.7.21 編 14.13.2 に規定する船首部までの歩路に使用する FRP 製品

の試験は，ASTM F3059-14（Standard Specification for Fiber-Reinforced Polymer (FRP) 
Gratings Used in Marine Construction and Shipbuilding）に規定する防火保全性レベル

2 の試験手順によること。 
-2. 難燃性試験 
FRP 製品に関する難燃性については，鋼船規則検査要領 C 編附属書 C1.1.7-5.表 1.3.1C

編 1 編附属書 3.2 表 An1 によること。また，難燃性試験の試験条件，試験方法は，ASTM 
E84（Standard Test Method for the Surface Burning Characteristics of Building Materials）による

こととし，判定基準については，火炎伝播指数が 25 を上回らないこと。次の-3.の規定を

満足する場合も難燃性を持つと認められる。  
-3. 火炎伝播性試験及び表面燃焼性試験 
FRP 製品に関する火炎伝播性及び表面燃焼性試験については，鋼船規則検査要領 C 編附

属書 C1.1.7-5.表 1.3.1C 編 1 編附属書 3.2 表 An1 によること。また，試験条件，試験方法

及び判定基準については，次の(1)又は(2)によること。 
(1) ASTM E84 の規定により火炎伝播性試験を実施し，火炎伝播指数が 20 を上回らな

いこと。 
(2) 鋼船規則 R 編 3.2.23 に定義される FTP コードに従い「表面燃焼性試験」の規定に

よる試験を実施し，隔壁，内張り又は天井に使用される材料に対する基準に適合す

ること。 
-4. 発煙性試験 
FRP 製品に関する発煙性については，鋼船規則検査要領 C 編附属書 C1.1.7-5.表 1.3.1C

編 1 編附属書 3.2 表 An1 によること。また，試験条件，試験方法及び判定基準について

は，次の(1)又は(2)によること。 
(1) ASTM E84 の規定により試験を実施し，発煙性指数が 10 を上回らないこと。 
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(2) 鋼船規則 R 編 3.2.23 に定義される FTP コードに従い「煙及び毒性試験」の規定に

よる発煙に関する試験を実施し，隔壁，内張り又は天井に使用される材料に対する

基準に適合すること。 
-5. 毒性試験 
FRP 製品に関する毒性については，鋼船規則検査要領 C 編附属書 C1.1.7-5.表 1.3.1C 編

1 編附属書 3.2 表 An1 によること。また，試験条件，試験方法及び判定基準については，

次によること。 
(1) 鋼船規則 R 編 3.2.23 に定義される FTP コードに従い「煙及び毒性試験」の規定に

よる毒性に関する試験を実施し，この基準に適合すること。 
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第 4 編 船体用非金属材料及び塗料 

5 章 舵用非金属ベアリング材の製造方法の承認 

5.1 一般 

5.1.1 を次のように改める。 

5.1.1 適用 
鋼船規則 C 編 3.101 編 13.2.10 及び CS10 編 3.11 の規定に基づく舵用非金属ベアリング

材の製造方法の承認に関する試験，検査等に適用する。 

 
5.4 承認試験 

表 5.1 を次のように改める。 
 

表 5.1 
調査項目 調査内容 試験方法 

硬さ 1) 硬さ HSD 60 を超えたもので

あることを確認する。 
ショア硬さ試験(JIS Z 2246) 

膨潤性 吸水による過度の膨張がな

いことを確認する。 
吸水率(JIS K 6911) 

熱膨張性 熱による過度の膨張がない

ことを確認する。 
加熱収縮率(JIS K 6911) 

許容面圧 2) 面圧及び摩擦による過度の

摩耗や割れ，剥離等がないこ

とを確認する。 

本会の適当と認めるところ

による 

備考 

1) 硬さ試験については，気温 23℃，湿度 50%において行われる本会の適当と認める試験方法で行ってよい。 

2) 鋼船規則 C 編表 3.31 編表 13.2.10-1.又は鋼船規則 CS 編表 3.3 に基づき，5.5 N/mm2を超える許容面圧で承認を受ける場合

に限る。 

 
5.6 承認後の取扱い 

5.6.1 を次のように改める。 

5.6.1 一般 
本章の規定に適合したベアリング材は，本会が特に指示する場合を除き，鋼船規則 C 編

表 C3.31 編表 13.2.10-1.又は鋼船規則 CS 編表 CS3.3 中の「本会の適当と認めたもの」とし

て取扱う。 
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第 7 編 制御及び計装用機器並びに電気設備 

2 章 積付計算機及び復原性計算機の使用承認 

2.1 一般 

2.1.1 を次のように改める。 

2.1.1 適用 
本章の規定は，鋼船規則 C 編 34.1.11 編 3.8.1 の規定に基づき備え付けが要求される積付

計算機及び鋼船規則検査要領 U 編附属書 U1.2.2｢復原性計算機に関する検査要領｣1.3.1-1.
の適用を受ける復原性計算機の試験に適用する。 


